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茅ヶ崎市 

茅ヶ崎市経営改善方針 

進捗状況報告書 
（平成２７年度版） 

 

～新しい公共の形成による 

持続可能な基礎自治体の確立をめざして

～ 
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 第１次行政改革    （平成８年度～平成１４年度） 

■本市は、行政改革の指針として平成７年に行政改革大綱を策定しました。 

この大綱は、「Simple（簡素）」「Speedy（迅速）」「Straight（率直・公正）」を

モットーに、「市民参加制度の確立」、「行政組織・機構の見直し」、「事務事業の見直

し」、「定員管理の適正化」を４つの重点事項として掲げ、「市民と行政の新し

いパートナーシップによるスリムな自治体運営」を目指してきました。 

 

■第１次行政改革の成果 

 平成８年度から平成１４年度を改革の実施期間とし、第１次行政改革大綱で定めた重

点事項の実現に向けた実施計画を策定し、改革に取り組みました。その結果、１７３の

実施項目で平成１４年度までの実績効果額は４７億１，５４４万円となりました。 

 

重点事項 項目数 平成８年度 平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 

1 市民参加制度の確立 13 件 - - - - 

2 行政組織・機構の見直し 11 件 - 40 万円 50 万円 - 

3 事務事業の見直し 142 件 3 億 980 万円 6 億 450 万円 12 億 465 万円 4 億 7,648 万円 

4 定員管理の適正化 7 件 7,090 万円 1 億 4,100 万円 3 億 540 万円 1 億 2,780 万円 

職員の減員（対前年比）    ▲ 7 人 ▲ 5 人 ▲ 20 人 ▲ 22 人 

計 173 件 3 億 8,070 万円 7 億 4,590 万円 15億1,055万円 6 億 428 万円 

       

 

平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 節減額合計 

- - - - 

- - - 90 万円 

3 億 1,768 万円 2 億 3,091 万円 6 億 1,987 万円 37億6,389万円 

9,171 万円 9,634 万円 1 億 1,750 万円 9 億 5,065 万円 

▲ 16 人 ▲ 21 人 ▲ 13 人 ▲ 104 人 

4 億 939 万円 3 億 2,725 万円 7 億 3,737 万円 47億1,544万円 

 

※平成１１年度から平成１４年度までの各年度の節減額は、それぞれの年度における実施項目により節減効果があるものの

集計です。ただし、平成９年度の節減額は、平成８年度の実施項目のうち継続して節減効果があるものを、平成１０年度

の節減額は、平成８年度・平成９年度の実施項目のうち継続して節減効果があるものを含みます。 

１ これまでの行政改革  
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第２次行政改革   （平成１５年度～平成１９年度） 

 

■財政状況が一段と厳しくなる状況において、従来の改革の発想にとどまらず、「改革に

取り組む３つの視点」、「改革を進める８つの重点事項」を定め、市民、団体、

法人等と行政がそれぞれの果たすべき役割と責任を理解した上で対等の立場で、共通の課

題に互いに協力しあって取り組むため、「市民と行政が協働するスリムな行政経

営」を目標に平成１５年に第２次行政改革大綱を策定しました。 

 

◆改革に取り組む３つの視点 

１ 「行政主導のサービス」から「市民志向のサービス」へ 

２ 「前例踏襲的な事務執行」から「評価重視の事務執行」へ 

３ 「管理する行政」から「市民と役割分担する行政」へ 

 

◆改革を進める８つの重点事項 

１ 情報公開の徹底        ５ 電子市役所の構築 

２ 市民ニーズの把握       ６ 民間活力の導入と行政の効率化 

３ 説明責任の遂行        ７ 職員の意識改革と人材育成 

４ 行政評価制度の導入      ８ 財政運営の健全化 

 

 

■第２次行政改革の成果 

平成１５年度から平成１９年度を改革の実施期間とし、第２次行政改革大綱で定めた重点

事項の実現に向けた実施計画を毎年度策定し、改革に取り組みました。その結果、１２１の

実施項目で平成１９年度までの実績効果額は４１億８，７９４万円となりました。 

 

 

 



 

  
4 

 

  

茅ヶ崎市経営改善方針進捗状況報告書 

■各年度の効果額 

重点事項 項目数 

平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 

推計 

効果額 

実績 

効果額 

推計 

効果額 

実績 

効果額 

推計 

効果額 

実績 

効果額 

１情報公開の徹底 3 件       

２市民ニーズの把握 1 件       

３説明責任の遂行 1 件     ▲450 万円 0 

４行政評価制度の 

導入 
1 件       

５電子市役所の構築 3 件       

６民間活力の導入と 

行政の効率化 
65 件 1,137 万円 1,290 万円 2,665 万円 4,449 万円 

2 億 8,216 

万円 

2 億 4,425 

万円 

７職員の意識改革と

人材育成 
3 件    649 万円   

８財政運営の健全化 44 件 5,090 万円 3,413 万円 
1 億 1,652 

万円 

2 億 6,609 

万円 

7 億 6,757 

万円 

8 億 7,583 

万円 

計 121 件 6,227 万円 4,703 万円 
1 億 4,317 

万円 

3 億 1,707 

万円 

10億4,523 

万円 

11 億2,008 

万円 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１８年度 平成１９年度 効果額合計 

推計 

効果額 

実績 

効果額 

推計 

効果額 

実績 

効果額 

推計 

効果額 

実績 

効果額 

      

      

300 万円 0 300 万円 0 150 万円 0 

      

      

4 億 1,264

万円 

2 億 6,222

万円 

4 億 9,041 

万円 

3 億 7,007 

万円 

12億2,323

万円 

9 億 3,393 

万円 

     649 万円 

10億6,503

万円 

11 億1,333

万円 

13億7,807

万円 

9 億 5,814 

万円 

33億7,809

万円 

32億4,752 

万円 

14億8,067 

万円 

13億7,555 

万円 

18億7,148 

万円 

13億2,821 

万円 

46 億 282 

万円 

41億8,794 

万円 
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         （平成２０年度～平成２４年度） 
 

 

■財政状況が一段と厳しくなる状況において、従来の改革の発想にとどまらず、「改革に

取り組む３つの視点」、「改革を進める８つの重点事項」を第２次行政改革に

引き続き定め、市民、団体、法人等と行政がそれぞれの果たすべき役割と責任を理解した

上で対等の立場で、共通の課題に互いに協力しあって取り組むため、「多様な主体と

の協働による質の高い行政経営」を目標に平成２０年に第３次行政改革大綱を策定

しました。 

 

◆改革に取り組む３つの視点 

１ 市民サービスの質の向上 

２ 多様な主体との連携 

３ 限りある行政資源の最大限の活用 

 

 

◆改革を進める８つの重点事項 

１ よりよい行政サービスの提供    ５ 事務事業の効率化と重点化 

２ 積極的な情報提供と説明責任の遂行 ６ 行政経営システムの整備 

３ 民間活力の活用          ７ 経営視点に立った財政運営 

４ 協働の推進            ８ 行政評価システムの充実 

 

 

 

■第３次行政改革の成果 

平成２０年度から平成２４年度を改革の実施期間とし、第３次行政改革大綱で定めた重点

事項の実現に向けた実施計画を毎年度策定し、改革に取り組みました。その結果、９６の実

施項目で平成２４年度までの実績効果額は２６億２，９３６万円となりました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次行政改革 
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■各年度の効果額 

重点事項 項目数 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

推計 

効果額 

実績 

効果額 

推計 

効果額 

実績 

効果額 

推計 

効果額 

実績 

効果額 

１より良い行政サー

ビスの提供 
15 件 270 万円 ▲97 万円 275 万円 ▲290 万円 280 万円 ▲328万円 

２積極的な情報提供

と説明責任の遂行 
8 件       

３民間活力の活用 8 件 307 万円 2,764 万円     

４協働の推進 10 件 840 万円 826 万円 1,630 万円 1,392 万円 1,465 万円 1,334 万円 

５事務事業の効率化

と重点化 
9 件 8,830 万円 

▲6,261 

万円 

1 億 5,868 

万円 

1 億 9,547

万円 

1 億 5,027

万円 
4,271 万円 

６行政経営システム

の整備 
10 件 

2 億 5,200

万円 
4,500 万円 

2 億 9,200

万円 

▲2 億

9,336 万円 
476 万円 476 万円 

７経営視点に立った

財政運営 
34 件 

1 億 7,679

万円 
7,831 万円 

2 億 2,220

万円 

5 億 6,097

万円 

4 億 7,226

万円 

8 億 5,096

万円 

８行政評価システム

の充実 
2 件       

計 96 件 
5 億 3,126

万円 
9,563 万円 

6 億 9,193 

万円 

4 億 7,410 

万円 

6 億 4,474 

万円 

9 億 849 

万円 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年度 平成２４年度 効果額合計 

推計 

効果額 

実績 

効果額 

推計 

効果額 

実績 

効果額 

推計 

効果額 

実績 

効果額 

163 万円 84 万円 165 万円 ▲732 万円 1,153 万円 
▲1,363 

万円 

      

    307 万円 2,764 万円 

1,600 万円 1,432 万円 1,537 万円 1,488 万円 7,072 万円 6,472 万円 

1 億 5,555

万円 
1,952 万円 

1 億 9,049

万円 
3,074 万円 

7 億 4,329

万円 

2 億 2,583

万円 

1 億 2,244

万円 

▲1 億

8,355 万円 

1 億 7,712

万円 

▲2,184 

万円 

8 億 4,832

万円 

▲4 億

4,899 万円 

4 億 7,345

万円 

3 億 5,641

万円 

4 億 9,321

万円 

9 億 2,714

万円 

18億3,791

万円 

27億7,379

万円 

      

7 億 6,907 

万円 

2 億 754 

万円 

8 億 7,784 

万円 

9 億 4,360 

万円 

35億1,484 

万円 

26億2,936 

万円 
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■ 歳入構造（一般会計） 

景気の低迷による個人所得の減少と企業収益の悪化により、平成２０年度以降、 

本市の財政運営の根幹をなす市税収入は減少傾向にありましたが、平成２３年度か

ら再び増加傾向となっています。一方で、平成２２年度から普通交付税の交付団体

となったこと等により自主財源比率は減少傾向にありましたが、昨年度は上昇とな

りました。今後、景気の上昇が期待されますが、今後も経済の動向は不透明なとこ

ろがあり、歳入構造は引き続き予断を許さない状況となっています。 

 

 

 

 

392億 401億 410億 445億 455億 436億 430億 432億 429億 427億 452億

218億 154億 144億
141億 150億 211億 228億 230億 225億 230億

259億

0

100

200

300

400

500

600

700

800

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

億円

歳入構造の推移

（一般会計）

依存財源●
地方交付金や市債
等の収入

自主財源●
市税や使用料等の
収入

311億
321億

336億

366億 365億
352億

342億 345億 348億 349億 352億

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

億円

市税収入の推移

（一般会計）

２ 財政状況の推移 
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■ 歳出構造（一般会計） 

歳出面においては、生活保護費や自立支援給付費といった扶助費の増加など経常 

的な経費が年々増加しており、投資的な経費に充てる一般財源の厳しい状況は、こ

こ数年変わっていません。 

 

■ 市債（全会計） 

本市の市債現在高は、平成１５年度の１，０６２億円をピークに年々減少してき 

ていますが、平成２６年度の市債現在高は、前年度と比較すると約１１億円の増加

となっています。また、臨時財政対策債（本来地方交付税として国が交付すべきも

のを地方債として発行）は市債総額が減少傾向にある中、年々増加しています。 

  平成２６年度の市民１人当たりの市債現在高は約４０万円となり、平成１５年度 

の約４７万円と比較すると、約１５％の減となっています。 

 

525億 481億 518億 480億 507億 546億 552億 568億 570億 570億 599億

51億
46億

47億 74億 71億
70億 68億 61億 52億 49億

77億

0

100

200

300

400

500

600

700

800

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

億円

歳出構造の推移

（一般会計）

経費な投資的■
道路や学校など、将来に残る公共
施設建設などに支出される経費

経費な経常的■
人件費・公債費・扶助費や施設の
維持管理など年々持続して固定的
に支出される経費

構成比
91%

構成比
91%

構成比
92%

構成比
87%

構成比
88%

構成比
89%

構成比
89%

構成比
90%

構成比
92%

構成比
92%

構成比
89%

1,062億 1,050億
1,027億

990億
961億 944億 940億 941億 939億 935億 930億 941億

0

200

400

600

800

1,000

500

600

700

800

900

1,000

1,100

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

億

億円
市債・臨時財政対策債の現在高及び市民１人当たりの市債額

（特別会計を含む全会計）

市民１人

当たり

45万円
市民１人

当たり

43万円

市民１人

当たり

46万円

市民１人

当たり

40万円

市民１人

当たり

42万円

市民１人

当たり

40万円

市民１人

当たり

47万円

市民１人

当たり

40万円

市民１人

当たり

40万円

市民１人

当たり

40万円

市民１人

当たり

39万円

市民１人

当たり

40万円

260億242億221億198億177億149億131億121億110億104億85億59億

臨時財政対策債の推移

市債の推移
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 経営改善方針の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 新たな行政改革 

 基本コンセプト 

新しい公共の形成による持続可能な基礎自治体の確立 

 経営改善の視点 

１ 社会変化に対応できる地域経営の実現に向けた改革  ２ 最良なサービスを継続的に実施するための改革 

 

 経営改善を進める７つの重点事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 選択と集中の徹底・自主財源の確保 

「他の事業に比べ、明らかに効果が大きいも

の」や「休廃止することによって、大きな社会問

題につながるもの」などを勘案しながら、適切な

優先順位をつけ、選択と集中によるメリハリのあ

る財政運営を目指します。 

３ 外郭団体の経営改善 

外郭団体は、市から独立した経営体であること

を再認識し、さらなる経営改善に向けて主体的に

取り組む必要があります。今後は、外郭団体の自

主的な事業活動の推進に向けて、関連事業のアウ

トソーシングと指定管理料、補助金の削減を一体

的に進めることを検討します。 

 

２ 地域への分権 

市内の各地域がそれぞれの特性・特色に応じ、

必要なサービスを地域住民自らが選択し、展開で

きる新たな地域コミュニティ制度を導入します。 

 

１ 事業実施主体の最適化 

「公民連携推進のための基本的な考え方」に基

づき、民間団体、民間事業者、行政の役割分担の

最適化を図り、行政が実施するよりも効率的かつ

効果的な事業の実施が見込めるものについては、

積極的に民間に委ねることとします。 

 

７ 総人件費抑制 

各所属の所管業務の現状分析等を通じて、あら

ためて任期に定めのない常勤職員の果たすべき

役割を整理し、担当すべき業務分野を確定すると

ともに、多様な人材（再任用職員、臨時職員、嘱

託職員、人材派遣職員等）の積極的な活用により、

業務の特性に応じた人的資源の最適配分を図り

ます。 

６ 市役所の変革 

市役所の窓口業務、相談業務等について、市民

の利便性の向上や多様なニーズに対応できる体

制、仕組みを整備し、市民満足度の高いサービス

の提供を目指すとともに、経営感覚とコスト意識

を持ち、常に市民に視点を置いたサービスが行え

るよう、職員意識のさらなる向上を図ります。 

５ 受益者負担の適正化 

市民サービスの内容や経費の内訳等を精査し

た上で、適切な受益と負担に基づく使用料等の基

準を確立し、見直しを実施します。 
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 改革の体系 

 

 

 経営改善方針の計画期間 

平成２５年度（２０１３年度）から平成２７年度（２０１５年度）までの３ヶ年 

 

 方針の実現に向けた取り組み 

 経営改善方針で定めた基本コンセプトの実現をめざして、「７つの重点事項」

に沿った行革重点推進事業を定め、事業を実施します。 

 毎年度１回以上、７つの重点事項に基づき積極的に検討を加え、新たな実施

事項の追加や見直しを行います。 

 

 方針に基づく各行革重点推進事業の評価基準 

 行革重点推進事業の評価については、年度ごとに定量的及び定性的評価を用

い、事業の進捗度を明らかにします。 

 

定性的評価

年度ごとの目標を
達成した

年度ごとの目標を
達成できなかった

定
量
的
評
価

A

B

B

C

現状の課題の解決に向けて
効果があった

現状の課題の解決に向けて
効果があまりなかった

新しい公共の形成に

よる持続可能な基礎

自治体の確立

(1)社会変化に対応で

きる地域経営の実現に

向けた改革

(2)最良なサービスを

継続的に実施するため

の改革

①事業実施主体の最適化

②地域への分権

③外郭団体の経営改善

④選択と集中の徹底・自主財源の確保

⑤受益者負担の適正化

⑥市役所の変革

⑦総人件費抑制

（基本コンセプト） （経営改善の視点） （重点事項）
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■経営改善方針行革重点推進事業総括表１ （単位：円）

NO 名称 NO 名称
追加・終了

年度
合計

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- 305,000 305,000 610,000

- 305,000 305,000

- - - -

- - - -

- 772,500 927,000 1,699,500

- 93,000 93,000

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

742,500 742,500 742,500 2,227,500

774,750 774,750 1,549,500

2,790,000 2,790,000 2,790,000 8,370,000

2,790,000 2,720,520 5,510,520

1,029,000 - 1,029,000 2,058,000

1,840,000 - 1,840,000

- - 63,000 63,000

- 70,000 70,000

685,000 685,000 685,000 2,055,000

685,000 685,000 1,370,000

- - - -

- - - -

- 10,930,000 10,930,000 21,860,000

- 14,316,000 14,316,000

- - - -

- - - -

- - 33,749,000 33,749,000

- 26,939,000 26,939,000

3,034,407 3,034,407 3,034,407 9,103,221

1,816,059 3,257,759 5,073,818

- - - -

- - - -

23,333,334 23,333,333 23,333,333 70,000,000

23,333,333 23,333,333 46,666,666

- - 71,283,000 71,283,000

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

1
事業実施
主体の
最適化

(28) 指定管理者制度の推進 B A

B

-

A A

A

A

(11) 公園愛護会制度の充実 B

(12)

(13) ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業 A A

救命講習普及啓発事業 A A

(15)
民間企業との協働による「ちがさき生活
ガイド」の発行

(14) 封筒制作経費の削減 A A

協働による景観資源の保全・周知

粗大ごみ処理施設の整備における民間事業
者活用の検討

(23)
下水道工事に係る設計積算業務、現場技術
業務及び補償交渉業務の委託

民間企業との協働による「子育てガイド
ブック」の発行

(17)
母子健康手帳交付時等における子育て関係
資料配布用封筒の広告掲載事務

-

(18)
民間企業との協働による「耐震ちがさき」
の作成

A －(16)

A A

(8)

茅ヶ崎市生活支援・家族介護支援サービス利
用決定過程における業務の見直し（介護用品
支給サービス事業）

B

A A

(9)
協働による子育てポータルサイトの
管理・運営

B B

A A

(7)

茅ヶ崎市生活支援・家族介護支援サービス利
用決定過程における業務の見直し（徘徊高齢
者早期発見位置お知らせサービス事業）

B B

(5)

茅ヶ崎市生活支援・家族介護支援サービス利
用決定過程における業務の見直し（寝具類等
洗濯乾燥消毒サービス事業）

B B

B
茅ヶ崎市生活支援・家族介護支援サービス利
用決定過程における業務の見直し（緊急通報
装置貸与事業）

(3)
地域との連携による相談支援体制の
構築

A A

B B

(19)
職員給与事務の委託化（アウトソーシン
グ）の検討

B B

(6)

茅ヶ崎市生活支援・家族介護支援サービス利
用決定過程における業務の見直し（給食サー
ビス事業）

市民活動団体との協働事業の推進

２６年度 ２７年度

(2)

B

B

寒川町への資源物中間処理委託事業

(1) 市民活動推進補助事業 B

(4)

(10)

A

　行革重点推進事業については、毎年度７つの重点事項に基づき検討を加え、追加や見直しを行います。

重点事項分類 実施事項 評価及び効果額（上段推計効果額、下段実績効果額）

２５年度

A

(21)

(22) 大型ごみ収集運搬の民間委託

(20)

-

A A

B A

海岸の市有地活用による拠点整備(24) A B

A

(25)
PPP手法を活用した浜見平地区拠点
整備

A A

(26)
ＰＦＩ法に基づく（仮称）柳島スポーツ
公園の整備

A

(27) 図書館窓口業務運営形態の検討 B B

４ 実施事項 
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- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- 58,000 - 58,000

- 162,000 - 162,000

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- 1,568,000 - 1,568,000

- 798,000 - 798,000

- - 8,825,000 8,825,000

- -

- - - -

- - - -

- - 790,000 790,000

- 59,000 59,000

推計効果額 31,614,241 44,218,740 158,486,240 234,319,221

実績効果額 31,239,142 73,513,362 104,752,504

Ａ評価 21 28

Ｂ評価 20 20

Ｃ評価 4

- - - -

- - - -

推計効果額 - - - -

実績効果額 - - - -

Ａ評価 1 1

Ｂ評価

Ｃ評価

(51)
小型軽量ポンプ整備・訓練に関する指導体
制の見直し

H26追加 - A

(50) 千ノ川流域雨水タンク普及事業 H26追加 - A

(49)
市営屋外水泳プールへの指定管理者制度
導入

H26追加 - A

(48)
橋りょう等工事に係る設計積算業務、現場
技術業務の委託

H26追加 - B -

1
事業実施
主体の
最適化

(47)
除草委託業務における障害者優先調達推進
法の活用

H25追加 A A

(46)
除草委託業務における障害者優先調達推進
法の活用

H25追加 C A

(45)
除草委託業務における障害者優先調達推進
法の活用

H25追加 C A

(44)
除草委託業務における障害者優先調達推進
法の活用

H25追加 C B

(43) 手話通訳者の養成 H25追加 B B

(42)
市内障害者就労支援施設における受発注
機能の強化

H25追加 B A

(41) 各種スポーツ事業の運営体制の充実 H25追加 B B

(40) 湘南花の展覧会の開催手法の検討 H25追加 B B

(39) 茅ヶ崎市観光案内所運営手法の検討 H25追加 A A

(38)
柳島向河原地区土地活用協議会の
組織化

B B

(37) 農地所有者による市民農園開設の推進 A A

(36) 企業の誘致・立地への支援 B B

(35) 茅ヶ崎市太陽光発電クレジット制度の推進 A A

(34) ちがさきエコネット事業の推進 A A

(33)
新しい公共推進事業（提案型民営化制度）
の導入

B B

(32) PPP（公民連携手法）の推進 A B

-

(31) （仮称）浜見平地区図書室運営方法の検討 B A

(30)
（仮称）浜見平地区青少年関連施設
運営方法の検討

H25終了 B -

2
地域への

分権

(1) 地域コミュニティ事業

(29) 勤労市民会館の管理運営 C A

AA

小計

小計
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■経営改善方針行革重点推進事業総括表２ （単位：円）

NO 名称 NO 名称
追加・終了

年度
合計

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

推計効果額 - - - -

実績効果額 - - - -

Ａ評価 3 4

Ｂ評価 6 5

Ｃ評価

195,300 195,300 195,300 585,900

0 0 0

- - - -

- - - -

4,810,000 4,810,000 4,810,000 14,430,000

8,015,000 7,530,000 15,545,000

2,400,000 2,400,000 2,400,000 7,200,000

2,040,000 1,940,000 3,980,000

1,150,000 1,150,000 1,150,000 3,450,000

1,020,000 765,000 1,785,000

297,000 357,000 417,000 1,071,000

337,000 437,000 774,000

100,000 100,000 100,000 300,000

100,000 100,000 200,000

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

132,600 132,600 132,600 397,800

0 0 0

224,400 224,400 224,400 673,200

244,800 244,800 489,600

102,000 102,000 102,000 306,000

0 0 0

360,000 360,000 360,000 1,080,000

360,000 360,000 720,000

400,000 400,000 400,000 1,200,000

400,000 800,000 1,200,000

4,680,000 4,320,000 4,320,000 13,320,000

3,340,000 3,360,000 6,700,000

40,000 - - 40,000

40,000 40,000 - 80,000

- 113,000 - 113,000

- 38,661 - 38,661

4

選択と集中の
徹底・

自主財源の
確保

重点事項分類

3
外郭団体の経

営改善

(11)
茅ヶ崎市総合体育館、体育館への広告掲載
事業

A A

(10) 茅ヶ崎市民文化会館広告掲載事業 C C

A C

(9) 農業水産課所管トラックへの広告掲載 A C

(6) 車両広告事業 A A

B B

市ホームページによる民間広告の掲載に
よる財源確保

B B

A A

(8)
農業ふれあい館出入口フロアマットへの
広告掲載

広報紙における民間広告の掲載による財源
確保

(5) 市庁舎エレベーター広告事業

(1) 給与等支給明細書への広告掲載の検討 C

(4) B

C

B

B

外郭団体のあり方の見直し
（文化・スポーツ振興財団）

B B

A

B

(2)
外郭団体のあり方の見直し
（文化・スポーツ振興財団）

B B

(3)
外郭団体のあり方の見直し
（文化・スポーツ振興財団）

(4)

B

２６年度

B

実施事項 評価及び効果額（上段推計効果額、下段実績効果額）

(1) 外郭団体の経営改善

(5)

A

２７年度

(6)
外郭団体のあり方の見直し
（社会福祉協議会）

(7)
外郭団体のあり方の見直し
（社会福祉事業団）

(2)

小計

(7) 広報ちがさき特集号への広告掲載

AB

A

A A

外郭団体のあり方の見直し
（文化・スポーツ振興財団）

B

有料広告等新たな財源の確保事務

(3)

２５年度

B

(9)
外郭団体のあり方の見直し
（シルバー人材センター）

A A

(8)
外郭団体のあり方の見直し
（社会福祉事業団）

A

(12) 屋内温水プールへの広告掲載事業 C C

(13)
「ごみ通信ちがさき」における民間広告の
掲載による財源確保

A A

(14)
「ごみと資源物の分け方・出し方」に
おける民間広告の掲載による財源確保

A A

(15) コミュニティバス広告事務 B B

(16)
ちがさき公園マップへの民間広告掲載に
よる財源確保

H26終了 A A -

(17) 予約制健康相談事業の統合 H26終了 A B -
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10,000 - - 10,000

10,000 - - 10,000

- - - -

- - - -

- 80,000 80,000 160,000

- 80,000 80,000

- - 2,225,000 2,225,000

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

1,500,000 1,500,000 141,500,000 144,500,000

6,381,081 4,820,262 11,201,343

20,000,000 20,000,000 20,000,000 60,000,000

22,565,000 24,767,300 47,332,300

2,678,895 2,678,895 2,678,895 8,036,685

2,677,029 2,390,379 5,067,408

- - - -

- - - -

52,000,000 52,000,000 52,000,000 156,000,000

57,280,803 97,811,875 155,092,678

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

304,147 304,147 304,147 912,441

272,398 330,705 603,103

- - - -

1,570,000 2,130,000 - 3,700,000

5,400,000 5,400,000 5,400,000 16,200,000

▲ 4,450,350 14,236,814 9,786,464

- - - -

- - - -

480,000 480,000 480,000 1,440,000

594,768 584,832 1,179,600

260,094 260,094 260,094 780,282

341,961 299,595 641,556

- - - -

- - - -

- - 3,800,000 3,800,000

- -

- - - -

- - - -

50,000 - - 50,000

50,000 - - 50,000

- - - -

- 5,819,664 - 5,819,664

- - 4,982,000 4,982,000

- -

- 614,000 - 614,000

- 598,572 - 598,572

- - - -

- - - -

- - 5,762,000 5,762,000

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

推計効果額 97,574,436 97,981,436 254,083,436 449,639,308

実績効果額 101,619,490 169,485,459 271,104,949

Ａ評価 30 33

Ｂ評価 7 6

Ｃ評価 3 5

(47) 小学校の特別支援学級の運営経費削減 H26追加 - A

(46) 幼稚園団体補助金の見直し H26追加 - A

(45)
民間企業との協働による「高齢者のための
ガイド」の作成及び普及

H26追加 - A

(44) 重度障害タクシー利用助成内容の見直し H26追加 - A

(43) 結核予防事業の見直し H26終了 - A -

(42)
保健福祉総合相談窓口の地域福祉総合相談
室への移行

H26追加 - A

(41) システム機器における契約費用の削減 H26追加 - A

4

選択と集中の
徹底・

自主財源の
確保

(40)
柳島キャンプ場パンフレットへの民間広告
掲載による財源確保

H25終了 A - -

(39)
すこやか支援プログラム通所介護型介護
予防事業の見直し

H25追加 A A

(38)
中心市街地商業活性化補助事業の
見直し

H25追加 A A

(37) 公共施設見学会の見直し H25追加 A B

小計

(18) 感染症予防事業の見直し H25終了 A - -

(19) 公衆浴場入浴サービス事業の見直し A A

(20) 軽度生活援助サービス事業の廃止 H25終了 A -

(21) 普通徴収の仮徴収の廃止 A A

(22) 青少年会館管理業務委託の見直し A A

(23) 海岸青少年会館管理業務委託の見直し A A

(24) 活用予定のない市有地の売却・貸付・交換 A A

(25) 不用な道水路敷の有効活用及び売却 A A

(26) 全庁的な徴収率向上への取組 A A

(27) 税・料徴収一元化の推進 A A

(28) 国民健康保険料の収納率の向上 A A

(29) 介護保険料の徴収率の向上 A A

(30) 保育料の徴収率の向上 B A

(31) し尿処理手数料の徴収率の向上 B A

(32) 市営住宅使用料の徴収率の向上 A A

(33) 下水道使用料の徴収率の向上 B A

(34) 茅ヶ崎駐車場のあり方の検討 A A

(35)
茅ヶ崎市太陽光発電設備普及啓発基金の
活用

A A

(36)
公共下水道の未接続世帯に対する水洗化の
促進

A A
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■経営改善方針行革重点推進事業総括表３ （単位：円）

NO 名称 NO 名称
追加・終了

年度
合計

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

23,500,000 23,500,000 23,500,000 70,500,000

21,909,000 23,764,000 45,673,000

- - - -

- - - -

- - 756,000 756,000

- -

- - 660,000 660,000

- -

- - - -

- - - -

130,000,000 120,000,000 110,000,000 360,000,000

138,460,350 154,213,421 292,673,771

推計効果額 153,500,000 143,500,000 134,916,000 431,916,000

実績効果額 160,369,350 177,977,421 338,346,771

Ａ評価 3 6

Ｂ評価 8 5

Ｃ評価

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

6
市役所の

変革

(15) 組織機構の見直し A A

(14) 図書館窓口の増設 A A

(13) 適正な窓口業務の確立 B B

(12) 出張所の開設 A A

(11)
新庁舎建設に合わせた（仮称）連携型窓口
の開設

A A

(10)
身近な生活圏域でのサービス提供の
展開

A B

(9) 苦情等の対応と事務改善 A A

(8) 意見・要望等情報の共有化 A A

(7)
市ホームページによる効果的な行政情報の
提供の方法

A A

(6)
ケーブルテレビによる効果的な行政情報の
提供の方法

A A

(5)
FMラジオによる効果的な行政情報の提供の
方法

A A

(4)
広報紙による効果的な行政情報の提供の
方法

A A

B B

(2) 市民参加推進・啓発事業 B B

小計

(1) 市政情報コーナーの管理運営 A A

(3) 市民意識調査の実施

(7) 家庭ごみ有料化導入の検討 B B

(8) 飼育動物処理に係る手数料の見直し B B

A

大型ごみ収集手数料の見直し B A

B A

(6)

(5) 茅ヶ崎市総合体育館駐車場有料化事業 B

(3) 市役所駐車場の有料化 A

(4) 茅ヶ崎市民文化会館駐車場有料化事業

5
受益者
負担の
適正化

(1) 行政拠点地区駐車場有料化 B

(2) 公共施設使用料の見直し A

重点事項分類 実施事項 評価及び効果額（上段推計効果額、下段実績効果額）

A

２６年度

A

B

(11)
診療報酬明細書の再審査による国民健康
保険財政健全化の推進

A A

ごみの受入方法及び一般廃棄物処理手数料
の見直し

B B

２７年度

(10)

２５年度

Bリサイクル展示品の有償化(9) B
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- - - -

- - - -

200,000 200,000 200,000 600,000

200,000 200,000 400,000

- 121,200 161,600 282,800

- 0 0

- - 352,800 352,800

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- 2,195,000 2,195,000 4,390,000

- 2,162,000 2,162,000

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

46,400,000 46,400,000 46,400,000 139,200,000

46,400,000 46,400,000 92,800,000

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

4,131,800 1,502,050 8,120,800 13,754,650

4,459,300 1,865,000 6,324,300

- 47,000 - 47,000

- 47,000 - 47,000

- - - -

- - - -

6
市役所の

変革

(37) 介護保険システム端末機器の更新 - A

(22) 職員採用試験のあり方の見直し A A

(21)
「茅ヶ崎市職員の人材育成基本方針」
の取り組み

B B

(20)
茅ヶ崎市表彰審査委員会と茅ヶ崎市民栄誉
賞審査委員会の見直し

A B

(19)
行政改革推進委員会と総合計画審議会
の統合

A B

(18) 総合計画審議会の見直し C B

(17) 市民活動推進委員会の見直し H25終了 A - -

(16) 組織改正と連動した最適な審議会数の検討 A B

A
「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館」に
集う庁内横断的取組の推進

B

(26) 安心まごころ収集事業 B B

(25)

(30)
地理情報システム（ＧＩＳ）による
行政情報の管理・提供

A A

(24) 職員提案制度の運営及び活性化 A A

(23) 行政評価システムの充実 A A

A A

(34)

(29) 交際費支出のさらなる適正化 H26終了 A A

(28) 例規集の簡易製版化事業

(27) ごみ減量化の推進施策の検討 B B

総合評価落札方式による入札・契約の適正
化の推進

B B

(33)
制限付き一般競争入札による入札・
契約の適正化の推進

A A

(32)
ホストコンピュータの契約方法の
見直し

H26終了 A A -

(31) 情報システム最適化の推進 H26終了 A A -

(36)
高齢者の生きがいと健康づくり推進
事業の見直し

H26終了 A A -

(35)
電子納税（納付）サービスの導入及び消込
収納事務の改善

A A
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■経営改善方針行革重点推進事業総括表４ （単位：円）

NO 名称 NO 名称
追加・終了

年度
合計

- 3,000,000 8,000,000 11,000,000

- 6,590,000 6,590,000

2,819,000 3,044,000 3,200,000 9,063,000

2,839,515 4,226,541 7,066,056

1,855,000 - - 1,855,000

3,130,650 - - 3,130,650

- - - -

- - - -

150,000 150,000 150,000 450,000

150,000 150,000 300,000

- - 5,607,000 5,607,000

- -

- - - -

- - - -

4,279,500 4,279,500 4,279,500 12,838,500

4,288,250 4,288,250 8,576,500

61,000 61,000 61,000 183,000

61,000 61,000 122,000

840,000 840,000 840,000 2,520,000

863,975 670,008 1,533,983

486,000 481,000 476,000 1,443,000

▲ 10,240,000 ▲ 10,673,000 ▲ 20,913,000

1,560,000 1,560,000 1,560,000 4,680,000

1,934,463 2,325,100 4,259,563

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

466,000 466,000 466,000 1,398,000

439,522 466,706 906,228

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- 120,029,000 - 120,029,000

- 161,006,000 - 161,006,000

- - 206,114,000 206,114,000

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- 2,696,912 - 2,696,912

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - 2,843,000 2,843,000

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

6 市役所の変革

(65)
認可外保育施設利用者の保育料助成金申請
期間の見直し

H26終了 B A －

(64) 地域での「そだれん」自主開催の実施 H25追加 A A

(63) 小児医療費助成事業の見直し H25追加 A A

(62) 放置自転車対策事業の広域化 H25追加 A A

(61) 防災ラジオの普及 H25追加 A B

(60)
PPS（特定規模電気事業者）からの
電力調達

H25追加 A A

(59) 各種申請書等の取次事務の拡大 H25追加 A A

(58) 戸籍事務の効率化 H25追加 A A

(57)
消防緊急通信指令システム移転整備
事業

A A

-

行政手続の電子化の推進

-

(51) 寒川町との広域連携事務の推進 A A

(52)

A

(40)
環境事業センター維持管理事業に係る業務
委託の長期継続契約化

H25終了 B

(44) 振込データの伝送化 H25終了 A - -

(43)
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）更新
事業

- -

(42)
消防職員のストレスケア対策の事業手法の
見直し

A A

A A

A A

(41) 市立病院の健全経営の取り組み A A

(38) 介護保険事務処理システムの最適化 A A

(39) 公共用水域水質モニタリングの効率化

実施事項

(50)
湘南広域都市行政協議会による広域
連携の推進

２５年度 ２６年度

評価及び効果額（上段推計効果額、下段実績効果額）重点事項分類

２７年度

A

(46) 教育委員会事務局事務の効率化 A A

(45) 振込通知書の廃止

(47)
外国人英語指導助手配置事業の契約
方法の見直し

A B

(48) 庁舎維持管理経費の節減 B A

(49) LED防犯灯化推進事業 B A

(56) 消防救急無線再整備事業 B A

A A

(55) 消防の広域化の検討 A A

(53) 消費生活相談の広域連携の充実 A A

(54) 湘南広域産業振興戦略推進事業 A A
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- - - -

- - - -

- 2,036,000 4,072,000 6,108,000

- 6,166,000 6,166,000

- 1,244,000 2,488,000 3,732,000

- 3,910,000 3,910,000

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- 592,200 592,200 1,184,400

- 980,280 980,280

- 3,360,000 - 3,360,000

- 3,360,000 - 3,360,000

- - 1,158,000 1,158,000

- -

- - - -

- - - -

推計効果額 63,248,300 191,607,950 299,336,900 554,193,150

実績効果額 54,526,675 236,897,797 274,311,280

Ａ評価 53 55

Ｂ評価 13 17

Ｃ評価 1

15,972,000 152,646,000 168,861,000 337,479,000

47,916,000 ▲ 56,238,000 ▲ 8,322,000

34,255,000 34,255,000 34,255,000 102,765,000

▲ 28,916,565 ▲ 63,556,574 ▲ 92,473,139

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

推計効果額 50,227,000 186,901,000 203,116,000 440,244,000

実績効果額 18,999,435 ▲ 119,794,574 ▲ 100,795,139

Ａ評価 2

Ｂ評価 1 2

Ｃ評価 1 2

推計効果額 396,163,977 664,209,126 2,110,311,679

実績効果額 366,754,092 538,079,465 904,833,557

件数 割合 件数 割合 件数 割合

A評価 113 63.8% 127 67.2%

Ｂ評価 55 31.1% 55 29.1%

Ｃ評価 9 5.1% 7 3.7%

合計 177 100.0% 189 100.0% 100.0%

※ 推計効果額について

窓口業務の効率化 A C

B B

　それぞれの実施事項で行政改革の視点において効果があると見込まれる金額のこと。経費の節減額だけでなく、自主財源
の確保額等も含めます。具体的な内容は各重点事項の表の推計効果額欄の括弧内に記載します。

B

7
総人件費

抑制

(1) 職員数の適正化 A

(2) 全庁的な時間外勤務の抑制 C

合計

２５年度 ２６年度 ２７年度

C

(3)

(4) 庁内分権の推進

(66) 消込事務の一元化 H25追加 A A

(67)
小学校におけるPPS（特定規模電気事業
者）からの電力調達

H25追加 A A

(68)
中学校におけるPPS（特定規模電気事業
者）からの電力調達

H25追加 A A

(69) 日直代行員のあり方の見直し H25追加 A B

6
市役所の

変革

(70) 協働推進事業の見直し H2６追加 - A

(71) 住民基本台帳カードの普及促進 H2６追加 - B

(72) SNSを活用した効果的な行政情報の提供 H2６追加 - B

(73) 防災訓練事業の見直し H2６追加 - A

(74) 地下水水質モニタリングの効率化 H2６追加 - A

(75)
地盤沈下対策事業における市内水準測量の
効率化

H2６終了 - A -

(76)
道水路の境界確定及び境界確定図等交付の
選択化

H2６追加 - -

1,049,938,576

(77) 消防本部の組織の見直し H2６追加 - A

小計

小計
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 各重点事項における主な取組結果 

１ 事業実施主体の最適化 

  平成２６年度の実施事項４８事項のうち、A 評価が２８事項、B 評価が２０事項でし 

た。 

  実績効果額は、推計効果額約４，４２１万円に対し、約７，３５１万円でした。推計 

効果額の達成につながった主な要因としては、大型ごみ収集運搬の民間委託を予定より 

１年早く実施したといったことがあげられます。 

 平成２６年度の主な取組としては、実施事項１－（２５）「PPP 手法を活用した浜見 

平地区拠点整備」や１－（２６）「PFI 法に基づく（仮称）柳島スポーツ公園の整備」 

など、前年度に引き続き、民間のノウハウを活用した新たなまちづくりの手法に取り組 

むとともに、新たに実施事項１－（４８）「橋りょう等工事に係る設計積算業務、現 

場技術業務の委託」や１－（４９）「市営屋外水泳プールへの指定管理者制度導入」と 

いった民間活用に取り組みました。 

 また、実施事項１－（１４）「封筒制作経費の削減」、１－（１５）「民間企業との協 

働による「ちがさき生活ガイド」の発行」、１－（１８）「民間企業との協働による「耐 

震ちがさき」の発行」については、予定通り経費の削減が図られています。 

 実施事項１－（４４）～（４７）「除草委託業務における障害者優先調達推進法の活 

用」については、前年度は発注件数が目標に届いていない状況でしたが、今年度は改善 

が図られています。 

  

2  地域への分権 

   平成２６年度の実施事項１事項のうち、A 評価が１事項でした。 

  平成２６年度の主な取組としては、実施事項２－（１）「地域コミュニティ事業」に

おいて、当初の予定どおり、９地区（累積）にて地域の多様な主体と行政が一堂に会

して協議を行うまちぢから協議会や準備会が設立されました。 

  今後も地域住民のすべてを当事者として地域の課題解決に取り組み、地域コミュニ

ティの更なる醸成を図るため、取組を継続する必要があります。 
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３ 外郭団体の経営改善 

  平成２６年度実施事項９事項のうち、A 評価が４事項、B 評価が５事項でした。 

  平成２６年度の主な取組としては、実施事項３－（１）「外郭団体の経営改善」にお

いて、前年度に策定した各外郭団体の使命・役割及びあるべき姿を明確にし、概ね３

年間に取り組む具体的な事項を定めた経営計画に基づき、１年間の取り組みを評価し

た経営報告書を策定しました。 

  また、実施事項３－（６）「外郭団体のあり方の見直し（社会福祉協議会）」におい

ては、団体が所管する計画において、事業評価制度の検討・実施を位置づけることと

なり、３－（７）、３－（８）「外郭団体のあり方の見直し（社会福祉事業団）」におい

ては経費の抑制への取り組み、３－（９）「外郭団体のあり方の見直し（シルバー人材

センター）」においては、豊かな長寿社会に向けた事業の検討といった成果がありまし

た。 

  実施事項３－（２）、３－（３）、３－（４）、３－（５）「外郭団体のあり方の見直

し（文化・スポーツ振興財団）」、においては、外郭団体へのアウトソーシング事業の

決定について当初の目標を達成することはできませんでしたが、一部事業については

決定し、その他についても方向性は定まったことから、引き続き協議を行い、外郭団

体の経営改善、経営基盤の強化に取り組みます。 

 

４ 選択と集中の徹底・自主財源の確保 

  平成２６年度実施事項４４事項のうち、A 評価が３３事項、B 評価が６事項、C 評

価が５事項でした。 

  実績効果額は、推計効果額約９，７９８万円に対し、約１億６，９４８万円となり

ました。推計効果額の達成につながった主な要因としては、広報紙における民間広告

の掲載額や活用予定のない市有地の売却・貸付・交換、不要な道水路敷の有効活用及

び売却や各料の徴収率が当初の想定を上回ったためです。 

  平成２６年度の主な取組としては、実施事項４－（２）「有料広告等新たな財源の確

保事務」において、母子健康手帳交付時における子育て関係資料配布用封筒の広告掲

載を前倒しで実施するとともに、図書館における雑誌スポンサー制度を開始しました。 
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また、実施事項４－（４１）「システム機器における契約費用の削減」において、シ

ステム機器契約を取りまとめることにより、費用削減を図りました。 

  なお、実施事項４－（１７）「予約制健康相談事業の統合」、４－（４３）「結核予防

事業の見直し」においては、事務事業の見直しを図りました。 

  一方、実施事項４－（１）「給与等支給明細への広告掲載の検討」、４－（８）「農業

ふれあい館出入口フロアマットへの広告掲載」、４－（９）「農業水産課所管トラック

への広告掲載」、４－（１０）「茅ヶ崎市民文化会館広告掲載事業」、４－（１２）「屋

内温水プールへの広告掲載事業」については、当初の目的を達成できておらず、掲載

金額等の見直しや更なる周知啓発を行う必要があります。 

 

５ 受益者負担の適正化 

  平成２６年度実施事項１１事項のうち、A 評価が６事項、B 評価が５事項でした。 

  実績効果額は、推計効果額約１億４，３５０万円に対し、約１億７，７９７万円と

なりました。推計効果額の達成につながった主な要因としては、診療報酬明細書（レ

セプト）の全件点検を行い、医療費の適正化を行ったことがあげられます。 

  平成２６年度の主な取組としては、実施事項５－（１）「行政拠点地区駐車場有料化」、

５－（３）「市役所駐車場の有料化」、５－（４）「茅ヶ崎市民文化会館駐車場有料化事

業」、５－（５）「茅ヶ崎市総合体育館駐車場有料化事業」において、行政拠点地区駐

車場の一体管理及び有料化、指定管理者制度の導入を位置づけました。 

  一方、実施事項５－（８）「飼育動物処理に係る手数料の見直し」、５－（９）「リサ

イクル展示品の有償化」、５－（１０）「ごみの受入方法及び一般廃棄物処理手数料の

見直し」においては、新手数料の導入や有料化といった当初のスケジュールに対し、

調整事項が出てきたため、関係団体等との協議を継続し、平成２７年度の実施に向け

て準備を進めていきます。 

 

６ 市役所の変革 

  平成２６年度実施事項７２事項のうち、A 評価が５５事項、B 評価が１７事項でし

た。 
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  実績効果額は、推計効果額約７，１５７万円に対し、約２億３，６８９万円となり

ました。推計効果額の達成につながった主な要因としては、消防救急無線の再整備を

県内一括としたことで、整備費の縮減が当初の想定を上回ったことがあげられます。 

 平成２６年度の主な取組としては、実施事項６－（１２）「出張所の開設」において、

市役所窓口の混雑緩和を図り、より良い市民サービスの提供を目指して、辻堂駅前出

張所を開設するとともに、ハマミーナ出張所及び（仮称）香川駅周辺地区出張所開設

に向けた準備等を行うとともに、実施事項６－（７０）「協働推進事業の見直し」にお

いて、これまで以上に市民活動団体による市民サービスの定着が期待できるような制

度となるよう、パブリックコメントや意見交換会を実施しました。 

 また、実施事項６－（６０）「PPS（特定規模電気事業者）からの電力調達」、６－

（６７）「小学校におけるPPS（特定規模電気事業者）からの電力調達」、６－（６８）

「中学校における PPS（特定規模電気事業者）からの電力調達」のおいては、一般電

気事業者より価格面や環境面において有利なPPS からの電力調達を行い、費用削減を

達成しました。 

一方、実施事項６－（２）「市民参加推進・啓発事業」、６－（１６）「組織改正と連

動した最適な審議会数の検討」については、当初の目的を達成できておらず、より多

くの市民が市政に参加できるよう環境整備に努め、また、審議会のあり方等について、

引き続き検討していきます。 

 

７ 総人件費抑制 

  平成２６年度実施事項４事項のうち、B 評価が２事項、C 評価が２事項でした。 

  実績効果額は、推計効果額約１億８，６９０万円に対し、約▲１億１，９７９万円 

でした。推計効果額を達成できなかった主な要因としては、新規事業の実施や権限移 

譲に向けた体制整備などから、全庁的な時間外勤務の抑制が進まず、目標に対し、大 

幅に増加したことがあげられます。 

 そのため、実施事項７－（１）「職員数の適正化」において、目標とする定員を超過 

し、実施事項７－（２）「全庁的な時間外勤務の抑制」においては、管理職による 

時間外勤務のマネジメントの強化、ノー残業デイの実施、時間外勤務８０時間超の職 
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員へ面談等を行ったものの、時間外勤務の縮減が図られませんでした。 

 このため、実施事項７－（４）「庁内分権の推進」において、今後は働きかたの見直 

しを行い、一人ひとりの職員の意識改革を行い、生産性をこれまで以上に高め、より 

効率的な事務執行につなげるとともに、環境の変化に柔軟に対応できる組織を目指し 

ます。 



 

  
24 

 

  

茅ヶ崎市経営改善方針進捗状況報告書 

  

累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　行政提案型協働事業「市民活動げんき基金　PR・寄附促進プロジェクト」をＮＰＯ法人セカン

ドブックアーチと行い、市民活動推進補助制度の周知に努めました。また、市民活動サポートセ

ンターと協力し、団体の基盤強化を意識しながら、申請書・企画書、実績報告書の作成支援を行

い、市民活動団体にとってより使いやすい制度なるよう取り組みました。

【評価の理由】

　げんき基金「伝わる！企画書作成会」には、１５団体の参加がありましたが、申請件数は市民

活動スタート支援３事業、市民活動ステップアップ支援10事業の計１3事業であり、目標値を下

回ったためB評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、市民活動サポートセンターと協力し、申請書・企画書、実績報告書の作成支援を行

い、より市民活動団体が使いやすい制度となるよう事業を進めていきます。

平成２６年度

【実施状況】

　げんき基金「伝わる！企画書作成会」のほか、市民活動サポートセンター発行情報紙や広報紙

などの媒体を活用し、事業の周知や、実際に事業の提案を検討している団体に対するサポートを

実施しました。

【評価の理由】

　申請件数は目標値を下回りましたが、平成25年度に引き続き実施した「伝わる！企画書作成

会」や、市民自治推進課及び市民活動サポートセンターでの周知の充実を図ったことから、B評価

としました。

【今後の取組】

　申請件数が伸び悩む要因を分析し、現行制度について、申請に向けた事業企画提案段階の負担

を軽減する仕組みへの変更などを検討します。

平成２７年度

54事業

年度ごとの実績値 13事業 12事業

取組に対する評価 B B

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 15事業 18事業 21事業

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - -

平成２６年度 １８事業
市民活動団体に制度を周知するとともに、申請や報告がしやすい市民活動団体にとっ
てより使いやすい制度を構築します。

平成２７年度 ２１事業
市民活動団体に制度を周知するとともに、申請や報告がしやすい市民活動団体にとっ
てより使いやすい制度を構築します。

別表　茅ヶ崎市経営改善方針における評価基準

現状の課題の解決に向けて
効果があった

現状の課題の解決に向けて
効果があまりなかった

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 １５事業

担当課 総務部市民自治推進課

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

25事業

市民活動団体に制度を周知するとともに、申請や報告がしやすい市民活動団体にとっ
てより使いやすい制度を構築します。

累計

- -

第２次実施計画事業名 市民活動推進補助事業 事業区分 定例・定型的事業

定義

21 事業 補助金申請事業数（平成２７年度）

１－（１）

行革重点推進事業名 市民活動推進補助事業

重点目標

数値等 単位

現状・問題点・必要性
　協働によるまちづくりを進めるにあたっては、一方の担い手である市民活動団体の育成が
重要です。平成１７年度から「市民活動推進補助事業」を実施していますが、申請件数が伸
び悩んでおり、担い手が育っているとは言い難い状況です。

実施内容
　市民活動推進補助制度を周知するとともに、市民活動推進委員会での検討を行うことで、
市民活動団体にとってより使いやすい制度とします。

定性的評価

年度ごとの目標を
達成した

年度ごとの目標を
達成できなかった

定
量
的
評
価

A
B

B
C

表の見方

当該行革重点推進事
業の推計効果額（金
額による効果の把握
が可能な実施事項に
限る。）及び年度ご
との目標値を記載す
るとともに、毎年度
の実績及び取組に対
する評価（評価の考
え方については、別
表を参照）を記載し
ています。
また、実施状況欄に
は毎年度ごとの取組
内容を記載していま
す（取り組み結果に
ついては、各年度末
時点のものとなりま
す）。

当該行革重点推進事業の名称、担当課、現
状・問題点・必要性及び具体的な実施内容と
いった基礎的な情報を記載しています。

当該行革重点推進事
業の計画期間中（平
成２５年度～平成２
７年度）に取り組む
重点目標を記載して
います。金額による
目標設定が困難な実
施事項については、
計画期間の進捗状況
等をわかりやすく示
すことができるよう
な数値等の目標を設
定しています。定義
欄は重点目標に掲げ
る数値等の定義や算
出式等を記載してい
ます。

重点目標の達成のた
めの目標及び具体的
な取組の内容を記載
しています。
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１－（１） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 市民活動推進補助事業 担当課 総務部市民自治推進課

第２次実施計画事業名 市民活動推進補助事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　協働によるまちづくりを進めるにあたっては、一方の担い手である市民活動団体の育成が重要
です。平成１７年度から「市民活動推進補助事業」を実施していますが、申請件数が伸び悩んで
おり、担い手が育っているとは言い難い状況です。

実施内容
　市民活動推進補助制度を周知するとともに、市民活動推進委員会での検討を行うことで、市民
活動団体にとってより使いやすい制度とします。

重点目標

数値等 単位 定義

21 事業 補助金申請事業数（平成２７年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 １５事業
市民活動団体に制度を周知するとともに、申請や報告がしやすい市民活動団体にとって
より使いやすい制度を構築します。

平成２６年度 １８事業
市民活動団体に制度を周知するとともに、申請や報告がしやすい市民活動団体にとって
より使いやすい制度を構築します。

平成２７年度 ２１事業
市民活動団体に制度を周知するとともに、申請や報告がしやすい市民活動団体にとって
より使いやすい制度を構築します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

18事業

12事業

B

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 15事業 21事業 54事業

年度ごとの実績値 13事業 25事業

取組に対する評価 B

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　行政提案型協働事業「市民活動げんき基金　PR・寄附促進プロジェクト」をＮＰＯ法人セカンド

ブックアーチと行い、市民活動推進補助制度の周知に努めました。また、市民活動サポートセンターと

協力し、団体の基盤強化を意識しながら、申請書・企画書、実績報告書の作成支援を行い、市民活動団

体にとってより使いやすい制度なるよう取り組みました。

【評価の理由】

　げんき基金「伝わる！企画書作成会」には、１５団体の参加がありましたが、申請件数は市民活動ス

タート支援３事業、市民活動ステップアップ支援10事業の計１3事業であり、目標値を下回ったことか

ら、B評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、市民活動サポートセンターと協力し、申請書・企画書、実績報告書の作成支援を行い、よ

り市民活動団体が使いやすい制度となるよう事業を進めていきます。

平成２６年度

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

【実施状況】

　げんき基金「伝わる！企画書作成会」のほか、市民活動サポートセンター発行情報紙や広報紙などの

媒体を活用し、事業の周知や、実際に事業の提案を検討している団体に対するサポートを実施しまし

た。

【評価の理由】

　申請件数は目標値を下回りましたが、平成25年度に引き続き実施した「伝わる！企画書作成会」

や、市民自治推進課及び市民活動サポートセンターでの周知の充実を図ったことから、B評価としまし

た。

【今後の取組】

　申請件数が伸び悩む要因を分析し、現行制度について、申請に向けた事業企画提案段階の負担を軽減

する仕組みへの変更などを検討します。

１ 事業実施主体の最適化 
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　行政提案型協働推進事業の制度を一部改正（募集時の金額を非提示とする）を行いました。

　平成２４年１１月４日に公開プレゼンテーションを行うとともに市民活動推進委員会で審議し、８事

業が採択され、平成２５年度は、継続事業を含む行政提案型3事業、市民提案型６事業の計９事業を実

施しました。

【評価の理由】

　実施件数は９事業と目標値を下回りましたが、市民活動団体の特性を生かすことにより現状の課題解

決に向けて効果があったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　多様化する市民ニーズに対応していくため、市民活動団体や民間企業など多様な主体とのさらなる協

働の推進に向けた仕組みが必要であることから、新しい公共の形成に向けた協働推進事業の再構築を行

います。

平成２６年度

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

【実施状況】

　平成２６年１１月に公開プレゼンテーションを行うとともに、市民活動推進委員会での審議を経て、

行政提案型として２事業、市民提案型として３事業の合計５事業を実施しました。

【評価の理由】

　実施件数は５事業であり、目標値を下回りましたが、26年度に実施した制度の見直しにより、今後

の改善が期待できることから、B評価としました。

【今後の取組】

　制度を再構築した協働推進事業について、多くの事業提案があがるよう、これまでの事業結果の分析

を行うとともに、様々なイベントや媒体を通じて周知を図ります。

14事業

取組に対する評価 B

5事業

B

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 15事業 19事業 51事業

年度ごとの実績値 9事業

17事業

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

引き続き「提案型協働推進事業」を実施するとともに、市民主体のまちづくりについて、
啓発活動を行います。

平成２７年度 １９事業
引き続き「提案型協働推進事業」を実施するとともに、市民主体のまちづくりについて、
啓発活動を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

協働推進事業数（平成２７年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 １５事業
引き続き「提案型協働推進事業」を実施するとともに、市民主体のまちづくりについて、
啓発活動を行います。

平成２６年度 １７事業

現状・問題点・必要性
　「市民提案型協働推進事業」「行政提案型協働推進事業」を実施していますが、提案数、成
案化数ともに伸び悩んでおり、応募する市民活動団体にも固定化の傾向がみられます。

実施内容

　これまでの協働推進事業から浮かび上がった課題を解決するために、協働推進事業の実施方
法を見直し、市民活動団体との協働によるまちづくりがより進展するような仕組みを構築しま
す。また、「協働のガイドライン」を活用し、市民主体のまちづくりに向けた啓発活動を行い
ます。

重点目標

数値等 単位 定義

19 事業

行革重点推進事業名 市民活動団体との協働事業の推進 担当課 総務部市民自治推進課

第２次実施計画事業名 市民活動団体との協働事業の推進 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 地域との連携による相談支援体制の構築 担当課 保健福祉部保健福祉課

第２次実施計画事業名 コーディネーター配置事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　地域住民が悩みや困りごとを気軽に相談できる場がない、地域福祉活動と専門相談機関等を
つなぐ役割の担い手がいない、地域福祉活動が持続されるための担い手の確保や育成といった
課題があり、身近な地域の生活課題を拾い上げ、公的な福祉サービスにつなげる一方で、課題
を地域で解決できるよう地域ごとの相談支援体制を構築する必要があります。

実施内容

　地域の生活課題を把握・解決するため、地区ボランティアセンターを起点とし、地域での相談支援を中心と
したモデル事業を平成２５年度まで実施し、その後検証作業を踏まえ、平成２６年度より段階的に地区を拡大
し事業を実施していきます。事業実施にあたっては、社会福祉協議会の地区担当職員及び福祉相談室の福祉相
談員が地区支援チームを結成することにより、事業主体の最適化を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

3 地区
相談支援実施地区数（平成２５年度から２７年度までの累
計）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 モデル事業実施
地区ボランティアセンターを起点とする地域での相談支援体制を構築するため、２地区で
モデル事業を実施するとともに検証作業を行い、翌年度の本格実施に向けた準備を行いま
す。

平成２６年度 事業実施 モデル事業を実施した２地区において、地域での相談支援事業を本格実施します。

平成２７年度 実施地区の拡大
モデル事業を実施した２地区に加え、新たに１地区において地域での相談支援事業を実施
します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 モデル事業実施 事業実施 実施地区の拡大 -

年度ごとの実績値 モデル事業実施 事業実施 -

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　コーディネーター配置事業については、検証会議を４回開催するとともに、9月まで実施してきたモ

デル事業を本格実施に移行し、これまでの成果や課題などを取りまとめた報告書を平成26年1月に作
成しました。
　
【評価の理由】

　10月にはモデル事業から本格実施に移行し、地域との連携による相談支援体制の構築に向けた継続
的な事業展開が図られていることから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　「コーディネーター配置事業報告会」を26年5月に実施するなど、事業の周知活動を行いながら、
地域の事業立ち上げ気運の醸成を図り、実施地区の拡大に取り組みます。

　また、本格実施移行後も検証会議を継続的に実施し、事業運営上の課題や情報共有を図るとともに、
研修を実施し、コーディネーターの人材育成や資質向上に取り組みます。

平成２６年度

【実施状況】
　本格実施に移行した湘北及び浜須賀の２地区で、引き続き、地区支援ネットワーク会議を毎月開催し

課題解決に連携して取り組むとともに、検証会議を2回開催し、事業運営上の課題や情報共有を図りま
した。
　また、コーディネーター配置事業報告会や、茅ヶ崎市地区社会福祉協議会研修会での事業の周知・啓
発、相談支援対応スキルアップ講座の開催による人材育成や資質向上に取り組みました。

【評価の理由】
　事業の実施地区拡大に向けた、地域の事業立ち上げ気運の醸成を図るための周知・啓発活動や人材の

資質向上を行うことで、地域との連携による相談支援体制の構築に向けた継続的な事業展開が図られた
ことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　平成27年度を計画初年度とする、市と市社会福祉協議会が一体的に策定した「みんながつながる ち
がさきの地域福祉プラン」の重点的な取り組みに位置づけ、住民をはじめ様々な担い手の皆さま、市社

会福祉協議会及び市の連携をさらに深めながら、事業実施地区の拡大に取り組みます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取り組み】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標等を見直し、新たな重点目標等を設定しました。

行革重点推進事業名
茅ヶ崎市生活支援・家族介護支援サービス利用決定
過程における業務の見直し（緊急通報装置貸与事業）

担当課 保健福祉部高齢福祉介護課

第２次実施計画事業名 緊急通報装置貸与事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　茅ヶ崎市生活支援等サービス事業実施要綱に規定するサービスの利用申請があった場合、原則として、担当
職員が訪問調査を行い、利用要件への該当・非該当を確認し、利用決定しています。利用希望者が日頃から地
域包括支援センターと関わりを持っている場合、身体状況等は確認できており、改めて担当職員が訪問調査す
ることは二度手間となり、サービスに繋がるまでの時間も要することとなります。また、現時点で地域包括支
援センターとの関わりがなくても、日常生活に課題を有する高齢者の把握は、今後の地域包括支援センターの
地域展開に必要となるものです。

実施内容
　地域包括支援センターの機能強化として、１２地区への展開が掲げられており、地域の高齢者の実情把握を
一層進めるため、茅ヶ崎市生活支援・家族介護支援サービス（緊急通報装置貸与）における訪問調査の役割を
地域包括支援センターに移行し、事業実施主体の最適化を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 訪問調査方法の変更時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
業務移行に向けた

検討

基幹型地域包括支援センターの設置、委託型地域包括支援センターの増設（２か所）に合
わせて、茅ヶ崎市生活支援サービス・家族介護支援サービスの申請から決定に至るまでの
役割分担を整理します。

平成２６年度 業務移行の実施
委託型地域包括支援センターの増設（２か所）により、地域包括支援センターの１２地区
への展開が図られた時点で、訪問調査の業務を地域包括支援センターに移行します。

平成２７年度 業務移行の実施
委託型地域包括支援センターの増設（２か所）により、地域包括支援センターの１２地区
への展開が図られた時点で、訪問調査の業務を地域包括支援センターに移行します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
業務移行に向けた

検討
業務移行の実施 業務移行の実施 -

年度ごとの実績値
業務移行に向けた

情報収集

訪問調査の

試行実施 -

取組に対する評価 B Ｂ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　茅ヶ崎市生活支援等サービスの過去の事務手続き等を確認するため、旧在宅介護支援センター職員と
訪問調査の業務移行について意見交換を行いました。

【評価の理由】
　地域包括支援センター発足時までの経過確認に止まり、業務移行に向けた課題抽出まで踏み込めな

かったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　改めて、地域包括支援センター職員と意識の統一を図り、介護保険制度改正の状況も踏まえながら、
業務移行における検討を進めます。

平成２６年度

【実施状況】
　対象となる業務のうちサービス利用申請後の訪問調査を、試行的に高齢福祉介護課・地域包括支援セ
ンター職員で行うこととしました。

【評価の理由】
　業務の一部を地域包括支援センター職員と共同で行う体制をつくることはできたものの、目標である

平成26年度中の業務移行は達成はできなかったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　訪問調査を共同で行う中で、改めて、地域包括支援センター職員と課題を確認し、介護保険制度改正
の状況も踏まえながら、業務移行における役割の整理を進めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標等を見直し、新たな重点目標等を設定しました。

行革重点推進事業名
茅ヶ崎市生活支援・家族介護支援サービス利用決定
過程における業務の見直し（寝具類等洗濯乾燥消毒
サービス事業）

担当課 保健福祉部高齢福祉介護課

第２次実施計画事業名 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　茅ヶ崎市生活支援等サービス事業実施要綱に規定するサービスの利用申請があった場合、原則として、担当
職員が訪問調査を行い、利用要件への該当・非該当を確認し、利用決定しています。利用希望者が日頃から地
域包括支援センターと関わりを持っている場合、身体状況等は確認できており、改めて担当職員が訪問調査す
ることは二度手間となり、サービスに繋がるまでの時間も要することとなります。また、現時点で地域包括支
援センターとの関わりがなくても、日常生活に課題を有する高齢者の把握は、今後の地域包括支援センターの
地域展開に必要となるものです。

実施内容
　地域包括支援センターの機能強化として、１２地区への展開が掲げられており、地域の高齢者の実情把握を
一層進めるため、茅ヶ崎市生活支援・家族介護支援サービス（緊急通報装置貸与）における訪問調査の役割を
地域包括支援センターに移行し、事業実施主体の最適化を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 訪問調査方法の変更時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
業務移行に向けた

検討

基幹型地域包括支援センターの設置、委託型地域包括支援センターの増設（２か所）に合
わせて、茅ヶ崎市生活支援サービス・家族介護支援サービスの申請から決定に至るまでの
役割分担を整理します。

平成２６年度 業務移行の実施
委託型地域包括支援センターの増設（２か所）により、地域包括支援センターの１２地区
への展開が図られた時点で、訪問調査の業務を地域包括支援センターに移行します。

平成２７年度 業務移行の実施
委託型地域包括支援センターの増設（２か所）により、地域包括支援センターの１２地区
への展開が図られた時点で、訪問調査の業務を地域包括支援センターに移行します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
業務移行に向けた

検討
業務移行の実施 業務移行の実施 -

年度ごとの実績値
業務移行に向けた

情報収集

訪問調査の

試行実施 -

取組に対する評価 B Ｂ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　茅ヶ崎市生活支援等サービスの過去の事務手続き等を確認するため、旧在宅介護支援センター職員と

訪問調査の業務移行について意見交換を行いました。

【評価の理由】

　地域包括支援センター発足時までの経過確認に止まり、業務移行に向けた課題抽出まで踏み込めな

かったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　改めて、地域包括支援センター職員と意識の統一を図り、介護保険制度改正の状況も踏まえながら、

業務移行における検討を進めます。

平成２６年度

【実施状況】

　対象となる業務のうちサービス利用申請後の訪問調査を、試行的に高齢福祉介護課・地域包括支援セ

ンター職員で行うこととしました。

【評価の理由】

　業務の一部を地域包括支援センター職員と共同で行う体制をつくることはできたものの、目標である

平成２６年度中の業務移行は達成はできなかったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　訪問調査を共同で行う中で、改めて、地域包括支援センター職員と課題を確認し、介護保険制度改正

の状況も踏まえながら、業務移行における役割の整理を進めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標等を見直し、新たな重点目標等を設定しました。

行革重点推進事業名
茅ヶ崎市生活支援・家族介護支援サービス利用決定
過程における業務の見直し（給食サービス事業）

担当課 保健福祉部高齢福祉介護課

第２次実施計画事業名 給食サービス事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　茅ヶ崎市生活支援等サービス事業実施要綱に規定するサービスの利用申請があった場合、原則として、担当
職員が訪問調査を行い、利用要件への該当・非該当を確認し、利用決定しています。利用希望者が日頃から地
域包括支援センターと関わりを持っている場合、身体状況等は確認できており、改めて担当職員が訪問調査す
ることは二度手間となり、サービスに繋がるまでの時間も要することとなります。また、現時点で地域包括支
援センターとの関わりがなくても、日常生活に課題を有する高齢者の把握は、今後の地域包括支援センターの
地域展開に必要となるものです。

実施内容
　地域包括支援センターの機能強化として、１２地区への展開が掲げられており、地域の高齢者の実情把握を
一層進めるため、茅ヶ崎市生活支援・家族介護支援サービス（緊急通報装置貸与）における訪問調査の役割を
地域包括支援センターに移行し、事業実施主体の最適化を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 訪問調査方法の変更時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
業務移行に向けた

検討

基幹型地域包括支援センターの設置、委託型地域包括支援センターの増設（２か所）に合
わせて、茅ヶ崎市生活支援サービス・家族介護支援サービスの申請から決定に至るまでの
役割分担を整理します。

平成２６年度 業務移行の実施
委託型地域包括支援センターの増設（２か所）により、地域包括支援センターの１２地区
への展開が図られた時点で、訪問調査の業務を地域包括支援センターに移行します。

平成２７年度 業務移行の実施
委託型地域包括支援センターの増設（２か所）により、地域包括支援センターの１２地区
への展開が図られた時点で、訪問調査の業務を地域包括支援センターに移行します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
業務移行に向けた

検討
業務移行の実施 業務移行の実施 -

年度ごとの実績値
業務移行に向けた

情報収集

訪問調査の

試行実施
-

取組に対する評価 B Ｂ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　茅ヶ崎市生活支援等サービスの過去の事務手続き等を確認するため、旧在宅介護支援センター職員と

訪問調査の業務移行について意見交換を行いました。

【評価の理由】

　地域包括支援センター発足時までの経過確認に止まり、業務移行に向けた課題抽出まで踏み込めな

かったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　改めて、地域包括支援センター職員と意識の統一を図り、介護保険制度改正の状況も踏まえながら、

業務移行における検討を進めます。

平成２６年度

【実施状況】

　対象となる業務のうちサービス利用申請後の訪問調査を、試行的に高齢福祉介護課・地域包括支援セ

ンター職員で行うこととしました。

【評価の理由】

　業務の一部を地域包括支援センター職員と共同で行う体制をつくることはできたものの、目標である

平成26年度中の業務移行は達成はできなかったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　訪問調査を共同で行う中で、改めて、地域包括支援センター職員と課題を確認し、介護保険制度改正

の状況も踏まえながら、業務移行における役割の整理を進めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標等を見直し、新たな重点目標等を設定しました。

行革重点推進事業名
茅ヶ崎市生活支援・家族介護支援サービス利用決定
過程における業務の見直し（徘徊高齢者早期発見位置
お知らせサービス事業）

担当課 保健福祉部高齢福祉介護課

第２次実施計画事業名
徘徊高齢者早期発見位置お知らせサービス事業（GPS
装置の貸与）

事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　茅ヶ崎市生活支援等サービス事業実施要綱に規定するサービスの利用申請があった場合、原則として、担当
職員が訪問調査を行い、利用要件への該当・非該当を確認し、利用決定しています。利用希望者が日頃から地
域包括支援センターと関わりを持っている場合、身体状況等は確認できており、改めて担当職員が訪問調査す
ることは二度手間となり、サービスに繋がるまでの時間も要することとなります。また、現時点で地域包括支
援センターとの関わりがなくても、日常生活に課題を有する高齢者の把握は、今後の地域包括支援センターの
地域展開に必要となるものです。

実施内容
　地域包括支援センターの機能強化として、１２地区への展開が掲げられており、地域の高齢者の実情把握を
一層進めるため、茅ヶ崎市生活支援・家族介護支援サービス（緊急通報装置貸与）における訪問調査の役割を
地域包括支援センターに移行し、事業実施主体の最適化を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 訪問調査方法の変更時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
業務移行に向けた

検討

基幹型地域包括支援センターの設置、委託型地域包括支援センターの増設（２か所）に合
わせて、茅ヶ崎市生活支援サービス・家族介護支援サービスの申請から決定に至るまでの
役割分担を整理します。

平成２６年度 業務移行の実施
委託型地域包括支援センターの増設（２か所）により、地域包括支援センターの１２地区
への展開が図られた時点で、訪問調査の業務を地域包括支援センターに移行します。

平成２７年度 業務移行の実施
委託型地域包括支援センターの増設（２か所）により、地域包括支援センターの１２地区
への展開が図られた時点で、訪問調査の業務を地域包括支援センターに移行します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
業務移行に向けた

検討
業務移行の実施 業務移行の実施 -

年度ごとの実績値
業務移行に向けた

情報収集

訪問調査の

試行実施 -

取組に対する評価 B Ｂ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　茅ヶ崎市生活支援等サービスの過去の事務手続き等を確認するため、旧在宅介護支援センター職員と

訪問調査の業務移行について意見交換を行いました。

【評価の理由】

　地域包括支援センター発足時までの経過確認に止まり、業務移行に向けた課題抽出まで踏み込めな

かったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　改めて、地域包括支援センター職員と意識の統一を図り、介護保険制度改正の状況も踏まえながら、

業務移行における検討を進めます。

平成２６年度

【実施状況】

　対象となる業務のうちサービス利用申請後の訪問調査を、試行的に高齢福祉介護課・地域包括支援セ

ンター職員で行うこととしました。

【評価の理由】

　業務の一部を地域包括支援センター職員と共同で行う体制をつくることはできたものの、目標である

平成26年度中の業務移行は達成はできなかったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　訪問調査を共同で行う中で、改めて、地域包括支援センター職員と課題を確認し、介護保険制度改正

の状況も踏まえながら、業務移行における役割の整理を進めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標等を見直し、新たな重点目標等を設定しました。

行革重点推進事業名
茅ヶ崎市生活支援・家族介護支援サービス利用決定
過程における業務の見直し（介護用品支給サービス
事業）

担当課 保健福祉部高齢福祉介護課

第２次実施計画事業名 介護用品支給サービス事業（紙おむつ等の支給） 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　茅ヶ崎市生活支援等サービス事業実施要綱に規定するサービスの利用申請があった場合、原則として、担当
職員が訪問調査を行い、利用要件への該当・非該当を確認し、利用決定しています。利用希望者が日頃から地
域包括支援センターと関わりを持っている場合、身体状況等は確認できており、改めて担当職員が訪問調査す
ることは二度手間となり、サービスに繋がるまでの時間も要することとなります。また、現時点で地域包括支
援センターとの関わりがなくても、日常生活に課題を有する高齢者の把握は、今後の地域包括支援センターの
地域展開に必要となるものです。

実施内容
　地域包括支援センターの機能強化として、１２地区への展開が掲げられており、地域の高齢者の実情把握を
一層進めるため、茅ヶ崎市生活支援・家族介護支援サービス（緊急通報装置貸与）における訪問調査の役割を
地域包括支援センターに移行し、事業実施主体の最適化を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 訪問調査方法の変更時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
業務移行に向けた

検討

基幹型地域包括支援センターの設置、委託型地域包括支援センターの増設（２か所）に合
わせて、茅ヶ崎市生活支援サービス・家族介護支援サービスの申請から決定に至るまでの
役割分担を整理します。

平成２６年度 業務移行の実施
委託型地域包括支援センターの増設（２か所）により、地域包括支援センターの１２地区
への展開が図られた時点で、訪問調査の業務を地域包括支援センターに移行します。

平成２７年度 業務移行の実施
委託型地域包括支援センターの増設（２か所）により、地域包括支援センターの１２地区
への展開が図られた時点で、訪問調査の業務を地域包括支援センターに移行します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
業務移行に向けた

検討
業務移行の実施 業務移行の実施 -

年度ごとの実績値
業務移行に向けた

情報収集

訪問調査の

試行実施 -

取組に対する評価 B Ｂ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　茅ヶ崎市生活支援等サービスの過去の事務手続き等を確認するため、旧在宅介護支援センター職員と

訪問調査の業務移行について意見交換を行いました。

【評価の理由】

　地域包括支援センター発足時までの経過確認に止まり、業務移行に向けた課題抽出まで踏み込めな

かったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　改めて、地域包括支援センター職員と意識の統一を図り、介護保険制度改正の状況も踏まえながら、

業務移行における検討を進めます。

平成２６年度

【実施状況】

　対象となる業務のうちサービス利用申請後の訪問調査を、試行的に高齢福祉介護課・地域包括支援セ

ンター職員で行うこととしました。

【評価の理由】

　業務の一部を地域包括支援センター職員と共同で行う体制をつくることはできたものの、目標である

平成26年度中の業務移行は達成はできなかったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　訪問調査を共同で行う中で、改めて、地域包括支援センター職員と課題を確認し、介護保険制度改正

の状況も踏まえながら、業務移行における役割の整理を進めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 協働による子育てポータルサイトの管理・運営 担当課 こども育成部子育て支援課

第２次実施計画事業名 子育てポータルサイト事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　本事業は平成２５年度をもって市民提案型協働事業としての協定期間を終了しましたが、市民の期
待も高く新規利用者も常に見込まれるため、事業継続の必要性は極めて高いものと思われます。情報
更新やサイトの管理については公共性を担保する必要がありますが、一方でＮＰＯ法人の持つ高い技
術力が求められることから、直営とせず協働での事業運営が望ましいと考え、２６年度以降も同ＮＰ
Ｏ法人と事業を展開します。

実施内容
　事業実施主体の最適化の観点から子育てポータルサイトの管理・運営をＮＰＯ法人と協働で
行い、子育てに関する行政と民間の情報を一元的に提供するとともに広告収入等の確保によ
り、サイトの運営経費を削減します。

重点目標

数値等 単位 定義

610,000 円
子育てポータルサイトの管理・運営経費削減額
（平成２６から２７年度の累計）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度

平成２６年度 305,000円 ＮＰＯ法人が広告収入等の自主財源の確保に努め、事業費の不足分を市が負担します。

平成２７年度 305,000円 ＮＰＯ法人が広告収入等の自主財源の確保に努め、事業費の不足分を市が負担します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - 305,000 305,000 610,000

実績効果額（円） - 305,000 305,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 - 305,000円 305,000円 610,000円

年度ごとの実績値 - 305,000円 305,000円

取組に対する評価 - A

実
施
状
況
等

平成２５年度

平成２６年度

【実施状況】

　定例的に、ＮＰＯ法人とサイト内コンテンツの見直しや広告収入の増収のための検討等の場を設ける

ことにより、ＮＰＯ法人は、技術を十分に生かしながらサイト内の工夫を行い、市は自立的にサイト運

営ができるよう、調整・働きかけを行いました。また、ＮＰＯ法人は広告収入等の自主財源の確保等に

努め、目標に達することができました。

【評価の理由】

　ポータルサイトの利用者も増加し、ＮＰＯ法人が広告収入等の自主財源や事業見直しを行い、目標を

達成できたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　コンテンツの見直し等を随時行うことで、前年度よりポータルサイトの利用者が増え、乳幼児を持つ

保護者に対し、必要な情報提供を行うことができました。今後も引き続き、ＮＰＯ法人が安定的に自立

し継続できるサイト運営ができるように働きかけを行っていきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成２６年度から、富士ゼロックス株式会社及び市民活動団体であるまち景まち観フォーラムとの協

働推進事業を進めるために事業提案を行いました。同事業の中では、富士ゼロックス株式会社が開発し

た音声ガイドサービスを活用し、景観資源、史跡及び観光スポットなど個別で周知していたものを一元

化し、より広く一般の方々に都市資源を周知するための手法として、携帯端末にて情報提供する仕組み

を構築する予定です。

【評価の理由】

　２６年度の目標である協働事業の実施に向け、調査研究を実施することができたことから、Ａ評価と

しました。

【今後の取組】

　地図情報を一元化することは技術的に可能ですが、市民側のニーズやどういった市民活動に活用でき

るか定かでないため、その可能性について調査研究が必要です。そのため、まち景まち観フォーラムが

所持する懐島の情報を用いてモデルを構築し、市民活動団体や庁内各課等に内容を紹介するとともに、

各団体での活用策等についてヒアリングを２６年度に行います。

平成２６年度

【実施状況】

　富士ゼロックス株式会社及び市民活動団体であるまち景まち観フォーラムとの協働推進事業（新しい

公共枠）により事業を実施しました。事業では、懐島周辺の資源情報を活用し音声ガイドによる資源情

報の発信する仕組みを構築し、市民ニーズを検証しました。検証にあたっては、自治会、市民団体や臨

時設置した景観まちづくりセンター内で音声ガイドサービスの貸し出しを行い、試験運用を行いまし

た。

【評価の理由】

　協働推進事業により、デジタル機器を使った新たな周知方法の検証を行ったことから、Ａ評価としま

した。

【今後の取組】

　資源の周知啓発にあたっては、資源の歴史等を熟知している地域住民や市民団体との協働や、市民の

自主的な活動により資源を伝えていくことが重要と考えます。２７年度は、市民を主体とし、音声ガイ
ドサービスを運用できる仕組みや本格運用の可能性を検証します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

調査研究の実施 -

取組に対する評価 A A

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 調査研究 協働事業の実施 協働事業の実施 -

年度ごとの実績値 調査研究の実施

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

市民団体との協働により、市と市民団体等との連携及び市民団体間の連携を図りながら、
ちがさき景観資源等の発掘や指定した景観資源等の啓蒙活動を行います。

平成２７年度 協働事業の実施
市民団体との協働により、市と市民団体等との連携及び市民団体間の連携を図りながら、
ちがさき景観資源等の発掘や指定した景観資源等の啓蒙活動を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

音声ガイドサービス検証時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 調査研究 市民活動団体との協働による景観資源の保全・周知向け、ネットワーク作りを行います。

平成２６年度 協働事業の実施

現状・問題点・必要性

　古くから伝わる茅ヶ崎らしさを感じさせる景観資源が減少している現状があります 。また、
新たに創出されたものも含めて、街角には茅ヶ崎の魅力を高める多様な景観資源が存在します
が、日々刻々と変化する景観資源を把握し、法的位置付けや維持管理の支援、認知を得るため
の周知等を継続的に行うことは、行政だけでは難しい状況があります。

実施内容

　良好な景観の形成に重要な価値があるもの（樹木、建築物等）の抽出や、既に指定されてい
る景観重要樹木等の景観資源の周知について、市民活動団体との協働により、景観資源の保
全・周知を行い、今後、市民活動団体が景観資源を活用した、自主的な周知啓発事業展開が行
えるようにします。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 協働による景観資源の保全・周知 担当課 都市部景観みどり課

第２次実施計画事業名 景観資源の保全 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　モデル地区を設定し、公園愛護会制度実施に向けた検討を行うとともに、周辺市町への情報収集を行
いました。

【評価の理由】
　１団体に活動していただき、制度設立に向けて準備を行えたことから、A評価としました。

【今後の取組】
　公園愛護会制度に基づく協定を締結し、地元自治会等地域団体と協働による管理を開始していきま

す。

平成２６年度

【実施状況】

　各地区自治会連合会への概要説明により制度の周知を図るとともに、登録の受付を開始し、年度末ま

でに21か所の公園において団体登録がありました。

【評価の理由】

　予定通り活動を開始するとともに、活動箇所数も目標の10か所に対し21か所と増えましたが、活動

開始が年度後半となったことから、効果額が推計よりも大幅に少なかったことから、B評価としまし

た。

【今後の取組】

　さらに制度の周知を図り、愛護会活動の拡充による環境美化の促進及び安全、安心の確保を図ってい
きます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

協働事業の開始
（21か所）

-

取組に対する評価 A B

93,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 調査研究 協働事業の実施 協働事業の実施 -

年度ごとの実績値
検証実施

（1団体）

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - 772,500 927,000 1,699,500

実績効果額（円） - 93,000

制度に基づく協定の締結により、管理面における地域との連携及び美化活動の促進並びに
地域の見守りによる安全、安心の確保を図ります。

平成２７年度 １２箇所 制度に基づく協定の締結か所を２か所追加し、活動の拡大を図ります。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

公園愛護会制度に基づく活動箇所（平成２５年度から２７
年度までの累計）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 制度設立の検討 周辺市町の状況確認及び情報収集した内容に基づき、年度末までに制度を構築します。

平成２６年度 １０箇所

現状・問題点・必要性

　平成１３年度より「緑の里親制度」により、ボランティア登録をしていただき、近所の公園
や緑地等で草花の植え付けや除草、清掃等の活動を自由に行っていただいていました。しか
し、個人登録が多いため、活動の継続性が図られず、また一つの箇所における景観の統一性も
図られない状況があったことから、基本的に地域の管理団体による公園ごとの活動として、活
動の継続性と維持管理経費の削減を図ります。

実施内容
　周辺市町の多くが制度を設けていることから、平成２５年度までに周辺市町の状況確認や情
報収集を行い、十分検討した上で制度を設け、現在活動をしていただいている地元自治会を中
心に、２６年度より順次、制度への取り込みを図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

12 箇所

行革重点推進事業名 公園愛護会制度の充実 担当課 建設部公園緑地課

第２次実施計画事業名 公園愛護会制度 事業区分 政策的事業



 

  
36 

 

  

茅ヶ崎市経営改善方針進捗状況報告書 

１－（１２） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　講習会場に職員を派遣せず、応急手当普及協会の応急手当指導員が行う自己完結型講習会を46回開

催し、1,610人が受講しました。また、受講環境を整備するため、応急手当指導員を新たに2人養成し

ました。

【評価の理由】

　年度ごとの目標値を上回り、自己完結型の講習会も増えてきたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　平成25年度に企画し、26年度から開始された小学生高学年を対象とした救命入門コースの検証を行

い、講習会の充実を図っていきます。

平成２６年度

【実施状況】

　平成26年度は、普通救命講習会114回、応急救命講習会32回、上級救命講習会3回、応急手当普及

員養成講習会を2回実施するとともに、本格実施した小学生高学年を対象とした救命入門コースは、

10校16回実施し、1,095人の児童が受講しました。

【評価の理由】

　各種講習会では、年度ごとの受講者目標人数を大幅に超えることができたことから、Ａ評価としまし

た。

【今後の取組】

　講習会で直接指導を行う指導者（ボランティア）が不足し高年齢化に向かっているため、指導者の養

成と指導者の指導レベルの統一化を研修会を通じて図っていきます。

平成２７年度

【実施状況】

　

【評価の理由】

【今後の取組】

延べ56,817人 延べ56,817人

取組に対する評価 A Ａ

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 延べ45,000人 延べ50,000人 延べ55,000人 延べ55,000人

年度ごとの実績値 延べ50,824人

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

市で計画した定期的な講習会の開催と自治会や事業所などから随時申し込まれる講習会に対して

普及を行います。また、講習会の指導者となる応急手当普及員（指導員）の増員のための養成講

習会と指導者のモチベーション維持のための研修を実施します。

平成２７年度 延べ55,000人
市で計画した定期的な講習会の開催と自治会や事業所などから随時申し込まれる講習会に対して

普及を行います。また、講習会の指導者となる応急手当普及員（指導員）の増員のための養成講

習会と指導者のモチベーション維持のための研修を実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

受講者人数（平成６年度から２７年度までの延べ受講者人
数）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 延べ45,000人
市で計画した定期的な講習会の開催と自治会や事業所などから随時申し込まれる講習会に対して

普及を行います。また、講習会の指導者となる応急手当普及員（指導員）の増員のための養成講

習会と指導者のモチベーション維持のための研修を実施します。

平成２６年度 延べ50,000人

現状・問題点・必要性

　救急車で搬送される傷病者の高齢者が占める割合の増加や自助意識の高まりにより、応急手
当や救命法の技術習得のための講習会開催への要望が増加しています。２３年度中は講習会を
１６０回開催し、５，６４９人が受講していますが、指導者の約９４パーセント（平成２３年
度）が「茅ヶ崎市応急手当普及協会」のボランティア会員が主体となり指導を実施していま
す。

実施内容
　市で計画した定期的な講習会の開催と自治会や事業所などから随時申し込まれる講習会に対
して普及を行っていくとともに、講習会の指導者となる応急手当普及員（指導員）の養成とモ
チベーション維持のための研修を実施し、事業実施主体の最適化を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

55,000 人

行革重点推進事業名 救命講習普及啓発事業 担当課 消防本部消防指導課

第２次実施計画事業名 救命講習普及啓発事業 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　企画展「つながるちがさき2013」を開催し、商店や農業ほか都市資源を活用した活動を一体的に発

信する「場」を、市民と協働してつくりました。

【評価の理由】

　「来年度もぜひやってほしい」「やるときは参加させてほしい」という声をいただき、市民活動に取
り組む市民からも、都市資源を活用した活動が集まる「場」としての「ちがさき丸ごと博物館」の認知
度と位置付けが高まりました。また、都市型エコミュージアムとして学識者から高い評価を受け、「新
しい公共」の担い手となる市民が育っていると判断したことから、A評価としました。

【今後の取組】
　「つながるちがさき」と題した企画展を平成24年度、25年度と開催しましたが、今後は新たな切り

口の企画展を市民と協働して企画運営していきます。

平成２６年度

【実施状況】
　企画展「丸ごと１００‐茅ヶ崎を知る１００の機会-展」を開催し、市民と協働し100日間に講座や
まち歩き事業など100の茅ヶ崎を知る企画を展開しました。

【評価の理由】
　平成25年度以上に、都市資源を活用した活動が集まる「場」としての「ちがさき丸ごと博物館」の

認知度と位置付けが高まりました。また、都市型エコミュージアムとして海外の学識者からも高い評価
を受け、「新しい公共」の新しい形態が体現されていると判断したことから、A評価としました。

【今後の取組】
　その年ごとの市民のニーズをとらえ、「ちがさき丸ごと博物館」に必要なテーマを切り口にした企画

展を、市民ボランティアと協働して企画運営していきます。27年度は拠点実験をテーマにした企画展

を開催する予定です。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

1回 2回

取組に対する評価 A A

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 １回以上 １回以上 １回以上 ３回以上

年度ごとの実績値 １回

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

「案内板等サインの設置」をはじめとする都市資源の活用・情報発信等を行う活動が集ま
り、それぞれの活動が連動し、相乗効果をもたらす「場」づくりとして、「ちがさき丸ご
とふるさと発見博物館　企画展」を開催します。

平成２７年度 １回以上
「案内板等サインの設置」をはじめとする都市資源の活用・情報発信等を行う活動が集ま
り、それぞれの活動が連動し、相乗効果をもたらす「場」づくりとして、「ちがさき丸ご
とふるさと発見博物館　企画展」を開催します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

「ちがさき丸ごとふるさと博物館企画展」の実施回数
（平成２５年度から２７年度までの累計）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 １回以上
「案内板等サインの設置」をはじめとする都市資源の活用・情報発信等を行う活動が集ま
り、それぞれの活動が連動し、相乗効果をもたらす「場」づくりとして、「ちがさき丸ご
とふるさと発見博物館　企画展」を開催します。

平成２６年度 １回以上

現状・問題点・必要性

　団塊の世代を中心に、学びの場を求める人や地域を活用したい人が増えています。茅ヶ崎市の都市資源について調
査・研究し、その意味や魅力を相互に関連づけ発信し、茅ヶ崎を好きになり、地域について考える人を増やす「ひとづ
くり」の取り組みを、将来的に市民が主体となって行うことを目指します。そのためには、都市資源を活用した「ひと

づくり」の取り組みについての情報収集と集約をし、それらをつなぐ中間支援的な役割を担う博物館運営組織が必要と
なります。しかし、現状ではその役割を担える市民が育っていないので、将来的に事業の担い手となれる市民グループ
が事業運営できるような推進体制を確立するための方策が必要です。

実施内容

　都市資源を活用した「ひとづくり」の取り組みについての情報収集と集約をし、それらをつなぐ中間支援的
な役割を担う博物館運営組織が必要ですが、現状ではその役割を担える市民が育っていないので、将来的に事
業の担い手となれる市民による運営グループが事業運営できるような推進体制を確立するための取り組みを
行っていきます。具体的には、「企画展」の開催を中心に、都市資源の活用・情報発信等を行う活動が集まる
「場」づくりを進めます。

重点目標

数値等 単位 定義

3 回以上

行革重点推進事業名 ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業 担当課 教育推進部社会教育課

第２次実施計画事業名 ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 封筒制作経費の削減 担当課 総務部市民課

第２次実施計画事業名 住民基本台帳法に基づく各種届に係る事務 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　毎年窓口配布用封筒作成料金として８０万円ほどかかっていました。また、広告募集の周知
を広報紙及びホームページに掲載していましたが、広告掲載の申込み件数が伸び悩んでいまし
た。

実施内容
　窓口配布用封筒の製作（150,000枚）及び無償提供に関する協定書を民間事業者と締結し、
広告主の募集から封筒作成まで民間事業者が行い、行政が実施するよりも効率的かつ効果的に
事業の実施が可能となります。

重点目標

数値等 単位 定義

742 千円 市が直接窓口配布用封筒を作成した場合に要する経費/年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 ７４２千円削減
引き続き窓口配布用封筒の製作及び無償提供に関する協定書を民間事業者と締結し、広告
主の募集から封筒作成まで民間事業者が行います。

平成２６年度 ７４２千円削減
引き続き窓口配布用封筒の製作及び無償提供に関する協定書を民間事業者と締結し、広告
主の募集から封筒作成まで民間事業者が行います。

平成２７年度 ７４２千円削減
引き続き窓口配布用封筒の製作及び無償提供に関する協定書を民間事業者と締結し、広告
主の募集から封筒作成まで民間事業者が行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 742,500 742,500 742,500 2,227,500

実績効果額（円） 774,750 774,750 1,549,500

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 742千円削減 742千円削減 742千円削減 2,22７千円削減

年度ごとの実績値 774千円削減 774千円削減 1,548千円削減

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　「窓口配布用封筒の製作及び無償提供に関する協定書」に基づき、広告主の募集から封筒作成まで民

間事業者が行いました。

【評価の理由】

　経費の削減だけではなく、広告募集の周知など民間のノウハウを活用し、行政が行うより効率的かつ

効果的な成果が出ていることから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、民間活力のさらなる活用を図り事業を実施します。

平成２６年度

【実施状況】

　「窓口配布用封筒の製作及び無償提供に関する協定書」に基づき、広告主の募集から封筒作成まで民

間事業者が行いました。

【評価の理由】

　経費の削減だけではなく、広告募集の周知など民間のノウハウを活用し、行政が行うより効率的かつ

効果的な成果が出ていることから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、民間活力のさらなる活用を図り事業を実施します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名
民間企業との協働による「ちがさき生活ガイ
ド」の発行

担当課 企画部秘書広報課

第２次実施計画事業名 広報ちがさき等発行事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性
　厳しい財政状況のなか、行政が担うべき分野については、選択と集中を検討し、多様な主体
との協働により、効率的な事業実施を進める必要があります。

実施内容

　平成１９年度より、協働事業の一環として財政負担を伴わない市民便利帳「ちがさき生活ガ
イド」の作成を毎年20,000部行っています。今後も引き続き、市政情報のほか「まちの情報」
や「暮らしの情報」などを掲載することで、より市民に密着した市民便利帳の作成に努めま
す。

重点目標

数値等 単位 定義

20,000 部 民間企業との協働により作成する情報誌等の作成部数／年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 20,000部作成／年

平成２２年２月より（株）湘南リビングと調整を行い、協働事業の一環として行政の財政負担を伴わない行政情報の発信と地域事

業者の情報提供により、地域の発展と活性化を目指す市民便利帳の作成を行っています。行政情報の他、地域情報が豊富で保存性

もあり、日常生活で利用される利便性の高い情報源になっているため、引き続きわかりやすい市民便利帳の作成を進めます。

平成２６年度 20,000部作成／年

平成２２年２月より（株）湘南リビングと調整を行い、協働事業の一環として行政の財政負担を伴わない行政情報の発信と地域事

業者の情報提供により、地域の発展と活性化を目指す市民便利帳の作成を行っています。行政情報の他、地域情報が豊富で保存性

もあり、日常生活で利用される利便性の高い情報源になっているため、引き続きわかりやすい市民便利帳の作成を進めます。

平成２７年度 20,000部作成／年

平成２２年２月より（株）湘南リビングと調整を行い、協働事業の一環として行政の財政負担を伴わない行政情報の発信と地域事

業者の情報提供により、地域の発展と活性化を目指す市民便利帳の作成を行っています。行政情報の他、地域情報が豊富で保存性

もあり、日常生活で利用される利便性の高い情報源になっているため、引き続きわかりやすい市民便利帳の作成を進めます。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 2,790,000 2,790,000 2,790,000 8,370,000

実績効果額（円） 2,790,000 2,720,520 5,510,520

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 20,000部作成／年 20,000部作成／年 20,000部作成／年 60,000部作成

年度ごとの実績値 20,000部作成／年 20,000部作成／年 40,000部作成

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　(株)湘南リビング新聞社との協働事業により、市の費用負担を伴わずに平成25年6月に「市民便利帳
ちがさき生活ガイド」を発行しました。

【評価の理由】
　当初の予定通りの行程で市民便利帳を発行することができたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　引き続き、協働事業により地域事業者の協力をいただきながら、市民の視点に立った「市民便利帳

ちがさき生活ガイド」の発行を行います。

平成２６年度

【実施状況】
　(株)湘南リビング新聞社との協働事業により、市の費用負担を伴わずに平成26年6月に「市民便利帳
ちがさき生活ガイド」を発行しました。2014年度版は行政ページの増ページを行いました。

【評価の理由】
　当初の予定通りの行程で市民便利帳を発行することができたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、協働事業という形で地域事業者の協力をいただきながら、市民の視点に立った「市民便利

帳 ちがさき生活ガイド」の発行を行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　「子育てガイドブック愛」の改訂版を、民間事業者と協働することにより、作成費用のすべてを広告

収入でまかない、平成26年3月に20,000部発行しました。

【評価の理由】

　ほぼ全ページにわたり子育て関連企業等の広告を掲載し、ガイドブックの周知及び子育て世代の理解

につながったとともに、当初の効果額及び目標値を上回ったことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　27年度に同様の手法で改訂版の発行を行い、作業負担を無くします。

平成２６年度

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

- 1,840,000円

取組に対する評価 A -

1,840,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 1,029,000円 - 1,029,000円 2,058,000円

年度ごとの実績値 1,840,000円

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 1,029,000 - 1,029,000 2,058,000

実績効果額（円） 1,840,000 -

平成２７年度 1,029,000円
子育てガイドブックを、民間事業者との協働により市が費用負担することなく発行しま
す。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

協働により作成する子育てガイドブックの作成部数
（隔年）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 1,029,000円
子育てガイドブックを、民間事業者との協働により市が費用負担することなく発行しま
す。

平成２６年度

現状・問題点・必要性
　子育てガイドブックについては、広告掲載を活用した民間事業者との協働により、市が作成
費を負担することなく発行していますが、今後も協働を継続し、市の負担の削減を図ることが
必要です。

実施内容
　子育てガイドブックを民間事業者との協働により隔年で２０，０００部発行し、作成の負担
を無くします。

重点目標

数値等 単位 定義

20,000 部

行革重点推進事業名
民間企業との協働による「子育てガイドブッ
ク」の発行

担当課 こども育成部子育て支援課

第２次実施計画事業名 子育てガイドブックの発行 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　他市町村や庁内で実施している封筒の広告掲載について情報収集を行い、手法について検討しまし
た。

【評価の理由】
　実施に向けて、提供者が窓口配布用封筒に広告を掲載しようとする者を募り、封筒を製作し市に無償

提供するといった方向性が出たため、予定どおり進んでいることから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　予定している封筒以外にも広告掲載できる封筒について検討していきます。

平成２６年度

【実施状況】
　広告付封筒を作成して市に無償提供が可能な事業者を決定し、事業者と検討を行いながら平成27年
1月に導入しました。

【評価の理由】
　27年度導入を目標としていましたが、26年度中に導入し、事業者との協議の中で作成部数を増加さ

せ効果額も想定より上回ったことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　今年度の手法や配布実績を踏まえ、次年度に向けて改善事項等を検討していきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

広告事業の導入 -

取組に対する評価 A A

70,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
導入に向けた調査

研究
内容検討 広告事業の導入 -

年度ごとの実績値
導入に向けた調査

研究

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - 63,000 63,000

実績効果額（円） - 70,000

作成する封筒の内容検討及び委託に関する仕様書等を作成します。

平成２７年度 広告事業の導入 受託業者を選定し、封筒作成及び年度内納品を実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

母子健康手帳交付時等における子育て関係資料配布用封筒
の広告掲載の実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
導入に向けた調査

研究
他市町村や庁内で実施している封筒の有料広告掲載事務の手法等について調査研究しま
す。

平成２６年度 内容検討

現状・問題点・必要性
　母子健康手帳の交付時等に合わせて子育てに関する様々なチラシや冊子を角形2号封筒に入れ
て配布していますが、配布件数が例年4,500件で安定しているため、封筒に民間事業者等の広
告を掲載することで、新たな広告収入が見込めます。

実施内容
　他市町村や庁内の他課の封筒を活用した広告掲載事務を参考に、民間業者に、広告主の募
集、印刷等の全てを委託し、専用封筒を年間約4,500枚作成します。受託した業者は広告主か
らの広告料収入で封筒を作成することとし、市に費用負担が生じないようにします。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名
母子健康手帳交付時等における子育て関係資料
配布用封筒の広告掲載事務

担当課 こども育成部こども育成相談課

第２次実施計画事業名 母子健康手帳交付事業 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名
民間企業との協働による「耐震ちがさき」の
発行

担当課 都市部建築指導課

第２次実施計画事業名 耐震改修促進計画事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　建築物の耐震化を促進するための周知・啓発活動の一つとして、自治会加入者数を基にした
「耐震ちがさき」を印刷し、「広報ちがさき」に折り込み配布しています。
　これは、市民に耐震改修の重要性を、直接周知するための効果的な手法の一つと捉えていま
す。

実施内容
　市が作成していた「耐震ちがさき」について、広告掲載を活用した民間企業との協働によ
り、作成費の負担を無くします。

重点目標

数値等 単位 定義

87,000 部 「耐震ちがさき」の年間配付部数

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 87,000部 耐震改修の重要性を周知するため、「耐震ちがさき」の各戸配布を行います。

平成２６年度 87,000部 耐震改修の重要性を周知するため、「耐震ちがさき」の各戸配布を行います。

平成２７年度 87,000部 耐震改修の重要性を周知するため、「耐震ちがさき」の各戸配布を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 685,000 685,000 685,000 2,055,000

実績効果額（円） 685,000 685,000 1,370,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 87,000部 87,000部 87,000部 261,000部

年度ごとの実績値 86,000部 86,000部 172,000部

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　自治会に協力していただき、「耐震ちがさき」86,000部の配布を行いました。作成にあたっては、

広告掲載を活用した民間企業との協働により、作成費の負担を無くしました。

【評価の理由】

　自治会に所属している各戸に配布することにより、建築物の耐震化について周知啓発しました。発行
部数は目標部数より少なくなっていますが、その他HP・イベント等を通じて周知啓発を実施するとと
もに作業費の負担も無くしたことから、A評価としました。

【今後の取組】
　建築物の耐震化や補助事業等について、より分かりやすい内容の冊子を作ります。

平成２６年度

【実施状況】

　自治会に協力していただき、「耐震ちがさき」86,000部の配布を行いました。作成にあたっては、
民間企業と連携し、情報誌への広告掲載を活用したことにより作成費の負担を無くしました。

【評価の理由】
　自治会に所属している各戸に配布し、建築物の耐震化について周知啓発しました。また、情報誌の発
行の他にホームページやイベント等を通じて周知啓発を実施するとともに、作業費の負担も無くしたこ

とから、A評価としました。

【今後の取組】

　情報誌の内容については、建築物耐震化の必要性や補助事業等をより分かりやすくなるように努めま
す。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　給与厚生事務の中で、委託可能なものはないか業務の洗い出しを行い、費用対効果も含め委託化につ

いての検討案をまとめました。

【評価の理由】

　委託化のメリット・デメリットや時間外削減効果等を検討しましたが、費用対効果の面から最終的な

方向性を決定するまでにいたらなかったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　部分委託や非常勤職員等の活用について検討を行うとともに、他市の状況にも配意しながら、方向性

を決定し、取り組みを進めます。

平成２６年度

【実施状況】

　給与厚生事務における委託業務を請け負っている民間事業者のデータセンターを視察しました。

　また、給与厚生事務において、臨時職員を任用しました。

【評価の理由】

　平成26年10月より臨時職員1人を任用し、業務の分散化に取り組み始めましたが、費用対効果の面

から最終的な方向性を決定するまでにいたらなかったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　非常勤嘱託職員の活用効果を検証し、部分委託など様々な任用形態についても検討を行い、他市の状

況にも配意しながら、方向性を決定し、取り組みを進めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

方向性の検討 -

取組に対する評価 B B

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 方向性決定
方向性に基づく

取り組み
方向性に基づく

取り組み
-

年度ごとの実績値 方向性の検討

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

前年度に決定した方向性に基づき、事業を推進します。

平成２７年度
方向性に基づく

取り組み
引き続き前々年度に決定した方向性に基づき、事業を推進します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

職員給与事務委託化の方向性決定年度

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 方向性決定 職員給与事務委託化の方向性を決定します。

平成２６年度
方向性に基づく

取り組み

現状・問題点・必要性
　職員の給与及び期末勤勉手当の支給引去事務や年末調整事務において、現在システム改修等
を除き直営にて業務を行っていますが、各種変動の把握や支給及び引去金額のチェック作業等
に時間を費やされ、それらに携わる職員の時間外勤務も多くなっています。

実施内容
　職員給与事務だけではなく、現在の給与厚生担当業務及び研修業務の中からも委託化に切り
出せるものはないか調査・研究を行い、費用対効果も含めて委託化が最善策なのか、委託化す
べきなのかを検討します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名
職員給与事務の委託化（アウトソーシング）の
検討

担当課 総務部職員課

第２次実施計画事業名 職員給与の支給及び各種引去金及び年末調整事務 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　事業者選定のアドバイザリー業務委託を行い、有識者で構成される審査委員会を設け、長期間にわた
り安定的かつ効率的な施設管理を実施していく手法として、性能発注による公募型プロポーザル方式を

採用しました。また、寒川町との綿密な協議を行い、審査委員会においても実施体制等の検討を進め、
審査結果として新明和工業株式会社グループが優先交渉権者として決定され、契約主体である寒川町が
基本契約書を締結し、事業実施主体である特別目的会社「エコセンター湘南株式会社」と事業契約書を
締結しました。

【評価の理由】
　目標である業者選定のアドバイザリー業務を株式会社日本総合研究所に委託し、長期包括運営責任業

務委託実施に向けて事業者の選定を遅滞なく実施し、基本契約書及び事業契約書の締結に至ることがで
きたことから、A評価としました。

【今後の取組】
　平成26年7月1日からの長期包括運営責任業務委託の実施について、引き継ぎ準備期間においても、
引き続き協議を進めるとともに事業開始後の運営モニタリングを寒川町と連携しながら進めます。

平成２６年度

【実施状況】
　事業実施主体であるエコセンター湘南株式会社による長期包括運営責任業務委託について、予定どお

り7月1日から実施しました。また、長期包括運営責任業務委託導入前及び導入以降も寒川町及びエコ
センター湘南株式会社と月1回の定例的な会議を実施するとともに2ヶ月に1回選別したびん、かん、
ペットボトル、プラスチック製容器包装類について適正に選別されているか、エコセンター湘南株式会

社によるセルフモニタリングに寒川町職員とともに立会いを行うなど連携を密にしながら適正な管理運
営に努めました。

【評価の理由】
　目標どおり長期包括運営施金業務委託を実施することができたことから、A評価としました。

【今後の取組】

   毎月１回定期的に開催している寒川町及びエコセンター湘南株式会社との定例会議を引き続き実施す
るなど、連携を密にしながら適正な管理運営を進めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

長期包括運営責任
業務委託の実施 -

取組に対する評価 A A

14,316,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
業者選定のアドバイ

ザリー業務委託
運営モニタリング

業務委託
運営モニタリング

業務委託 -

年度ごとの実績値
業者選定のアドバイザ

リー業務委託実施

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - 10,930,000 10,930,000 21,860,000

実績効果額（円） - 14,316,000

運営モニタリング業務について、従来の管理運営業務委託に加え、施設の点検・補修、物品、用
役の調達など、施設運営管理業務すべてについて、長期間にわたり包括的に委託する長期包括的

業務委託方式を導入し経費節減を図ります。

平成２７年度
運営モニタリング

業務委託
運営モニタリング業務について、長期包括的業務委託方式にて経費節減を図ります。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

運営モニタリング業務のあり方検討時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
業者選定のアドバイ

ザリー業務委託
導入可能性調査の結果を踏まえ、課題の整理や必要手続き及び資料作成を行い、最適な事
業者選定方法を検討します。

平成２６年度
運営モニタリング

業務委託

現状・問題点・必要性

　資源化施設は、資源物を適正かつ効率的に処理するための施設です。最小の経費で最大の効
果があげられるように施設の管理体制を構築していくことが重要です。従来、業務を民間に委
託する場合、単年度で仕様発注されているのが、一般的でしたが、施設運営管理業務すべてに
ついて、長期間にわたり包括的に委託する「長期包括的業務委託方式」が、近年では多く採用
されています。

実施内容

　市町との資源物処理に関する事務の事務委託に関する協定書に基づき、寒川町において行う事業です。
　施設管理の効率化を図るため長期包括運営責任業務委託を検討し、寒川町において平成２４年度に導入可能性調査、
VFM（支払いに対して最も価値の高いサービスを供給するという考え方）算出後、２５年度に業者選定のアドバイザ

リー業務委託、２６年度から長期包括的業務委託方式による運営モニタリング業務委託を行います。これにより性能発
注レベルを拡大することで維持管理コストの低減を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 寒川町への資源物中間処理委託事業 担当課 環境部資源循環課

第２次実施計画事業名 資源化促進事業 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

- -

取組に対する評価 - -

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 - -
基本構想の策定

簡易VFMの検討 -

年度ごとの実績値 -

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

平成２７年度
基本構想の策定
簡易VFMの検討

粗大ごみ処理施設の整備における基本構想を策定するとともに、簡易VFMの検討を行
い、最適な事業実施主体を決定します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

粗大ごみ処理施設整備における事業実施主体の最適化手法
決定時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度

平成２６年度

現状・問題点・必要性
　粗大ごみ処理施設は昭和５２年度の稼動から３５年経過し老朽化が進み、平成２７年度から
は寒川町の不燃ごみの受け入れを予定されていることから、早急な整備が求められています
が、厳しい財政事情の中、効果的かつ効率的な事業手法を取る必要性があります。

実施内容

　平成２７年度に粗大ごみ処理施設の整備における基本構想を策定します。
　基本構想の策定にあたっては、PFI事業等の民間活用手法の導入や簡易VFM（支払いに対し
て最も価値の高いサービスを供給するという考え方）の検討を行い、最適な事業実施主体を決
定します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名
粗大ごみ処理施設の整備における民間事業者
活用の検討

担当課 環境部資源循環課

第２次実施計画事業名 粗大ごみ処理施設の整備 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　内部検討会を年度当初に設置し、先進市の有効事例の調査結果等を基に計画（案）を10月に策定

し、庁内協議等を経て、当初の予定を前倒しし、平成26年度から民間活用による大型ごみの収集運搬

を実施することしました。

【評価の理由】

　当初の予定より早い時期に実施でき、民間活用による事業費の削減及びサービスの質の向上も図られ

たことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　収集業務が安定的かつ的確が市民サービス継続的に提供できるよう、受託事業に対する指導監督を実

施いたします。また、電話予約についても委託する方向で検討します。

平成２６年度

【実施状況】

　収集日の拡大、収集指定日の短縮、高齢者世帯等への配慮が実現できました。また、大型ごみ等の収

集受付（電話予約）を平成26年11月1日より受託事業者へ一括委託しました。

【評価の理由】

　当初の予定より早い時期に実施でき、民間活用による事業費の削減及びサービスの質の向上も図られ

たことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　収集業務が安定的かつ的確が市民サービス継続的に提供できるよう、受託事業に対する指導監督を実

施していきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

民間活用による収集

運搬の実施
-

取組に対する評価 Ａ Ａ

26,939,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 委託業者の選定 委託業者との協議
民間活用による収集

運搬の実施
-

年度ごとの実績値 委託事業者の選定

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - 33,749,000 33,749,000

実績効果額（円） - 26,939,000

計画（案）に基づき、民間委託に向け委託先業者等との協議を進めます。

平成２７年度
民間活用による
収集運搬の実施

民間活用による大型ごみの収集運搬を実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

大型ごみに係る収集運搬の民間活用実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 委託業者の選定
近隣市における状況調査の実施や、内部検討会により、計画（案）を策定します。
また、委託可能業者の選定を行います。

平成２６年度 委託業者との協議

現状・問題点・必要性
　現在、大型ごみの収集運搬については、人員体制を考慮した効率的な収集を行うため屋外か
らの収集を原則としていますが、高齢化社会が進む現代社会において、収集体制の整備は不可
欠であり、業務の継続性を踏まえた検討が必要となります。

実施内容
　屋内搬出など高齢化社会に対応可能な収集体制を確立するとともに定員適正化計画の目標を
達成し、総人件費の抑制を図りつつ業務の継続性を確保するため民間活用に向けた取り組みを
実施します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 大型ごみ収集運搬の民間委託 担当課 環境部環境事業センター

第２次実施計画事業名 粗大ごみ処理施設の整備 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名
下水道工事に係る設計積算業務、現場技術業務
及び補償交渉業務の委託

担当課 下水道河川部下水道河川建設課

第２次実施計画事業名 公共下水道整備事業（雨水整備） 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　近年、雨水対策の重点的な整備に伴い、工事施工の困難な現場が年々増加していますが、団塊世代の大量退
職に伴い経験の浅い職員が大半を占める中で、現有の人的資源だけで難易度の高い工事や専門性の高い業務を
確実に実施するのは困難な状況です。
　今後、施工上の制約の大きい下水道工事の業務が増加する中で、安全・安心を確保する浸水軽減対策を確実
に進めるためにも、新技術を導入するなど創意工夫を行いながら工事の早期着手、早期完成を目指すと共に職
員の技術レベルの向上を図る人材育成に係る取組が必要です。

実施内容
　喫緊の課題である難易度の高い下水道工事における設計積算・現場技術監理や専門性の高い
補償交渉等に係る業務の一部を民間事業者に委ね、民間手法やノウハウの取得といった職員の
人材育成を行うとともに、下水道事業の効率的・効果的な事業執行を目指します。

重点目標

数値等 単位 定義

20 業務
委託する設計積算業務、現場技術業務及び補償交渉業務の
業務数/年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 20業務
設計積算業務の委託３業務・現場技術業務の委託３業務・補償交渉業務の委託１４業務を
民間に委ね、事業の効率的・効果的な事業執行に努めます。

平成２６年度 20業務
設計積算業務の委託３業務・現場技術業務の委託３業務・補償交渉業務の委託１４業務を
民間に委ね、事業の効率的・効果的な事業執行に努めます。

平成２７年度 20業務
設計積算業務の委託３業務・現場技術業務の委託３業務・補償交渉業務の委託１４業務を
民間に委ね、事業の効率的・効果的な事業執行に努めます。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 3,034,407 3,034,407 3,034,407 9,103,221

実績効果額（円） 1,816,059 3,257,759 5,073,818

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 20業務 20業務 20業務 60業務

年度ごとの実績値 12業務 20業務 32業務

取組に対する評価 B Ａ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　業務委託件数については、委託料の当初予算が想定より削減されている状況の中、現年度工事の繰越

といった要因が重なり、12業務の委託となりました。

【評価の理由】

　目標件数・実績効果額ともに想定より下回りましたが、民間委託化による効率的・効果的な事業執行
に努めたことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】
　引き続き難易度の高い業務の委託化により、業務をより効率的に実施するとともに、人材育成に寄与

できるよう民間活用を図ります。

平成２６年度

【実施状況】

　業務委託件数については、設計積算業務・現場技術業務・補償交渉業務の合計20業務を委託しまし
た。

【評価の理由】
　目標件数・実績効果額ともに目標を達成し、民間委託化による効率的・効果的な事業執行に努めたこ

とから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　今後も難易度の高い業務に対して重点的に委託化を図ることにより、業務をより効率的に実施すると
ともに、人材育成に寄与できるよう民間活用を図ります。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　漁港北側駐車場及び多目的スペースの整備に関する設計については、漁港の長寿命化事業を実施しな
ければならなくなったため実施できませんでした。Ａ地区については、払い下げの支援を行い、平成
26年2月28日に払い下げ及び賃貸借契約、４筆の市への無償譲渡がすべて終了しました。Ｂ地区につ

いては、土地の利活用の検討を関係各課及びＮＰＯ海岸づくり機構と検討を行いました。Ｃ地区につい
ては、公園として整備検討をＮＰＯ海岸づくり機構と行いました。Ｄ地区については、民間活力を利用
した施設設置の誘導を行いました。また、海・浜のルールブック改訂を行うとともに、電線地中化の検

討をＮＰＯ海岸づくり推進機構と行い、海浜植生の復元はＮＰＯ法人ゆいと協働事業として実施しまし
た。

【評価の理由】

　漁港北側駐車場及び多目的スペースの整備に関する設計については、実施することができませんでし
たが、その他の事業については、目標とおり実施できたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　漁港の長寿命化事業を先に取り組み、その後漁港北側駐車場及び多目的スペースの設計に取り組んで
いきます。また、Ａ地区に無償譲渡された土地に関しては、1筆には常設トイレの建設を平成26年度
に行い、2筆は公園設置の検討を行います。また、その他の事業については今後も関係各課や関係団体

との密な連携により事業推進に取り組んでいきます。

平成２６年度

【実施状況】
　漁港北側駐車場等の整備については、漁港長寿命化事業を先に実施することとしたため事業の延期を
しています。Ａ地区については、国有地払い下げ事業により無償譲渡を受けた土地に海岸利便施設であ

る常設トイレを建設するための設計は終了しましたが、施設建築入札において不調になってしまったた
め年度内完成ができませんでした。Ｂ地区については、ＮＰＯ法人茅ヶ崎海岸づくり推進機構との検討
及び政策提案書が提出され関係課と協議を行いました。Ｃ地区については、サイクリングロード直線化
早期実現に向け県との協議を行いました。Ｄ地区については、旧県営西浜駐車場跡地を県から購入し、

暫定利用の検討・実施、最適な事業手法や土地利用の基本計画を検討しました。また、改訂された海・
浜のルールブックの周知を行うとともに、当事業の推進に向けＮＰＯ法人茅ヶ崎海岸づくり推進機構と
の連携を深めました。海浜植生の復元はＮＰＯ法人ゆいと協働事業として実施しました。

【評価の理由】
　実施スケジュールについて遅れが生じていますが、ＮＰＯ法人茅ヶ崎海岸づくり推進機構や関係各
課、神奈川県と現状の課題解決に向けた協議を実施し、当事業の推進に向けた取り組みを実施できたこ

とから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　漁港長寿命化事業の終了後、早期に漁港北側駐車場等の整備事業が実施できるよう取り組んでいきま
す。また、その他の事業については今後も関係各課や関係団体との密な連携により事業推進に取り組ん
でいきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

土地利用推進事業の
検討 -

取組に対する評価 A Ｂ

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
土地利用推進事業の

実施
土地利用推進事業の

実施
土地利用推進事業の

実施 -

年度ごとの実績値
土地利用推進事業の

検討

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

漁港北側駐車場及び多目的スペースの整備を行います。このほか、Ａ地区：漁港地区整備基本構想に基づく道路整備のための検討

を行います。Ｂ地区：今後、市有地を含め土地の利活用の検討を行います。Ｃ地区：公園として整備します。Ｄ地区：地区計画に

基づき、民間活力を利用した施設設置の誘導を行います。電線地中化の検討及び海浜植生の復元をします。

平成２７年度
土地利用推進事業

の実施

Ａ地区：漁港地区整備基本構想に基づく道路整備を行います。Ｂ地区：今後、市有地を含め土地の利活用の検討を行います。Ｃ地

区：公園としての整備を行います。Ｄ地区地区計画に基づき、民間活力による施設の誘致を行うほか、街区公園としての整備を行

います。その他、電線地中化の検討及び海浜植生の復元を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

土地利用推進事業実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
土地利用推進事業

の実施

漁港北側駐車場及び多目的スペースの整備に関する設計を行います。このほか、Ａ地区：引き続き払い下げの支援を行います。Ｂ

地区：今後、市有地を含め土地の利活用の検討を行います。Ｃ地区：公園として整備するための検討を行います。Ｄ地区：地区計

画に基づき、民間活力を利用した施設設置の誘導を行います。海・浜のルールブック改訂を行います。電線地中化の検討及び海浜

植生の復元をします。

平成２６年度
土地利用推進事業

の実施

現状・問題点・必要性
　現行の海岸土地利用や海浜侵食により、潜在的な海岸の自然環境が失われつつあります。
　また、海岸保全区域と第1種住居地域が重複指定されているなかで、建築物等に対して統一し
たコンセプトやデザイン化が必要です。

実施内容

　茅ヶ崎海岸グランドプランに位置づけられた地区について、市有地を含め土地の利活用の検討や公園整備、

民間活力を利用した施設の誘導を行います。
（・漁港北側駐車場及び多目的スペースの整備に関する設計を行います。・B地区につきましては、市有地を含め土地の利活用の検討を行います。・C地区に

つきましては、公園としての整備を行います。・D地区につきましては、地区計画を基に、民間活力を利用した施設の誘導を行います。）

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 海岸の市有地活用による拠点整備 担当課 経済部農業水産課

第２次実施計画事業名 茅ヶ崎海岸グランドプラン推進事業 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　UR都市機構の所有地を借地して実施する事業のため、土地の賃借条件等について調整を継続し、平

成25年10月1日付けで「事業用定期借地権設定契約」を締結しました。

【評価の理由】

　前例のない事業でありながら、予定通り事業用定期借地契約が締結できたことから、Ａ評価としまし

た。

【今後の取組】

　公共施設と民間施設の複合施設を民間が建設・所有し、公共施設部分を市が賃貸し、平成27年度か

らの供用開始をスムーズに行えるよう、準備を行います。

平成２６年度

【実施状況】

　UR都市機構から借地している土地を、平成26年4月1日に大和リース（株）と「事業用定期転借地

権設定契約」を締結し、転貸借を開始しました。また、大和リース（株）と設計協議を重ね、建築工事

を実施し、27年3月20日に竣工しました。

【評価の理由】

　PPP手法を活用した官民連携の複合施設を予定通り竣工できたことから、A評価としました。

　

【今後の取組】

　公共施設部分に関する「定期建物賃貸借契約」を締結し、施設の維持・管理が適切に行われているか

についてのモニタリングを実施していきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

複合施設（公共公益施

設）建設工事完了 -

取組に対する評価 A A

46,666,667

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
事業用定期借地契約

の締結

複合施設（公共公益施

設）建設工事完了

複合施設（公共公益

施設）供用開始 -

年度ごとの実績値
事業用定期借地契約

の締結

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 23,333,334 23,333,333 23,333,333 70,000,000

実績効果額（円） 23,333,334 23,333,333

事業者による公共公益施設の設計・施工を行い、ＵＲ都市機構に対する借地料を支払います。ま

た、事業者から借地料を受領します。

平成２７年度
複合施設（公共公益

施設）供用開始

ＵＲ都市機構に対する借地料支払い、事業者から借地料を受領します。また、事業者に対する建

物賃借料を支払います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

公共公益施設の供用開始時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
事業用定期借地契約

の締結

ＵＲ都市機構と事業用定期借地契約締結し、借地料を支払います。また、事業者から借地料を受

領します。

平成２６年度
複合施設（公共公益

施設）建設工事完了

現状・問題点・必要性

　本事業は、市南西部の生活・防災拠点を整備するという方針の下、ＵＲ都市機構による浜見
平団地の建て替え事業に合わせ、公共公益施設の機能確保のため民間活力の導入により経費圧
縮を図るもので、茅ヶ崎市としては初となるＰＰＰの手法により事業を推進していくもので
す。

実施内容

　平成２７年度４月からの公共公益施設の供用開始を目指し、平成２５年度、２６年度の２年間で、事業者が
公共公益施設の設計・施工を行います。市は、平成２５年度からの３２年間、ＵＲ都市機構と事業用定期借地
契約を締結して借用した底地を事業者に転貸し、当該土地に事業者が建設する公共施設を借り受け、公共サー
ビスを提供していくことにより、市が土地を購入して公共施設を建設・運営する方式に比べ経費を削減しま
す。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 PPP手法を活用した浜見平地区拠点整備 担当課 経済部拠点整備課

第２次実施計画事業名 浜見平地区拠点整備事業 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　公園用地については、地権者への個別訪問等によりご理解をいただき、総面積の99.5%を取得しま

した。また、周辺道路用地の一部を取得するとともに、周辺道路の詳細設計を実施しました。

　ＰＦＩ法に基づく事務手続きについては、実施方針及び要求水準書（案）並びに特定事業の選定の公

表を行いました。

【評価の理由】

　公園用地について、地権者との調整により一部未取得となっていますが、周辺道路用地の取得も含め

順調に進んでいます。また、ＰＦＩ法に基づく事務手続きについても事業者の公募に向けて順調に進ん

でいることから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き用地取得を進めるとともに、ＰＦＩ法に基づく事務手続きを進めていきます。

平成２６年度

【実施状況】
　公園用地及び周辺道路用地について、前年度から引き続き地権者との交渉等を進めました。また、周

辺道路の電線共同溝詳細設計を実施しました。

　ＰＦＩ法に基づく事務手続きについては、入札公告、入札、事業契約の締結等を行い、実施設計に着

手しました。

【評価の理由】

　公園用地については、未買収地の取得に係る事務手続きを順次進めました。また、ＰＦＩ法に基づく

事務手続きについては、事業者の選定が順調に進んだことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　ＰＦＩ事業者による公園の実施設計を進めるとともに、周辺道路の整備工事に着手します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

用地の取得
事業契約の締結 -

取組に対する評価 A Ａ

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 用地の取得 用地の取得 整備工事の実施 -

年度ごとの実績値 用地の取得

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - 71,283,000 71,283,000

実績効果額（円） - -

地権者や地域住民との合意形成を図りながら、周辺道路用地の取得を行うとともに、PFI事業者による公園

の詳細設計を行います。

また、周辺道路の電線共同溝詳細設計を行います。

平成２７年度 整備工事の実施 PFI事業者による公園の整備工事を行うとともに周辺道路の整備工事を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

PFI事業における実施設計の完成時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 用地の取得

地権者や地域住民との合意形成を図りながら、公園用地と周辺道路用地の取得を行うとともに周辺道路の

修正詳細設計を行います。

また、ＰＦＩ法に基づく事務手続きとしてアドバイザリー業務を実施し、PFI事業者の公募、選定、公表を

行い、事業契約を締結します。

平成２６年度 用地の取得

現状・問題点・必要性

　整備事業用地については、地権者や地域住民との合意形成を図りながら、用地取得スケ
ジュールに基づいた円滑な用地取得を行う必要があります。
　多額な財政負担を必要とするため、財政負担の軽減を図るための最適な事業収支計画を立て
る必要があります。

実施内容

　平成２５年度は、平成２４年度に引き続き用地の取得を行うとともに、ＰＦＩ法に基づく事
務手続きを進め、ＰＦＩ事業者の公募、選定、公表を行い、事業契約を締結します。平成２６
年度からは、ＰＦＩ方式により詳細設計、施設の建設、維持、管理、運営などを一体的に進
め、事業費の最適化及び経費の削減を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名
ＰＦＩ法に基づく（仮称）柳島スポーツ公園の
整備

担当課 文化生涯学習部スポーツ健康課

第２次実施計画事業名 （仮称）柳島スポーツ公園整備事業 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　非常勤嘱託職員・臨時職員の利活用について、これまでより広範な業務が可能かどうか検討を進めま

した。

【評価の理由】

　（仮称）浜見平地区図書室運営において、施設の位置づけが青少年関連施設から生涯学習施設と変更
になったことから、開館時間や人員体制など再調整・検討が必要となったことから、B評価としまし
た。

【今後の取組】
　業務内容及び予算・人員について、（仮称）浜見平地区図書室の運営体制も参考とし、本館・分館に

おける利活用を検討していきます。

平成２６年度

【実施状況】

　非常勤嘱託職員・臨時職員の利活用について、これまでより広範な業務が可能かどうか検討を進めま
した。

【評価の理由】
　新設の図書室については21時まで開館可能とするなど、サービス向上に向けた取組を行うことがで

きましたが、既存の分室等については現状維持となったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　引き続き効率的な運営体制について検討していきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

予算や人員等につい
ての調査・研究 -

取組に対する評価 B B

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
職員形態について

の調査・研究
予算や人員等につい

ての調査・研究
窓口業務形態の

見直し -

年度ごとの実績値
職員形態について

の調査・研究

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

新たな図書館窓口業務運営形態による予算や人員等について、調査・研究を行い見直しに
向けて取り組みます。

平成２７年度
窓口業務形態の

見直し
図書館窓口業務運営形態を見直します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

より効率的な運営形態による図書館業務の見直し年度

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
職員形態についての

調査・研究

各市の図書館業務の取り組みや非常勤嘱託職員、臨時職員の活用、委託業務等について調
査・研究を行います。

平成２６年度
予算や人員等につい

ての調査・研究

現状・問題点・必要性
　図書館業務は現在、市職員が直営で運営しており、窓口業務等については、非常勤嘱託職
員・臨時職員・再任用職員を活用し、サービスの向上及び経費の削減を図っております。利用
者の利便性の向上のため予約本の受取箇所や返却箇所等の窓口の増設が必要と考えます。

実施内容
　図書館業務について、利用者の利便性を考えたサービスの向上のための窓口を増設し、効率
的な事務執行が可能な運営形態の検討を進めるとともに、経費の削減について検討いたしま
す。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 図書館窓口業務運営形態の検討 担当課 教育推進部図書館

第２次実施計画事業名 図書館利用及び貸出事業（本館） 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 指定管理者制度の推進 担当課 企画部企画経営課

第２次実施計画事業名 指定管理者制度に係る検討・調整 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性

　平成２４年に策定した「公民連携推進のための基本的な考え方」「経営改善方針策定に向けての考え方」に
基づき、行政が実施するよりも効率的かつ効果的な事業の実施が見込まれるものについては、積極的に民間に
委ねることとしています。
　２４年４月現在で、７７施設で指定管理者制度を導入していますが、未導入施設も４８施設あります。
　事業実施主体の最適化の観点から、直営施設に関しても、必要性等を随時見直し、民間活力の活用を積極的
に行っていく必要があります。

実施内容
　平成２５年度に指定管理者制度導入に関する検証作業を行います。この結果を踏まえ、直営施設における民
間活力の活用について、積極的な検討を行うとともに必要な調整を行い、指定管理者制度の推進を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 直営施設における指定管理者制度導入決定時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
指定管理者制度導入

に関する検証作業
指定管理者制度を導入した施設に対し、これまでの実績から検証作業を行います。

平成２６年度
直営施設の指定管理

者制度導入に向けた
調整

直営施設における民間活力の活用について、導入に向けての調整を行います。

平成２７年度
直営施設の指定管理
者制度導入ならびに

検証
直営施設における民間活力の導入ならびに検証を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
指定管理者制度導入に関する

検証作業

直営施設の指定管理者制度

導入に向けた調整

直営施設の指定管理者制度

導入ならびに検証 -

年度ごとの実績値 公共施設白書の作成
直営施設の指定管理者制度

導入に向けた調整 -

取組に対する評価 B A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　平成25年12月に、現在の公共施設の状況を把握し、これからの運営や活用、使用料のあり方を検討

するための基礎資料として「茅ヶ崎市公共施設白書」を作成し、指定管理者制度導入施設についても運
営面を中心とした情報を取りまとめました。

【評価の理由】
　検証作業は行えなかったものの、指定管理者制度導入施設の施設経費、運営・利用状況、コスト分
析、施設稼働率等を取りまとめ、検証する基礎資料を作成したことから、B評価としました。

【今後の取組】
　指定管理者制度導入施設の基礎資料は作成したものの、検証作業は行わなかったため、受益者負担の

適正化の取り組みと合わせ、検証を行っていきます。

平成２６年度

【実施状況】

　直営施設の指定管理者制度導入について、昨年度に策定した「茅ヶ崎市公共施設白書」を活用し、担
当課と意見交換を行い、導入に向けた調整を行いました。

【評価の理由】
　直営施設の指定管理者制度導入について、予定通り調整を行い、1施設について今後について一定の

方向性を出したことから、A評価としました。

【今後の取組】

　今後も直営施設の指定管理者制度導入について、担当課と意見交換を実施し、民間活力の更なる活用
について検討していきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 勤労市民会館の管理運営 担当課 経済部雇用労働課

第２次実施計画事業名 勤労市民会館の管理運営 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　平成７年度から２０年度までは直営管理をしていましたが、平成２１年度より指定管理者と
して民間事業者が管理しています。
平成２３年度の研修室等施設の稼働率は７０．８％で、年々上昇しています。利用者アンケー
トを実施し、その結果をふまえて改善点等を検討し、管理運営をしていきます。

実施内容
　指定管理者による管理運営を着実に行い、事業内容を充実させ、参加者・利用者の増加を図
ります。また、平成２７年度は次期指定管理者の選定を行います。

重点目標

数値等 単位 定義

648 円
利用者一人あたりのコスト（指定管理料/利用者数）（平成
２７年度）（平成２３年度実績：６３５円）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 6３３円 事業内容を充実させ、参加者・利用者の増加をはかります。

平成２６年度
6５１円

（増税前633円）
事業内容を充実させ、参加者・利用者の増加をはかります。

平成２７年度
6４８円

（増税前630円）
事業内容を充実させ、参加者・利用者の増加をはかります。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 633円 651円 648円 -

年度ごとの実績値 639円 646円 -

取組に対する評価 C A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成25年度の勤労市民会館の稼働率（部屋の使用率）は72.2％で、基準年に比べて1.4ポイント上

昇していますが、利用者数が85,004人となり、545人の減少となりました。

【評価の理由】

　23年度実績値は63５円でしたが、25年度は639円となり、４円増加し年度ごとの目標値が達成で

きなかったため、C評価としました。

【今後の取組】

　利用者数を増加させるため、施設の空き状況について施設内にカレンダー形式で掲示するほか、申込

時に利用について促すなど、取り組んでまいります。年度末に実施する利用者アンケートにおいては、

職員の対応や利便性については８割以上の方に満足頂いていますが、利用者の方に快適にご利用いただ

きリピーターとなっていただくために、職員研修などを実施します。

　また、勤労市民会館の新規利用団体を増加させるために、指定管理者自主事業として「ダンシング

デー」「子どもフェスタ」「勤労市民会館まつり」などのイベントを開催し、来場者に施設の周知を行

います。

　利用者数の減少については、毎月のモニタリングなどを通じて、指定管理者と課題として共有し、解

決策について協議していきます。

平成２６年度

【実施状況】

　平成26年度の勤労市民会館の稼働率（部屋の使用率）は73.4％で、前年度に比べて1.2ポイント上

昇し、利用者数は86,218人となり、前年度に比べ1,214人増加となりました。

【評価の理由】

　25年度は利用者数が減少したため、利用者一人あたりのコストが上昇しましたが、26年度について

は、目標値651円のところ、実績では646円となり、目標達成できたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　26年度は「勤労市民会館まつり」の開催期間を1日から2日に増やしたことや、自主事業の実施回数

を６回から７回に増やしたことなどにより、利用者数が全年度に比べ、1,214人増加しました。

　今後も、指定管理者と連携し、引き続き利用者が利用しやすい施設となるよう管理運営していきま

す。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　（仮称）浜見平地区複合施設が生涯学習施設との位置付けになったことから、運営方法の検討も含
め、平成27年度からの開設に備えました。

【評価の理由】
　施設の位置づけが青少年関連施設から生涯学習施設と変更になり、運営方法の細部まで検討すること

ができなかったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】
　多目的スペースを青少年健全育成の場として活用できるよう検討してまいりますが、施設の位置づけ
が生涯学習施設となったため、本取り組みは平成25年度までの取り組みとします。

平成２６年度

平成２７年度

- - -

取組に対する評価 B - -

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 運営方法の決定 開設準備 開設 -

年度ごとの実績値
適切な運営方法の

検討

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

平成２７年度

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

（仮称）浜見平地区青少年関連施設運営方法の決定時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 運営方法の決定 複合施設管理運営方法、業務体制を決定します。

平成２６年度

現状・問題点・必要性
　本事業においては、各施設ごとの運営管理となりますが、関係課と調整を行い、効率的な管
理運営形態を検討する必要があります。近年、地域に子どもの遊び場が減少しておりますが、
次世代の育成およびひとづくり政策領域等の観点から、地域に必要な施設の検討を行います。

実施内容
　平成２５年度までに、サービスと経費も含め、直営・指定管理等といった事業手法の中から
最適な運営実施方法を決定し、平成２７年度からの開設に備えます。

重点目標

数値等 単位 定義

25 年度

行革重点推進事業名
（仮称）浜見平地区青少年関連施設運営方法の
検討

担当課 教育推進部青少年課

第２次実施計画事業名 （仮称）浜見平地区拠点整備事業（青少年関連施設） 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　開館時間、非常勤嘱託職員・臨時職員の配置等、おはなし室を有する本分室にふさわしい運営形態に

ついて検討しました。

【評価の理由】

　（仮称）浜見平地区複合施設が生涯学習施設との位置付けになり、一体的・効率的な運営について再

調整・検討が必要となったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　平成25年度の検討結果を踏まえ、引き続き調整・検討を行いながら開設準備を進めます。

平成２６年度

【実施状況】

　開館時間、非常勤嘱託職員・臨時職員の配置等、おはなし室を有する本分室にふさわしい運営形態に

ついて検討しました。

【評価の理由】

　非常勤嘱託職員・臨時職員の採用について遅滞なく実施するとともに、開設に向けた窓口研修を行っ

たことから、A評価としました。

【今後の取組】

　想定以上のニーズがあるため、更に最適な窓口サービスの提供に向けて調整を行います。また、開設

後の実態に即した最適な運営方法を検証します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

開設準備 -

取組に対する評価 B A

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
最適な運営方法の

決定
開設準備

最適な運営方法に
よる開設

-

年度ごとの実績値
最適な運営方法の

決定

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

設置条例等の検討、備品購入、公共施設予約システム導入準備などを行います。

平成２７年度
最適な運営方法に

よる開設
複合施設の管理運営を開始します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

開設後の実態に即した最適な運営方法の検証

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
最適な運営方法の

決定
最適な複合施設管理運営方法、業務体制を決定します。

平成２６年度 開設準備

現状・問題点・必要性
　本事業においては、各施設ごとの運営管理となりますが、関係課と調整を行い、効率的な管
理運営形態を検討する必要があります。

実施内容
　平成２５年度までにサービスと経費も含め、直営・指定管理等といった事業手法の中から最
適な運営実施方法を決定し、平成２７年度からの開設に備えます。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 （仮称）浜見平地区図書室運営方法の検討 担当課 教育推進部図書館

第２次実施計画事業名 （仮称）浜見平地区複合施設整備事業 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

行革重点推進事業名 PPP（公民連携手法）の推進 担当課 企画部企画経営課

第２次実施計画事業名 PPP（公民連携手法）の推進 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性
　公民連携推進のための基本的な考え方（平成２４年２月策定）に基づく新しい公共の形成に
向けて、多様な主体間の意思疎通を深めるための取り組みなど、具体的方策を展開していく必
要があります。

実施内容

　多様な主体間の意見交換、情報共有の場としての円卓会議等を開催するとともに、民間団体、民間事業者、
行政の役割分担の最適化及び事業内容に応じて適切な事業手法を選択するための環境整備を進めます。また、
民間からの提案の積極的な受け入れや第三者の視点を取り入れた継続的なモニタリングの実施等を通じて、市
民サービスの向上を目指します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 円卓会議の今後の方向性決定時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
円卓会議等の開催、
具体的方策の検討

円卓会議等を通じて、多様な主体間の意思疎通を図るとともに、公民連携推進の具体的方
策についての意見交換を行います。

平成２６年度
円卓会議等の開催、
具体的方策の検討・

実施

円卓会議等を通じて、多様な主体間の意思疎通を図るとともに、公民連携推進の具体的方
策についての意見交換を行い、準備が整ったものから順次実施していきます。

平成２７年度
円卓会議等の開催、
具体的方策の検討・

実施

円卓会議等を通じて、多様な主体間の意思疎通を図るとともに、公民連携推進の具体的方
策についての意見交換を行い、準備が整ったものから順次実施していきます。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
円卓会議等の開催、

具体的方策の検討

円卓会議等の開催、具

体的方策の検討・実施

円卓会議等の開催、具

体的方策の検討・実施 -

年度ごとの実績値
円卓会議の開催、

具体的方策の検討

円卓会議等の開催、

具体的方策の検討 -

取組に対する評価 A B

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　平成25年7月に、市民活動団体・NPO・事業者・公募市民等の方々に参加いただき、「茅ヶ崎市新
しい公共円卓会議」を設立しました。25年度は4回の会議や市民等を対象にした意見交換会を開催

し、公民連携推進の具体的方策として「提案型民間活用制度」の検討を行いました。

【評価の理由】

　「茅ヶ崎市新しい公共円卓会議」での意見交換等を参考に、市にて公民連携推進の具体的方策である
「提案型民間活用制度」の基本的な考え方や実施方法を取りまとめた「提案型民間活用制度ガイドライ
ン（暫定版）」を作成したことから、A評価としました。

【今後の取組】
　今後も「提案型民間活用制度」の運用や新たな公民連携手法について、多様な立場の委員が対等な立

場で意見交換を行うとともに、より効果的な会議のあり方について、検討していきます。

平成２６年度

【実施状況】

　前年度に引き続き、「茅ヶ崎市新しい公共円卓会議」を2回開催しました。円卓会議では、公民連携
の推進や今後の会議の方向性について意見交換を行いました。また、文教大学大学院との共催による
「新しい公共の形成」をテーマにしたワークショップを開催し、27名の方に参加いただきました。

【評価の理由】
　円卓会議やワークショップを開催し、公民連携の推進について議論を深めたものの、円卓会議の今後
の方向性については結論が出なかったことから、B評価としました。

【今後の取組】
　NPO法人との協働にて運営してきた円卓会議の会議開催手法等を見直し、より効果的な会議のあり

方について引き続き検討していきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

行革重点推進事業名 新しい公共推進事業（提案型民営化制度）の導入 担当課 企画部企画経営課

第２次実施計画事業名 新しい公共推進事業の実施 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　平成２４年２月に策定した「公民連携のための基本的な考え方」では、すべての事業について、ゼロベース
での見直しを行うこととし、民間団体や民間事業者に委ねることで、行政が実施するよりも効率的かつ効果的
な事業の実施が見込めるものについては、積極的に民間に委ねることを基本としています。
公民連携のための方策のひとつとして、新しい公共推進事業（提案型民営化制度）を位置づけています。

実施内容
　平成２５年度に新しい公共推進事業（提案型民営化制度）制度や事業実施効果のモニタリン
グ手法を構築します。平成２６年度以降は事業を実施するとともに、実施効果のモニタリング
を行い事業効果を把握していきます。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 モニタリング手法の構築時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 制度・手法の構築
新しい公共推進事業（提案型民営化制度）制度や事業実施効果のモニタリング手法を構築
します。

平成２６年度 モデル事業の実施
新しい公共推進事業（提案型民営化制度）をモデル実施するとともに、事業実施後にはモ
ニタリングを行い、事業の検証を行います。

平成２７年度 事業実施
前年度の検証結果をもとに、新しい公共推進事業（提案型民営化制度）を継続実施するととも
に、事業実施後にはモニタリングを行い、事業の検証を行い、更なる発展を図ります。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 制度・手法の構築 モデル事業の実施 事業実施 -

年度ごとの実績値 制度の構築 モデル事業の選定 -

取組に対する評価 B B

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成25年7月にNPO法人との協働事業として設立した「新しい公共円卓会議」や附属機関である行
政改革推進委員会との意見交換を行いながら、26年3月に「提案型民間活用制度ガイドライン（暫定
版）」を策定しました。

【評価の理由】
　制度の目的やスケジュール等はガイドラインに盛り込みましたが、事業実施効果を図るモニタリング

手法は詳細に固められなかったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　引き続き「新しい公共円卓会議」や行政改革推進委員会との意見交換を行い、モニタリング手法等に
ついての考え方を取りまとめ、ガイドラインに反映します。

平成２６年度

【実施状況】
　「提案型民間活用制度ガイドライン（暫定版）」に基づき、提案型民間活用制度モデル事業について

検討を行い、「狭あい道路調査等業務」・「市営住宅の修繕業務」を選定しました。

【評価の理由】

　提案型民間活用制度モデル事業として2事業を選定しましたが、事業実施効果を図るモニタリング手
法は詳細に決定できなかったことから、B評価としました。

【今後の取組】
　引き続き制度を活用した事業を検討するとともに、モニタリング手法等を取りまとめ、ガイドライン
に反映し、事業実施効果を把握していきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 ちがさきエコネット事業の推進 担当課 環境部環境政策課

第２次実施計画事業名 ちがさきエコネット事業の推進 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　地球温暖化対策については、茅ヶ崎市温暖化対策地域推進計画に基づき補助事業等様々な施策を実施してき
ましたが、省エネルギー及び温暖化対策に関する身近な情報の入手場所や意見交換ができる場がなく行政等か
らの一方的な情報提供に終始していました。設備機器の導入など初期費用が必要となる対策には限界もあるた
め、今後初期費用を必要としないソフト的な対策を推進するためには、地域に密着した情報が簡易に得ること
ができ、市民・事業者・行政の情報提供及び意見交換が可能となる場が必要となっています。

実施内容
　平成25年度に茅ヶ崎市温暖化対策推進協議会において制度設計を行い、平成26年度より市
民活動団体等との協働推進事業により制度構築を図り、平成27年度よりサイトを立ち上げ事業
を開始し、地域に密着した情報提供を行います。

重点目標

数値等 単位 定義

100 名 ちがさきエコネット事業登録者数（平成２７年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 制度設計 茅ヶ崎市温暖化対策推進協議会により制度設計を行います。

平成２６年度 制度構築 市民活動団体等との協働推進事業により制度構築をします。

平成２７年度 登録者１００名 サイト運営及び広報等周知活動を実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 制度設計 制度構築 登録者100名 -

年度ごとの実績値 制度設計 制度構築 -

取組に対する評価 A Ａ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　茅ヶ崎市温暖化対策推進協議会及びNPO法人との協議により、地球温暖化対策に関するポータルサ

イト「ちがさきエコネット」のコンテンツ内容や主要コンテンツについての大まかな制度設計を3月末
までに行いました。

【評価の理由】
　ポータルサイトの基本的なコンテンツ内容がある程度確定したことから、A評価としました。

【今後の取組】
　平成27年4月の運用開始を目途に、茅ヶ崎市温暖化対策推進協議会及びNPO法人湘南ふじさわシニ
アネットとの協議を行いポータルサイトを構築します。

平成２６年度

【実施状況】

　行政提案型の協働推進事業として、NPO法人湘南ふじさわシニアネット及び茅ヶ崎市温暖化対策推
進協議会と協議を重ね、3月末までに「ちがさきエコネット」を完成しました。

【評価の理由】
　サイトの周知も含め、平成27年4月の運用開始のための準備が完了したことから、Ａ評価としまし
た。

【今後の取組】

　サイトの登録者100名を達成するため、登録者が自発的に省エネに取り組めるようなコンテンツを

検討、サイト改修の委託先であるNPO法人湘南ふじさわシニアネットと連携し、より充実したサイト
を目指します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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１－（３５） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 茅ヶ崎市太陽光発電クレジット制度の推進 担当課 環境部環境政策課

第２次実施計画事業名 太陽光発電クレジット事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　太陽光発電設備の導入には、県及び市が補助制度を実施していますが、依然として導入コストが高いのが現状です。そこで住宅

用太陽光発電設備により削減した二酸化炭素排出量を取引可能なクレジット化し、市内企業に売却し、売却益を太陽光発電設備設

置者に還元することにより、住宅用太陽光発電設備の普及促進を図り、市域の温室効果ガス排出抑制と省エネルギー化を推進しま

す。

　また、本事業を市民活動団体等との協働で進めることにより、団体の持つノウハウを活かすことができ、業務の大部分を市民活

動団体等に任せることにより、直営で実施するよりも人件費の大幅なコストダウンが図れるとともに、市民活動団体等の活動資金

を創出することが可能となります。

実施内容

　平成24年度行政提案型協働推進事業で提案し、25年度より協働推進事業として市民活動団体等との協働により、制度設計及び

運用方法の検討を実施し、25年度末までにJ-クレジット制度プログラム型排出削減事業の制度認定を受けます。

　26年度から制度の運用を始め、市域の温室効果ガスのさらなる排出抑制と省エネルギー化を推進します。市は制度の信用性の担

保に向けた協力をし、制度の運用などすべて市民活動団体が実施し、市民活動団体はクレジットの売却益から事前に設定した割合

の手数料を取り団体の経費や活動費に充当します。

重点目標

数値等 単位 定義

100 名 太陽光発電クレジット制度登録者数（平成２７年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 制度認定 制度設計及び国内クレジット制度プログラム型排出削減事業の制度認定を受けます。

平成２６年度 制度構築 広報等周知活動により登録者及びクレジット購入企業を募集します。

平成２７年度 登録者１００名 事業の継続と広報等周知活動を実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 制度認定 制度構築 登録者100名 -

年度ごとの実績値 制度認定 制度構築 -

取組に対する評価 A Ａ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　NPO法人「ちがさき自然エネルギーネットワーク」との協働推進事業により、国が運営するJ-クレ
ジット制度に基づく茅ヶ崎市太陽光発電クレジット事業「茅ヶ崎おひさまクレジット」のプロジェクト
計画書を作成し、平成26年1月に認証委員会より認証を受けることができました。

【評価の理由】
　予定どおり制度の認定を受けられたことから、A評価としました。

【今後の取組】
　26年4月より主に本市の太陽光発電設備設置費補助金受給者を対象に会員募集を行っており、27年

度の目標値である登録者100名を前倒しして目指します。

平成２６年度

【実施状況】

　登録者募集については、太陽光発電設備設置費補助金受給者を対象にＤＭの送付、記者発表、広報紙
一般紙、デジタルサイネージなど、あらゆる媒体を活用した周知活動を実施しました。
　また、クレジット購入企業の募集については、商工会議所における説明会及び市内企業への個別説明

を実施しました。

【評価の理由】

　予定どおり制度の構築を進め登録者を増やすべく制度の周知活動を行ったことから、Ａ評価としまし
た。

【今後の取組】

　登録者の発電による二酸化炭素削減量を集計、国の認証を受け取引可能なクレジットの量を確定した
後、企業等へ売却、売却益を登録者へ還元し、事業のサイクルの確立をＮＰＯ法人との協働により目指

します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 企業の誘致・立地への支援 担当課 経済部産業振興課

第２次実施計画事業名 企業の誘致・立地への支援 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性

　東日本大震災の影響などにより依然として厳しい経済状況が企業活動にも影響し、法人市民税の税収も減少
しています。このことに対し、中小企業者の経営基盤の確立と近代化を促進し中小企業の健全な発展を図るこ
とが求められており、企業等の立地や事業拡大、継続的な事業活動、地域に貢献する取り組みを支援する必要
があります。

実施内容
　企業等立地等促進条例における優遇施策の周知を積極的に行い、企業等の立地や事業拡大、継続的な事業活
動、地域に貢献する取り組みに対する支援を行うことにより、将来的な雇用の拡大、固定資産税や法人市民税
の増収を目指します。

重点目標

数値等 単位 定義

30 件
新たな企業の進出や既存企業の設備投資等に対して支援
し、条例の奨励措置として適用した件数/年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 ３０件
企業訪問等の取り組みにより条例を幅広く周知し、企業等立地等促進条例の適用件数の向
上を図ります。

平成２６年度 ３０件
企業訪問等の取り組みにより条例を幅広く周知し、企業等立地等促進条例の適用件数の向
上を図るとともに、効果検証を行います。

平成２７年度 ３０件
企業訪問等の取り組みにより条例を幅広く周知し、企業等立地等促進条例の適用件数の向
上を図るとともに、改正手続きを行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 30件 30件 30件 90件

年度ごとの実績値 11件 8件 19件

取組に対する評価 B B

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　資産税の償却資産の申告の通知とあわせて、ビルドアップ茅ヶ崎のリーフレットを約3,800社に送

付し広く周知を図り、11件（設備投資支援7件、地域貢献支援4件）の実績がありました。

【評価の理由】

　目標値30件に対して実績値11件となり、目標には届かなかったものの、茅ヶ崎で企業活動を行うた
めに一定の効果があったこと、また、利用向上を図るため平成25年12月に規則を改正する等の対応を
行ったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】
　26年度は、リーフレットの配布による周知に加え、年間を通じて実施している企業訪問での紹介や
商工会議所をはじめとした関係機関に協力をいただきながら積極的な周知を行い、利用件数の向上を図

ります。また、現在の条例は、27年度で時限をむかえることから、28年度の改正に向けて、事業者へ
のヒアリング、県および他市町村の支援施策の研究等を行い、条例の継続の必要性や新たな支援施策の
方向性を検討します。

平成２６年度

【実施状況】

　資産税の償却資産の申告の通知とあわせて、ビルドアップ茅ヶ崎のリーフレットを約3,900社に送
付し広く周知を図り、8件（立地支援1件、設備投資支援7件）の実績がありました。

【評価の理由】
　目標値30件に対して実績値８件となっていますが、雇用の拡大、税の増収など一定の効果も認めら
れることから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　リーフレットの配布や企業訪問での紹介、商工会議所をはじめとした関係機関との連携により、利用

件数の向上を図るとともに、パブリックコメント等による幅広い意見をいただきながら条例改正の準備
を行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 農地所有者による市民農園開設の推進 担当課 経済部農業水産課

第２次実施計画事業名 家庭菜園事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性

　市民が余暇を利用して土と親しみながら健康づくりをし、野菜や花等の栽培を通じて農業に対する理解を深
めてもらうため、市は農地法の特例により農地所有者から土地を借り受け、市内に２５箇所の市民農園を開設
し、市民に提供してきました。
団塊の世代が退職を迎え、余暇として、市民農園利用を希望する市民は年々増加傾向にあり、抽選により市民
農園利用者を決定している状況にあります。

実施内容

　農地法の改正により農地所有者が自ら市民農園の開設をできるようになり、農地所有者自ら開設した市民農
園が市内には平成２４年３月末現在、２７箇所あります。
今後も、市民農園利用を希望する市民の方が、一人でも多く利用できるよう、農地所有者の協力を得ながら市
民農園の増設を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

9 箇所
市民農園の新規開設数（平成２５年度から２７年度までの
累計）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 ３箇所
事業の周知や担当者による相談業務を実施し、農地所有者からの要望に基づき市民農園の新規開設を行

い、市民サービスの安定的な提供を行います。

また、新規開設に向けて相談業務などを充実するとともに、管理運営の支援をしていきます。

平成２６年度 ３箇所
事業の周知や担当者による相談業務を実施し、農地所有者からの要望に基づき市民農園の新規開設を行

い、市民サービスの安定的な提供を行います。

また、新規開設に向けて相談業務などを充実するとともに、管理運営の支援をしていきます。

平成２７年度 ３箇所
事業の周知や担当者による相談業務を実施し、農地所有者からの要望に基づき市民農園の新規開設を行

い、市民サービスの安定的な提供を行います。

また、新規開設に向けて相談業務などを充実するとともに、管理運営の支援をしていきます。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 3箇所 3箇所 3箇所 9箇所

年度ごとの実績値 6箇所 5箇所 6箇所

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　市民農園開設の相談に対し、適切な情報提供及び助言指導を行うとともに、意向の確認を図り、希望

される地権者に対し、市民農園開設の手続き、現場での区画割等の作業ならびに公募手続き支援を行
い、新たに6農園が新規開設しました。

【評価の理由】
　目標値の2倍の市民農園の新規開設となり、農地保全も図られたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　引き続き、ホームページや「農地保全・活用に関するお知らせ」を用い、市民農園開設の支援を行い
ます。

平成２６年度

【実施状況】
　市民農園開設の相談に対し、適切な情報提供及び助言指導を行うとともに、意向の確認を図り、希望

される地権者に対し、市民農園開設の手続き、現場での区画割等の作業ならびに公募手続き支援を行
い、新たに5農園が開設しました。

【評価の理由】
　目標値を上回る市民農園の新規開設数となったことで、農地保全が図られたことから、A評価としま
した。

【今後の取組】
　ホームページや生産組合長回覧を活用し、市民農園の制度の周知を図るとともに、引き続き市民農園

開設の支援を行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 柳島向河原地区土地活用協議会の組織化 担当課 経済部農業水産課

第２次実施計画事業名 柳島向河原地区土地利用推進事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　柳島向河原地区は農業振興地域であり、営農希望者も多いことから、農地の保全を最優先事
項とした組織を主体として、市民農園や、観光・体験型農業に取り組む農家、地場農産物のブ
ランド化に取り組む農家など、それぞれの農家が創意工夫のもと、多様な都市型農業の経営ス
タイルを確立し、展開していく必要があります。

実施内容

　地権者や関係者と土地利用調整システムの体制検討、構築を図り、非農業的利用を目的とした農地の賃借等
を防ぎます。また、地権者や学生等との連携により市民農園や体験農園を試験的に開設し、食育を通じて都市
農業の大切さを学習できる場を提供するとともに、ワークショップ等を通じて農的景観を保全するデザイン
コードの作成、普及を図り、柳島向河原地区の農地に対する近隣住民や市民の理解を促進します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度
農地所有者と地域住民とをマッチングする仕組みの構築時
期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
５０人

（賛同者数）

柳島向河原地区の生産組合と土地対策委員会が主体となった組織（柳島向河原土地活用協議会）と連携して、土地利用調整システ

ムの体制づくりを検討します。　また、 取組体制を強化するために、協議会に賛同する農地所有者の拡大に取り組んでいきます。

市民農園については、学生と連携し、地元農業者を指導者とした市民農園の規模拡大ができるよう取り組みます。

平成２６年度
１８０人

（賛同者数）

土地利用調整システムについては、引き続き農地所有者の拡大に取り組むとともに、非農業的土地利用を目的とした農地の賃借、

用地買収等を防ぐ ため、農地利用におけるルール・憲章づくりを検討します。市民農園ついては、引き続き地元農業者や学生と連

携し、賛同農業者の増加に取り組みます。

また、これまでのノウハウを踏まえ、市民を対象とした農業体験イベントや、小学生を対象とした食育イベント等を開催を目指し

ます。

平成２７年度
３００人

（賛同者数）

柳島向河原地区にふさわしい景観・デザインコードを設定するため、学生等と連携し、地域住民や地元農業者に対し、ヒアリング

やアンケート調査等を実施していきます。上記の結果を基に協議会や学生と連携したワークショップや勉強会を開催し、同地区に

ふさわしい景観・デザインコードを設定し、チラシやパンフレット等で地元に周知していきます。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
50人

（賛同者数）
180人

（賛同者数）
300人

（賛同者数）
300人

（賛同者数）

年度ごとの実績値
21人

（賛同者数）
24人

（賛同者数）

取組に対する評価 B B

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　計9回の協議会の開催、運営支援、1回のメニュー開発勉強会開催支援を行い、日本大学と連携し、
土地利用調整システムの体制づくりに向けて研究・検討を行いました。

【評価の理由】
　年度ごとの目標値は達成できなかったものの、柳島向河原地区土地利用調整システムフロー（案）を
作成し、協議会の自主性の醸成及び理解が深められたため、B評価としました。

【今後の取組】
　平成26年度においては土地利用調整システムを確立させ、システム運用の体制の確立、マニュアル

作成の支援を行います。

平成２６年度

【実施状況】
　計4回の協議会の開催、作業を迅速に進めるための検討会を設立し計8回の開催を行い、土地利用調
整システム及び作業マニュアルを完成させ、運用を柳島生産組合に引き継ぎました。

【評価の理由】
　賛同者数（協議会会員数）は目標に達しませんでしたが、これまで3か年かけて行ってきた土地利用

調整システム及び作業マニュアル作成支援により、事業完了とともに、本システムの実施主体を地元生
産組合にゆだねることができたことから、B評価としました。

【今後の取組】
　土地利用調整システムの運用に伴い、市との連携が必要となった際には、連携を密にして農地の保全
を図ります。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 茅ヶ崎市観光案内所運営手法の検討 担当課 経済部産業振興課

第２次実施計画事業名 茅ヶ崎市観光案内所運営事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性

　現在、観光案内所運営業務を民間事業者に委託しているが、委託契約であるため、利用者か
らの新たなニーズ等に対応するためには仕様変更等による委託契約の変更契約等の手続きを行
わなければならず、迅速に対応できているとは言えない状況です。そのため、多様化する利用
者ニーズに即効性がありより利便性の高いサービスを提供するために、新たな運営手法を検討
する必要があります。

実施内容
　平成２５年度より、民間事業者への補助事業といった新たな運営手法を検討し、平成２６年
度から庁内及び関係団体等との調整を行います。平成２７年度からは新たな手法による観光案
内所の運営を開始します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 民間活力導入時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
民間活力導入に

ついて検討
民間事業者としての特性やメリットを発揮し、利用者ニーズに柔軟に対応できるための運営ス
キームの検討を検討します。

平成２６年度
民間活力導入に

ついて検討・調整
前年度の検討結果に基づき、庁内及び関係団体等との調整を行います。

平成２７年度 民間活力導入 新たな運営手法により、観光案内所を運営し、利用者ニーズへの柔軟な対応を図ります。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
民間活力導入に

ついて検討
民間活力導入に

ついて検討・調整
民間活力導入 -

年度ごとの実績値
民間活力導入に

ついて検討・調整

民間活力の導入

調整・導入実施 -

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　関係機関等との連携により、集客効果の見込める自由通路路面店に新たな観光案内所を設置しまし
た。事業手法については民間活力を導入して、その特性やメリットを発揮し、利用者ニーズに柔軟に対
応できる運営が実施できるよう調整を行いました。

【評価の理由】
　新たな観光サービス拠点とするために、事業手法の検討を行い庁内協議・調整を図り、民間活力の導

入手法について整備が完了したことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　民間事業者への補助事業と位置付け、平成２７年１月より事業を開始します。

平成２６年度

【実施状況】
　駅自由通路内に設置した新たな観光案内所において、関係機関等との連携により、利用者ニーズに柔
軟に対応できる運営方法の検討を行うとともに、民間事業者への補助事業を実施し、民間活力の導入を

図りました。

【評価の理由】

　利用者ニーズに柔軟に対応できる運営方法の検討を行うとともに、計画よりも早期に民間活力の導入
を行うことができたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　民間活力を導入したことにより、これまで以上に利用者のニーズに柔軟に対応できる運営に取り組み
ます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

行革重点推進事業名 湘南花の展覧会の開催手法の検討 担当課 経済部農業水産課

第２次実施計画事業名 地産地消推進事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性

　現在、茅ヶ崎市が実施主体となり、藤沢市、寒川町の後援により、２市１町の花農家の栽培する花を展覧し、併せて

消費者に花の理解を深めてもらうため、絵はがきコンテストや園芸講習会、また、花農家の技術・意欲の向上のため、

来場者投票などを行っています。

　問題点としては、行政の負担がかなり多いこと、２市１町の費用負担が不平等となっていることが挙げられます。

　費用負担面での不平等の解消、行政の負担軽減、またＪＡ管内の７市１町への規模拡大の可能性を含め、ＪＡを中心

とした実行委員会への実施主体の移行による民間活用を図ることが必要と考えます。

実施内容
　平成２４年度は行政主体で実施し、２５年度は２４年度の反省点を踏まえ、行政主体で実施
しながら、手続きや調整等のマニュアル化を図り、２６年度に実行委員会に実施主体を移行し
ていきます。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 実行委員会への実施主体移行時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
マニュアルの作成
運営形態の確立

２４年度の初実施を受けて、２５年度はその反省点を踏まえ、より効率的に、円滑に運営を行う

とともに、運営体制を確立し、実施に向けての段取りなどをマニュアル化します。

平成２６年度 実施主体の移行 （仮称）湘南花の展覧会実行委員会に実施主体を移行し、支援を行います。

平成２７年度 継続実施 （仮称）湘南花の展覧会実行委員会に実施主体を移行し、継続して支援を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - 58,000 - 58,000

実績効果額（円） - 162,000 - 162,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
マニュアルの作成

運営形態の確立
実施主体の移行 継続実施 -

年度ごとの実績値
マニュアルの作成

運営形態案の作成及び調整

実行委員会の設立及び

運営 -

取組に対する評価 B B

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成26年度に実行委員会形式での開催に向けて、花卉部会の農家やＪＡ、藤沢市及び寒川町との調

整作業を行い、準備を進めました。

【評価の理由】

　展覧会のマニュアル化を図るとともに、茅ヶ崎市においては、花卉部会やＪＡとの関係も良好で、ま

た花卉部会（農家）の意識が高く、市からの提案を快く受け入れていただき、運営体制の確立はできな

かったものの、理解を得られたことから、B評価としました。

【今後の取組】

　26年度実施主体の移行に向け、藤沢市、寒川町の動向を確認しながら準備を進めます。

平成２６年度

【実施状況】

　藤沢市、寒川町、茅ヶ崎市の行政、JA、花卉部会と協議を重ね、実行委員会を立ち上げ、運営を行

うとともに、全国市町村振興協会助成金を活用し、事業を実施しました。

【評価の理由】

　実行委員会の立ち上げにおいて、他市町および他市町の関係機関との調整が想定通りにはいかず、行

政主導の実行委員会となったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　実行委員会による事業を継続実施するとともに、事業実施主体の適正化を図るべく、意識の醸成を図

ります。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標等を見直し、新たな重点目標等を設定しました。

行革重点推進事業名 各種スポーツ事業の運営体制の充実 担当課 文化生涯学習部スポーツ健康課

第２次実施計画事業名 各種体育大会等の開催 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性
　市民の健康づくりに対する関心が高まるとともに、スポーツ・レクリエーション活動に対するニーズが高く
なっています。市民の健康保持、増進及び体力の向上を図るため各種スポーツ事業のさらなる実施が求められ
ています。

実施内容
　各種スポーツ事業の運営体制の充実を図るため、スポーツボランティア登録制度創設の取り組みを進めま
す。また、高まる市民ニーズに応えられるよう、体育協会の組織体制の確立に向けた調整・協議を進めます。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 スポーツ推進委員の定数増員

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
登録制度の創設・
組織体制確立に

向けた検討

スポーツボランティア登録制度の創設並びに体育協会の組織体制確立に向けた調整・協議を行い
ます。

平成２６年度
登録制度の推進・
組織体制確立に

向けた検討

スポーツボランティア登録制度の推進並びに体育協会の組織体制確立に向けた調整・協議を行い

ます。

平成２７年度
スポーツ推進委員の

充実
スポーツ推進委員の定数を増やし、各種スポーツ事業の運営体制を充実させます。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
登録制度の創設・組織

体制確立に向けた検討

登録制度の推進・組織

体制確立に向けた検討

スポーツ推進委員の

充実 -

年度ごとの実績値 調査実施 未実施 -

取組に対する評価 B B

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　スポーツボランティア登録制度の創設及び体育協会の組織体制確立に向け、他市の取組等の調査を行
いました。

【評価の理由】
　調査は行ったものの、体育協会との協議が進まずスポーツボランティア登録制度の創設に至らなかっ
たことから、B評価としました。

【今後の取組】
　他市の取り組みを参考にしながら、スポーツボランティア登録制度を創設し、募集を開始します。

平成２６年度

【実施状況】

　スポーツボランティア登録制度の創設についてニーズ調査を実施するとともに、体育協会の組織体制
について、引き続き他市の取組等の調査を行いました。その結果、スポーツボランティア登録制度の
ニーズは高いとは言えず、他の方策を検討することとなりました。

【評価の理由】
　調査及び検討を行い、スポーツボランティア登録制度の見送りという方向性は決定したものの、当初

の目標を達成することができなかったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　スポーツ基本計画の改訂に合わせ、スポーツボランティア登録制度の創設に代わる各種スポーツ事業
の運営体制の充実を図るため、スポーツ推進委員を増員します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名
市内障害者就労支援施設における受発注機能の
強化

担当課 保健福祉部障害福祉課

第２次実施計画事業名 店舗活用型就労支援事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　当該事業は平成２２年８月より実施しており、市内障害者就労施設等と市内企業等からの受
注発注の拠点として機能しています。２５年４月に施行された障害者優先調達推進法の趣旨を
踏まえ、本市では、調達方針を策定いたしました。しかし、障害者の工賃アップを図り、経済
的な自立を推進するためには、官公需のみでは限界があります。民需への拡大を進めること
で、施設等の仕事を確保していくことが必要です。

実施内容

　当事業の窓口である「サザンポ」において、「障害者就労施設取扱製品・役務一覧」を活用
し、情報提供していきます。また、障害者就労施設等が扱う物品、役務等について、内容、価
格、納期、実績などを紹介したパンフレットを作成するなど、受注発注機能の強化を目指しま
す。

重点目標

数値等 単位 定義

6 件 市内企業等からの受注発注の件数（平成２７年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 年４件
本市の調達方針（平成２５年８月２０日策定）を踏まえ、１０月末を目途に「障害者就労施設等

紹介パンフレット」を作成するとともに、市内企業へ情報提供していきます。

平成２６年度 年５件
本市の調達方針（平成２６年度策定）を踏まえ、「障害者就労施設等紹介パンフレット」の内容
を精査するとともに、市内企業へ情報提供していきます。

平成２７年度 年６件
本市の調達方針（平成２７年度策定）を踏まえ、「障害者就労施設等紹介パンフレット」の内容
を精査するとともに、市内企業へ情報提供していきます。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 年4件 年5件 年6件 15件

年度ごとの実績値 年6件 年5件 11件

取組に対する評価 B A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　平成25年8月に調達方針を策定し、市内２６カ所の障害者就労施設等の紹介と障害のある方々が手

作りしている自主製品を紹介した「ちがさきまるごと手作り商品カタログ」を500部作成し、情報提
供のツールとして活用しました。

【評価の理由】
　市内企業等からの受注発注の件数は達成できましたが、市内企業への情報提供が不十分であったこと
から、B評価としました。

【今後の取組】
　各施設等と連携を図るとともに、関係部局と協力し、より多くの企業へ情報発信し受注増できるよう

に努めていきます。

平成２６年度

【実施状況】

　平成26年度も調達方針を策定するとともに、「ちがさきまるごと手作り商品カタログ」の活用を継
続し、市内障害者就労施設等の情報提供に努め、調達目標金額を達成しました。

【評価の理由】
　市内企業への情報提供を行い、サザンポにおいて受注発注の件数は目標を達成したことから、Ａ評価

としました。

【今後の取組】

　各施設等との連携やカタログの活用を継続し、関係部局と協力しながら、より多くの企業へ情報発信
し受注増できるように努めていきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 手話通訳者の養成 担当課 保健福祉部障害福祉課

第２次実施計画事業名 コミュニケーション支援事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　聴覚障害者のコミュニケーション支援と社会参加の促進を図るため、手話通訳者の養成が求められていま
す。手話通訳者の養成講座及び試験は神奈川県が実施していますが、市で行う基礎的な「①入門手話講習会」
と県が行う「④養成講座」には技術的な差があるので、「④県の養成講座」を受講するために、より高度な技
術習得が必要になります。２５年度は市民提案型協働推進事業による「③市の養成講座」を開催し、２６年度
以降は委託事業として開催し、手話通訳者を目指す人を指導し、通訳者を養成します。

実施内容
　手話通訳者を養成するため、一般市民向けの基礎的な「①入門手話講習会」及び手話技術の
向上を目的とする「②中級手話講習会」を隔年で開催するほか、県の手話通訳者認定試験の合
格を目指す「③市の養成講座」を毎年度開催します。

重点目標

数値等 単位 定義

15 人 手話通訳者養成講座の受講者数（毎年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 １５人
一般市民向けの基礎的な「①入門手話講習会」を開催するほか、県の手話通訳者認定試験の合格

を目指す「③市の養成講座」を開催します。

平成２６年度 １５人
手話通訳の技術向上を目的とする「②中級手話講習会」を開催するほか、県の手話通訳者認定試

験の合格を目指す「③市の養成講座」を開催します。

平成２７年度 １５人
一般市民向けの基礎的な「①入門手話講習会」を開催するほか、県の手話通訳者認定試験の合格

を目指す「③市の養成講座」を開催します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 15人 15人 15人 45人

年度ごとの実績値 12人 10人 22人

取組に対する評価 B Ｂ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　茅ヶ崎市手話通訳者連絡会及び茅ヶ崎市聴覚障害者協会と役割分担し、入門手話講習会を30回、市

民提案型協働推進事業による手話通訳者養成講座を全25回計画どおり開催しました。

【評価の理由】

　手話通訳者養成講座を計画どおり開催しましたが、受講者数が目標値を達成できなかったことから、

Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　手話通訳者養成講座については、少人数での指導を行うことで、手話通訳者の養成につながり、社会

的なニーズがあるため、茅ヶ崎市手話通訳者連絡会及び茅ヶ崎市聴覚障害者協会と連携し、平成26年

度からは委託事業として養成講座を実施していきます。

平成２６年度

【実施状況】

　茅ヶ崎市手話通訳者連絡会及び茅ヶ崎市聴覚障害者協会と連携し、中級手話講習会を30回、手話通

訳者養成講座を30回、計画どおり開催しました。

【評価の理由】

　手話通訳者養成講座を計画どおり開催しましたが、受講者数が目標値を達成できなかったことから、

Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　一般市民向けの「入門手話講習会」及び「中級手話講習会」を「入門・基礎手話講習会」に改め、毎

年開催します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　作業時の交通規制の問題や作業に必要な装備品といった現場条件により受託予定者と合意が図れず、

市内障害者支援就労施設への委託ができませんでした。

【評価の理由】

　障害者への就労機会を提供することで社会的かつ経済的な自立を支援するといった目的が達成できな

かったことから、C評価としました。

【今後の取組】

　今後は他の障害者支援就労施設にも募集を行い、除草業務委託を推進していきます。

平成２６年度

【実施状況】

　障害者就労支援施設に、河川の除草及びゴミ拾い業務を1件発注しました。

【評価の理由】

　障害者への就労機会を提供することで、社会的かつ経済的な自立を支援するといった目的は達成でき

ましたが、発注額という定量的指標においては目標に達しなかったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　今後は障害福祉課と情報共有を図り、他の障害者支援就労施設にも募集を行い、除草業務委託を推進

していきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

発注額　34千円

（発注件数1件）

発注額　34千円

（発注件数1件）

取組に対する評価 C B

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
発注額　250千円

（発注件数2件）

発注額　167千円

（発注件数1件）

発注額　188千円

（発注件数1件）

発注額　605千円

（発注件数4件）

年度ごとの実績値
発注額　0円

（発注件数0件）

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

平成25年度発注実績がなかったため、今年度は新規に１件発注します。

平成２７年度
発注額　188千円

（発注件数1件）
過去2年の実績を踏まえ、拡大発注が可能であれば発注量を増やします。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

障害者就労施設等との維持管理業務委託契約の拡大時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
発注額　250千円

（発注件数2件）
除草委託を市内障害者支援就労施設２事業所に1件ずつ発注します。

平成２６年度
発注額　167千円

（発注件数1件）

現状・問題点・必要性

　「国等による障害者就労施設からの物品等の調達の推進等に関する法律（障害者優先調達推進法）」が平成
25年4月1日に施行されています。
　市内障害者就労支援施設への発注が可能な業務を検討したところ、受注可能な業務として登録している「除
草作業」が該当したため、従前は市内造園業者に発注していた除草委託業務の一部を同施設に委託します。
　これにより障害者への就労機会を提供することで社会的かつ経済的な自立を支援するものです。

実施内容
　今年度は除草作業を受注可能と登録している市内障害者支援就労施設２事業所に委託し、継
続発注が可能であるかを判断し、可能であれば次年度以降発注量を増やしていく予定です。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名
除草委託業務における障害者優先調達推進法の
活用

担当課 下水道河川部下水道河川管理課

第２次実施計画事業名
河川の維持管理に係る事務（駒寄川の環境保全に係る
経費）

事業区分 定例・定型的事業
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１－（４５） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　作業時の交通規制の問題や作業に必要な装備品といった現場条件により受託予定者と合意が図れず、

市内障害者支援就労施設への委託ができませんでした。

【評価の理由】

　障害者への就労機会を提供することで社会的かつ経済的な自立を支援するといった目的が達成できな

かったことから、C評価としました。

【今後の取組】

　今後は他の障害者支援就労施設にも募集を行い、除草業務委託を推進していきます。

平成２６年度

【実施状況】

　障害者就労支援施設に、河川の除草及びゴミ拾い業務を1件発注しました。

【評価の理由】

　障害者への就労機会を提供することで社会的かつ経済的な自立を支援するといった目的が達成でき、

発注額という定量的指標においても目標に達したことから、A評価としました。

【今後の取組】

　今後は障害福祉課と情報共有を図り、他の障害者支援就労施設にも募集を行い、除草業務委託を推進

していきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

発注額　255千円

（発注件数1件）

発注額　255千円

（発注件数1件）

取組に対する評価 C A

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
発注額　250千円

（発注件数2件）

発注額　167千円

（発注件数1件）

発注額　188千円

（発注件数1件）

発注額　605千円

（発注件数4件）

年度ごとの実績値
発注額　0円

（発注件数0件）

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

平成25年度発注実績がなかったため、今年度は新規に１件発注します。

平成２７年度
発注額　188千円

（発注件数1件）
過去2年の実績を踏まえ、拡大発注が可能であれば発注量を増やします。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

障害者就労施設等との維持管理業務委託契約の拡大時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
発注額　250千円

（発注件数2件）
除草委託を市内障害者支援就労施設２事業所に1件ずつ発注します。

平成２６年度
発注額　167千円

（発注件数1件）

現状・問題点・必要性

　「国等による障害者就労施設からの物品等の調達の推進等に関する法律（障害者優先調達推進法）」が平成
25年4月1日に施行されています。
　市内障害者就労支援施設への発注が可能な業務を検討したところ、受注可能な業務として登録している「除
草作業」が該当したため、従前は市内造園業者に発注していた除草委託業務の一部を同施設に委託します。
　これにより障害者への就労機会を提供することで社会的かつ経済的な自立を支援するものです。

実施内容
　今年度は除草作業を受注可能と登録している市内障害者支援就労施設２事業所に委託し、継
続発注が可能であるかを判断し、可能であれば次年度以降発注量を増やしていく予定です。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名
除草委託業務における障害者優先調達推進法の
活用

担当課 下水道河川部下水道河川管理課

第２次実施計画事業名
河川の維持管理に係る事務（千ノ川の環境保全に係る
経費）

事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　作業時の交通規制の問題や作業に必要な装備品といった現場条件により受託予定者と合意が図れず、

市内障害者支援就労施設への委託ができませんでした。

【評価の理由】

　障害者への就労機会を提供することで社会的かつ経済的な自立を支援するといった目的が達成できな

かったことから、C評価としました。

【今後の取組】

　今後は他の障害者支援就労施設にも募集を行い、除草業務委託を推進していきます。

平成２６年度

【実施状況】

　障害者就労支援施設に、ポンプ場内の除草業務を1件発注しました。

【評価の理由】

　障害者への就労機会を提供することで社会的かつ経済的な自立を支援するといった目的が達成でき、

発注額という定量的指標においても目標に達したことから、A評価としました。

【今後の取組】

　今後は障害福祉課と情報共有を図り、他の障害者支援就労施設にも募集を行い、除草業務委託を推進

していきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

発注額　498千円

（発注件数1件）

発注額　498千円

（発注件数1件）

取組に対する評価 C A

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
発注額　250千円

（発注件数2件）

発注額　167千円

（発注件数1件）

発注額　188千円

（発注件数1件）

発注額　605千円

（発注件数4件）

年度ごとの実績値
発注額　0円

（発注件数0件）

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

平成25年度発注実績がなかったため、今年度は新規に１件発注します。

平成２７年度
発注額　188千円

（発注件数1件）
過去2年の実績を踏まえ、拡大発注が可能であれば発注量を増やします。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

障害者就労施設等との維持管理業務委託契約の拡大時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
発注額　250千円

（発注件数2件）
除草委託を市内障害者支援就労施設２事業所に1件ずつ発注します。

平成２６年度
発注額　167千円

（発注件数1件）

現状・問題点・必要性

　「国等による障害者就労施設からの物品等の調達の推進等に関する法律（障害者優先調達推進法）」が平成
25年4月1日に施行されています。
　市内障害者就労支援施設への発注が可能な業務を検討したところ、受注可能な業務として登録している「除
草作業」が該当したため、従前は市内造園業者に発注していた除草委託業務の一部を同施設に委託します。
　これにより障害者への就労機会を提供することで社会的かつ経済的な自立を支援するものです。

実施内容
　今年度は除草作業を受注可能と登録している市内障害者支援就労施設２事業所に委託し、継
続発注が可能であるかを判断し、可能であれば次年度以降発注量を増やしていく予定です。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名
除草委託業務における障害者優先調達推進法の
活用

担当課 下水道河川部下水道河川管理課

第２次実施計画事業名 ポンプ場維持管理に係る事務（公営企業会計） 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　当初の目標通り、2施設へ除草業務委託を実施しました。

【評価の理由】
　目標より低い発注額ですが、これは受注者の営業努力によるものであることから、A評価としまし
た。

【今後の取組】
　今後は他の障害者支援就労施設にも募集を行い、除草業務委託を推進していきます。

平成２６年度

【実施状況】

　障害者就労支援施設に、水路の除草業務を1件発注しました。

【評価の理由】

　障害者への就労機会を提供することで社会的かつ経済的な自立を支援するといった目的が達成でき、
発注額という定量的指標においても目標に達したことから、A評価としました。

【今後の取組】
　今後は障害福祉課と情報共有を図り、他の障害者支援就労施設にも募集を行い、除草業務委託を推進
していきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

発注額　214千円
（発注件数1件）

発注額　343千円

（発注件数3件）

取組に対する評価 A A

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
発注額　250千円
（発注件数2件）

発注額　167千円
（発注件数1件）

発注額　188千円
（発注件数1件）

発注額　605千円

（発注件数4件）

年度ごとの実績値
発注額129千円
（発注件数2件）

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

平成25年度全体の発注実績を踏まえ、該当する第2次実施計画の事業に均等な配分とな
るよう見直したため、１件を発注します。

平成２７年度
発注額　188千円
（発注件数1件）

過去2年の実績を踏まえ、拡大発注が可能であれば発注量を増やします。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

障害者就労施設等との維持管理業務委託契約の拡大時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
発注額　250千円

（発注件数2件）
除草委託を市内障害者支援就労施設２事業所に1件ずつ発注します。

平成２６年度
発注額　167千円
（発注件数1件）

現状・問題点・必要性

　「国等による障害者就労施設からの物品等の調達の推進等に関する法律（障害者優先調達推進法）」が平成
25年4月1日に施行されています。
　市内障害者就労支援施設への発注が可能な業務を検討したところ、受注可能な業務として登録している「除
草作業」が該当したため、従前は市内造園業者に発注していた除草委託業務の一部を同施設に委託します。
　これにより障害者への就労機会を提供することで社会的かつ経済的な自立を支援するものです。

実施内容
　今年度は除草作業を受注可能と登録している市内障害者支援就労施設２事業所に委託し、継
続発注が可能であるかを判断し、可能であれば次年度以降発注量を増やしていく予定です。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名
除草委託業務における障害者優先調達推進法の
活用

担当課 下水道河川部下水道河川管理課

第２次実施計画事業名 水路の維持管理に係る事務 事業区分 定例・定型的事業
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１－（４８） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

平成２６年度

【実施状況】

　工事発注に係る設計積算業務を外部委託としたことにより、円滑に発注を行うことが出来ましたが、

土木工事は5回、橋りょう工事は1回の入札不調があり、工事着手は翌年度からとなりました。

【評価の理由】

　工事発注に関しては、外部委託により円滑な発注と職員の負担軽減を図ることが出来ましたが、現場

監理に関しては未着手であったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、工事着手に伴う施工監理業務や変更設計積算などの業務を外部委託により円滑に進めると

ともに職員の負担軽減を図ります。

平成２７年度

1業務 - １業務

取組に対する評価 - B -

- 798,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 - 3業務 - ３業務

年度ごとの実績値 -

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - 1,568,000 - 1,568,000

実績効果額（円） - 798,000

人道橋設置に係る設計積算業務や現場監理業務などを外部委託化します。

平成２７年度

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

委託する設計積算業務及び現場監理業務の数（平成26年
度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度

平成２６年度 ３業務

現状・問題点・必要性

　橋りょう等の工事を発注し施工監理を行うには専門的知識を必要としますが、頻繁に行われる事業ではない
ために、経験的に浅い職員が実務を行わなければならない状況にあります。また、継続的な夜間工事となる際
に、工事の段階確認などのために立会いを必要とすることから、専門的知識を持つ委託業者に設計積算業務や
現場監理業務を外部委託することにより、円滑な工事発注や施工監理を行い、また残業時間の短縮等、職員の
負担減を図る必要があります。

実施内容
　平成２６年度に新鶴嶺橋の南側に人道橋を設置する工事を行うため、設計積算業務や現場監
理業務を民間へ委託し、円滑な工事発注及び施工管理、時間外勤務の削減を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

3 業務

行革重点推進事業名
橋りょう等工事に係る設計積算業務、現場技術
業務の委託

担当課 建設部道路建設課

第２次実施計画事業名 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 事業区分 政策的事業
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１－（４９） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

平成２６年度

【実施状況】

　市営屋外水泳プールの指定管理者を公募し、指定管理者制度導入の手続きを進め、平成27年4月1日

の協定締結に向けた必要な準備を行いました。

【評価の理由】

　当初の予定通り指定管理者制度の導入手続きを予定通り進めたことから、A評価としました。

【今後の取組】
　プール閉場期間中の施設活用を図ることについて、指定管理者と共に検討していきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

指定管理者制度

導入手続き
-

取組に対する評価 - Ａ

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 -
指定管理者制度

導入準備

指定管理者制度

導入
-

年度ごとの実績値 -

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - 8,825,000 8,825,000

実績効果額（円） - -

第３回定例会にて債務負担行為設定を設定し、広報紙やホームページにて指定管理者を公
募し、指定管理者を選定するとともに協定締結の準備を行います。

平成２７年度 指定管理者制度導入 指定管理者制度を導入し、事業実施主体の最適化を図ります。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

指定管理者制度の導入時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度

平成２６年度
指定管理者制度導入

準備

現状・問題点・必要性
　市営屋外水泳プールについては、現状、委託管理を行っていますが、運営管理経費が固定化し、経費の削減
が困難な状況です。また、開設に伴う諸手続きや施設の補修作業等を直営で行うため、これらにも相当な人件
費を要しています。

実施内容
　指定管理者制度を導入することで、開設準備に係る職員人件費等の経費削減につながるとと
もに、民間の発想による自主事業の実施等、より一層利用者の利便性の向上を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 市営屋外水泳プールへの指定管理者制度導入 担当課 建設部公園緑地課

第２次実施計画事業名 市営水泳プール管理運営事業 事業区分 定例・定型的事業
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１－（５０） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

平成２６年度

【実施状況】

　平成26年度分として、モニター方式により応募のあった千ノ川流域住民の自宅に上半期・下半期合

わせて40基の雨水貯留タンクを設置しました。また、前年度に雨水貯留タンクを設置した千ノ川流域

住民を対象に、雨水貯留タンクに溜まった雨水の利用実態についてモニタリングを実施しました。

【評価の理由】

　設置実績が目標値を上回り、かつモニタリングも予定どおり実施できたことから、Ａ評価としまし

た。

【今後の取組】

　次年度も引き続き新たな区域においてモニターを募集したうえで雨水貯留タンクを設置するととも

に、市民が主体的に雨水の資源利用に取り組む枠組みを定着させるための新たな手法の研究を始めてい

きます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

40基 40基

取組に対する評価 - Ａ

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 - 30基 30基 60基

年度ごとの実績値 -

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

モニター方式により応募のあった千ノ川流域住民の自宅に雨水貯留タンクを設置するとと
もに前年度に雨水貯留タンクを設置した千ノ川流域住民を対象に、雨水貯留タンクに溜
まった雨水の利用実態についてモニタリングします。

平成２７年度 ３０基

モニター方式により応募のあった千ノ川流域住民の自宅に雨水貯留タンクを設置するとともに前年度に雨

水貯留タンクを設置した千ノ川流域住民を対象に、雨水貯留タンクに溜まった雨水の利用実態についてモ

ニタリングします。また、市民が主体的に雨水の資源利用に取り組む枠組みを定着させるために、市民団

体との協働など新たな手法を研究していきます。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

雨水タンク普及に関する市民活動団体との協働の方向性検
討時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度

平成２６年度 ３０基

現状・問題点・必要性
　千ノ川流域は、平成23年度に飯島橋下流右岸の護岸工事が完了したものの、切実な浸水が発生していま
す。そのため、千ノ川流域の浸水軽減対策として、千ノ川流域住民に対し、雨水貯留タンクの普及啓発を行う
必要があります。

実施内容

　千ノ川流域の浸水軽減対策として、国の社会資本総合整備計画（平成２５年度から４か年継続）に基づき、
千ノ川流域住民に対し、雨水貯留タンクの普及活動を行います。モニターとして応募のあった対象住民の家庭
に雨水貯留タンクを設置し、その後雨水利用の実際についてモニタリングを行うとともに事業の検証を行い、
行政のみならず市民が主体的に雨水の資源利用に取り組む枠組みを定着させるために、市民団体との協働など
新たな手法を研究します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 千ノ川流域雨水タンク普及事業 担当課 下水道河川部下水道河川建設課

第２次実施計画事業名 千ノ川流域雨水タンク普及事業 事業区分 政策的事業
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１－（５１） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

平成２６年度

【実施状況】

　消防団員に移動式ホース格納箱の指導研修及び取扱い訓練を実施し、地域住民に対して訓練指導の体

制を整えることができました。

【評価の理由】

　11月から消防団員が地域住民に訓練指導を行い、年度末までに10回の訓練指導を行うことができま

した。これにより職員の負担を減らすことができ、効果額が発生したことから、A評価としました。

【今後の取組】
　27年度は年度当初から消防団員を派遣し、地域防災力の向上を目指します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

57回

（訓練回数）

取組に対する評価 - Ａ

59,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 -
50回

（訓練回数）

50回

（訓練回数）

100回

（訓練回数）

年度ごとの実績値 -

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - 790,000 790,000

実績効果額（円） - 59,000

５月から９月まで消防団員に対し、移動式ホース格納箱を使用した初期消火活動の指導が
行えるよう研修を実施するとともに、１１月からは地域の消防団員が市民に対し、移動式
ホース格納箱の訓練指導を行いました。

平成２７年度
５０回

（訓練回数）

市民が移動式ホース格納箱による初期消火活動の重要性を理解し、安全確実に取り扱える
よう、年度当初から消防団員が訓練指導を行い、自助・共助の取組みを強化し、さらなる
地域防災力の充実を図ります。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

消防団員による訓練指導体制移行時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度

平成２６年度
５０回

（訓練回数）

現状・問題点・必要性

　平成２５年度から移動式ホース格納箱の訓練を実施していますが、自治会連合会以外に各自治会からも訓練
依頼があるため、消防職員が土日、祝日に出向いて指導を行っており、時間外勤務の増加と共に職員への負担
が広がっています。今後は、地元の消防団員が自治会員に指導することで地域との連携と防災力の強化が図れ
るため、消防団員による訓練指導が必要であると考えます。

実施内容

　平成２５年度は移動式ホース格納箱の訓練に消防職員を派遣し、４８回の訓練を実施しております。２６年
度からは消防団員が地域住民に指導できるよう移動式ホース格納箱の訓練指導マニュアルを作成し、９月まで
に消防団員に対し４回の研修及び訓練を行いました。また、１１月から実施された訓練には地元の消防団員を
派遣し、消防団員を主とした訓練指導を１０回行うことができました。２７年度も引き続き消防団員による訓
練指導を実施します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名
小型軽量ポンプ整備・訓練に関する指導体制の
見直し

担当課 消防本部警防救命課

第２次実施計画事業名 小型軽量ポンプ整備・訓練に関する事業 事業区分 政策的事業
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２－（１） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 地域コミュニティ事業 担当課 総務部市民自治推進課

第２次実施計画事業名 地域コミュニティ事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　自治会（自治会連合会）は、市からの要請の伝達や住民の意向の取りまとめ等、行政と住民
との連絡調整機能を担ってきましたが、地域課題の複雑化、多様化に伴い、地域で活動してい
る団体の活動状況が把握しづらくなり、また、自治会長や自治会連合会長の負担が大きくなっ
ています。また、共助の考え方が見直されています。

実施内容

　自治会連合会を中心として、地域の多様な主体と行政も含めて一堂に会して協議を行う（仮
称）まちぢから協議会を設置し、地域住民のすべてを当事者として地域の課題解決に取り組み
ます。そのため、平成２４年度に開始するモデル地区での取組みを検証し、試行的に実施する
地域を拡大していきます。

重点目標

数値等 単位 定義

12 地区
（仮称）まちぢから協議会が設置される地区数（平成２７
年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 ６地区 ３地区のモデル地区に加え、新たに３地区で試行的に事業を開始します。

平成２６年度 ９地区 既に始まっている６地区に加え、新たに３地区で試行的に事業を開始します。

平成２７年度 １２地区 既に始まっている９地区に加え、新たに３地区で試行的に事業を開始します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 6地区 9地区 12地区 12地区

年度ごとの実績値 7地区 9地区 9地区

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成24年度に協議会が設立された2地区に加え、25年度に新たに2地区で協議会が、また3地区で

協議会の設立に向けた準備会が設立されました。各地区では、協議会主催による防災訓練や市民集会等
が実施され、多くの地域住民が関われるような取り組みが試みられています。

【評価の理由】
　目標値を上回る7地区で協議会や準備会が設立され、地域の多様な主体が参加する協議が継続的に進
められたことから、A評価としました。

【今後の取組】
　引き続き協議会や準備会への支援を行うとともに、新たにモデル事業に取り組む地区を拡大するため

の情報提供を行います。また、モデル事業の取り組みを検証しつつ、本格実施に向けた検討を行いま

す。

平成２６年度

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

【実施状況】
　平成25年度まで協議会が設立された4地区に加え、26年度に新たに2地区で協議会が、また2地区

で協議会の設立に向けた準備会が設立されました。

　各地区では、協議会主催による防災訓練や市民集会、情報発信ツールの検討など多くの地域住民が当
事者となって関われるような取り組みが試行されています。

【評価の理由】
　目標値どおり9地区で協議会や準備会が設立され、地域の多様な主体が参加する協議、課題解決に向
けた取り組みが継続的に進められたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き協議会や準備会への支援を行うとともに、新たにモデル事業に取り組む地区を拡大するため

の情報提供を行っていきます。

　また、モデル事業の取り組みを検証しつつ、協議会を支援する制度の検討を進めていきます。

２ 地域への分権 
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 外郭団体の経営改善 担当課 企画部企画経営課

第２次実施計画事業名 外郭団体の経営改善 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　公益法人の抜本的な改革が求められています。公益法人改革では、施行日から５年間（平成
２５年１１月３０日を期限）は「移行期間」とされ、現行の公益法人はこの期間内に必要な手
続きを行い、新制度に移行することとなっています。また、本市では２３年度に全額出資する
外郭団体２団体を統合し、今後も外郭団体の経営改善を促すとともに統廃合についても検討す
る必要があります。

実施内容
　平成２４年度に策定する「外郭団体の見直し基本方針（改訂版）」に基づき、自主事業を増
やし補助金等に依存しない自立した経営体制を実現を図るとともに統廃合についても検討を行
います。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 外郭団体の自立した経営体制確立時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 外郭団体の経営改善
「外郭団体見直し基本方針（改訂版）」に基づき、効果的かつ効率的な経営体制の確立を図るた

め、各団体の経営状況を把握するとともに、出資団体等の統廃合について検討します。

平成２６年度 外郭団体の経営改善
「外郭団体見直し基本方針（改訂版）」に基づき、効果的かつ効率的な経営体制の確立を図るた
め、各団体の経営状況を把握するとともに、出資団体等の統廃合について検討します。

平成２７年度 外郭団体の経営改善
「外郭団体見直し基本方針（改訂版）」に基づき、効果的かつ効率的な経営体制の確立を図るた
め、各団体の経営状況を把握するとともに、出資団体等の統廃合について必要に応じて実施しま

す。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 外郭団体の経営改善 外郭団体の経営改善 外郭団体の経営改善 -

年度ごとの実績値
外郭団体の

経営計画作成
外郭団体の

経営報告書作成 -

取組に対する評価 B B

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　社会経済情勢の動向等を的確に捉えた上で、各外郭団体の使命・役割及びあるべき姿を明確にし、概

ね3年間に取り組む具体的な事項を定めた経営計画を策定しました。

【評価の理由】

　各外郭団体の事業や経営状況について積極的な情報公開を行い、一定の透明性が図れましたが、団体
の統廃合については検討を行わなかったことから、B評価としました。

【今後の取組】
　各外郭団体が策定した経営計画を基に、毎年度取り組み状況等をまとめた経営報告書を作成し、所管

課との協議を通じ、各外郭団体の経営改善を図っていきます。

平成２６年度

【実施状況】

　各外郭団体の経営計画に基づく１年間の取り組み事項や評価等を取りまとめた経営報告書を作成し、
公表しました。

【評価の理由】
　各外郭団体の事業や経営状況について積極的な情報公開を行い、昨年度に引き続き一定の透明性が図

れましたが、団体の統廃合については検討を行わなかったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　引き続き経営報告書の作成による各外郭団体の透明性の確保に努めるとともに、行政改革推進委員会
等による第三者意見も活用しながら、経営改善に努めていきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

３ 外郭団体の経営改善 
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

行革重点推進事業名
外郭団体のあり方の見直し（文化・スポーツ
振興財団）

担当課 文化生涯学習部文化生涯学習課

第２次実施計画事業名
（財）茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団との
連絡・調整事務

事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性

　行政サービスを補完及び支援する役割を担ってきた外郭団体（出資及び財政支援団体）について、市の厳し
い財政状況の中、民間事業者との競争に耐えうる経営体質を身につけることが求められています。また、平成
１８年に公布された公益法人制度改革関連３法により、公益法人としてのあり方の検討も求められています。
平成２４年度から（財）茅ヶ崎市文化振興財団は、（財）茅ヶ崎市都市施設公社のスポーツ事業と統合し
（財）茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団に再編することにより、効率的な経営体制の確立を図ることとなりま
した。

実施内容

　外郭団体が指定管理者として選定されている公の施設については、「公民連携推進のための基本的な考え
方」に基づく、指定管理者制度のあり方の抜本的な見直しに合わせた検討を行うこととし、文化・スポーツ振
興財団の自主的な活動の推進に向けて、文化生涯学習関連事業のアウトソーシングや指定管理料の適正化等を
一体的に進めることを検討します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 外郭団体へのアウトソーシング事業の実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
アウトソーシング

事業の検討
文化・スポーツ振興財団の経営基盤の強化及び経営の安定に向けた調整・協議を行うとと
もにアウトソーシング事業の検討を行います。

平成２６年度
アウトソーシング

事業の決定
文化・スポーツ振興財団の経営基盤の強化及び経営の安定に向けた調整・協議を行うとと
もにアウトソーシング事業を決定します。

平成２７年度
アウトソーシング

事業の実施
文化・スポーツ振興財団の経営基盤の強化及び経営の安定に向けた調整・協議を行うとと
もにアウトソーシング事業を実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
アウトソーシング

事業の検討

アウトソーシング

事業の決定

アウトソーシング

事業の実施 -

年度ごとの実績値
アウトソーシング

事業の検討

アウトソーシング

事業の決定 -

取組に対する評価 B B

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　（仮称）浜見平生涯学習施設内において、多世代の学びが実践できるよう文化・スポーツ振興財団が

担える役割や事業の検討を行いました。

【評価の理由】

　内部検討は行いましたが、精査が不十分であり、文化・スポーツ振興財団との協議が行えなかったこ

とから、B評価としました。

【今後の取組】

　外部委託をすることで費用だけでなく市民の満足度が充足するようアウトソーシング事業について多

方面から検討します。

平成２６年度

【実施状況】

  （公財）茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団は、文化会館や美術館において、子どもから大人まで幅広

い世代を対象にした体験型ワークショップや、美術館では中学校の美術部の実習や大学のゼミでの授業

など学校と連携した事業を実施しました。それによって本市の進める茅ヶ崎市文化生涯学習プランに

沿った形での事業のアウトソーシング化を進めることができました。

　また、市では平成26年度、茅ヶ崎ゆかりの人物館やハマミーナまなびプラザの整備を行いました

が、これらの施設でのソフト面でのアウトソーシングについては検討中となっています。

【評価の理由】

　文化・スポーツ振興財団によって、市では直接実施の難しい専門性の高いワークショップ等の事業、

学校連携事業や鑑賞から創造へと発展していく事業等について、ゆかりの人物館やハマミーナまなびプ

ラザでのアウトソーシングについては検討中ですが、文化会館や美術館においては文化生涯学習プラン

に掲げる方向性に一致した形で決定し、実施したことから、B評価としました。

【今後の取組】

 　引き続き、茅ヶ崎ゆかりの人物館やハマミーナまなびプラザなどでの多世代の学びが実践できる事

業の検討を行います。また、市民文化会館の大規模改修工事にかかる、閉館期間中の事業内容について

も検討します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標等を見直し、新たな重点目標等を設定しました。

行革重点推進事業名
外郭団体のあり方の見直し（文化・スポーツ
振興財団）

担当課 文化生涯学習部スポーツ健康課

第２次実施計画事業名 体育施設の管理・運営 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　行政サービスを補完及び支援する役割を担ってきた外郭団体（出資及び財政支援団体）について、市の厳し
い財政状況の中、民間事業者との競争に耐えうる経営体質を身につけることが求められています。また、平成
１８年に公布された公益法人制度改革関連３法により、公益法人としてのあり方の検討も求められています。
平成２４年度から（財）茅ヶ崎市都市施設公社のスポーツ事業は、（財）茅ヶ崎市文化振興財団と統合し
（財）茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団に再編することにより、効率的な経営体制の確立を図ることとなりま
した。

実施内容

　外郭団体が指定管理者として選定されている公の施設については、「公民連携推進のための基本的な考え
方」に基づく、指定管理者制度のあり方の抜本的な見直しに合わせた検討を行うこととし、文化・スポーツ振
興財団の自主的な活動の推進に向けて、体育施設関連事業のアウトソーシングや指定管理料の適正化等を一体
的に進めることを検討します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 外郭団体へのアウトソーシング事業の決定時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
アウトソーシング

事業の検討
文化・スポーツ振興財団の経営基盤の強化及び経営の安定に向けた調整・協議を行うとと
もにアウトソーシング事業の検討を行います。

平成２６年度
アウトソーシング

事業の決定
文化・スポーツ振興財団の経営基盤の強化及び経営の安定に向けた調整・協議を行うとと
もにアウトソーシング事業を決定します。

平成２７年度
アウトソーシング

事業の決定
文化・スポーツ振興財団の経営基盤の強化及び経営の安定に向けた調整・協議を行うとと
もにアウトソーシング事業を決定します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
アウトソーシング

事業の検討

アウトソーシング

事業の決定

アウトソーシング

事業の決定 -

年度ごとの実績値
アウトソーシング

事業の検討

アウトソーシング

事業の検討 -

取組に対する評価 B B

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　年4回行っているモニタリング等の中で、アウトソーシング事業等の検討を行い、具体的な結論には

至らなかったものの、市主催事業の中でいくつかの事業について文化・スポーツ振興財団が実施できる

可能性があることが分かりました。

【評価の理由】

　日常的な施設運営に関する協議は綿密に行っているものの、モニタリング時には施設管理や施設運営

について議論する時間が多くなり、経営基盤の強化及び経営の安定について、十分な協議に至らなかっ

たことから、B評価としました。

【今後の取組】

　引き続きモニタリングを行い、経営基盤の強化及び経営の安定に向けた調整・協議を行うとともにア

ウトソーシング事業の決定に向けて検討を行います。

平成２６年度

【実施状況】

　年4回行っているモニタリング等の中で、アウトソーシング事業等の検討を行い、スポーツ健康課職

員が行っている事業のうち、文化・スポーツ振興財団が実施できる可能性がある事業について具体的な

検討を行いました。

【評価の理由】

　平成28年度から事業の移行を目途に協議できたことから、B評価としました。

【今後の取組】

　28年度から移行事務を新たに指定管理者との協定書に盛り込むため、細部の協議を行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】



 

  
80 

 

  

茅ヶ崎市経営改善方針進捗状況報告書 

３－（４） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標等を見直し、新たな重点目標等を設定しました。

行革重点推進事業名
外郭団体のあり方の見直し（文化・スポーツ
振興財団）

担当課 文化生涯学習部スポーツ健康課

第２次実施計画事業名 体育館の管理・運営 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　行政サービスを補完及び支援する役割を担ってきた外郭団体（出資及び財政支援団体）について、市の厳し
い財政状況の中、民間事業者との競争に耐えうる経営体質を身につけることが求められています。また、平成
１８年に公布された公益法人制度改革関連３法により、公益法人としてのあり方の検討も求められています。
平成２４年度から（財）茅ヶ崎市都市施設公社のスポーツ事業は、（財）茅ヶ崎市文化振興財団と統合し
（財）茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団に再編することにより、効率的な経営体制の確立を図ることとなりま
した。

実施内容

　外郭団体が指定管理者として選定されている公の施設については、「公民連携推進のための基本的な考え
方」に基づく、指定管理者制度のあり方の抜本的な見直しに合わせた検討を行うこととし、文化・スポーツ振
興財団の自主的な活動の推進に向けて、体育館関連事業のアウトソーシングや指定管理料の適正化等を一体的
に進めることを検討します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 外郭団体へのアウトソーシング事業の決定時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
アウトソーシング

事業の検討
文化・スポーツ振興財団の経営基盤の強化及び経営の安定に向けた調整・協議を行うとと
もにアウトソーシング事業の検討を行います。

平成２６年度
アウトソーシング

事業の決定
文化・スポーツ振興財団の経営基盤の強化及び経営の安定に向けた調整・協議を行うとと
もにアウトソーシング事業を決定します。

平成２７年度
アウトソーシング

事業の決定
文化・スポーツ振興財団の経営基盤の強化及び経営の安定に向けた調整・協議を行うとと
もにアウトソーシング事業を決定します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
アウトソーシング

事業の検討
アウトソーシング

事業の決定
アウトソーシング

事業の決定
-

年度ごとの実績値
アウトソーシング

事業の検討
アウトソーシング

事業の検討 -

取組に対する評価 B B

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　年4回行っているモニタリング等の中で、アウトソーシング事業等の検討を行い、具体的な結論には
至らなかったものの、市主催事業の中でいくつかの事業について文化・スポーツ振興財団が実施できる

可能性があることが分かりました。

【評価の理由】

　日常的な施設運営に関する協議は綿密に行っているものの、モニタリング時には施設管理や施設運営
について議論する時間が多くなり、経営基盤の強化及び経営の安定について、十分な協議に至らなかっ
たことから、B評価としました。

【今後の取組】
　引き続きモニタリングを行い、経営基盤の強化及び経営の安定に向けた調整・協議を行うとともにア

ウトソーシング事業の決定に向けて検討を行います。

平成２６年度

【実施状況】
　年4回行っているモニタリング等の中で、アウトソーシング事業等の検討を行い、スポーツ健康課職
員が行っている事業のうち、文化・スポーツ振興財団が実施できる可能性がある事業について具体的な

検討を行いました。

【評価の理由】

　平成28年度から事業の移行を目途に協議できたことから、B評価としました。

【今後の取組】

　28年度から移行事務を新たに指定管理者との協定書に盛り込むため、細部の協議を行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標等を見直し、新たな重点目標等を設定しました。

行革重点推進事業名
外郭団体のあり方の見直し（文化・スポーツ
振興財団）

担当課 文化生涯学習部スポーツ健康課

第２次実施計画事業名 屋内温水プールの管理・運営 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　行政サービスを補完及び支援する役割を担ってきた外郭団体（出資及び財政支援団体）について、市の厳し
い財政状況の中、民間事業者との競争に耐えうる経営体質を身につけることが求められています。また、平成
１８年に公布された公益法人制度改革関連３法により、公益法人としてのあり方の検討も求められています。
平成２４年度から（財）茅ヶ崎市都市施設公社のスポーツ事業は、（財）茅ヶ崎市文化振興財団と統合し
（財）茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団に再編することにより、効率的な経営体制の確立を図ることとなりま
した。

実施内容

　外郭団体が指定管理者として選定されている公の施設については、「公民連携推進のための基本的な考え
方」に基づく、指定管理者制度のあり方の抜本的な見直しに合わせた検討を行うこととし、文化・スポーツ振
興財団の自主的な活動の推進に向けて、屋内温水プール関連事業のアウトソーシングや指定管理料の適正化等
を一体的に進めることを検討します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 外郭団体へのアウトソーシング事業の決定時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
アウトソーシング

事業の検討
文化・スポーツ振興財団の経営基盤の強化及び経営の安定に向けた調整・協議を行うとと
もにアウトソーシング事業の検討を行います。

平成２６年度
アウトソーシング

事業の決定
文化・スポーツ振興財団の経営基盤の強化及び経営の安定に向けた調整・協議を行うとと
もにアウトソーシング事業を決定します。

平成２７年度
アウトソーシング

事業の決定
文化・スポーツ振興財団の経営基盤の強化及び経営の安定に向けた調整・協議を行うとと
もにアウトソーシング事業を決定します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
アウトソーシング

事業の検討
アウトソーシング

事業の決定
アウトソーシング

事業の決定 -

年度ごとの実績値
アウトソーシング

事業の検討
アウトソーシング

事業の検討 -

取組に対する評価 B B

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　年4回行っているモニタリング等の中で、アウトソーシング事業等の検討を行い、具体的な結論には
至らなかったものの、市主催事業の中でいくつかの事業について文化・スポーツ振興財団が実施できる

可能性があることが分かりました。

【評価の理由】

　日常的な施設運営に関する協議は綿密に行っているものの、モニタリング時には施設管理や施設運営
について議論する時間が多くなり、経営基盤の強化及び経営の安定について、十分な協議に至らなかっ
たため、B評価としました。

【今後の取組】
　引き続きモニタリングを行い、経営基盤の強化及び経営の安定に向けた調整・協議を行うとともにア

ウトソーシング事業の決定に向けて検討を行います。

平成２６年度

【実施状況】
　年4回行っているモニタリング等の中で、アウトソーシング事業等の検討を行い、スポーツ健康課職
員が行っている事業のうち、文化・スポーツ振興財団が実施できる可能性がある事業について具体的な

検討を行いました。

【評価の理由】

　平成28年度から事業の移行を目途に協議できたことから、B評価としました。

【今後の取組】

　28年度から移行事務を新たに指定管理者との協定書に盛り込むため、細部の協議を行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 外郭団体のあり方の見直し（社会福祉協議会） 担当課 保健福祉部保健福祉課

第２次実施計画事業名
社会福祉協議会への財政支援並びに連絡・調整
作業

事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　現在市が行っている事業のうち、社会福祉協議会の策定した「第4次茅ヶ崎市地域福祉活動計
画」によって同協議会が取り組むべき課題に位置づけられた事業については市から同協議会へ
順次移行していくことで、市が行うよりも円滑な事業実施が図れます。そのため、同協議会で
なければ担うことが出来ない、また担う必要のある事業について精査を行い、事業を統廃合等
することで、人員と経費を有効に活用することが可能になります。

実施内容

　市が行っている事業のうち、社会福祉協議会が行うことにより市が実施するよりも効果が大
きい事業を精査するとともに社会福祉協議会が行っている事業についても精査を行い、他の民
間事業者でも同様の効果を上げられるものについては民間事業者へ任せていくことで経営改善
を図るとともに、事業実施主体の最適化を図り、補助金に依存しない経営基盤を確立します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 社会福祉協議会が行うべき事業の移管・統廃合の時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 事業内容の精査
市で行っている事業、また、社会福祉協議会が行っている事業のうち、市から社会福祉協
議会へ移行できる事業、同協議会でしか担うことが出来ない、また担う必要がある事業に
ついてについて精査します。

平成２６年度
事業の移行・統廃
合の手続き確認

平成２５年度に精査した事業について、市からの移行や事業の統廃合にかかる利用者に対
する周知、民間事業者へ移行手続きを行います。

平成２７年度
事業の移管、統廃

合
事業の移管、統廃合を行い、社会福祉協議会が本来行うべき事業を適正に行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 事業内容の精査
事業の移行・統廃
合の手続き確認

事業の移管、
統廃合

-

年度ごとの実績値
予算編成時における

事業内容の精査
高齢者生きがい

友の会事業の廃止
-

取組に対する評価 B Ａ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　平成26年度予算編成時に、事業内容の精査に関して社会福祉協議会からヒアリングを実施しまし
た。

　事業実施主体の精査の結果、これまで市社会福祉協議会が担っていた介護予防事業における転倒予防
教室について、26年度にあっては、他の民間事業者が担うこととしました。

【評価の理由】
　予算編成時のヒアリングは一定の効果がありましたが、事務事業評価等による体系的な事業精査には
至らなかったことから、B評価としました。

【今後の取組】
　今後は、事務事業評価制度の検討など、さらなる事業の精査及び統廃合を目指して取り組んでいきま
す。

平成２６年度

【実施状況】

　高齢福祉介護課が所管し事業委託している「高齢者生きがい友の会事業」について、事業の精査及び
見直しを行い、平成27年4月より新事業へ移行するとともに、事業内容に合わせて委託先を変更する
ことで、市社会福祉協議会への委託を終了し、経営資源の集中化を図りました。

　また、27年を計画初年度とする市社会福祉協議会の「第２次発展・強化計画」の策定に携わり、事
業展開を具体的に検証していくため、事業評価制度の検討・実施を位置づけました。

【評価の理由】
　市事業の見直しによる最適な委託先への変更、「第2次発展・強化計画」への事業評価制度の検討・
実施の位置付けにより、事業の移行・統廃合に向けた具体的な道筋をつけられたことから、Ａ評価とし

ました。

【今後の取組】

　今後は、「第2次発展・強化計画」の各取り組みを推進するとともに、規模を縮小している事業のあ
り方について、事業主体の移管を含めた、精査及び統廃合に取り組んでいきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 外郭団体のあり方の見直し（社会福祉事業団） 担当課 保健福祉部障害福祉課

第２次実施計画事業名 障害児通所施設の運営・管理 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　公益法人の抜本的な改革が求められています。
　平成２４年２月に策定した「公民連携推進のための基本的な考え方について」において、
「指定管理者制度導入に関する基本的な考え方」の見直しが推進方策として位置づけられまし
た。

実施内容
　「外郭団体の見直し基本方針（改訂版）」に基づき、社会福祉事業団の経営改善を促しま
す。さらに、指定管理者公募制への対応を図るためにサービス内容の改善及び経費の縮減に努
めます。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 経営改善実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 経営改善の推進
外郭団体の見直し基本方針に基づき、社会福祉事業団との意見調整を進めながら、経営改
善を推進し、経費の縮減に努めます。

平成２６年度 経営改善の推進
外郭団体見直し基本方針に基づき、指定管理者選定に当たり公募も視野に入れた対応がで
きるよう組織の充実・強化を図ります。

平成２７年度 経営改善の推進
外郭団体見直し基本方針に基づき、指定管理者選定に当たり公募も視野に入れた対応がで
きるよう組織の充実・強化を図ります。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 経営改善の推進 経営改善の推進 経営改善の推進 -

年度ごとの実績値 経費の縮減 経費の縮減 -

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成25年5月に事業団としての中期経営改善計画を策定し、事業の拡大を図るとともに、人件費や

需用費を中心に経費抑制に取り組みました。

【評価の理由】

　当該経営改善計画に基づき、経営改善を実施した結果、事業を拡大し良質なサービス提供を維持しつ

つ、時間外手当や消耗品費を削減できたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　経営改善項目を確実に実施していくとともに、指定管理者事業のほか、自主事業についても効果的か

つ効率的な事業経営を行う中で、法人全体の経営基盤を強化していきます。

平成２６年度

【実施状況】

　前年度に策定した中期経営改善計画に基づき、事業の拡大を図るとともに、人件費や需用費を中心に

経費抑制に取り組みました。

【評価の理由】

　当該経営改善計画に基づき、経営改善を実施した結果、事業を拡大し良質なサービス提供を維持しつ

つ、時間外手当や消耗品費を削減できたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　経営改善項目を確実に実施していくとともに、平成25年度から27年度の実施状況を踏まえ、28年

度以降の次期経営改善計画の策定に関して、協力と助言を行っていきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 外郭団体のあり方の見直し（社会福祉事業団） 担当課 保健福祉部障害福祉課

第２次実施計画事業名 障害者ふれあい活動ホームの運営・管理 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　公益法人の抜本的な改革が求められています。
　平成２４年２月に策定した「公民連携推進のための基本的な考え方について」において、
「指定管理者制度導入に関する基本的な考え方」の見直しが推進方策として位置づけられまし
た。

実施内容
　「外郭団体の見直し基本方針（改訂版）」に基づき、社会福祉事業団の経営改善を促しま
す。さらに、指定管理者公募制への対応を図るためにサービス内容の改善及び経費の縮減に努
めます。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 経営改善実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 経営改善の推進
外郭団体の見直し基本方針に基づき、社会福祉事業団との意見調整を進めながら、経営改
善を推進し、経費の縮減に努めます。

平成２６年度 経営改善の推進
外郭団体見直し基本方針に基づき、指定管理者選定に当たり公募も視野に入れた対応がで
きるよう組織の充実・強化を図ります。

平成２７年度 経営改善の推進
外郭団体見直し基本方針に基づき、指定管理者選定に当たり公募も視野に入れた対応がで
きるよう組織の充実・強化を図ります。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 経営改善の推進 経営改善の推進 経営改善の推進 -

年度ごとの実績値 経費の縮減 経費の縮減 -

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　平成25年5月に事業団としての中期経営改善計画を策定し、事業の拡大を図るとともに、人件費や
需用費を中心に経費抑制に取り組みました。

【評価の理由】
　当該経営改善計画に基づき、経営改善を実施した結果、事業を拡大し良質なサービス提供を維持しつ

つ、時間外手当や消耗品費を削減できたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　経営改善項目を確実に実施していくとともに、指定管理者事業のほか、自主事業についても効果的か
つ効率的な事業経営を行う中で、法人全体の経営基盤を強化していきます。

平成２６年度

【実施状況】

　前年度に策定した中期経営改善計画に基づき、事業の拡大を図るとともに、人件費や需用費を中心に
経費抑制に取り組みました。

【評価の理由】
　当該経営改善計画に基づき、経営改善を実施した結果、事業を拡大し良質なサービス提供を維持しつ
つ、時間外手当や消耗品費を削減できたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　経営改善項目を確実に実施していくとともに、平成25年度から27年度の実施状況を踏まえ、28年

度以降の次期経営改善計画の策定に関して、協力と助言を行っていきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名
外郭団体のあり方の見直し（シルバー人材セン
ター）

担当課 保健福祉部高齢福祉介護課

第２次実施計画事業名 シルバー人材センター補助事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　高齢者が増える中で地域高齢者への就労の機会の拡大、社会参加及び生きがい増進のための
必要性が増しており、今後も安定した経営を行っていくために、経営基盤の強化が必要です。

実施内容
　「外郭団体見直し基本方針（改訂版）」に基づき、公益社団法人シルバー人材センターの経
営改善を促します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 経営基盤の確立、雇用の確保、事業拡大実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
経営基盤の確立、雇
用の確保、事業拡大

事業の基盤づくりや組織の効率化を目指し、組織、雇用の確保及び事業拡大を図っていき
ます。

平成２６年度
経営基盤の確立、雇
用の確保、事業拡大

事業の基盤づくりや組織の効率化を目指し、組織、雇用の確保及び事業拡大を図っていき
ます。

平成２７年度
経営基盤の確立、雇

用の確保、事業拡大

事業の基盤づくりや組織の効率化を目指し、組織、雇用の確保及び事業拡大を図っていき
ます。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
経営基盤の確立、雇用

の確保、事業拡大

経営基盤の確立、雇用

の確保、事業拡大

経営基盤の確立、雇用

の確保、事業拡大 -

年度ごとの実績値
経営基盤の確立、雇用

の確保、事業拡大

経営基盤の確立、雇用

の確保、事業拡大 -

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　平成24年4月から公益社団法人へと移行し、個々の就業を活かし、組織としての社会貢献を目指す
取り組みを行っており、年5回の法人へのヒアリングを実施し、意見交換を行いました。

【評価の理由】
　就業実人員と就業率の増加が課題であり、世界経済の低迷等における長引く経済不安、企業や個人消

費の伸び悩み等、センター事業においても少なからず影響がありましたが、会員数は微増といった成果
も出たことから、A評価としました。

【今後の取組】
　外郭団体の経営改善のため業務改善、効率的・効果的な運営による経営基盤の強化を図り、就業機会
の拡大や会員確保の促進、事業拡大に努めるよう促し、引き続き支援を行います。

平成２６年度

【実施状況】
   年5回の法人へのヒアリングを実施し、意見交換を行いました。

【評価の理由】
　会員数の減少が課題となっていますが、公益社団法人茅ヶ崎市シルバー人材センターの改革方針に基

づき、引き続き高年齢者の就業機会の拡大と会員確保の促進に努めるなど着実に事業を展開しているこ
と、また、市が策定した「豊かな長寿社会基本方針」の「セカンドライフのプラットフォーム事業」の
事業主体として新たな事業を検討していることから、A評価としました。

【今後の取組】

　外郭団体の経営改善のため業務改善、効率的・効果的な運営による経営基盤の強化を図り、就業機会

の拡大や会員確保の促進、事業拡大に努めるよう促すとともに、事業主体として取り組む「セカンドラ
イフのプラットフォーム事業」に対し支援を行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 給与等支給明細書への広告掲載の検討 担当課 総務部職員課

第２次実施計画事業名 職員給与の支給及び引去金及び年末調整事務 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　職員に対し、給与等支給明細書を年１４回（例月給与１２回・期末勤勉手当２回）配付して
います。

実施内容
　給与等支給明細書に広告スペースを設け、用紙作成経費を広告掲載料で賄うことを検討しま
す。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 給与等支給明細書への広告掲載実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 195,300円 広告掲載を実施し、給与等支給明細書作成経費を賄います。

平成２６年度 195,300円 広告掲載を実施し、給与等支給明細書作成経費を賄います。

平成２７年度 195,300円 広告掲載を実施し、給与等支給明細書作成経費を賄います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 195,300 195,300 195,300 585,900

実績効果額（円） 0 0 0

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 195,300円 195,300円 195,300円 585,900円

年度ごとの実績値 0円 0円 0円

取組に対する評価 C C

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　他市の実施状況を調査するとともに、給与等支給明細書への広告掲載に向け要綱案を作成しました。

【評価の理由】
　要綱案は作成しましたが、開始時期や募集媒体など詳細な実施方法等が決定しなかったことから、Ｃ

評価としました。

【今後の取組】

　要綱案の見直しと具体的な募集方法等詳細について検討し、広告募集を行います。

平成２６年度

【実施状況】

　他市の要綱や実施状況の調査を行い、給与等支給明細書への広告掲載要綱等を作成しました。

【評価の理由】

　広告掲載要綱等は作成しましたが、募集にいたらなかったことから、C評価としました。

【今後の取組】
　平成27年度中に広告募集を行い、事業を進めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

４ 選択と集中の徹底・自主財源の確保 
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　有料広告については、用地管財課1件、安全対策課3件、公園緑地課2件の計6件の新規広告媒体で実

施することができました。また、広告に関する基本方針の見直しについては、着手までいたりませんで

した。

【評価の理由】
　6件の新規広告媒体で有料広告が実施できたため、目標は達成しましたが、広告に関する基本方針の

見直しには、着手できなかったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】
　有料広告については、引き続き、歳入増加を図るため、積極的に取組みを進めていきます。また、広

告に関する基本方針については、平成26年度中に見直しを行い、基本方針の改訂版を作成します。

平成２６年度

【実施状況】

　有料広告については、こども育成相談課と図書館にて1件ずつ新規広告媒体で実施することができま

した。また、広告に関する基本方針の改訂作業に着手するとともに、新たな財源確保策として、ネーミ

ングライツの導入に向けたガイドラインの作成にも取り掛かりましたが、策定時期を見直すこととした

ため、策定にはいたりませんでした。

【評価の理由】

　2件の新規広告媒体で有料広告が実施できたため、目標を達成することができましたが、広告に関す

る基本方針の改訂にはいたらなかったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　有料広告については、引き続き、歳入増加を図るため、積極的に取組みを進めていきます。また、広

告に関する基本方針の改訂及びネーミングライツの導入ガイドラインの策定に向けた取り組みについて

も、進めていきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

2件 8件

取組に対する評価 B B

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
新たに契約する有料

広告等の件数（2件）

新たに契約する有料

広告等の件数（2件）

新たに契約する有料

広告等の件数（2件）

新たに契約する有料広告

等の件数（６件）

年度ごとの実績値 6件

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

広告媒体の拡大等、事業者が広告を掲載しやすい環境を構築することで、掲載件数及び歳入の増
加を目指すとともに、各課が所管する広告媒体への積極的な広告掲載に取り組みます。

平成２７年度
新たに契約する有料

広告等の件数

（2件）

広告媒体の拡大等、事業者が広告を掲載しやすい環境を構築することで、掲載件数及び歳入の増

加を目指すとともに、各課が所管する広告媒体への積極的な広告掲載に取り組みます。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

新たに取り組む有料広告等の件数/年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
新たに契約する有料

広告等の件数

（2件）

平成１９年に策定した広告に関する基本方針を見直し、事業者が広告を掲載しやすい環境を構築
することで、掲載件数及び歳入の増加を目指すとともに、各課が所管する広告媒体への積極的な

広告掲載に取り組みます。

平成２６年度
新たに契約する有料

広告等の件数

（2件）

現状・問題点・必要性 　自主財源の減少に対応するために、新たな財源の確保による歳入増が求められています。

実施内容
　平成１９年に策定した茅ヶ崎市における広告に関する基本方針の見直しを平成２５年度に行
い、事業者が広告を掲載しやすい環境を整備することで、掲載件数及び歳入の増加を目指すと
ともに、各課が所管する広告媒体への積極的な広告掲載に取り組みます。

重点目標

数値等 単位 定義

2 件

行革重点推進事業名 有料広告等新たな財源の確保事務 担当課 企画部企画経営課

第２次実施計画事業名 有料広告等新たな財源の確保事務 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　「茅ヶ崎市広報ちがさき広告掲載取扱要綱」に基づき、広報紙の2,3面に計8枠の広告欄を設け、市
内外の事業者にご利用いただきました。

【評価の理由】
　年度ごとの目標値を上回り、財源確保に努めたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　引き続き、財源確保の観点から、広報紙やホームページを活用してＰＲを進め、広告事業を積極的に

展開します。

平成２6年度

【実施状況】
　「茅ヶ崎市広報ちがさき広告掲載取扱要綱」に基づき、広報紙の2,3面に計8枠の広告欄を設け、市
内外の事業者にご利用いただきました。

【評価の理由】
　年度ごとの目標値を上回り、財源確保に努めたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、財源確保の観点から、広報紙やホームページを活用してＰＲを進め、広告事業を積極的に

展開します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

7,530,000円 15,545,000円

取組に対する評価 A A

15,545,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 4,810,000円/年 4,810,000円/年 4,810,000円/年 14,430,000円

年度ごとの実績値 8,015,000円

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 4,810,000 4,810,000 4,810,000 14,430,000

実績効果額（円） 8,015,000 7,530,000

広報紙による広告事業を積極的に展開し、経費負担の軽減を図ります。

平成２７年度
広報紙への広告掲載

料4,810,000円／
年

広報紙による広告事業を積極的に展開し、経費負担の軽減を図ります。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

民間広告の掲載による効果額/年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
広報紙への広告掲載

料4,810,000円／
年

広報紙による広告事業を積極的に展開し、経費負担の軽減を図ります。

平成２６年度
広報紙への広告掲載
料4,810,000円／

年

現状・問題点・必要性
　民間広告を活用し、広告収入を得ることで新たな自主財源の確保を図るため、民間広告の掲
載が可能な媒体についての検討を進めます。

実施内容
　「茅ヶ崎市における広告掲載に関する基本方針」に基づき、「みやすさ」や「わかりやす
さ」を保ちつつ、市政情報と広告のバランスを考慮しながら、広告事業を積極的に展開するこ
とで経費負担の軽減を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

4,810 千円

行革重点推進事業名 広報紙における民間広告の掲載による財源確保 担当課 企画部秘書広報課

第２次実施計画事業名 広報紙ちがさき等発行事業 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　「茅ヶ崎市ホームページ広告掲載取扱要綱」に基づき、市ホームページトップページに12枠のバ

ナー広告欄を設け、多くの企業の皆さまにご利用いただきました。

【評価の理由】

　財源確保に努めましたが、年度ごとの目標値を達成できなかったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、財源確保の観点から、広報紙やホームページを活用してＰＲを進め、広告事業を積極的に

展開します。

平成２６年度

【実施状況】

　「茅ヶ崎市ホームページ広告掲載取扱要綱」に基づき、市ホームページトップページに12枠のバ

ナー広告欄を設け、多くの企業の皆さまにご利用いただきました。

【評価の理由】

広報紙やホームページへの広告掲載の実績のある事業者を訪問し、営業活動を行い財源確保に努めまし

たが、年度ごとの目標値を達成できなかったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、財源確保の観点から、広報紙やホームページを活用してＰＲをし、広告事業を積極的に展

開します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

1,940,000円 1,940,000円

取組に対する評価 B B

3,980,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 2,400,000円/年 2,400,000円/年 2,400,000円/年 7,200,000円

年度ごとの実績値 2,040,000円

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 2,400,000 2,400,000 2,400,000 7,200,000

実績効果額（円） 2,040,000 1,940,000

ホームページによる広告事業を積極的に展開し、経費負担の軽減を図ります。

平成２７年度
ホームページによる広

告掲載料

2,400,000円／年
ホームページによる広告事業を積極的に展開し、経費負担の軽減を図ります。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

民間広告の掲載による効果額/年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
ホームページによる広

告掲載料

2,400,000円／年
ホームページによる広告事業を積極的に展開し、経費負担の軽減を図ります。

平成２６年度
ホームページによる広

告掲載料

2,400,000円／年

現状・問題点・必要性
　民間広告を活用し、広告収入を得ることで新たな自主財源の確保を図るため、民間広告の掲
載が可能な媒体についての検討を進めています。

実施内容
　「茅ヶ崎市における広告掲載に関する基本方針」に基づき、「みやすさ」や「わかりやす
さ」を保ちつつ、市政情報と広告のバランスを考慮しながら、広告事業を積極的に展開するこ
とで経費負担の軽減を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

2,400 千円

行革重点推進事業名
市ホームページによる民間広告の掲載による
財源確保

担当課 企画部秘書広報課

第２次実施計画事業名
市ホームページによる民間広告の掲載による
財源確保

事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　市庁舎内エレベーター扉への広告募集枠15件に対し、8件の申し込みがあり、102万円の収入があ

りました。

【評価の理由】

　新庁舎建設に伴い、本庁舎への来庁者が減っていることなどの影響から契約件数が減少傾向にあり、
年度ごとの目標値に達しなかったことから、B評価としました。

【今後の取組】
　引き続き、広報紙による広告募集や掲載中の広告掲載者への継続意向調査など、広告掲載者の確保に

向けて取り組んでいきます。

平成２６年度

【実施状況】

　市庁舎内エレベーター扉への広告募集枠15件に対し、6件の申し込みがあり、76万5千円の収入が
ありました。

【評価の理由】
　新庁舎建設に伴い、本庁舎2階を仮設庁舎へ移したことなどの影響から契約件数が減少傾向にあり、

年度ごとの目標値に達しなかったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、広報紙等による広告募集や車両広告掲載者への周知を行い、広告掲載者の増加に向けて取
り組んでいきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

765,000円 1,785,000円

取組に対する評価 B B

1,785,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 1,150,000円 1,150,000円 1,150,000円 3,450,000円

年度ごとの実績値 1,020,000円

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 1,150,000 1,150,000 1,150,000 3,450,000

実績効果額（円） 1,020,000 765,000

本庁舎・分庁舎エレベーター扉（内・外）広告事業を実施（１５枠）します。

平成２７年度 1,150,000円 本庁舎・分庁舎エレベーター扉（内・外）広告事業を実施（１５枠）します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

市庁舎エレベーター広告事業の広告料/年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 1,150,000円 本庁舎・分庁舎エレベーター扉（内・外）広告事業を実施（１５枠）します。

平成２６年度 1,150,000円

現状・問題点・必要性
　厳しい財政状況の中、市税の徴収率向上のみならず、保有財産の有効活用等による自主財源
の確保が求められています。自主財源確保の手法の一つとして、本市保有資産の空きスペース
を利用した有料広告の事業拡大は有効な手段となります。

実施内容
　自主財源の確保を目的として、本庁舎・分庁舎のエレベータ扉（外・内）のうち１５枠を設
定し、広告事業を実施します。

重点目標

数値等 単位 定義

1,150 千円

行革重点推進事業名 市庁舎エレベーター広告事業 担当課 財務部用地管財課

第２次実施計画事業名 庁舎使用許可事務 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　自主財源の確保及び地域経済の活性化を目的として、公用車への車両広告掲載を募集し、平成25年
4月から実施しました。25年度においては、4者の応募があり、公用車15台への広告掲載を行いまし
た。

【評価の理由】
　新規購入車両も対象とし、年度ごとの目標台数を超えたことから、A評価としました。

【今後の取組】
　引き続き、新車導入時に広告掲載対象車として取り扱うことで、対象台数を増やすことにより更なる

広告掲載を目指し、自主財源の確保に努めます。

平成２６年度

【実施状況】

　自主財源の確保及び地域経済の活性化を目的として、公用車への車両広告掲載を募集し、平成25年
4月から実施しました。26年度においては、8者の応募があり、公用車20台への広告掲載を行いまし

た。

【評価の理由】

　新規購入車両も対象とし、年度ごとの目標台数を超えたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、応募者数の増加を目指し車両広告事業の広報を行うことで、自主財源の確保に努めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

20台 35台

取組に対する評価 A A

774,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 12台 15台 18台 45台

年度ごとの実績値 15台

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 297,000 357,000 417,000 1,071,000

実績効果額（円） 337,000 437,000

車両の入れ替えを年３台計画し、車両広告事業を実施する台数を増加します。

平成２７年度 １８台 車両の入れ替えを年３台計画し、車両広告事業を実施する台数を増加します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

老朽化した車両の入れ替えに伴う車両広告事業数/年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 １２台 車両の入れ替えを年３台計画し、車両広告事業を実施する台数を増加します。

平成２６年度 １５台

現状・問題点・必要性
　新たな自主財源の確保及び地域経済の活性化(市内事業者のＰＲ等）を行うために車両広告を
実施するものです。２５年度より、既存車両１１台(２２年度入れ替え分）及び入れ替え車両３
台の合計１４台で車両広告事業を開始します。

実施内容
　車両の管理コストの削減及び環境負荷の削減を目標に必要最低限の車両の入れ替えを年３台
計画し、入れ替えた車両に車両広告事業を行います。

重点目標

数値等 単位 定義

3 台/年

行革重点推進事業名 車両広告事業 担当課 財務部用地管財課

第２次実施計画事業名 車両管理事務 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 広報ちがさき特集号への広告掲載 担当課 経済部産業振興課

第２次実施計画事業名 大岡越前際行事補助事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　大岡越前祭協賛行事の1つとして、北部地域活性のための「浄見寺地元まつり」開催にあた
り、事業費の財源確保に努める必要があります。

実施内容
　広報ちがさき特集号を利用し、公募による広告掲載者を２枠（広告枠は１枠50,000円）募集
することによって、自主財源の確保に努めます。

重点目標

数値等 単位 定義

100 千円 広報ちがさき特集号広告掲載料/年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 100,000円 広告事業を公募し実施します。

平成２６年度 100,000円 広告事業を公募し実施します。

平成２７年度 100,000円 広告事業を公募し実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 100,000 100,000 100,000 300,000

実績効果額（円） 100,000 100,000 200,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 100,000円 100,000円 100,000円 300,000円

年度ごとの実績値 100,000円 100,000円 200,000円

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　「浄見寺地元まつり」の事業費確保のため、広報ちがさき特集号における広告掲載者２枠を公募によ
り募集し、2社の広告を掲載しました。

【評価の理由】
　浄見寺地元まつりの事業費確保及び年度ごとの目標値も達成したことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　引き続き、広報ちがさき特集号への広告掲載により、事業費確保に努めます。

平成２６年度

【実施状況】

　「浄見寺地元まつり」の事業費確保のため、広報ちがさき特集号における広告掲載者2枠を公募によ
り募集し、2社の広告を掲載しました。

【評価の理由】
　26年度において、目標とする広告掲載料を達成し、自主財源を確保できたことから、Ａ評価としま
した。

【今後の取組】
　引き続き、広報ちがさき特集号への広告掲載により、事業費確保に努めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

行革重点推進事業名 農業ふれあい館出入口フロアマットへの広告掲載 担当課 経済部農業水産課

第２次実施計画事業名 農地保全管理事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　農業ふれあい館横には、市民農園が併設してあるため、一般の利用者の他に農園利用者によ
る来館もあり、延べ人数で、およそ７千人ほどの方が農業ふれあい館への出入りがあり、広告
掲載による自主財源確保の可能性があります。

実施内容
　農業ふれあい館における来館者数の増加に努めるとともに、新たな自主財源の確保に向け
て、農業ふれあい館出入口のフロアマットへの広告掲載を平成２５年度に検討し、平成２６年
度からの実施を目指します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 広告掲載実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
事業開始に向けた

検討
事業者、広告料の検討を行います。

平成２６年度 事業実施 事業者の選定を行い、事業を実施します。

平成２７年度 継続実施 前年度に引き続き、継続して事業を実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
事業開始に向けた

検討
事業実施 継続実施 -

年度ごとの実績値
事業開始に向けた

検討
事業実施に向けた

調整 -

取組に対する評価 A C

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　平成26年度から広告掲載事業を開始するにあたり、要綱の作成や各種調整など検討・準備を進めま

した。

【評価の理由】

　予定通り事業開始に向けた検討が行えたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　26年度から広告掲載事業実施を開始できるよう手続きを進めます。

平成２６年度

【実施状況】
　フロアマットへの広告掲載にかかる検討や準備を進める中で、年間延べ利用者約8,000人の農業ふ
れあい館への導入について、その効果が高いとは言えず、実施を見送りました。

【評価の理由】
　事業実施を見送ったことから、C評価としました。

【今後の取組】
　その後の調査検討の中で、農業ふれあい館におけるフロアマットへの広告掲載に興味を示す事業者が

出たことから、平成27年度実施に向けて作業を進めることとしました。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

行革重点推進事業名 農業水産課所管トラックへの広告掲載 担当課 経済部農業水産課

第２次実施計画事業名 庁内共通事務 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　現在、農業水産課所有しているトラックは、ほぼ毎日使用されており、広告掲載による自主
財源確保の可能性があります。

実施内容
　新たな自主財源の確保に向けて、農業水産課所有のトラックへの広告掲載を平成２５年度に
検討し、平成２６年度からの実施を目指します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 広告掲載実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
事業開始に向けた

検討
事業者、広告料の検討を行います。

平成２６年度 事業実施 事業者の選定を行い、事業を実施します。

平成２７年度 継続実施 前年度に引き続き、継続して事業を実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
事業開始に向けた

検討
事業実施 継続実施 -

年度ごとの実績値
事業開始に向けた

検討

事業実施に向けた

調整 -

取組に対する評価 A C

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成26年度から広告掲載事業を開始するにあたり、要綱の作成や各種調整など検討・準備を進めま

した。

【評価の理由】

　予定通り事業開始に向けた検討が行えたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　26年度から広告掲載事業実施を開始できるよう手続きを進めます。

平成２６年度

【実施状況】

　農業水産課所有トラックへの広告掲載にかかる検討や準備を進める中で、広告面積が極小のため、そ

の効果が高いとは言えず、実施を見送りました。

【評価の理由】

　事業の実施を見送ったことから、C評価としました。

【今後の取組】

　その後の調査検討の中で、極小な面積でも興味を示す事業者が出たことから、平成27年度実施に向

けて作業を進めることとしました。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 茅ヶ崎市民文化会館広告掲載事業 担当課 文化生涯学習部文化生涯学習課

第２次実施計画事業名 茅ヶ崎市民文化会館維持管理事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　文化会館の老朽化が進行する中で、適切な優先順位をつけ、選択と集中によるメリハリのあ
る維持管理が必要とされる中で、経費削減に努めるだけでなく安定した財源の確保を図る必要
があります。

実施内容
　会館内の柱や壁面への広告掲載を公募（広告料は１㎡あたり月額11,050円）することによ
り、自主財源の確保に努めます。

重点目標

数値等 単位 定義

11,050 円 市民文化会館月額広告掲載料

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 132,600円 広告事業者を公募し、実施します。

平成２６年度 132,600円 広告事業者を公募し、実施します。

平成２７年度 132,600円 広告事業者を公募し、実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 132,600 132,600 132,600 397,800

実績効果額（円） 0 0 0

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 132,600円 132,600円 132,600円 397,800円

年度ごとの実績値 0円 0円 0円

取組に対する評価 C Ｃ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成24年度より市民文化会館エレベーター広告を募集していますが、応募がない状況です。

【評価の理由】
　応募がない状況であり、年度ごとの目標値が達成できなかったことから、C評価としました。

【今後の取組】
　広報媒体などの検討を行い、より一層の周知を図り、自主財源の確保に努めます。

平成２６年度

【実施状況】
　昨年度に引き続き、市公式ホームページなどにより市民文化会館エレベーター広告を募集しています
が、応募がない状況です。

【評価の理由】
　応募がない状況であり、年度ごとの目標値が達成できなかったことから、C評価としました。

【今後の取組】

　引き続き広報媒体などの検討を行い、広告掲載が獲得できるよう、これまで以上のより一層の周知を

図り、自主財源の確保に努めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 茅ヶ崎市総合体育館、体育館への広告掲載事業 担当課 文化生涯学習部スポーツ健康課

第２次実施計画事業名 体育館の管理・運営 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性
　将来にわたって、市民に最良なサービスを継続的に実施していくために、経費節減に努める
だけでなく、安定した財源の確保を図る必要があります。

実施内容
　体育館内の柱や壁面への広告掲載を公募（広告料は月額18,700円）することにより、自主財
源の確保に努めます。

重点目標

数値等 単位 定義

18,700 円 総合体育館、体育館への広告月額掲載料

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 224,400円 広告事業者を公募し、実施します。

平成２６年度 224,400円 広告事業者を公募し、実施します。

平成２７年度 224,400円 広告事業者を公募し、実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 224,400 224,400 224,400 673,200

実績効果額（円） 244,800 244,800 489,600

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 224,400円 224,400円 224,400円 673,200円

年度ごとの実績値 244,800円 244,800円 489,600円

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　茅ヶ崎市総合体育館及び体育館における広告事業者を募集し、総合体育館2か所で広告掲載を12か

月行いました。

【評価の理由】

　年度目標を上回る実績であり、自主財源の確保に努めたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、総合体育館だけでなく体育館内の柱や壁面への広告掲載を公募し、広告事業の拡大に努め

ます。

平成２６年度

【実施状況】

　茅ヶ崎市総合体育館及び体育館における広告事業者を募集し、総合体育館2か所で広告掲載を12か

月行いました。

【評価の理由】

　前年度に引き続き、年度目標を上回る実績であり、自主財源の確保に努めたことから、A評価としま

した。

【今後の取組】

　引き続き、総合体育館だけでなく体育館内の柱や壁面への広告掲載を公募し、広告事業の拡大に努め

ます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 屋内温水プールへの広告掲載事業 担当課 文化生涯学習部スポーツ健康課

第２次実施計画事業名 屋内温水プールへの管理・運営 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性
　将来にわたって、市民に最良なサービスを継続的に実施していくために、経費節減に努める
だけでなく、安定した財源の確保を図る必要があります。

実施内容
　屋内プールの柱への広告掲載を公募（広告料は月額8,500円）することにより、自主財源の
確保に努めます。

重点目標

数値等 単位 定義

8,500 円 屋内温水プールへの広告月額掲載料

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 102,000円 広告事業者を公募し、実施します。

平成２６年度 102,000円 広告事業者を公募し、実施します。

平成２７年度 102,000円 広告事業者を公募し、実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 102,000 102,000 102,000 306,000

実績効果額（円） 0 0 0

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 102,000円 102,000円 102,000円 306,000円

年度ごとの実績値 0円 0円 0円

取組に対する評価 C C

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　年間を通じて、屋内プールの柱への広告掲載を公募しましたが、広告事業者を募ることができません

でした。

【評価の理由】

　広告事業者を募ることはできず、年度ごとの目標値も達成できなかったことから、C評価としまし

た。

【今後の取組】

　引き続き、屋内温水プール内の柱への広告掲載を公募し、広告事業者の獲得及び自主財源の確保に努

めます。

平成２６年度

【実施状況】

  年間を通じて、屋内プールの柱への広告掲載を公募しましたが、広告事業者を募ることができません

でした。

【評価の理由】

 広告事業者を募ることはできず、年度ごとの目標値も達成できなかったことから、C評価としました。

【今後の取組】

 引き続き、屋内温水プール内の柱への広告掲載を公募し、これまで以上の周知を図り、広告事業者の

獲得及び自主財源の確保に努めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名
「ごみ通信ちがさき」における民間広告の掲載
による財源確保

担当課 環境部資源循環課

第２次実施計画事業名 ごみの減量化・資源化に関する啓発事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　年２回（春号・秋号）発行するごみ通信ちがさきの制作経費については、全額市の負担であ
り、平成２３年度においては約１，０００，０００円を支出しています。紙面に有料広告を掲
載することで、制作経費に補填することができます。

実施内容
　ホームページや環境関連企業への情報提供等を通じ、年２回（春号・秋号）発行するごみ通
信ちがさきへの広告掲載の募集を継続して行い、制作経費に補填します。

重点目標

数値等 単位 定義

360 千円 ごみ通信ちがさきの年間広告掲載料

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 360千円 年２回発行する「ごみ通信ちがさき」の広告掲載を実施します。

平成２６年度 360千円 年２回発行する「ごみ通信ちがさき」の広告掲載を実施します。

平成２７年度 360千円 年２回発行する「ごみ通信ちがさき」の広告掲載を実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 360,000 360,000 360,000 1,080,000

実績効果額（円） 360,000 360,000 720,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 360千円 360千円 360千円 1,080千円

年度ごとの実績値 360千円 360千円 720千円

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成25年10月、26年3月のごみ通信ちがさきの作成時に広告掲載の募集を行い、当初の予定どお
り4枠を確保しました。

【評価の理由】
　年度ごとの目標値を達成し、製作経費の負担軽減ができたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　今後も引き続き広告募集を行い、広告募集枠の拡大や広告掲載料について検討します。

平成２６年度

【実施状況】
　平成26年10月、27年3月のごみ通信ちがさきの作成時に広告掲載の募集を行い、当初の予定どお
り4枠を確保しました。

【評価の理由】
　年度ごとの目標値を達成し、製作経費の負担軽減ができたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　今後も引き続き広告募集を行い、広告募集枠の拡大や広告掲載料について検討します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名
「ごみと資源物の分け方・出し方」における
民間広告の掲載による財源確保

担当課 環境部環境事業センター

第２次実施計画事業名 不適正排出者に対する啓発業務 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　年1回発行する「ごみと資源物の分け方・出し方」の制作経費については、全額市の負担であ
り、紙面に有料広告を掲載することで制作経費に補填することができます。

実施内容
　ホームページや環境関連企業への情報提供等を通じ、年1回発行する「ごみと資源物の分け
方・出し方」への広告掲載の募集を継続的に行い、制作経費に補填します。

重点目標

数値等 単位 定義

400 千円 ごみと資源物の分け方・出し方への年間広告掲載料

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 400千円 年1回発行する「ごみと資源物の分け方・出し方」への広告掲載を実施します。

平成２６年度 400千円 年1回発行する「ごみと資源物の分け方・出し方」への広告掲載を実施します。

平成２７年度 400千円 年1回発行する「ごみと資源物の分け方・出し方」への広告掲載を実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 400,000 400,000 400,000 1,200,000

実績効果額（円） 400,000 800,000 1,200,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 400千円 400千円 400千円 1.200千円

年度ごとの実績値 400千円 800千円 1.200千円

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　「茅ヶ崎市における広告掲載に関する基本方針」に基づき、平成24年度に引き続き広告掲載事業を

実施しました。

【評価の理由】

　「茅ヶ崎市における広告掲載に関する基本方針」に基づき、広告掲載事業を実施し、製作経費に補填
することができたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　「ごみと資源物の分け方・出し方」の制作経費の補填を図るため、「茅ヶ崎市における広告掲載に関
する基本方針」に基づく広告掲載事業を継続的に取り組みます。

平成２６年度

【実施状況】

　「茅ヶ崎市における広告掲載に関する基本方針」に基づき、平成25年度に引き続き広告掲載事業を
実施しました。なお、26年度は広告スペースの拡大を図り、広告媒体数を4件から8件としました。

【評価の理由】
「茅ヶ崎市における広告掲載に関する基本方針」に基づき、広告掲載事業を実施し、制作経費に補填す
るとともに、当初の目標を上回る効果額を得ることができたことから、A評価としました。

【今後の取組】

「ごみと資源物の分け方・出し方」の制作経費の補填を図るため、「茅ヶ崎市における広告掲載に関す

る基本方針」に基づく広告掲載事業を継続的に取り組みます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　12月より予約型乗合バスの運行開始に伴い、車両を1台減車しました。その結果、全部で36枠とな

りましたが、募集枠を全部を埋めることはできませんでした。しかしながら、広告掲載を取りやめる事
業者が多い中で、現状維持の水準を保っています。

【評価の理由】
　広告掲載事業者の辞退が目立ってきている中で、新規掲載者と契約を行えているため、目標自体は達
成できていませんが、B評価としました。

【今後の取組】
　まずは現在募集している36枠すべてを埋めることができるよう積極的に募集活動を実施します。ま

た、同時に新規広告媒体を検討し、財源の確保に努めます。

平成２６年度

【実施状況】

　広告掲載を取りやめる事業者が多い中で、新規掲載事業者を含め28枠を確保し、広告収入について
は、微増となりました。

【評価の理由】
　広告掲載にあたり、3社辞退がある中、新規で3社の掲載を確保することができましたが、目標を達

成できなかったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　現在募集している36枠すべてを埋めることができるよう積極的に募集活動を実施します。また、同
時に新規広告媒体として、予約型乗合バスの車体広告を検討し、財源の確保に努めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

3,360,000円 6,700,000円

取組に対する評価 B B

6,700,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 4,680,000円 4,320,000円 4,320,000円 13,320,000円

年度ごとの実績値 3,340,000円

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 4,680,000 4,320,000 4,320,000 13,320,000

実績効果額（円） 3,340,000 3,360,000

コミュニティバス車体広告の実施（３６枠）ならびにコミュニティバス回数券裏面広告事
業・コミュニティバスパンフレットへの広告掲載を検討します。

平成２７年度 4,320,000円
コミュニティバス車体広告の実施（３６枠）ならびにコミュニティバス回数券裏面広告事
業・コミュニティバスパンフレットへの広告掲載を検討します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

コミュニティバス広告事業の拡充時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 4,680,000円
コミュニティバス車体広告の実施（３９枠）ならびにコミュニティバス回数券裏面広告事
業・コミュニティバスパンフレットへの広告掲載を検討します。

平成２６年度 4,320,000円

現状・問題点・必要性

　本事業は、公共交通の空白・不便地区における市民の移動利便性を向上させるとともに、高
齢者や障害者等の移動に制約のある人たちの日常生活を支援することを目的として平成１４年
度より運行を開始しています。利便性の向上のため、予算を最大限に活用しながら改善の検討
や実施を行っています。市の負担をできる限り最小限に抑えるための利用者数の増加や収支の
向上が課題となっています。

実施内容

　自主財源の確保により、運行経費の軽減を図るとともに、広告事業を通じ、「地域でバスを育てる」意識を
醸成することを目的として、コミュニティバスえぼし号の車体に掲載する広告枠を設定し、自主財源の確保を
行います。
　また、新たな自主財源の確保として、コミュニティバス回数券裏面広告やコミュニティバスパンフレットへ
の広告掲載に加え、予約型乗合バスの車体広告について、平成２７年度を目途に事業計画(案）を検討します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 コミュニティバス広告事務 担当課 都市部都市政策課

第２次実施計画事業名 コミュニティバス運行事業 事業区分 政策的事業
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４－（１６） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　ちがさき公園マップの作成において、１枠10,000円で4枠分の広告を募集し、自主財源の確保に努
めました。

【評価の理由】
　目標どおり広告事業を実施し、自主財源の確保に努めたことから、A評価としました。

【今後の取組】
　次回ちがさき公園マップの作成時も、継続して広告事業を実施していきます。

平成２６年度

【実施状況】
　当初は予定しておりませんでしたが、ちがさき公園マップの増刷に伴い、前年度同様、1枠10,000
円で4枠分の広告を募集し、自主財源の確保に努めました。

【評価の理由】
　継続して広告事業を実施し、自主財源の確保に努めたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　今後も公園マップ作成時には、継続して広告事業を実施していきます。

平成２７年度

広告事業実施 - -

取組に対する評価 A Ａ -

- 80,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 広告事業実施 - - -

年度ごとの実績値 広告事業実施

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 40,000 - - 40,000

実績効果額（円） 40,000 40,000

平成２７年度

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

ちがさき公園マップへの民間広告掲載実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 広告事業実施 ちがさき公園マップへの民間広告掲載を実施（４枠）します。

平成２６年度

現状・問題点・必要性
　誰もが利用しやすい公園・緑地等の管理運営の一環として、２～３年に一回ちがさき公園
マップを改訂し、主に公園緑地課の窓口で配布しております（約1，000部発行、公園等の名
称や管理面積、位置を掲載）。

実施内容
　平成２５年度に予定しているちがさき公園マップ作成時に広告枠を設け、緑化協会加盟店等
から広告掲載を募集することにより、自主財源を確保します。

重点目標

数値等 単位 定義

25 年度

行革重点推進事業名
ちがさき公園マップへの民間広告掲載による
財源確保

担当課 建設部公園緑地課

第２次実施計画事業名 公園・緑地等管理運営事業 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 予約制健康相談事業の統合 担当課 保健福祉部保健福祉課

第２次実施計画事業名 予約制健康相談事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　平成20年度より、現行の健康全般を対象とする相談事業として実施していますが、相談件数としては横ば
い状態です。ただし、件数は少ないものの、求められる専門性は高く、特に栄養に関する相談が全体の7割近
くを占め、また、専門性も高いものになっています。組織改正前は常勤栄養士が配置されていましたが、現在
は配置されていないため、予約制健康相談の手法で実施継続するためには非常勤栄養士等の雇用が必須条件と
なります。しかし、予定した相談日と相談者の希望日が一致しないこともあり、効率的活用ができていない状
況もあります。

実施内容
　予約制健康相談事業の実施件数等を勘案し、効率化の観点から既存の健康相談事業と統合
し、電話や窓口で常勤保健師が随時対応していきます。

重点目標

数値等 単位 定義

113 千円 事業統合に伴い、不要となる経費（平成２６年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 統合に向けた検討
予約制の個別健康相談を実施します。26年度に向けて、市民に不利益が生じることなく
保健指導事業（旧：健康相談事業）に移行させ、統合できるよう体制づくりをします。

平成２６年度 事業統合 他事業への統合により、事業を廃止します。

平成２７年度

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - 113,000 - 113,000

実績効果額（円） - 38,661 - 38,661

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 統合に向けた検討 事業統合 - -

年度ごとの実績値 統合に向けた検討 事業統合 - -

取組に対する評価 A B

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　年々相談者が減少している中で、健康相談事業に統合することによる課題を洗い出し、専門的な栄養
相談ができなくことから、他課の常勤の栄養管理士が市民からの相談に対応できるように調整を行いま

した。

【評価の理由】
　事業の統合による市民の不利益が生じないよう対応を行ったことから、A評価としました。

【今後の取組】
　平成26年度予算には栄養士等の賃金の計上をせず、健康相談事業に統合し、予約制健康相談事業を

廃止します。

平成２６年度

【実施状況】

　予約制健康相談事業を廃止するとともに、随時対応型健康相談を常勤保健師で対応し、栄養に関する

専門的な相談については、スポーツ健康課の管理栄養士に依頼し、保健指導事業を実施しました。

【評価の理由】

　健康に関する市民からの相談への対応に支障なく、当初の推計効果額には達しなかったものの、事業
統合により経費節減が実施できたことから、B評価としました。

【今後の取組】
　市民の相談に随時対応し、庁内及び関係機関と連携し、保健指導事業を充実させていきます。

平成２７年度
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　防疫措置対策としての消毒作業の委託費用をなくし、業務を感染症予防の普及啓発に切り替え、ホー

ムページや広報紙等での周知に努めました。

【評価の理由】

　予定どおりに業務の移行を行い、費用の削減ができたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　今後もホームページや広報紙を活用した感染症予防対策に努めます。

平成２６年度

平成２７年度

- - -

取組に対する評価 A - -

- 10,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
事前対応型対策への

移行 - - -

年度ごとの実績値
事前対応型対策への

移行

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 10,000 - - 10,000

実績効果額（円） 10,000 -

平成２７年度

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

感染症予防事業における防疫措置対策から事前対応型対策
への切り替え時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
事前対応型対策へ

の移行
従来の消毒作業といった防疫措置対策から発生及びまん延の防止を行う事前対応型対策に
移行し、周知啓発に努めます。

平成２６年度

現状・問題点・必要性

　平成２０年までに「伝染病予防法」の廃止や「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律（感染症法）」の制定があり、従来の消毒作業といった感染症発症後の防疫措置
対策から発生及びまん延の防止を行う事前対応型対策に移行しており、事業の見直しが必要で
す。

実施内容
　平成２５年度に防疫措置対策から事前対応型対策に移行し、消毒作業を廃止するとともに感
染症予防の普及・啓発に取り組みます。

重点目標

数値等 単位 定義

25 年度

行革重点推進事業名 感染症予防事業の見直し 担当課 保健福祉部保健福祉課

第２次実施計画事業名 感染症予防事業 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 公衆浴場入浴サービス事業の見直し 担当課 保健福祉部高齢福祉介護課

第２次実施計画事業名 公衆浴場入浴サービス事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　市内における在宅独居老人は増加傾向にあり、高齢者の外出目的を創出し、利用者同士の交
流の促進と健康づくりの増進の観点から、入浴券を交付しています。しかしながら、市内の公
衆浴場は平成２４年９月末現在３か所のみとなり、利用者数も横ばいに推移しており、事業の
継続性を検討する必要があります。

実施内容
　公衆浴場の減少、利用者数の横ばいといった現状から、今後の公衆浴場入浴サービス事業の
継続性を検討する必要があり、選択と集中の観点から検証を行い、今後の方向性について決定
します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 公衆浴場入浴サービス事業の方向性決定年度

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
今後の方向性に
ついての検討

公衆浴場入浴サービス事業の今後の方向性について検討を行います。

平成２６年度
今後の方向性に
ついての検討

公衆浴場入浴サービス事業の今後の方向性についての整理、見直しを行います。

平成２７年度 今後の方向性決定 公衆浴場入浴サービス事業の今後の方向性を決定します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
今後の方向性に
ついての検討

今後の方向性に
ついての検討

今後の方向性決定 -

年度ごとの実績値
今後の方向性に
ついての検討

今後の方向性に
ついての検討 -

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　市内に3つあった公衆浴場の1つが廃業となり、平成25年度利用状況について分析を行うとともに、

公衆浴場事業者へのヒアリングを実施し、今後の方向性を検討しました。

【評価の理由】

　方向性を決定する27年度に向け、必要な分析等を予定通り行ったことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　引き続き、利用状況の分析、公衆浴場事業者へのヒアリングを実施するとともに、利用者ニーズ調査
を行い、今後の方向性についての幾つかの案について引き続き検討を行います。

平成２６年度

【実施状況】

　平成26年度利用調査及び25年実績を踏まえ、今後の方向性について検討しました。
　また、廃止後の代替事業についての検討も行いました。

【評価の理由】
　25年度に引き続き、方向性を決定する27年度に向け、利用状況の分析、利用者アンケート、公衆浴

場事業者へのヒアリング等必要な調査及び分析等を予定通り行ったことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　27年度利用調査及び26年度実績を検証し、入浴サービス事業見直し検討結果（案）を作成し、方向
性の決定に向けた準備を進めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 軽度生活援助サービス事業の廃止 担当課 保健福祉部高齢福祉介護課

第２次実施計画事業名 軽度生活援助サービス事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　本サービス開始のきっかけとして、介護保険法施行前の介護サービスを受けていた高齢者が、法の施行に伴
う非該当認定により、サービスを受けられなくなることを避ける目的もありました。法の施行から１０年以上
が経過し、民間事業者による同様のサービスや地域住民の支え合い活動が展開される中では、事業を継続する
必要性が薄れてきています。
　平成２０年度より、利用者ゼロの状態が続いています。

実施内容
　地域住民の支え合い活動の起点である地区ボランティアセンターが１２地区に展開されるの
に合わせて、事業を廃止し、介護保険制度の利用に至らない軽微な家事援助等は、地域住民の
支え合い活動に移行していきます。

重点目標

数値等 単位 定義

25 年度 事業廃止時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 事業廃止 軽度生活援助サービス事業を廃止します。

平成２６年度

平成２７年度

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - 80,000 80,000 160,000

実績効果額（円） - 80,000 80,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 事業廃止 - - -

年度ごとの実績値 事業廃止 - - -

取組に対する評価 A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　平成20年度より、利用者ゼロの状態が続いており、民間事業者による同様のサービスや地域住民の

支え合い活動が展開される中では、市として事業継続する必要性が薄れており、茅ヶ崎市生活支援等
サービス事業実施要綱を改正し、当初の予定通り当該事業を廃止しました。

【評価の理由】
　実施スケジュールどおり事業廃止としたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　事業廃止に伴い、効果額が見込めます。

平成２６年度

平成２７年度
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 普通徴収の仮徴収の廃止 担当課 保健福祉部高齢福祉介護課

第２次実施計画事業名 賦課徴収事務 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性
　現在、普通徴収では、3月に仮徴収及び6月に本徴収のための賦課計算を行っています。両時
期の作業量に差はあるものの作業内容はほほ同じです。納付書の印刷代、郵送代が普通徴収分
として２回支出しているほか、賦課チェックの業務の負担があります。

実施内容
　普通徴収の仮徴収を平成27年度に予定されている制度の法改正、及び新システム稼動にあわ
せて廃止します。

重点目標

数値等 単位 定義

2,225 千円
仮徴収の廃止により削減した賦課徴収経費の額（平成２７
年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
普通徴収の支払回数

（12回）
現状どおりの賦課徴収事務を行います。

平成２６年度
普通徴収の支払回数

（12回）
平成27年度仮算定廃止のための条例改正を行います。

平成２７年度
普通徴収の支払回数

（9回）
支払回数の変更を周知します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - 2,225,000 2,225,000

実績効果額（円） - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
普通徴収の支払回数

（12回）

普通徴収の支払回数

（12回）

普通徴収の支払回数

（9回） -

年度ごとの実績値 支払回数12回 支払回数12回 -

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成27年度以降の普通徴収に関して、仮徴収を廃止して年間支払い回数を9回とするよう、条例を

改正しました。

【評価の理由】

　今年度は、事務として普通徴収の支払い回数の変更はありませんが、準備行為がスムーズにできるよ

う条例を改正し、仮徴収廃止の法的環境を整備することができたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　改正後の条例の規定に沿ってシステムが機能するよう、検証を進めます。

平成２６年度

【実施状況】

　介護保険システムの入れ替えに合わせて、準備を進めるとともに、納入通知書に案内を同封するなど

被保険者への周知を行いました。

【評価の理由】

　今年度は、事務として普通徴収の支払い回数の変更はありませんが、システムの対応作業や、被保険

者への周知を行い、仮徴収廃止に向けた準備を滞りなく実施することができたことから、A評価としま

した。

【今後の取組】

　被保険者への仮徴収廃止の周知を積極的に行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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４－（２２） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　会館管理業務委託の発注方法を検討し、清掃業務について一括発注を行い、効率的な管理業務を実施

しました。

【評価の理由】

　一括発注したことにより煩雑な契約事務が一括処理でき、最適な管理業務ができたことから、Ａ評価

としました。

【今後の取組】

　管理委託業務について青少年会館・海岸青少年会館の両館だけでなく、他施設との一括契約も検討し

ていきます。

平成２６年度

【実施状況】

　会館管理業務委託の発注方法を検討し、清掃業務と空調業務について一括発注を行い、効率的な管理

業務を実施しました。

【評価の理由】

　一括発注したことにより煩雑な契約事務が一括処理でき、最適な管理業務ができたことから、Ａ評価

としました。

【今後の取組】
　管理委託業務については、海岸青少年会館の建て替えがあり、仮設での業務や複合化した新たな施設

の業務を精査し、検討していきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

最適な管理業務の
実施

-

取組に対する評価 A A

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
最適な会館管理業務委託の検討

結果に基づく管理業務の実施

最適な会館管理業務委託の検討

結果に基づく管理業務の実施

最適な会館管理業務委託の検討

結果に基づく管理業務の実施 -

年度ごとの実績値
最適な管理業務の

実施

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

会館管理業務について、海岸青少年会館や他の施設との一括発注による経費の削減等、最
適な会館管理業務の検討結果に基づき管理業務を行います。

平成２７年度
最適な会館管理業務

委託の検討結果に基

づく管理業務の実施

会館管理業務について、海岸青少年会館や他の施設との一括発注による経費の削減等、最
適な会館管理業務の検討結果に基づき管理業務を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

海岸青少年会館建て替えに伴う、最適な会館管理業務委託
実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
最適な会館管理業務

委託の検討結果に基

づく管理業務の実施

会館管理業務について、海岸青少年会館や他の施設との一括発注による経費の削減等、最
適な会館管理業務の検討結果に基づき管理業務を行います。

平成２６年度
最適な会館管理業務

委託の検討結果に基

づく管理業務の実施

現状・問題点・必要性

　開館から２８年が経過し、建物本体及び設備の老朽化が徐々に進んでいます。また、会館の
管理については専門業者に委託し、施設の良好な利用環境を維持していますが、厳しい財政事
情の中、委託業務について海岸青少年会館との一括発注といった新たな方策も検討する必要が
あり、平成２４年度中に最適な会館管理業務委託のあり方を検討します。

実施内容
　委託している管理業務について、海岸青少年会館や他の施設との一括発注による経費の削減
等、最適な会館管理業務委託の検討結果に基づいて管理業務を実施します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 青少年会館管理業務委託の見直し 担当課 教育推進部青少年課

第２次実施計画事業名 会館管理業務委託（青少年会館） 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　会館管理業務委託の発注方法を検討し、清掃業務について一括発注を行い、効率的な管理業務を実施

しました。

【評価の理由】

　一括発注したことにより煩雑な契約事務が一括処理でき、最適な管理業務ができたことから、Ａ評価
としました。

【今後の取組】
　管理委託業務について青少年会館・海岸青少年会館の両館だけでなく、他施設との一括契約も検討し

ていきます。

平成２６年度

【実施状況】

　会館管理業務委託の発注方法を検討し、清掃業務と空調業務について一括発注を行い、効率的な管理
業務を実施しました。

【評価の理由】
　一括発注したことにより煩雑な契約事務が一括処理でき、最適な管理業務ができたことから、Ａ評価

としました。

【今後の取組】

　管理委託業務について青少年会館・海岸青少年会館の両館だけでなく、他施設との一括契約も検討し
ていきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

最適な管理業務の
実施

-

取組に対する評価 A A

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
最適な会館管理業務委託の検討

結果に基づく管理業務の実施

最適な会館管理業務委託の検討

結果に基づく管理業務の実施

最適な会館管理業務委託の検討

結果に基づく管理業務の実施 -

年度ごとの実績値
最適な管理業務の

実施

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

会館管理業務について、青少年会館や他の施設との一括発注による経費の削減等、最適な
会館管理業務の検討結果に基づき管理業務を行います。

平成２７年度
最適な会館管理業務
委託の検討結果に基

づく管理業務の実施

会館管理業務について、青少年会館や他の施設との一括発注による経費の削減等、最適な
会館管理業務の検討結果に基づき管理業務を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

海岸青少年会館建て替えに伴う、最適な会館管理業務委託
実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
最適な会館管理業務

委託の検討結果に基
づく管理業務の実施

会館管理業務について、青少年会館や他の施設との一括発注による経費の削減等、最適な
会館管理業務の検討結果に基づき管理業務を行います。

平成２６年度
最適な会館管理業務
委託の検討結果に基
づく管理業務の実施

現状・問題点・必要性

　開館から４２年が経過し、建物本体及び設備の老朽化が徐々に進んでいます。また、会館の
管理については専門業者に委託し、施設の良好な利用環境を維持していますが、厳しい財政事
情の中、委託業務について青少年会館との一括発注といった新たな方策も検討する必要があ
り、平成２４年度中に最適な会館管理業務委託のあり方を検討します。

実施内容
　委託している管理業務について、青少年会館や他の施設との一括発注による経費の削減等、
最適な会館管理業務委託の検討結果に基づいて管理業務を実施します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 海岸青少年会館管理業務委託の見直し 担当課 教育推進部青少年課

第２次実施計画事業名 会館管理業務委託（海岸青少年会館） 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　平成25年度は、普通財産払下1件（約262万円）、貸付14件（貸付収入約376万円）を行いまし
た。

【評価の理由】
　普通財産の払下1件と貸付14件の収入合計額が年度ごとの目標値を上回ったことから、A評価としま

した。

【今後の取組】

　引き続き、活用予定のない市有地の売却・貸付・交換を行うとともに、27年度に予定している一般
競争入札による普通財産の売却に向け準備を行います。

平成２６年度

【実施状況】

　平成26年度は、普通財産払下1件（約91万円）、貸付14件（貸付収入約391万円）を行いまし
た。

【評価の理由】
　普通財産の払下1件と貸付14件の収入合計額が年度ごとの目標値を上回ったことから、A評価としま
した。

【今後の取組】

　引き続き、活用予定のない市有地の売却・貸付・交換を行うとともに、27年9月末に予定している

一般競争入札による普通財産の売却に向け準備を行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

482万 1,120万円

取組に対する評価 A A

11,201,343

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 150万円 150万円 1億4150万円 1億4450万円

年度ごとの実績値 638万円

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 1,500,000 1,500,000 141,500,000 144,500,000

実績効果額（円） 6,381,081 4,820,262

事前協議事務を通じて、活用予定のない市有地の払下げや貸付、交換を進め、その有効活
用を図っていきます。

平成２７年度 １億４１５０万円
事前協議事務を通じて、活用予定のない市有地の払下げや貸付、交換を進め、その有効活
用を図っていきます。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

売却及び貸付による収入見込額（平成２５年度から２７年
度までの累計）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 １５０万円
事前協議事務を通じて、活用予定のない市有地の払下げや貸付、交換を進め、その有効活
用を図っていきます。

平成２６年度 １５０万円

現状・問題点・必要性
　活用予定のない市有地の売却・貸付・交換については、以前より取組を進めてきたところで
すが、厳しい財政状況下において、今後もいっそう市有地の有効活用を図る必要があります。

実施内容
　民有地内の道水路敷を除く、活用予定のない市有地の売却、貸付及び交換を進め、自主財源
の確保に努めます。

重点目標

数値等 単位 定義

144,500 千円

行革重点推進事業名 活用予定のない市有地の売却・貸付・交換 担当課 財務部用地管財課

第２次実施計画事業名 市有財産管理・処分事務 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　道水路敷台帳管理システムを活用し、関連各課と調整を図り、不用と判断できる水路敷を抽出し、関

係地権者に出向き折衝を行うとともに払下げを行いました。

【評価の理由】

　積極的に払下げに取り組むため、一路線単位から部分単位での対応を可能にし、目標値を上回ったこ

とから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　業務の一部について試行的に民間活力を利用し、効果の検証を行います。

平成２６年度

【実施状況】

　道水路敷台帳管理システムを活用し、関連各課と調整を図り、不用と判断できる水路敷を抽出し、関

係地権者に出向き折衝を行うとともに払下げを行いました。

【評価の理由】

　積極的に払下げに取り組むため、一路線単位から部分単位での対応を可能にするとともに、業務のス

ピード化を図るため業務の一部である路線の抽出から現地調査までの作業を民間活用し目標値を上回っ

たことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き業務の一部について民間活力を利用し業務のスピード化を図ります。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

24,767千円 47,332千円

取組に対する評価 A Ａ

47,332,300

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 20,000千円 20,000千円 20,000千円 60,000千円

年度ごとの実績値 22,565千円

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 20,000,000 20,000,000 20,000,000 60,000,000

実績効果額（円） 22,565,000 24,767,300

不用な道水路敷や土手敷について、隣接地権者への交換、付替え、払下げ等の折衝を行
い、道路用地確保などの有効活用を図るとともに売却を進めます。

平成２７年度 20,000千円
不用な道水路敷や土手敷について、隣接地権者への交換、付替え、払下げ等の折衝を行
い、道路用地確保などの有効活用を図るとともに売却を進めます。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

道水路敷及び土手敷の売却による収入見込額/年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 20,000千円
不用な道水路敷や土手敷について、隣接地権者への交換、付替え、払下げ等の折衝を行
い、道路用地確保などの有効活用を図るとともに売却を進めます。

平成２６年度 20,000千円

現状・問題点・必要性
　不用な道水路敷については、土地利用や地域住民の利便を図るとともに、適正管理及び有効
利用を図るため、積極的に払下げ等を行っていく必要があります。

実施内容
　不用な道水路敷や土手敷について、隣接地権者への交換、付替え、払下げ等の折衝を行い、
道路用地確保などの有効活用を図るとともに売却を進め自主財源の確保に努めます。

重点目標

数値等 単位 定義

20,000 千円

行革重点推進事業名 不用な道水路敷の有効活用及び売却 担当課 建設部建設総務課

第２次実施計画事業名 道路の寄附、道水路交換、付替え及び払下げ 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　累積滞納の無い初期滞納者への徴収対策として、納税推進センターを引き続き8か月間設置し、電話

と文書での納税の呼びかけを行い、一定の成果をあげていますが、初期滞納者への呼びかけが国民健康

保険料についても効果があるか、その導入に向けて課内で検討を行いました。

【評価の理由】

　納税推進センターが累積滞納の無い初期滞納者への催告を実施し、さらに、初期滞納者についても高

額・困難案件を早期に職員が対応した結果、現年徴収率が前年度比0.15％向上しました。また、セン

ターへの国民健康保険料導入についてもその効果について検討を行ったことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　納税推進センター事業が、初期滞納者への市税徴収に効果的であることは実証できましたが、対象科

目に国民健康保険料を加えることによる委託方法の見直しなど導入に向けた準備をします。

平成２６年度

【実施状況】

　累積滞納の無い初期滞納者への徴収対策として、納税推進センターを引き続き8か月間設置し、電話

と文書での納税の呼びかけを行い、一定の成果をあげていますが、初期滞納者への呼びかけが税外債権

についても効果があるか、その導入に向けて債権管理各課との協議を行いました。

【評価の理由】

　納税推進センターが累積滞納の無い初期滞納者への催告を中心に実施し、さらに、現年・滞納繰越滞

納者について滞納処分を強化を職員が対応した結果、全体の徴収率が前年度比0.73％向上しました。

また、国民健康保険料や保育料などの税外債権導入についてもその効果について検討を行ったことか

ら、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　納税推進センター事業が、初期滞納者への市税徴収に効果的であることは実証できましたが、対象科

目を拡大することによる委託方法の見直しを含め、手法を決定します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

納税推進センター業務における

税外債権導入に向けた

準備
-

取組に対する評価 Ａ Ａ

5,067,408

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
納税推進センター業務における

国民健康保険料導入に向けた

検討

納税推進センター業務における

国民健康保険料導入に向けた

準備

納税推進センター業務における

国民健康保険料導入の決定 -

年度ごとの実績値
納税推進センター業務の効果と

国民健康保険料導入の検討

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 2,678,895 2,678,895 2,678,895 8,036,685

実績効果額（円） 2,677,029 2,390,379

平成２１年度より実施している納税推進センター業務について、対象科目を市税に加え国
民健康保険料を扱う準備を行います。

平成２７年度
納税推進センター業務における

国民健康保険料導入の決定

平成２１年度より実施している納税推進センター業務について、対象科目を市税に加え国
民健康保険料を扱うかどうかを決定します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

納税推進センター事業の拡充時期の決定年度

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
納税推進センター業務に

おける国民健康保険料導入に

向けた検討

平成２１年度より実施している納税推進センター業務について、対象科目を市税に加え国
民健康保険料を扱う調査・検討を実施します。

平成２６年度
納税推進センター業務における

国民健康保険料導入に向けた

準備

現状・問題点・必要性
　本事業は税及び保険料等の滞納整理の手法について関係課で情報交換を行い、全庁を挙げて
滞納額の減少に取り組んでおり、現在は市税及び国民健康保険料重複滞納者の徴収の一元管理
を試行的に実施しています。

実施内容

　平成２１年度より実施している納税推進センター業務について、現在は市税の新規滞納者に
対し電話による自主的な納付の呼びかけを実施し、一定の成果を上げています。今後も引き続
き実施するとともに、対象科目に国民健康保険料を加えるための調査・研究を実施していきま
す。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 全庁的な徴収率向上への取組 担当課 財務部収納課

第２次実施計画事業名 納税推進センター事業 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　国民健康保険料のみの滞納者について、保険年金課と連携した徴収を実施し、滞納整理を進めまし

た。また、研修会を開くなど徴収スキルの向上に努めました。

【評価の理由】

　年度ごとの目標値を達成し、滞納整理を進めることができたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　一元的な徴収について、後期高齢保険料・介護保険保険料・保育料などを他の料も含めた取り組みを

実施します。

平成２６年度

【実施状況】

　保育料の滞納者について、保育課と連携した徴収を実施し、滞納整理を進めました。また、研修会を

開くなど徴収スキルの向上に努めました。

【評価の理由】

　年度ごとの目標値を達成し、滞納整理を進めることができたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　一元的な徴収について、引き続き後期高齢保険料・介護保険保険料・保育料などを他の料も含めた取

り組みを実施します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

231件 431件

取組に対する評価 Ａ Ａ

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 150件 50件 50件 250件

年度ごとの実績値 200件

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

対象件数を年５０件とし、市税と国民健康保険料等との徴収一元化を実施し、その他の科
目への拡大等を検討します。

平成２７年度 ５０件
対象件数を年５０件とし、市税と国民健康保険料等との徴収一元化を実施し、その他の科
目への拡大等を検討します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

市税と国民健康保険料等の徴収一元化実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 １５０件
対象件数を年１５０件とし、市税と国民健康保険料との徴収一元化を実施します。また、
試行的な徴収一元化の結果を基に本市に適した方式で実施します。

平成２６年度 ５０件

現状・問題点・必要性

　市民に最良のサービスを継続的に提供していくためには、歳入の確保が必要となりますが、
市の公金（市税、国民健康保険料等）に対する滞納額は増加しており、その対策の一環として
市税と国民健康保険料等とを重複して滞納している方を対象に、徴収一元化を実施し、全庁的
な徴収率向上を目指します。

実施内容
　平成２３年度より実施している試行的な徴収一元化の実施を踏まえ、本市に適した徴収一元
化を決定し、実施することで全庁的な徴収率向上を目指します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 税・料徴収一元化の推進 担当課 財務部収納課

第２次実施計画事業名 税・料徴収一元化の推進 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 国民健康保険料の収納率の向上 担当課 保健福祉部保険年金課

第２次実施計画事業名 保険料の収納率の向上に関する事務 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性
　高齢化などに伴う低所得者の割合の増加などにより、保険料徴収はますます厳しい状況に置
かれています。

実施内容
　督促状・催告の送付、納付相談、滞納処分（差押）、資格適正等を実施し、保険料収納率向
上を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

90.30 ％
国民健康保険料の現年度分収納率（平成２７年度）（平成
２３年度実績：89.93%）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
収納効果額

52,000,000円

督促状 年１２回、催告状 年５回、電話催告 年１４０日、調査、勧奨による社会保険切替による調定額更

正を行うとともに納付約束の履行状況確認の徹底による累積滞納を防止します。

また、滞納整理（臨時戸別訪問）年７回、滞納処分（差押）年５件行います。

平成２６年度
収納効果額

52,000,000円

督促状 年１２回、催告状 年５回、電話催告 年１４０日、調査、勧奨による社会保険切替による調定額更

正を行うとともに納付約束の履行状況確認の徹底による累積滞納を防止します。

また、滞納整理（臨時戸別訪問）年７回、滞納処分（差押）年５件行います。

平成２７年度
収納効果額

52,000,000円

督促状 年１２回、催告状 年５回、電話催告 年１４０日、調査、勧奨による社会保険切替による調定額更

正を行うとともに納付約束の履行状況確認の徹底による累積滞納を防止します。

また、滞納整理（臨時戸別訪問）年７回、滞納処分（差押）年５件行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 52,000,000 52,000,000 52,000,000 156,000,000

実績効果額（円） 57,280,803 97,811,875 155,092,678

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 52,000,000円 52,000,000円 52,000,000円 156,000,000円

年度ごとの実績値 57,280,803円 97,811,875円 155,092,678円

取組に対する評価 A Ａ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　納期内納付の説明の徹底等、窓口対応の強化による初期滞納削減の取り組みとともに、催告としての
内容を強くした文書の催告書を、現年度分のみに未納がある初期滞納者へ送付し、財産調査を踏まえた
納付折衝によりきめ細かな納付相談、納付折衝に注力しました。また、財産調査や滞納処分の実施、職
員研修の機会の確保による徴収技術と意識の向上に努め、収納率の向上に努めました。

【評価の理由】
　現年度保険料の収納率は前年度実績を超え、目標値を上回り、実績効果額が出たことから、Ａ評価と

しました。

【今後の取組】

　催告書送付などの定例業務に併せ、財産調査に基づき事案毎に処理方針を検討し差押等の滞納処分を
行うなど、きめ細かな対応による収納率向上を目指します。また、職員の徴収スキルの向上のほか、組
織としての体制の強化を検討し、資格適正化業務等、資格・賦課業務との連携による効率的な滞納者対
応を進めていきます。

平成２６年度

【実施状況】

　納期内納付の説明の徹底等、窓口対応の強化による初期滞納削減の取り組みとともに、催告としての
内容を強くした文書の催告書に郵便払込用紙を同封し、現年度分のみに未納がある初期滞納者へ送付し
たほか、財産調査を踏まえた納付折衝によりきめ細かな納付相談、納付折衝に注力しました。
　また、財産調査や滞納処分の的確な実施、職員研修の機会の確保による徴収技術と意識の向上に努

め、収納率の向上に努めました。

【評価の理由】

　現年度保険料の収納率は前年度実績を超え、目標値を上回り、実績効果額が出たことから、Ａ評価と
しました。

【今後の取組】
　催告書送付などの定例業務に併せ、財産調査に基づき事案毎に処理方針を検討し納付誓約不履行者へ
の早期の対応や初期滞納時点での差押等の滞納処分を行うなど、きめ細かな対応による収納率向上を目
指します。

　また、職員の徴収スキルの向上のほか、組織としての体制の強化を検討し、資格適正化業務等、資
格・賦課業務との連携による効率的な滞納者対応を引き続き進めていきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取り組み】



 

  
114 

 

  

茅ヶ崎市経営改善方針進捗状況報告書 

４－（２９） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 介護保険料の徴収率の向上 担当課 保健福祉部高齢福祉介護課

第２次実施計画事業名 賦課徴収事務 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性
　介護保険料の徴収方法は特別徴収が主とはいえ、徴収率は98％台半ばで推移しています。平
成２４年度からは、保険料を20.2％上昇で改定し、収納率の低下が懸念されます。

実施内容
　引き続き未納者に対する戸別訪問を実施して収納作業を進めるとともに、生計困難者に対し
ては納付相談を行い、減額制度を紹介し、納付を働きかけ徴収率の向上を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

98.78 ％
介護保険料現年度分収納率（平成２７年度）（平成２３年
度実績９８．７８％）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
戸別訪問、滞納整理

の実施（５回）

年間保険料額が決定する７月以降、年度末までに４回、出納整理期間に１回、計５回実施
します。

平成２６年度
戸別訪問、滞納整理

の実施（５回）

年間保険料額が決定する７月以降、年度末までに４回、出納整理期間に１回、計５回実施
します。

平成２７年度
戸別訪問、滞納整理

の実施（５回）

年間保険料額が決定する７月以降、年度末までに４回、出納整理期間に１回、計５回実施
します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
戸別訪問、滞納整理

の実施（5回）

戸別訪問、滞納整理

の実施（5回）

戸別訪問、滞納整理

の実施（5回） -

年度ごとの実績値
戸別訪問、滞納整理

の実施（9回）

戸別訪問、滞納整理

の実施（12回） -

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　当初の目標どおり、戸別訪問、滞納整理を年間5回実施するとともに適時4回訪問しました。

【評価の理由】

　実施回数が目標を超えたほか、重点目標である収納率98.78％を超え、98.82%となったことか

ら、A評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、戸別に訪問して、介護保険料の納付に関して理解していただき、納付につなげるように取

り組みます。

平成２６年度

【実施状況】

　戸別訪問、滞納整理を年間4回実施するとともに適時8回訪問しました。

【評価の理由】

　実施回数が目標を超えたほか、重点目標である収納率98.78％を超え、98.92%となったことか

ら、A評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、戸別に訪問して、介護保険料の納付に関して理解していただき、納付につなげるように取

り組みます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】



 

  
115 

 

  

茅ヶ崎市経営改善方針進捗状況報告書 

４－（３０） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 保育料の徴収率の向上 担当課 こども育成部保育課

第２次実施計画事業名 保育料収納事務事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　保育料の徴収率は、平成２１年度97.93％、２２年度98.07％、２３年度98.33%で推移し
ています。保育料の受益と負担の公平性や財源の確保を図るため、毎年の滞納額を抑制すると
ともに過年度滞納額の減少を図る必要があります。

実施内容

　近年の経済状況から収納率の低下が予測されるため、文書等による督促など、きめ細かい対
応・折衝による滞納整理を行い徴収率の向上を図るとともに、民間保育園への収納事務の委託
や悪質な滞納者への差押えも引き続き実施することで保育料の受益と負担の公平性や財源の確
保を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

98.33 ％
保育料の徴収率（各年度）（平成２３年度実績９８．３
３％）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 98.33%
文書等による催告、差押の執行等、民間保育園への保育料徴収事務委託や保育園での納付
相談を行います。

平成２６年度 98.33%
文書等による催告、差押の執行等、民間保育園への保育料徴収事務委託や保育園での納付
相談を行います。

平成２７年度 98.33%
文書等による催告、差押の執行等、民間保育園への保育料徴収事務委託や保育園での納付
相談を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 98.33% 98.33% 98.33% -

年度ごとの実績値 98.42% 98.97% -

取組に対する評価 B A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　保育園入園者に対して保育料の口座振替の依頼を同封し口座振替の促進を図るとともに、保育料未納

者に対して督促状や催告書を送付しました。

【評価の理由】

　徴収率は目標値を上回りましたが、平成２５年度の収入未済見込額は現年度および過年度ともに高額

であることから、B評価としました。

【今後の取組】

　口座振替の促進や文書による督促等を引き続き行うとともに、滞納者の財産調査、保育園での納付相

談や居宅訪問による徴収等について検討します。

平成２６年度

【実施状況】

　保育園入園者に対して保育料の口座振替の依頼書を同封し口座振替の促進を図るとともに、保育料未

納者に対して督促状や催告書を送付しました。

【評価の理由】

　口座振替の促進及び督促・催告を効果的に実施したことにより徴収率は目標値を上回ったことから、

A評価としました。

【今後の取組】

　口座振替の促進や文書による督促、滞納者の財産調査、保育園での納付相談や居宅訪問による徴収等

を引き続き行うとともに、コンビニエンスストアーでの支払い等の利便性の向上を図ります。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 し尿処理手数料の徴収率の向上 担当課 環境部資源循環課

第２次実施計画事業名 し尿収集業務・浄化槽清掃業務に関する事務 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性

　し尿処理手数料の現年度の徴収率は、平成２０年度９６．８５％、２１年度９７．２２％、
２２年度９７．９０％、２３年度９７．１０％という状況です。今後も、し尿処理手数料の受
益と負担の公平性や財源の確保を図るため、毎年の滞納額を抑制するとともに過年度滞納額の
減少を図る必要があります。

実施内容
　し尿処理手数料の受益と負担の公平性や財源の確保を図るため、滞納者への催告書の発送や
電話催告により、効率の良い滞納整理を行い、徴収率の向上に努めます。

重点目標

数値等 単位 定義

98.00 ％
し尿処理手数料の徴収率（各年度）（平成２３年度実績：
９７．１０％）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 98.00%
滞納者への催告書の発送や電話催告により、効率の良い滞納整理を行い、徴収率の向上に
努めます。

平成２６年度 98.00%
滞納者への催告書の発送や電話催告により、効率の良い滞納整理を行い、徴収率の向上に
努めます。

平成２７年度 98.00%
滞納者への催告書の発送や電話催告により、効率の良い滞納整理を行い、徴収率の向上に
努めます。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 304,147 304,147 304,147 912,441

実績効果額（円） 272,398 330,705 603,103

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 98.00% 98.00% 98.00% -

年度ごとの実績値 97.95% 98.14% -

取組に対する評価 B A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　滞納者への催告書の発送や個別の電話催告による滞納整理を行い、平成25年度の現年徴収率は

97.95%となりました。

【評価の理由】

　25年度現年度徴収率は目標値を達成できませんでしたが、25年度の現年度滞納繰越金額が24年度
と比較して27，530円減少したため、効率の良い滞納整理ができたことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】
　滞納者への催告書の発送や個別の電話催告だけではなく、自宅訪問による催告を行い、過年度の滞納
整理とともに徴収率の向上に努めます。

平成２６年度

【実施状況】

   滞納者への催告書の発送や個別の電話催告による滞納整理を行い、平成26年度の現年徴収率は
98.14％となりました。

【評価の理由】
   26年度現年度徴収率と実績効果額が目標値を達成するとともに、26年度の現年度滞納繰越金額が
25年度と比較して79,740円減少したため、次年度以降につながる滞納整理ができたことから、A評

価としました。

【今後の取組】

   過年度滞納者リストの修正や、滞納者への催告書の発送・個別の電話催告をすることで過年度の滞納
整理とともに現年度徴収率の向上に努めます。また、自宅訪問による催告も適宜行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　徴収率向上のため、電話や文書の催告と併せて、滞納者との面談による納付相談において納付計画書

を定めて計画通り納付を行うよう指導するとともに、在宅率の高い夜間の臨戸徴収を強化しました。

【評価の理由】

　徴収率の向上における取り組みを実施した結果、目標値を上回ったことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、納付相談の中で、滞納額が増加している方には一緒に納付計画書を作成し、計画的に納付

できるように指導を続けます。

平成２６年度

【実施状況】

　定期的な電話又は督促状の発送、滞納者宅への訪問を行い直接収納するなど、戸別対応や納付相談を

積極的に実施しました。

【評価の理由】

　徴収率の向上における取り組みを実施した結果、目標値を上回ったことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　戸別の生活状況に合わせて、訪問徴収時間を工夫し、定期的な督促通知や電話を行い納付指導を行う

とともに、滞納額が増加している居住者には納付計画書を一緒に作成し確実な納付を目指します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

99.87% -

取組に対する評価 A A

- 3,700,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 98.05% 98.05% 98.05% -

年度ごとの実績値 99.56%

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） 1,570,000 2,130,000

市営住宅使用料の徴収率向上のため、年４回の戸別訪問の実施、月１回の督促・催告書の
通知、納付・電話相談を随時行います。

平成２７年度
徴収率

（98.05%）
市営住宅使用料の徴収率向上のため、年４回の戸別訪問の実施、月１回の督促・催告書の
通知、納付・電話相談を随時行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

目標とする市営住宅使用料の徴収率（各年度）（平成23年
度実績：98.05%）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
徴収率

（98.05%）
市営住宅使用料の徴収率向上のため、年４回の戸別訪問の実施、月１回の督促・催告書の
通知、納付・電話相談を随時行います。

平成２６年度
徴収率

（98.05%）

現状・問題点・必要性
　市営住宅使用料の徴収率は、平成２２年度９８．０７％、２３年度９８．０５％、２４年度
９７．９８％で推移しています。市営住宅使用料の受益と負担の公平性や財源の確保を図るた
め、毎年の滞納額を抑制するとともに過年度滞納額の減少を図る必要があります。

実施内容
　催告書の通知を行い早期滞納者の解消を図るとともに、戸別訪問や納付相談などのきめ細か
い対応・折衝による滞納整理を行うことにより徴収率の向上を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

98.05 ％

行革重点推進事業名 市営住宅使用料の徴収率の向上 担当課 建設部建築課

第２次実施計画事業名 家賃の賦課・徴収 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　県企業庁への事務委託により水道料金との一括徴収を行うとともに、滞納者に対して催告書を発送し

下水道使用料の徴収率向上に取り組みました。

【評価の理由】

　県企業庁への徴収事務委託を行い、前年度より徴収率が減少（平成24年度実績：97.84％、平成

25年度実績：97.67％）し効果額が出なかったたものの、前年とほぼ同程度を推移したことから、Ｂ

評価としました。

【今後の取組】

　今後も県企業庁への事務委託を継続実施しながら、引き続き茅ヶ崎水道営業所及び県企業庁との連携

強化に努め、更なる徴収率の向上を目指します。

平成２６年度

【実施状況】

　県企業庁への事務委託により水道料金との一括徴収を行うとともに、滞納者に対して催告書を発送し

下水道使用料の徴収率向上に取り組みました。

【評価の理由】

　県企業庁への徴収事務委託を行い、前年度より徴収率が向上（平成２５年度実績：97.67％、平成

26年度実績：98.22％）し、効果額が出たことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　今後も県企業庁への事務委託を継続実施しながら、引き続き茅ヶ崎水道営業所及び県企業庁との連携

強化に努め、更なる徴収率の向上を目指します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

14,236千円 9,786千円

取組に対する評価 B Ａ

9,786,464

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 5,400千円 5,400千円 5,400千円 16,200千円

年度ごとの実績値 ▲4,450千円

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 5,400,000 5,400,000 5,400,000 16,200,000

実績効果額（円） ▲4,450,350 14,236,814

県企業庁へ下水道使用料の徴収事務委託を行い、年４回の委託料の予算執行を適切に行い
ます。
また、県企業庁及び茅ヶ崎水道営業所との連絡調整を行います。

平成２７年度 5,400千円
県企業庁へ下水道使用料の徴収事務委託を行い、年４回の委託料の予算執行を適切に行い
ます。
また、県企業庁及び茅ヶ崎水道営業所との連絡調整を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

下水道使用料徴収率（平成２７年度）（平成２３年度実績
97.72%）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 5,400千円
県企業庁へ下水道使用料の徴収事務委託を行い、年４回の委託料の予算執行を適切に行い
ます。
また、県企業庁及び茅ヶ崎水道営業所との連絡調整を行います。

平成２６年度 5,400千円

現状・問題点・必要性 　受益と負担の公平性や財源の確保を図るため、下水道使用料徴収率の向上が必要です。

実施内容
　県企業庁へ下水道使用料の徴収事務委託を行い、１２回（年／４回）の委託料の予算執行を
適切に行います。
　また、県企業庁及び茅ヶ崎水道営業所との連絡調整を行います。

重点目標

数値等 単位 定義

98.98 ％

行革重点推進事業名 下水道使用料の徴収率の向上 担当課 下水道河川部下水道河川総務課

第２次実施計画事業名 下水道使用料の賦課徴収事務 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　庁内関係課、シルバー人材センターと協議をしながら、茅ヶ崎駐車場の他、新庁舎、総合体育館、市

民文化会館の各駐車場を、行政拠点地区の駐車場として一体利用する方向を検討し、そのあり方を決定

しました。

【評価の理由】

　「行政拠点地区駐車場のあり方に関する基本的な考え方」に基づき、各施設の利用者が行政拠点地区

のどの駐車場でも一体で利用可能とし、利用者が利用料金を負担し、駐車場の管理運営を民間に任せる

ことを決定したことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　庁内関係課と協力しながら「茅ヶ崎市駐車場条例」の条例改正、指定管理者選定に向けた準備を行

い、一体利用に向けて修繕が必要な箇所を確認するなど、適正な管理を行います。

平成２６年度

【実施状況】

　行政拠点地区駐車場のあり方検討会議等で各々が抱える課題の解決について取り組み、新庁舎完成後

における行政拠点地区駐車場の一体的な利用を推進するため、「行政拠点地区の駐車場のあり方に関す

る基本的な考え方」の策定及び茅ヶ崎市駐車場条例・茅ヶ崎市駐車場条例施行規則の改正を行いまし

た。

【評価の理由】

　「行政拠点地区駐車場のあり方に関する基本的な考え方」に基づき、市民の利便性向上及び受益者負

担の原則に基づく公平性確保の観点から有料化を図り、効果的、効率的な駐車場の管理運営方法等とし

て管理運営について公募型プロポーザル方式にて指定管理者制度を導入することとしたことから、Ａ評

価としました。

【今後の取組】

　庁内関係各課、公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団、公益社団法人茅ヶ崎市シルバー人材

センターと協議をしながら、4つの駐車場である茅ヶ崎駐車場を新たに公募型プロポーザル方式にて指

定管理者を募集する準備を行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

公募型プロポーザル方式におけ

る指定管理者募集方式の決定 -

取組に対する評価 A A

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
自動車駐車場の

あり方の決定

あり方に基づく

駐車場管理の実施

あり方に基づく

駐車場管理の実施 -

年度ごとの実績値
自動車駐車場の

あり方の決定

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

前年度に決定した自動車駐車場のあり方に基づき、駐車場管理を実施します。

平成２７年度
あり方に基づく

駐車場管理の実施

平成２５年度に決定した自動車駐車場のあり方に基づき、駐車場管理を実施するととも
に、次年度以降の指定管理業務を効果的に実施できるよう課題の洗い出しを行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

「茅ヶ崎駐車場のあり方」に即した駐車場の開設時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
自動車駐車場の

あり方の決定

有人監視と機械監視との混合監視の現状を踏まえ、効率的な自動車駐車場のあり方につい
て決定します。

平成２６年度
あり方に基づく

駐車場管理の実施

現状・問題点・必要性 　４年後の指定管理者選定にあたり、効率的な自動車駐車場運営を実施する必要があります。

実施内容
　指定管理者と協議を行いながら、効率的な施設運営について検討し、「茅ヶ崎駐車場のあり
方」を決定し利用率と収益の向上を目指します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 茅ヶ崎駐車場のあり方の検討 担当課 市民安全部安全対策課

第２次実施計画事業名 自動車駐車場管理運営事業 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 茅ヶ崎市太陽光発電設備普及啓発基金の活用 担当課 環境部環境政策課

第２次実施計画事業名 再生可能エネルギーの利用促進 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　太陽光発電設備は国、県及び市が補助制度を実施していますが、依然として導入コストが高く、10年かけても初期費
用を回収できないのが現状となっています。ちがさき市民活動サポートセンター及び茅ヶ崎こどもセンターに設置した

太陽光発電設備の余剰電力売電収入等を基金に積み立て活用することにより、公共施設や民間施設等に太陽光発電設備
の設置を促進します。また、基金を活用した太陽光発電設備の余剰電力売電収入等を基金に積み立てることにより、資
金循環の仕組みを構築します。

　太陽光発電設備の普及を促進することで、市域の温室効果ガス排出抑制と省エネルギー化を推進します。

実施内容
　太陽光発電設備の設置に関する費用から考えて平成26年度までは、基金の原資を確保するこ
とを優先し積み立てに専念します。基金の原資がある程度確保されるであろう27年度より基金
を活用した公共施設や民間施設等への太陽光発電設備の設置を進めます。

重点目標

数値等 単位 定義

960 千円/年
太陽光発電設備普及啓発基金年間積立額（売電分４８０千
円/市積立分４８０千円）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 960千円/年
ちがさき市民活動サポートセンター及び茅ヶ崎市こどもセンターに設置した太陽光発電設
備の余剰電力売電収入等の積み立てを行います。（余剰電力売電収入積立額４８０千円・
市積立額４８０千円）

平成２６年度 960千円/年
ちがさき市民活動サポートセンター及び茅ヶ崎市こどもセンターに設置した太陽光発電設
備の余剰電力売電収入等の積み立てを行います。（余剰電力売電収入積立額４８０千円・
市積立額４８０千円）

平成２７年度
960千円/年
設置数1件

ちがさき市民活動サポートセンター及び茅ヶ崎市こどもセンターに設置した太陽光発電設備の余
剰電力売電収入等の積み立てを行います。（余剰電力売電収入積立額４８０千円・市積立額４８

０千円）また、基金を活用した太陽光発電設備を設置します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 480,000 480,000 480,000 1,440,000

実績効果額（円） 594,768 584,832 1,179,600

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 960千円/年 960千円/年
960千円/年
設置数1件

2,880千円
設置数１件

年度ごとの実績値 1,203千円/年 1,187千円/年 2,390千円

取組に対する評価 A Ａ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　積立額の内訳は、市民活動サポートセンター余剰電力売電収入282,048円、こどもセンター余剰電

力売電収入312,720円、寄附金6,600円、マッチングギフト601,368円、利子467円となりまし
た。

【評価の理由】
　目標値を大きく上回る積立が実施できたことから、A評価としました。

【今後の取組】
　引き続き積立を実施するとともに、平成27年度から本基金を活用した補助制度を開始するため、要

綱の整備等を進めます。

平成２６年度

【実施状況】

　積立額の内訳は、市民活動サポートセンター余剰電力売電収入285,936円、こどもセンター余剰電
力売電収入298,896円、寄附金5,000円、マッチングギフト589,832円、利子8,285円となりまし
た。また、平成27年度から本基金を活用した補助制度を開始するため、要綱の整備等を進めました。

【評価の理由】

　目標値を上回る積立が実施できたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　27年度から本基金を活用した補助制度を開始し、基金を活用した太陽光発電設備を設置します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　水洗化奨励金交付対象最終年度家屋を中心に、延べ78件の戸別訪問を行いました。その結果、総対

象53棟のうち34棟（64.2％）の水洗化を達成しました。

【評価の理由】

　活動対象家屋が31棟であったため、年度ごとの目標値には届かなかったものの、水洗化奨励金交付

最終年度家屋を中心に延べ78件の戸別訪問を行い、実績効果額が推計効果額を上回ったことから、A

評価としました。

【今後の取組】

　引続き、水洗化奨励金交付最終年度となる該当地区の家屋に対して既水洗化状況の調査を行い、未水

洗化家屋に対しては戸別訪問、文書投函などにより水洗化活動を行います。

平成２６年度

【実施状況】

　水洗化奨励金交付対象最終年度家屋を中心に、延べ42件の戸別訪問を行いました。その結果、総対

象46棟のうち29棟（63.0％）の水洗化を達成しました。

【評価の理由】

　啓発活動の結果、活動対象家屋が14棟と想定より減少し、年度ごとの目標値には届かなかったもの

の、水洗化奨励金交付最終年度家屋を中心に延べ42件の戸別訪問を行い、実績効果額が推計効果額を

上回ったことから、A評価としました。

【今後の取組】

　引続き、水洗化奨励金交付最終年度となる該当地区の家屋に対して既水洗化状況の調査を行い、未水

洗化家屋に対しては戸別訪問、文書投函などにより水洗化活動を行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

14件 45件

取組に対する評価 A A

641,556

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 40件 40件 40件 120件

年度ごとの実績値 31件

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 260,094 260,094 260,094 780,282

実績効果額（円） 341,961 299,595

水洗化奨励金交付最終年度となる該当地区の家屋に対して既水洗化状況の調査を行い、未
水洗化家屋に対しては戸別訪問、文書投函などにより水洗化奨励活動を行います。

平成２７年度 40件
水洗化奨励金交付最終年度となる該当地区の家屋に対して既水洗化状況の調査を行い、未
水洗化家屋に対しては戸別訪問、文書投函などにより水洗化奨励活動を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

水洗化奨励金交付最終年度家屋に対する既水洗化状況の調
査及び未水洗化家屋に対する水洗化促進活動件数／年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 40件
水洗化奨励金交付最終年度となる該当地区の家屋に対して既水洗化状況の調査を行い、未
水洗化家屋に対しては戸別訪問、文書投函などにより水洗化奨励活動を行います。

平成２６年度 40件

現状・問題点・必要性
　公共下水道の処理区域となってから３年以内に既存家屋を公共下水道へつなぎ替える改造工
事をした場合に交付される水洗化奨励金の活用率を向上させることで、より公共下水道の普及
を進めることが必要と考えます。

実施内容
　水洗化奨励金交付最終年度家屋に対する水洗化状況の調査を行い、未水洗家屋に対しては水
洗化奨励金交付期限前に水洗化の促進活動を行います。

重点目標

数値等 単位 定義

40 件

行革重点推進事業名 公共下水道の未接続世帯に対する水洗化の促進 担当課 下水道河川部下水道河川総務課

第２次実施計画事業名 水洗化の普及及び促進に関する事務 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

行革重点推進事業名 公共施設見学会の見直し 担当課 企画部秘書広報課

第２次実施計画事業名 公共施設見学会 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　市民が公共施設などの見学を通して、市政に対する理解や認識を深めてもらうことを目的に
市内公共施設見学会を実施しています。参加申し込みのあった団体等の希望等を考慮し、見学
コースを決定していますが、申し込み団体が毎年度、限定されています。なお、施設見学会当
日は、マイクロバスに非常勤嘱託員が同乗しています。

実施内容
　公共施設見学会のあり方を踏まえ、施設主管課への事業の移管も含めて見直しを実施しま
す。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 公共施設見学会のあり方の見直し時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
事業の見直しの

検討

「公共施設見学会」の課題を抽出するとともに、施設主管課と継続的に協議を行うこと
で、当該事業のあり方について、見直しを行い施設見学会についての一定の方向性を示し
ます。

平成２６年度
見直し後の要綱等の

整備及び実施

見直し結果に基づき、要綱、基準等の整備を行い、新たな形で公共施設見学会を実施しま
す。

平成２７年度
新しい公共施設

見学会の継続実施
前年度に引き続き、見直しを図った「公共施設見学会」を実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
事業の見直しの

検討

見直し後の要綱等の

整備及び実施

新しい公共施設

見学会の継続実施 -

年度ごとの実績値 見直しの検討
新コースの設定

及び参加団体の拡大 -

取組に対する評価 A Ｂ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　「公共施設見学会実施基準」を策定するとともに、関係各課及び近隣他市で実施している公共施設見

学会の調査を実施しました。

【評価の理由】

　基準の策定及び近隣市等の調査を行い、当該事業のあり方について検討を実施したことから、Ａ評価

としました。

【今後の取組】

　関係各課と協議を行い、新たな手法等も幅広く検討することで、当該事業について一定の方向性を示

します。

平成２６年度

【実施状況】

　関係各課との協議において、今後の事業のあり方について方向性を見出すまでにはいたりませんでし

たが、新たな市内公共施設の開設や寒川浄水場を見学できるよう、次年度に向け新たな見学コースを設

定するとともに「公共施設見学会実施基準」の見直しを行い、全自治会へ周知を行いました。

【評価の理由】

　次年度に向け新たな見学コースを設定し、自治会への周知は実施できましたが、事業の今後の方向性

をまとめることが出来なかったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、同様の事業を実施している部署をはじめとした関係各課と今後の事業のあり方について協
議を行い、事業の移管、統合、廃止について検討していきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 中心市街地商業活性化補助事業の見直し 担当課 経済部産業振興課

第２次実施計画事業名 中心市街地商業活性化補助事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性

　「茅ヶ崎市中心市街地活性化基本計画」に基づき、商工会議所をTMO機関として認定し、中心市街地の活性
化を目的とした事業を推進してきましたが、市内外における大型商業施設の増床や進出に伴い、茅ヶ崎駅周辺
だけでなく市内全体の商業に対する影響が懸念されています。また、高齢化の進展や平成２６年度に予定され
ているさがみ縦貫道路の全線開通による高速道路網へのアクセスの向上などにより本市を取り巻く社会経済環
境も大きく変化しており、中心市街地に限定せず市内全域を対象とした新たな商業者支援策を創設する必要が
あります。

実施内容
　TMO機関の認定機関である商工会議所と連携し、市内の商店街団体、事業者及び消費者に対
するアンケート調査を実施し、その調査結果を踏まえ、本補助事業の見直しを図るとともに新
たな商業者支援策を創設します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 新たな商業者支援策実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 現状把握 ヒアリング及びアンケート調査の実施、調査結果の分析を行います。

平成２６年度 事業見直し
調査結果の分析、現行制度の見直し及び新たな施策の検討、実施に向けた調整を行いま
す。

平成２７年度 新制度移行 新たな商業者支援策へ移行します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - 3,800,000 3,800,000

実績効果額（円） - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 現状把握 事業見直し 新制度移行 -

年度ごとの実績値 現状把握
事業見直し

（現行事業の廃止） -

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　商工会議所と連携し、市内の商店街団体、事業者及び消費者に対するアンケート調査を実施し、分析

結果について、商工会議所が「茅ヶ崎市商業等の現状と振興の課題」として取りまとめました。

【評価の理由】

　「茅ヶ崎市商業等の現状と振興の課題」を作成したことにより、地域・事業環境分析や課題の整理な

ど一定の現状把握ができたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　商工会議所と協議を行うとともに、必要に応じて外部の有識者に意見を伺い、事業の見直しを進めま

す。

平成２６年度

【実施状況】

　商工会議所と協議しながら見直しを行った結果、平成26年度をもって事業廃止となりました。ま

た、新たな取り組みは、より効果的な施策を検討するため今後の課題とすることで合意しました。

【評価の理由】

　目標どおり事業の見直しが図られたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　新たな商業施策について、商工会議所と引き続き協議を行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名
すこやか支援プログラム通所介護型介護予防
事業の見直し

担当課 保健福祉部高齢福祉介護課

第２次実施計画事業名 すこやか支援プログラム事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　要支援・要介護状態になる可能性の高い虚弱高齢者に対して、すこやか支援プログラム事業の参加勧奨をし
ています。平成２４年度は、４，９５０人の対象者に個別通知をし、更に地域包括支援センターから電話勧奨
をしていますが、参加者は、２５６人で参加率５．１７％でした。より多くの虚弱高齢者に生活機能を維持・
向上させる通所型事業に参加してもらうためにプログラム内容を見直し、事業参加者が増えるように工夫し、
事業の充実を図る必要があります。

実施内容

　より効果的な事業の実施に向けて、国が示している通所型介護事業のプログラムの中から、
現状の課題を分析し、集まりやすい会場の確保と質の高い事業者選定ができるよう選定基準の
見直しを行います。また、参加者が多い運動機能向上事業と他の３事業を統合し、複合型事業
としてさらに事業参加者を増やしていきます。

重点目標

数値等 単位 定義

7.3 ％ すこやか支援プログラム事業参加率（平成２７年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 参加率5.9%
運動機能向上事業については、送迎できる事業者をより多く選定していきます。認知症予防事業
については、プログラム名を「脳力アップ教室」とし、参加者が増えるようなネーミングに改善
します。

平成２６年度 参加率6.7%
口腔機能向上・栄養改善複合型事業を廃止し、運動機能向上・口腔機能向上・栄養改善・認知症
予防の４事業を組み合わせた複合型事業を実施します。また、臨時の保健師や管理栄養士を確保

し、訪問事業を通して、通所事業への参加勧奨の機会を増やしていきます。

平成２７年度 参加率7.3%
平成２７年度から３年間の高齢者福祉計画・介護保険事業計画においては、介護予防事業見直し

がある予定です。現状では、平成２６年度の事業実績を参考に、事業参加対象者の７．３％以上
が参加する介護予防事業となるよう事業の充実を図っていきます。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 参加率5.9% 参加率6.7% 参加率7.3% -

年度ごとの実績値 参加率6.3％ 参加率7.0% -

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　運動機能向上事業及び認知症予防事業を当初の計画どおり実施し、認知症予防事業については、ネー
ミングを「能力アップ教室」として実施した結果、平成24年度に比べ若干参加者が増えました。

【評価の理由】
　24年度に比べ、対象者4,950人に対して参加者312人（参加率6.3％）であり、目標を上回ったこ
とから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　口腔機能向上・栄養改善事業の複合事業から、運動器機能向上・認知症予防・口腔機能向上・栄養改

善の複合事業に変更し、実施します。

平成２６年度

【実施状況】

　栄養改善、口腔機能の向上を目指した事業から、運動、認知機能の向上をも含めた複合事業として実
施しました。

【評価の理由】
　25年度の参加者312名に比べ、対象者4,072人に対して参加者は285名でしたが、参加率は目標
を上回る7.0％であったことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　口腔機能向上事業を廃止し、運動器機能向上・認知症予防・口腔機能向上・栄養改善の複合事業の充

実を図ります。また、例年、春コースに比べ秋コースの利用が多いため、春コースより秋コースを増や

します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取り組み】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　柳島キャンプ場パンフレットの作成において、１枠50,000円で広告を募集し、自主財源の確保に努
めました。

【評価の理由】
　目標どおり広告事業を実施し、自主財源の確保に努めたことから、A評価としました。

【今後の取組】
　次回の柳島キャンプ場パンフレットの作成時も、継続して広告事業を実施していきます。

平成２６年度

平成２７年度

- - -

取組に対する評価 A - -

- 50,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 広告事業実施 - - -

年度ごとの実績値 広告事業実施

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 50,000 - - 50,000

実績効果額（円） 50,000 -

－

平成２７年度 － －

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

民間広告掲載実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 広告事業実施 柳島キャンプ場パンフレットへの民間広告掲載を実施します（１枠）。

平成２６年度 －

現状・問題点・必要性
　平成２６年４月のグランドオープンに向け、より多くの方々へ周知啓発を行うために、柳島
キャンプ場のパンフレットを1万部作成します。

実施内容
　パンフレットに広告枠を設け、民間企業から広告掲載を募集することにより、自主財源を確
保します。

重点目標

数値等 単位 定義

25 年度

行革重点推進事業名
柳島キャンプ場パンフレットへの民間広告掲載
による財源確保

担当課 建設部公園緑地課

第２次実施計画事業名 柳島キャンプ場管理運営事業 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 システム機器における契約費用の削減 担当課 企画部情報推進課

第２次実施計画事業名 情報化の推進 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　年々業務の量や種類が多様化する中、各業務のシステム機器に関する契約についても、同種
類の契約が複数ある等、件数が多くなっており、事務量が増えている状況です。

実施内容
　契約時期にずれのある関連契約を再リース等行うことで契約終了時期をまとめ、契約件数を
減らし、費用の削減を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

80 本
契約件数（平成26年度及び平成27年度の年度ごとの契約
件数）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 － －

平成２６年度 ８０本
システム機器契約に関する調整を事業者等と行い、契約件数を８０本以内にし、費用の削
減に努めます。

平成２７年度 ８０本
システム機器契約に関する調整を事業者等と行い、契約件数を８０本以内にし、費用の削
減に努めます。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - 5,819,664 - 5,819,664

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 - 80本 80本 160本

年度ごとの実績値 - 76本 76本

取組に対する評価 - A

実
施
状
況
等

平成２５年度

平成２６年度

【実施状況】

　機器の再リースを行う等、契約期間を調整し、契約をまとめることで契約件数を抑えることや費用を

削減することができました。

【評価の理由】

　目標契約件数をわずかに下回りましたが、大きな実績効果額が産出されたことから、A評価としまし

た。

【今後の取組】

　業務が増加する中、非常に厳しい状況ですが、費用の削減効果を考慮し、引き続き契約内容の精査を

行っていきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名
保健福祉総合相談窓口の地域福祉総合相談室へ
の移行

担当課 保健福祉部保健福祉課

第２次実施計画事業名 保健福祉総合相談事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性

　複雑・多様化する市民の福祉相談に対応するため、平成12年5月から保健福祉総合相談窓口
を設置し、17年7月からは福祉有資格者の相談員を配置しました。保健福祉部各課との研修会
を開催し、市民の福祉相談への対応の充実を図り、各種支援機関等との連携を取りながら成果
を出しています。その中で、生活困窮者の相談件数が約３割となっています。

実施内容

　平成25年12月に生活困窮者自立支援法が成立し、27年4月より施行され、制度の柱である
「自立相談事業」を直営で実施する予定であり、子どもから高齢者まで障害者を含めたすべて
の地域住民や保健福祉に関する初期相談などに応じる地域福祉総合相談室へ移行することによ
り、効果的効率的な事業の推進を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 保健福祉総合相談窓口廃止時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 － －

平成２６年度
保健福祉総合相談
窓口廃止に向けた

調整

より身近な地域での相談支援体制を充実させるため、保健福祉総合相談窓口を廃止し、地
域福祉総合相談窓口への移行に向けた調整を行います。

平成２７年度
保健福祉総合相談

窓口の廃止

保健福祉総合相談窓口を廃止し、地域福祉総合相談窓口に移行することにより、身近な地
域での相談支援体制を充実させるとともに地域の福祉関連機関と速やかな連携を図りま
す。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - 4,982,000 4,982,000

実績効果額（円） - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 -
保健福祉総合相談窓口

廃止に向けた調整

保健福祉総合相談

窓口の廃止
-

年度ごとの実績値 -
保健福祉総合相談窓口

廃止 -

取組に対する評価 - Ａ

実
施
状
況
等

平成２５年度

平成２６年度

【実施状況】

　平成27年4月より生活困窮者自立支援法が施行され、制度の柱である「自立相談事業」を直営で実
施することに併せて、保健福祉総合窓口を廃止し、子ども・高齢者・障害者を含めた全ての地域住民の
保健福祉に関する相談に応じる地域福祉総合相談室へ移行しました。

【評価の理由】

　保健福祉総合相談窓口を廃止し、市内12地区に地域福祉総合相談室への移行が終わったことから、
A評価としました。

【今後の取組】
　地域福祉総合相談窓口における相談支援体制を充実させます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 結核予防事業の見直し 担当課 保健福祉部保健福祉課

第２次実施計画事業名 結核予防事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　平成16年の結核予防法一部改正（平成17年4月1日施行）により、昭和30年代から続いてい
た広く住民を対象とした検診について、実施方法や対象の見直しがされました。この改正によ
り、市町村は65歳以上の方を対象に検診を実施することとなりましたが、本市においては従来
の検診を、回数の縮小をしながらも継続してきました。しかし、検診利用者は減少傾向にあ
り、また、結核の検診方法は肺がん検診同様胸部Ｘ線撮影であることから同様の検査が重複す
ることにもなり、事業のあり方を見直す時期が来ています。

実施内容

　胸部レントゲン撮影による肺がん検診を平成12年度から実施しており、平成24年度の65歳以上の方の受
診者数は22,068人となっています（対象は40歳以上。40歳～64歳の受診者数6,344人、総計28,412
人）。26年度からは肺がん検診の中で結核の所見を把握していくこととし、従来の結核住民健診は休止し、
今後、保健所の事務事業の検討の中で、本事業についても検討することとします。

重点目標

数値等 単位 定義

26 年度 結核予防事業見直し実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 - －

平成２６年度 結核住民検診休止
結核予防事業の見直しを実施し、２５年度の結核住民検診利用者に対して年度初めに通知
を送付し、２６年度は実施がされないこと、肺がん検診で結核の所見が得られること、自
覚症状がある場合は速やかに医療機関に受診して欲しいことをお知らせします。

平成２７年度 - －

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - 614,000 - 614,000

実績効果額（円） - 598,572 - 598,572

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 - 結核住民検診休止 - -

年度ごとの実績値 - 結核住民検診休止 - -

取組に対する評価 - Ａ -

実
施
状
況
等

平成２５年度

平成２６年度

【実施状況】

　平成25年度結核住民検診受診者162名に対して、事業の休止について個別通知で周知し、結核検診

も兼ねる肺がん検診の受診勧奨を行いました。

【評価の理由】

　医師会の協力のもと、肺がん検診が結核検診も兼ねて疾病の早期発見に努める体制が整い、結核予防

事業を休止することができたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　27年度も引き続き事業を休止し、肺がん検診の受診率の向上を図ります。

平成２７年度
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 重度障害者タクシー利用助成内容の見直し 担当課 保健福祉部障害福祉課

第２次実施計画事業名 重度障害者タクシー利用助成に関する事務 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　本事業は、在宅重度障害者の積極的な社会参加と生活圏の拡大を図るため昭和５９年度より
開始しています。平成２５年度に議会において見直しによる事業の縮小もあり得るとの評価を
受けたことから、使用方法の適正化を図るとともに、都市部等と協議しながら、今後の社会環
境の変化を踏まえた適正な移動手段の確保という観点から助成内容について見直しをする必要
があります。

実施内容

　タクシー券交付時、償還払い申請時に、平成２７年度からの償還払いの廃止を周知するとともに無作為抽出
した利用者約３５０名に対してアンケート調査を行い、利用目的や頻度などを把握します。また、２８年度の
見直しに向けて助成額、助成方法、助成対象、他制度との併用など、制度の改正案を作成し、タクシー利用が
必要な人への適正な移動手段となるよう検討を重ね、メリハリのある助成事業を目指します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 償還払い廃止時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 - －

平成２６年度
償還払いの廃止及
び議会の評価の周

知

タクシー券交付時、償還払い申請時に、２７年度からの償還払いの廃止を周知します。また、無

作為抽出した利用者約３５０名に対してアンケート調査を行い、利用目的や頻度などを把握する

とともに平成２８年度の見直しに向けて助成額、助成方法、助成対象、他制度との併用など、制

度の改正案を検討します。

平成２７年度
償還払いの廃止

及び改正案の作成

償還払いの廃止を実施し、寄せられた意見やアンケート結果などを踏まえ、平成２８年度
の見直しに向けて助成額、助成方法、助成対象、他制度との併用など、制度の改正案を作
成します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 -
償還払いの廃止及び

議会の評価の周知

償還払いの廃止及び

改正案の作成
-

年度ごとの実績値 -
償還払いの廃止及び

議会の評価の周知 -

取組に対する評価 - Ａ

実
施
状
況
等

平成２５年度

平成２６年度

【実施状況】

　平成26年6月及び7月に重度障害者タクシー利用助成に関するアンケートを実施し、結果を踏まえ、

27年度から償還払いを原則廃止と決定し、議会の評価結果と合わせて2月に通知文を送付して周知を

行いました。

【評価の理由】

　当初の予定どおり、償還払いの廃止を決定できたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　28年度に向けて助成額、助成方法、助成対象、燃料費助成等の他制度との併用など、より適正な制

度への改正案を検討します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名
民間企業との協働による「高齢者のガイド」の
作成及び普及

担当課 保健福祉部高齢福祉介護課

第２次実施計画事業名 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性

　「高齢者のガイド」の作成は、これまで職員が作成し、庁内印刷により配布していました。
高齢者意向調査や市民討議会等において、市が行う高齢者施策の周知・啓発の充実を求める声
が多いことや、高齢化が増々進む中で、民間広告を活用した刊行物の無償提供の手法により
「高齢者のためのガイド」の充実を図り、高齢者施策に関する情報提供を更に図る必要があり
ます。

実施内容
　民間広告を活用した刊行物の無償提供の手法により、作成費の負担を無くし「高齢者のガイ
ド」を作成します。また、この事業の実施に伴い、掲載内容が重複する「福寿手帳」を廃止し
ます。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 協働による「高齢者のためのガイド」の作成・配布時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 - －

平成２６年度 協定の締結
事業実施のための事業者へのヒアリング、要綱、仕様等の作成等を行うとともに協定締結
締結のための準備を行います。

平成２７年度
高齢者のガイドの

作成
平成２７年５月上旬に納品し、高齢者世帯へ配布します。また、福寿手帳を廃止します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - 5,762,000 5,762,000

実績効果額（円） - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 - 協定の締結
高齢者のガイドの

作成
-

年度ごとの実績値 - 協定の締結 -

取組に対する評価 - A

実
施
状
況
等

平成２５年度

平成２６年度

【実施状況】

　「高齢者のガイド」協働発行事業者選定委員会を設置し、協働発行事業者を選定し、「高齢者のガイ
ド原稿（案）」を作成しました。

【評価の理由】
　平成27年5月末の発行に向け、協働発行事業者と協議し、「高齢者のガイド」原稿（案）を作成し
たことから、A評価としました。

【今後の取組】

　27年5月末に30,000部を発行し、6月より公共施設に配架するとともに、民生委員・児童委員、地
域包括支援センター、介護事業者等の協力のもと、高齢者世帯に配布いたします。
  また、これに伴い、「福寿手帳」を廃止します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 幼稚園団体補助金の見直し 担当課 こども育成部子育て支援課

第２次実施計画事業名 幼稚園団体補助金に関する事務 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性

　幼稚園団体補助金は幼稚園協会補助、（教職員の）健診補助、各園（教材費）補助で構成されていますが、
財政課より「茅ヶ崎市における補助金等の見直しについて」が示され、平成１８年度分の補助金から減額等の
見直しを行いました。その後、幼稚園の閉園による園数の減少に伴う健診、各園補助金の減額を行いました
が、団体補助金は据え置いて支出しています。幼稚園協会補助は実質運営費補助であり、当該補助については
廃止することが既に示されており、団体補助金を廃止したうえで、幼稚園協会が行っている事業内容を精査
し、適正な事業に対し、事業費補助金を支出します。

実施内容
　幼稚園団体に対する運営費補助金から事業費補助金への変更による課題の整理を行うととも
に、前年度の収支決算書からの試算による対象事業の選別を行います。その後、幼稚園協会と
の調整、要綱の改正を準備を実施し、平成28年度より適正な補助金を支出します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 幼稚園団体補助金に関する方向性決定時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 - －

平成２６年度 課題の整理
幼稚園団体に対する運営費補助金から事業費補助金への変更による課題の整理、前年度の
収支決算書からの試算による対象事業の選別を行います。

平成２７年度
補助金の方向性の

決定
幼稚園協会との調整、要綱の改正準備を行い、補助金の方向性を決定します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 - 課題の整理
補助金の方向性

の決定
-

年度ごとの実績値 - 課題の整理 -

取組に対する評価 - Ａ

実
施
状
況
等

平成２５年度

平成２６年度

【実施状況】

　県内市町村の幼稚園団体補助金の状況を確認し、運営費補助金から事業費補助金への変更に向け対象
事業の選別を行いました。

【評価の理由】
　庁内調整及び幼稚園協会の事業内容の精査を行い、課題を整理することができたことから、A評価と

しました。

【今後の取組】

　県内市町村の補助金制度を研究したうえで、見直しについて理解を得られるよう、幼稚園協会との調
整を丁寧に行っていきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

平成２６年度

【実施状況】

　維持管理手法について関係課と協議を行うとともに、ことばの教室がある小学校2校にオージオメー

ターの使用状況について聞き取り調査を実施しました。

【評価の理由】

　平成26年度の目標である手法の検討や使用状況調査を実施したことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　学校との協議を進めながら、27年度に新たな維持管理手法を決定します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

情報収集と様々な
手法の検討

-

取組に対する評価 - Ａ

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 -
情報収集と様々な

手法の検討
見直し手法の決定 -

年度ごとの実績値 -

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

様々な維持管理手法の導入可能性の検討を行うとともに、現行機種に関する情報収集や
オージオメータ使用実態を調査します。

平成２７年度 見直し手法の決定 特別支援学級担当教員等との協議を行い、新たな維持管理手法を決定します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

新たな維持管理手法の決定時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 - －

平成２６年度
情報収集と様々な

手法の検討

現状・問題点・必要性
　ことばの教室に設置している難聴の程度を測定するオージオメータは、機器が古いこともあ
り、保守点検費用がかさんでいます。

実施内容
　保守点検費用を削減するため、保守点検のあり方に関し、オージオメーターの使用実態調査
を行い、新たな維持管理手法を決定します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 小学校の特別支援学級の運営経費削減 担当課 教育総務部教育総務課

第２次実施計画事業名 小学校の特別支援学級の運営 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 行政拠点地区駐車場有料化 担当課 企画部企画経営課

第２次実施計画事業名 受益者負担の適正化事務 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性

　既に有料の市営駐車場がある一方で、現在無料となっている公共施設の駐車場では、目的外
の不正利用が見受けられます。また、限られた敷地の有効活用と受益者負担の公平性を図るた
め、市役所周辺の公共施設の駐車場を一体的かつ効率的に利用する必要があります。さらに付
随する効果として、来庁者の公共交通機関利用促進が期待できます。

実施内容
　駐車場の運営方法の見直しによるコストダウンの検討をするとともに、総合体育館駐車場、
市民文化会館駐車場の暫定有料化及び市営駐車場との一体利用を実施します。また、暫定有料
化を踏まえて、新庁舎供用開始時における行政拠点地区全体の有料化を検討・実施します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 駐車場有料化実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 暫定有料化実施
総合体育館駐車場及び市民文化会館駐車場の暫定有料化及び市営駐車場との一体利用を検
討・実施します。

平成２６年度
行政拠点地区全体
の有料化実施の

検討
行政拠点地区全体の有料化実施に向けた検討をします。

平成２７年度
行政拠点地区全体

有料化実施
新庁舎供用開始時における行政拠点地区全体の有料化を検討・実施します。（平成２７年
１月実施目標）

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 暫定有料化実施
行政拠点地区全体の

有料化実施の検討

行政拠点地区全体

有料化実施 -

年度ごとの実績値 基本的な考え方の策定
行政拠点地区全体の

有料化実施の検討 -

取組に対する評価 B Ａ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　新庁舎供用開始時に行政拠点地区駐車場の有料化及び民間活用による一体的な管理運営を行うという

考え方について、有識者アドバイザーを交えた庁内検討とパブリックコメントを経て取りまとめを行い

ました。

【評価の理由】

　目標を達成するために必要な検討を行った結果、市民文化会館・総合体育館ともに平日の駐車場利用

率が高いことから暫定有料化は実施しないこととし、行政拠点地区全体の有料化については、パブリッ

クコメントを実施し、市民の皆様のご意見を踏まえ、行政拠点地区駐車場を一体的に管理運営すると

いった一定の方向性を決定したことから、B評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、各施設所管課と連携を図りながら、条例整備を進めるとともに、平成２７年度の指定管理

者公募、選定に向けた準備を進めます。

平成２６年度

【実施状況】

　前年度にとりまとめた「行政拠点地区駐車場のあり方に関する基本的な考え方」に基づき、駐車場事

業者へのヒアリングや関係課との連携を図り、茅ヶ崎市駐車場条例及び同施行規則の改正を行いまし

た。

【評価の理由】

　利用者の利便性が向上することも念頭に、駐車場事業者へのヒアリングなどを行いつつ、計画どおり

年度内に例規整備を進めることができたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　指定管理者の選定に係る事務を進めるとともに、平成28年1月の新庁舎供用開始と同時に有料化を

実施します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

５ 受益者負担の適正化 
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標等を見直し、新たな重点目標等を設定しました。

行革重点推進事業名 公共施設使用料の見直し 担当課 企画部企画経営課

第２次実施計画事業名 受益者負担の適正化事務 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性

　従来、公共施設を利用する際の料金は低いことが良しとされてきました。しかし、施設を利用しない市民に
とっては、不公平感があります。また、建設当時と異なり、市の財政が限られている中では、よりコストを意
識した運営が求められています。そのため、現状を把握、分析し、検討するための基礎資料と、使用料のあり
方について、市の考え方を示すことが必要となっています。

実施内容
　公共施設白書をわかりやすい形で活用し、利用者に「受益者負担」という考え方について、理解を求めま
す。また、これからの使用料のあり方を示すために、「（仮称）使用料のあり方に関する基本方針」を策定
し、白書や基本方針により、優先して使用料を見直すべき施設の見通しを立て、実施します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 使用料の算定基準の策定時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
公共施設利用料の

検証

公共施設白書の内容をわかりやすく利用者に伝えるとともに、（仮称）使用料のあり方に
関する基本方針を策定します。

平成２６年度
公共施設利用料

見直しの検討

基本方針に基づいた新たな使用料金の見直しを検討するとともに、優先順位の高い施設よ
り、順次実施に向けた準備をします。

平成２７年度
使用料算定基準の

策定

基本方針に基づいた新たな使用料の算定基準を策定するとともに、公共施設白書を作成し、わか

りやすく公表します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
公共施設利用料の

検証

公共施設利用料

見直しの検討

使用料算定基準の

策定
-

年度ごとの実績値 白書と方針の公表
公共施設満足度調査

の実施 -

取組に対する評価 A Ｂ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　施設所管課の協力を得ながら、12月に公共施設白書を発行するとともに見直しのロードマップとな

る「『公の施設の運営及び使用料等の見直し基準』の策定に向けた方針」を策定しました。

【評価の理由】

　読み手である市民を意識し、分かりやすさを第一に考えた白書の作成ができたこと、使用料だけでな

く、運営も含めた見直しの方針を策定できたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　白書や方針に基づき、有識者アドバイザーを交え、「公の施設の運営及び使用料等の見直し基準」策

定に向けた検討を行います。

平成２６年度

【実施状況】

　施設所管課による会議及び行政改革推進委員会での意見を踏まえ、当初想定していた検討スケジュー

ルや進め方の見直しを行いました。

　見直しを踏まえ、取り組みの第一歩として、対象施設を絞り込んだ上で市民及び施設利用者を対象と

した公共施設満足度調査を実施しました。

【評価の理由】

　当初の想定からスケジュールや進め方を見直すこととなりましたが、無作為抽出の市民及び施設利用

者を対象とした公共施設満足度調査を実施するなど、一定の成果があったことから、Ｂ評価としまし

た。

【今後の取組】

　公共施設満足度調査の結果を踏まえ、庁内関係課、施設利用者及び関係団体等へ受益者負担の考え方

に関する理解を求めるとともに、使用料の算定基準等についての検討を進めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　関係課かいと協議を行い、「行政拠点地区駐車場のあり方に関する基本的な考え方」を策定しまし

た。

【評価の理由】

　3施設の駐車場有料化に向けた基本方針の策定という年度ごとの目標値を達成したことから、Ａ評価
としました。

【今後の取組】
　「行政拠点地区駐車場のあり方に関する基本的な考え方」を基に、新庁舎供用開始に合わせた有料化

実施に向けて関係課かいとの調整を行います。

平成２６年度

【実施状況】
　駐車場管理条例改正の手続きを踏まえ、平成27年度に実施予定である指定管理者の公募に向け、協

議を行いました。

【評価の理由】

　基本方針に基づく有料化の推進のため、予定通り27年度におこなう指定管理者の公募に向けた調整
を行ったことから、A評価としました。

【今後の取組】
　引き続き、駐車場有料化に向け協議を行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

基本方針に基づく
有料化の推進 -

取組に対する評価 A A

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 基本方針決定
基本方針に基づく

有料化の推進
行政拠点地区駐車場の

有料化の実施 -

年度ごとの実績値 基本方針決定

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

基本方針に基づき、具体的な事項を検討します。

平成２７年度
行政拠点地区駐車場

の有料化の実施
新庁舎供用開始に合わせて駐車場有料化を実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

市役所駐車場の有料化実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 基本方針決定
３施設（市庁舎、市民文化会館、総合体育館）の駐車場有料化に向け、関係課・指定管理
者等による協議を行い、基本方針を決定します。

平成２６年度
基本方針に基づく

有料化の推進

現状・問題点・必要性
　市役所駐車場は利用者が多く、満車状態になると入庫待ち車両の列により、周辺の道路が渋
滞することがあります。

実施内容

　市営駐車場との整合を踏まえ、茅ヶ崎駅から近く周辺の交通アクセスが比較的良好な３施設
の駐車場の有料化を実施することで、駐車場利用の適正化を図るとともに、公共交通の利用を
促進し、駅周辺の交通渋滞の解消を目指します。また、徴収する料金を市庁舎維持管理のため
の財源とすることを目指します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 市役所駐車場の有料化 担当課 財務部用地管財課

第２次実施計画事業名 市役所駐車場の有料化 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 茅ヶ崎市民文化会館駐車場有料化事業 担当課 文化生涯学習部文化生涯学習課

第２次実施計画事業名 茅ヶ崎市民文化会館駐車場有料化事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　平成２５年度に着工される予定の市役所新庁舎建設工事に伴い、現在の駐車場が使用できなくなるため、来
庁者用の駐車場が不足することになります。これにより、来庁者が周辺公共施設（市民文化会館、総合体育
館、市営茅ヶ崎駐車場）を利用することが考えられます。
　また、周辺公共施設は、そこを目的地とする車来場者の駐車もあるため、複数の周辺公共施設駐車場を一体
的かつ効率的に運用する必要があります。

実施内容

　市庁舎駐車場の閉鎖に伴う、目的外駐車の排除を主目的とした暫定有料化の実施や「駐車場運用形態」のス
キーム・リスク負担、「個別運営管理」と「事業者による一括運営管理」等の比較、適正な受益と負担に基づ
く料金設定等を検討し、広報媒体を積極的に活用した利用者へ十分な周知を行い受益者負担の適正化を目指し
ます。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 駐車場有料化実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 暫定有料化の実施
上半期に暫定有料化に向けての市民への公告、業者との契約締結を行います。また、下半
期には暫定有料化開始、行政拠点地区有料化に向けての基本方針を決定します。

平成２６年度
行政拠点地区駐車場

有料化の事業

スキームの決定

行政拠点地区駐車場の有料化に向けた事業スキーム及び適正な受益と負担に基づく料金設
定等の検討を行います。

平成２７年度
行政拠点地区駐車場

有料化の実施
駐車場有料化を実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 暫定有料化の実施

行政拠点地区駐車場

有料化の事業

スキームの決定

行政拠点地区駐車場

有料化の実施 -

年度ごとの実績値 未実施
事業スキームの

決定
-

取組に対する評価 B Ａ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　茅ヶ崎市民文化会館駐車場の暫定有料化は、市役所来庁者の駐車を茅ヶ崎駐車場にて受け入れること

となったため、実施しませんでした。

【評価の理由】

　暫定有料化には至りませんでしたが、平成28年1月の駐車場有料化に向けて、基本方針の策定や市

関係課、指定管理者と綿密な協議を行ったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　28年1月の市役所周辺駐車場の一体管理及び有料化実施に向け、市関係課や指定管理者と十分な検

討を行い、予算措置や利用者への周知など、必要な対応を行います。

平成２６年度

【実施状況】

　行政拠点地区駐車場のあり方に関する基本的な考え方がまとまり、平成27年度の新庁舎オープンと

同時に市民文化会館の駐車場についても有料化が実施されることとなり、他の行政拠点地区駐車場と合

わせ指定管理者による一体的な管理を行うこととなりました。

【評価の理由】

　行政拠点地区駐車場のあり方に関する基本的な考え方がまとまり、有料化に向け各課及び文化会館の

指定管理者である外郭団体と調整を行ったことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、28年1月の市役所周辺駐車場の一体管理及び有料化実施に向け、市関係課や文化会館の

指定管理者である外郭団体と十分な検討を行い、予算措置や利用者への周知など、必要な対応を行いま

す。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 茅ヶ崎市総合体育館駐車場有料化事業 担当課 文化生涯学習部スポーツ健康課

第２次実施計画事業名 茅ヶ崎市総合体育館駐車場有料化事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　平成２５年度に着工される予定の市役所新庁舎建設工事に伴い、現在の駐車場が使用できなくなるため、市
営茅ヶ崎駐車場を利用することになりました。
　平成２８年１月の新庁舎移転に伴い、受益者負担の観点から、周辺公共施設（市役所、市民文化会館、総合
体育館、茅ヶ崎駐車場）の駐車場を有料化し、一体的かつ効率的に運用する必要があります。

実施内容

　市庁舎駐車場の閉鎖に伴う、目的外駐車の排除を主目的とした暫定有料化の実施は見送りとなりましたが、
「駐車場運用形態」のスキーム・リスク負担、「個別運営管理」と「事業者による一括運営管理」等の比較、
適正な受益と負担に基づく料金設定等を検討し、広報媒体を積極的に活用した利用者へ十分な周知を行い受益
者負担の適正化を目指します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 駐車場有料化の実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 暫定有料化の実施
上半期に暫定有料化に向けての市民への公告、業者との契約締結を行います。また、下半
期には暫定有料化開始、行政拠点地区有料化に向けての基本方針を決定します。

平成２６年度
行政拠点地区駐車場

有料化の事業スキー

ムの決定

行政拠点地区駐車場の有料化に向けた事業スキーム及び適正な受益と負担に基づく料金設
定等の検討を行います。

平成２７年度
行政拠点地区駐車場

有料化の実施
駐車場有料化を実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 暫定有料化の実施

行政拠点地区駐車場

有料化の事業スキー

ムの決定

行政拠点地区駐車場

有料化の実施 -

年度ごとの実績値 未実施
事業スキームの

決定
-

取組に対する評価 B A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　総合体育館地下駐車場の暫定有料化は、市役所来庁者の駐車を茅ヶ崎駐車場にて受け入れることに

なったため、実施しませんでした。

【評価の理由】

　暫定有料化には至りませんでしたが、平成28年1月の駐車場有料化に向けて、基本方針の策定や市

関係課、指定管理者と綿密な協議を行ったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　28年1月の市役所周辺駐車場の一体管理及び有料化実施に向け、市関係課や指定管理者と十分な検

討を行い、予算措置や利用者への周知など、必要な対応を行います。

平成２６年度

【実施状況】

　行政拠点地区駐車場のあり方に関する基本的な考え方がまとまり、平成27年度の新庁舎オープンと

同時に市民文化会館の駐車場についても有料化が実施されることとなり、他の行政拠点地区駐車場と合
わせ指定管理者による一体的な管理を行うこととなりました。

【評価の理由】

　行政拠点地区駐車場のあり方に関する基本的な考え方がまとまり、有料化に向け各課及び体育館の指

定管理者である外郭団体と調整を行ったことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、28年1月の市役所周辺駐車場の一体管理及び有料化実施に向け、市関係課や文化会館の

指定管理者である外郭団体と十分な検討を行い、予算措置や利用者への周知など、必要な対応を行いま

す。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 大型ごみ収集手数料の見直し 担当課 環境部資源循環課

第２次実施計画事業名 大型ごみ証紙に関する事務 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　一般家庭から臨時に排出されるごみのうち、５０㎝を超えるものを大型ごみ、指定品目で１
ｍを超え２ｍ未満のもの特定大型ごみ、指定品目で収集運搬に危険性を伴うものを特定粗大ご
みとして、５００円又は１，０００円の手数料を徴収して個別に収集を行っています。

実施内容
　平成２０年度に改定した大型ごみ処理手数料について、処理件数や、燃料費等の諸経費の高
騰を考慮し、引き続き適正な料金体系を確保します。また、処理手数料における今後の改定の
必要性について調査、検討します。

重点目標

数値等 単位 定義

23,500 千円 大型ごみ処理手数料収入/年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 23,500千円 必要に応じて、大型ごみ処理手数料の改定の必要性について調査、検討を行います。

平成２６年度 23,500千円 必要に応じて、大型ごみ処理手数料の改定の必要性について調査、検討を行います。

平成２７年度 23,500千円 必要に応じて、大型ごみ処理手数料の改定の必要性について調査、検討を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 23,500,000 23,500,000 23,500,000 70,500,000

実績効果額（円） 21,909,000 23,764,000 45,673,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 23,500千円 23,500千円 23,500千円 70,500千円

年度ごとの実績値 21,909千円 23,764千円 45,673千円

取組に対する評価 B A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　ごみ証紙の取り扱い店舗は昨年度と比較して店舗廃止等により108店舗から103店舗に減少しまし

たが、引き続き継続して取り扱っていただけるように取り扱い店舗と連携を図りました。

【評価の理由】

　大型ごみ処理手数料収入は平成24年度の23,355,000円と比較して1,446,000円減少し目標値に
達成しなかったものの、引き続き適正な料金体系を確保し処理手数料を徴収することができたことか
ら、Ｂ評価としました。

【今後の取組】
　今後は、処理件数や燃料費等の諸経費の高騰を考慮した適正な料金体系の改正の調査や検討を行って

いきます。

平成２６年度

【実施状況】

　ごみ証紙の取扱店舗数は昨年度と同様でしたが、新規出店店舗に対して働きかけることで新たな証紙
販売店を確保することができました。

【評価の理由】
　大型ごみ処理手数料収入は、平成25年度と比較して1,855,000円増加し、目標値を達成することが

できたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　今後は、処理件数や燃料費等の諸経費の高騰を考慮した適正な料金体系の改正の調査や検討を行って
いきます。また、利便性向上のため取扱店舗数の拡大に引き続き取り組みます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 家庭ごみ有料化導入の検討 担当課 環境部資源循環課

第２次実施計画事業名 茅ヶ崎市一般廃棄物処理計画の推進事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　限りある資源の有効利用のため、ごみの発生・排出の抑制と資源化を推進し、資源循環型社
会の形成を構築する必要があり、ごみ処理の有料化は、排出量に応じた費用負担の公平性の確
保及び市民のごみに対する意識改革や排出抑制・再生利用の推進の効果が見込めるため、検討
する必要があります。また、ごみ処理有料化の導入の際には市民サービスや不適正排出防止の
観点から戸別収集の実施も併せて検討する必要があります。

実施内容

　一般廃棄物処理基本計画に基づき、ごみ減量化施策の進捗状況を検証し、新たな資源化品目
導入に伴う焼却ごみの減量化を的確に把握・推計するとともに、費用負担の公平性の確保及び
市民サービスの向上、不適正排出防止の観点からごみ処理の有料化・戸別収集の導入の検討を
行います。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 導入可否の決定時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
調査研究及び課題

の整理
ごみ処理有料化・戸別収集に係る先進事例の調査研究に基づき、その結果について課題の
整理等を行います。

平成２６年度
協議と事業手法の

検討
市民との意見交換を十分行い、前年度に実施した課題の整理等に基づき、ごみ処理有料
化・戸別収集の手法や事業導入の検討を行います。

平成２７年度 導入可否の決定
前年度に引き続き、市民との意見交換を十分行い、ごみ処理有料化・戸別収集の手法や事
業導入の検討を行い、導入可否を決定します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
調査研究及び課題の

整理

協議と事業手法の

検討
導入可否の決定 -

年度ごとの実績値 先進事例の調査研究
アンケートの実施及び

会計基準導入の検討 -

取組に対する評価 B Ｂ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　ごみ処理有料化・戸別収集の実施に向けた調査研究として、有料化導入自治体にごみ処理に関するシ

ステムを提供している事業者から、先進事例について情報提供いただきました。また、他市の収集方法

等の研究を行ったほか、環境省が実施した一般廃棄物会計基準、一般廃棄物処理有料化の手引きなどに

関するガイドラインの説明会に参加し、先進事例などについての研究を行いました。

【評価の理由】

　先進事例などの調査研究を行いましたが、併用施策例としての戸別収集など、具体的な課題の整理に

ついては、引き続き検討をしなければいけない状況であることから、B評価としました。

【今後の取組】

　一般廃棄物会計基準またはこれに類するような形で、ごみ処理に関する費用を体系的に捉えられるよ

う、検討していきます。

平成２６年度

【実施状況】

　湘南東ブロックごみ処理広域化調整会議（茅ヶ崎・藤沢・寒川）の中で、2市1町同じ基準での廃棄

物会計の導入について検討しました。また、文教大学と連携し、環境指導員会議の中で家庭ごみの有料

化や戸別収集についてアンケートを実施しました。

【評価の理由】

　一般廃棄物会計導入に向けた検討を行い、具体的な課題について意見交換を実施しました。課題につ

いて引き続き検討をしなければいけない状況であることから、B評価としました。

【今後の取組】

　文教大学と連携した家庭ごみ有料化や戸別収集についてのアンケートを分析し、研究していきます。

　また、引き続き、一般廃棄物会計基準またはこれに類するような形で、ごみ処理に関する費用を体系

的に捉えられるよう、検討していきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 飼育動物処理に係る手数料の見直し 担当課 環境部環境事業センター

第２次実施計画事業名 動物死体の収集運搬処理事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　現在、飼育動物の処理に係る手数料の一部を飼い主負担としていますが、受益者負担の公平
性・公正性を確保していくために、一般財源により賄っている飼育動物（ペット）の回収処理
について、受益と負担のあり方の見直しを検討します。

実施内容
　受益者負担の適正化を図り、事業自主財源の確保に向けた手数料の見直しといった取り組み
を実施します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 新手数料の導入時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 内部検討 近隣市における状況調査の実施や、内部検討会により、計画（案）を策定します。

平成２６年度 導入準備
計画（案）に基づき、委託先業者等との協議したの後、条例の整備、庁議等を経て、市民
へ周知をします。

平成２７年度 新手数料の導入 新手数料を導入します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - 756,000 756,000

実績効果額（円） - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 内部検討 導入準備 新手数料の導入 -

年度ごとの実績値 内部検討 内部検討 -

取組に対する評価 B B

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　年度当初に内部検討会を設置し、県内自治体における状況調査を実施し、自主財源の確保に向けた手

数料の見直しに係る計画（案）の策定に向けて検討を重ねてきました。

【評価の理由】

　計画（案）策定に向けて取り組んできましたが、消費税率の改定の動向を見据えることから策定に至
らなかったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】
　計画（案）を早期に策定し、平成27年度の新手数料の導入に向けた取り組みを進めます。

平成２６年度

【実施状況】

　消費税増税に伴い平成26年10月に全庁的な手数料の引き上げに合わせ、動物死体処理手数料につい
ても消費税増税分の値上げを実施しました。なお、手数料の見直しについては実施時期を含めて引き続
き検討することとしました。

【評価の理由】

　計画（案）策定に向けて取り組んできましたが、消費税増税分の上乗せを考慮し、策定に至らなかっ
たことから、B評価としました。

【今後の取組】
　計画（案）を早期に策定し、新手数料の導入に向けた取り組みを進めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 リサイクル展示品の有償化 担当課 環境部環境事業センター

第２次実施計画事業名 リサイクル展示室の運営事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性

　現在、大型ごみとして収集した家具類などの中から再利用可能な品を修復し、月毎に市民に
抽選により無償提供していますが、受益者負担適正化の観点により有償化に向けた検討を実施
します。また、寒川町の不燃ごみ受け入れに伴い、利用の促進及び経費削減を目的とし、リサ
イクル品展示室の寒川町との共同運営を検討します。

実施内容
　市民に無償で提供してきた家具類等を有償提供することと、共同運営によるコスト分担を実
施することで、リサイクル品展示室の施設運営経費の自主財源を確保します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 展示品の有料化導入時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 導入調査
近隣市における状況調査等を実施した上で内部検討会を発足させ、有償に向けた報告書
（案）を策定します。また、有償に向けた利用者アンケートを実施し、結果を分析しま
す。

平成２６年度 導入準備
報告書（案）に基づき、有償化に向けた事業計画（案）を庁議等を経て決定し、導入に向
けて条例等の整備及び市民に対する周知活動に取り組みます。

平成２７年度 有料化の導入 有償化を導入します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - 660,000 660,000

実績効果額（円） - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 導入調査 導入準備 有料化の導入 -

年度ごとの実績値 導入調査 手法検討 -

取組に対する評価 B B

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　年度当初に内部検討会を設置し、県内６市の調査を行うとともに、調査結果に基づく有償に向けた報

告書の素案を策定しました。

【評価の理由】

　近隣市等の調査は行ったものの、利用者アンケートの実施に至らず、アンケートの分析結果等を反映
した報告書となっていないことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】
　利用者アンケートを早期に実施するとともに、報告書（案）を策定し、平成２７年度の有償化の導入
に向けた取り組みを進めます。

平成２６年度

【実施状況】

　リサイクル品展示室利用者へ有償化へのアンケート調査を実施するとともに、寒川町との広域連携の
先進事例調査として、東京都調布市（三鷹市との共同運営）へ視察を行い、報告書を作成しました。

【評価の理由】
　報告書の作成は実施したものの、リサイクル品展示室の寒川町との共同運営という検討事項が新たに
発生し、調整が必要になったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　寒川町との共同運営を視野に入れ、両市町担当課との協議を行い、平成28年度から共同運営及びリ

サイクル品の有償提供も同時に実施するよう取り組みを進めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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５－（１０） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名
ごみの受入方法及び一般廃棄物処理手数料の
見直し

担当課 環境部環境事業センター

第２次実施計画事業名 広域処理に伴うごみの搬入業務 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　引越等で大量のごみが発生した場合、市民、町民及び事業者は直接、環境事業センターに搬入できることに
なっているが、近隣市では別々の場所で受入している可燃性ごみと不燃性ごみをまとめて搬入できることやご
み処理手数料が周辺との差があることなどから、搬入件数が年々増加しています。平成２７年度から寒川町の
不燃性ごみの受入計画があることから更なる増加が予想され、周辺の交通への影響や場内での安全確保に影響
が生じないよう受入方法や手数料など総合的に見直す必要があります。

実施内容
　周辺自治体の受入方法及び料金体系の調査を行い、寒川町のごみ手数料との整合性も考慮
し、適正な受入方法及び料金体系の設定を確立します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 新料金体系の確立時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 料金改定案の策定 受入方法及び料金改定案の策定ならびに寒川町との調整を行います。

平成２６年度 条例改正 条例の改正ならびに市民及び事業者へ周知します。

平成２７年度 新料金体系の決定 新しい受入体制をスタートさせ、事業の振り返りによる見直し等の検討を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 料金改定案の策定 条例改正 新料金体系の決定 -

年度ごとの実績値 内部協議の実施 内部協議 -

取組に対する評価 B B

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　平成25年8月に内部検討委員会を設置し、受入方法及び料金改定案の策定に向けた検討を重ねてき
ました。また、寒川町との調整については、主に27年度の寒川町の不燃ごみ受入に向けた協議を行い

ました。

【評価の理由】

　料金改定案の策定には着手しましたが、26年4月及び27年10月における消費税率の引き上げに伴
う対応を視野に入れ、県内自治体等の動向を踏まえた計画（案）を策定することとしたため、結果的に
策定にいたらなかったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】
　引き続き、受入方法及び料金改定案については、県内各市の消費税への対応等の動向調査等を行い、

受益負担割合の適正化、ごみ排出量削減誘導の観点など観点か手数料改正に向けて継続的に取り組んで
まいります。

平成２６年度

【実施状況】
　ごみ手数料については、今後見込まれる10％への消費税増税とも合わせ見直しを図ることとして引

き続き見直しに向け検討を行いました。

【評価の理由】

　改定案の策定に向け検討を行いましたが、消費税増税の動向もあり策定にいたらなかったことから、
B評価としました。

【今後の取組】

　手数料改定案の策定、寒川町との協議等を早期に行い、新たな手数料体系実施に向けて取り組みま
す。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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５－（１１） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名
診療報酬明細書の再審査による国民健康保険
財政健全化の推進

担当課 保健福祉部保険年金課

第２次実施計画事業名 レセプトの再審査事務 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性
　医療の高度化及び加入者の高齢化により、保険給付費が伸び続けており、国民健康保険財政
は逼迫しています。さらに徹底した療養の給付費等の適正な支払いが必要となっています。

実施内容
　医療費の適正化を図るため、レセプトの内容点検及び再審査処理等を行います。また、国民
健康保険の資格を持たない者が医療機関等を受診した場合等の不正・不当利得に該当するレセ
プトを検出し、該当者に対して支払い請求を行います。

重点目標

数値等 単位 定義

360,000 千円
診療報酬明細書の点検による効果額
（平成２５年度から２７年度までの累計）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 130,000千円
レセプトの内容点検、再審査処理等を実施するとともに資格点検による不正・不当利得の
検出及び請求を行います。

平成２６年度 120,000千円
レセプトの内容点検、再審査処理等を実施するとともに資格点検による不正・不当利得の
検出及び請求を行います。

平成２７年度 110,000千円
レセプトの内容点検、再審査処理等を実施するとともに資格点検による不正・不当利得の
検出及び請求を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 130,000,000 120,000,000 110,000,000 360,000,000

実績効果額（円） 138,460,350 154,213,421 292,673,771

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 130,000千円 120,000千円 110,000千円 360,000千円

年度ごとの実績値 138,460千円 154,213千円 -

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　レセプト点検専門の非常勤嘱託職員による内容点検と外部委託による縦覧点検を行い、不適切な給付
の削減と、医療費の適正化を図るとともに非常勤嘱託職員の資質向上を目的として、最新の審査事例な
どの研修会へ積極的に参加しました。また、不正・不当利得該当のレセプトについても適切に対応でき

ました。

【評価の理由】

　給付の適正化のため、神奈川県国民健康保険団体連合会から送られてくる診療報酬明細書（レセプ
ト）の全件点検を行い、その結果として目標値を達成し、医療費の適正化を図ることができたことか
ら、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　今後は、神奈川県国民健康保険団体連合会の審査の精度が高まり、また医療機関の請求内容が適正化
されることで審査請求するべき対象が減少し、目標値の達成が困難になることも考えられますが、レセ

プト点検職員の資質向上に努め、最新の審査事例等にも対応できる体制を整えて、より一層医療費の適
正化を図ります。

平成２６年度

【実施状況】
　引き続き、非常勤嘱託職員によるレセプトの内容点検及び外部委託による縦覧点検を行い、不適切な
給付の削減と、医療費の適正化を図りました。また、不当・不正利得該当のレセプトについても適切に

対応できました。

【評価の理由】

　給付の適正化のため、神奈川県国民健康保険団体連合会から送られてくる診療報酬明細書（レセプ
ト）の全件点検を行い、その結果として目標値を達成し、医療費の適正化を図ることができたことか
ら、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　引き続き、レセプト点検職員の資質向上に努め、最新の審査事例等にも対応できる体制を整えて、よ
り一層医療費の適正化を図ります。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取り組み】



 

  
144 

 

  

茅ヶ崎市経営改善方針進捗状況報告書 

 

 

６－（１） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 市政情報コーナーの管理運営 担当課 総務部行政総務課

第２次実施計画事業名 市政情報コーナー事務 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　公正で開かれた市政を推進していくためには、市政に関する重要かつ基本的な情報につい
て、積極的に公表又は提供し、市と市民が情報の共有化を図ることを目的とします。

実施内容
　各都市の情報コーナーについて調査・研究を実施し、本市の現状を検証するとともに、先進
都市の市政情報コーナーでの取組事例を参考に、新庁舎建設に合わせて市政情報コーナーの更
なる充実を図り、市民等への一層の情報提供の推進に努めます。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度
新庁舎建設に合わせた市政情報コーナーの充実に取り組む
時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 調査・研究
先進都市の調査・研究、状況確認、検証等を行います。また、各種行政情報の提供、貸出
し及び有償刊行物の販売を行います。

平成２６年度
市政情報コーナー

の充実
市政情報コーナーの充実、各種行政情報の提供、貸出し及び有償刊行物の販売を行いま
す。

平成２７年度
新庁舎建設に合わせ

た市政情報コーナー

の充実

新庁舎建設に合わせた市政情報コーナーの充実、各種行政情報の提供、貸出し及び有償刊
行物の販売を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 調査・研究
市政情報コーナー

の充実

新庁舎建設に合わせた

市政情報コーナーの

充実
-

年度ごとの実績値 調査・研究の実施
市政情報コーナーの

充実 -

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　新庁舎における新しい市政情報コーナーの運営を見据え、行政資料の見出しを色分けし、利用者が検

索しやすいものへと変更しました。また、引き続き、先進１１都市の調査・研究を行いました。

【評価の理由】

　先進都市の調査・研究を着実に実施し、新たな先進的な取り組みなどを行ったことから、A評価とし

ました。

【今後の取組】

　引き続き、新庁舎における新しい市政情報コーナーの充実に向けて、調査・研究などを実施します。

平成２６年度

【実施状況】

　前年度に引き続き、先進５都市の調査・研究を行い、各都市の手法を取り入れました。

　また、利用者が容易に資料を検索できるような改善を行うとともに、市民が利用し易いコーナー作り

のための工夫も行いました。

　

【評価の理由】

　先進都市の調査・研究の結果を反映し、市政情報コーナーの充実を図ることができたことから、A評

価としました。

【今後の取組】

　新庁舎における新しい市政情報コーナーの運営を見据えて、管理・運営及びレイアウトの検討を行っ

ていきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

６ 市役所の変革 
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 市民参加推進・啓発事業 担当課 総務部市民自治推進課

第２次実施計画事業名 市民参加推進・啓発事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　市民参加推進のため、パブリックコメントの実施や審議会委員の公募など、市民参加の環境
整備・情報提供の推進に取り組んできましたが、応募する市民の減少・固定化といった傾向が
みられます。

実施内容

　多くの市民の多様な意見を市政に反映させるために、パブリックコメントを実施し、行政に
関する情報を提供するとともに、市民及び職員の意識啓発に必要な研修等を実施します。ま
た、より多くの市民の意見を市政に反映することができるよう、無作為抽出の市民による市民
討議会を実施します。

重点目標

数値等 単位 定義

40 人
年度中に実施されるパブリックコメントへの平均回答者数
（平成２７年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 ３０人
多くの市民が市政に参加できるよう行政に関する情報を提供するとともに、市民及び職員
の意識啓発に必要な研修等を実施します。

平成２６年度 ３５人
多くの市民が市政に参加できるよう行政に関する情報を提供するとともに、市民及び職員
の意識啓発に必要な研修等を実施します。

平成２７年度 ４０人
多くの市民が市政に参加できるよう行政に関する情報を提供するとともに、市民及び職員
の意識啓発に必要な研修等を実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

35人

12.5人

B

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 30人 40人 105人

年度ごとの実績値 12.7人 25.2人

取組に対する評価 B

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　9月議会で市民参加条例が議決され、職員説明会、記念講演会を実施しました。また、市民討議会を
「住民投票」、「茅産茅消」をテーマに2回実施しました。

【評価の理由】
　前年比人数が11.3人から12.7人、件数は41.1件から55.1件と微増し、目標値には届かなかったも

のの一定の効果が出ていることから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　平成26年4月1日に市民参加条例が施行され、市民参加しやすい環境の整備に努めるとともに、市政
に関する情報を積極的に市民に提供し、自由な意思に基づく市民参加を進めていきます。また、市民参
加のための多様な方法（市民討議会）の位置づけを明確化します。

平成２６年度

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

【実施状況】
　パブリックコメントを含め、様々な手法での市民参加を推進し、取組結果を公表するとともに、職員

研修を実施し、庁内における市民参加意識の向上に努めました。
　また、「豊かな長寿社会」をテーマとした市民討議会を実施したほか、「新しい公共」をテーマとし
た「ワークショップ」を実施しました。市民討議会については、平成21年度からの取り組みを総括

し、報告書を作成しました。

【評価の理由】

　案件毎のパブリックコメント提案者数については、25年度の12.7人と比較し、0.2人の減少となり
ました。意見数については、25年度が55件であるのに対し、26年度は39件と減少しましたが、パブ
リックコメントの実施回数は、25年度の11回から、28回と大幅に増加しました。

　市民参加条例の施行により、政策提案手続等の新たな取組みによる成果が出ていることから、B評価
としました。

【今後の取組】
　昨年度に引き続き、市民参加しやすい環境の整備に努め、多くの市民が市政に参加する機会の充実を
図ります。
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 市民意識調査の実施 担当課 企画部企画経営課

第２次実施計画事業名 市民意識調査等に関する事務 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　アンケート調査等を実施し、今後の市政運営や政策・施策の推進のための基礎資料とするた
めに、市民の市政に対する意識・ニーズ・満足度等の把握を行う必要があります。

実施内容

　市政アンケート調査（２０歳以上の市民３千人を対象）・市政モニターアンケート（市政モ
ニター登録者を対象）・茅ヶ崎市のまちづくり市民満足度調査（１６歳以上の市民３千人を対
象）等を実施し、今後の市政運営や政策・施策推進のための基礎資料とするために、市民の市
政に対する意識・ニーズ・満足度等を把握します。

重点目標

数値等 単位 定義

5 回 市民意識調査等の実施回数／年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
市政アンケート：１回

市政モニターアンケート：

４回

市政アンケート調査を年１回実施します。また、市政モニターアンケート調査を年４回実
施するとともに、市政モニターの募集を各種広報媒体を活用して積極的に行います。

平成２６年度
市民満足度調査：１回

市政モニターアンケート：

４回

茅ヶ崎市のまちづくり市民満足度調査を年１回実施します。また、市政モニターアンケー
ト調査を年４回実施するとともに、市政モニターの募集を各種広報媒体を活用して積極的
に行います。

平成２７年度
市政アンケート：１回

市政モニターアンケート：

４回

市政アンケート調査を年１回実施します。また、市政モニターアンケート調査を年４回実
施するとともに、市政モニターの募集を各種広報媒体を活用して積極的に行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
市政アンケート：1回

市政モニターアンケート：4回

市民満足度調査：1回

市政モニターアンケート：4回

市政アンケート：1回

市政モニターアンケート：4回 -

年度ごとの実績値
市政アンケート：1回

市政モニターアンケート：3回

市民満足度調査：1回

市政モニターアンケート：0回 -

取組に対する評価 B B

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　今後の市政運営や政策・施策の推進のための基礎資料とするために、市政アンケートを7月に、市政

モニターアンケートを9月に2回、3月に１回実施しました。

【評価の理由】

　市政アンケートは目標回数どおり実施できたものの、市政モニターアンケートは目標回数にいたらな

かったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　市政アンケートの設問数は40問程度となっていますが、市民ニーズ定量的に把握する手法として想

定質問数を上回る設問の要望が各課からあり、相当数の設問の絞りこみを行われている状況であるた

め、各課の希望する設問の多くをアンケートに反映できるよう、各課の市政アンケートに対する要望を

取りまとめ、実施手法の最適化の検討を行います。

平成２６年度

【実施状況】

　茅ヶ崎市のまちづくり市民満足度調査を4月に実施しました。調査結果については、同年に実施した

政策・施策評価及び総合計画基本構想の中間見直しにおける基礎資料として活用しました。

【評価の理由】

　茅ヶ崎市のまちづくり市民満足度調査は予定通り実施し、政策・施策推進のために活用することがで

きましたが、市民アンケートについては、実施回数０回であったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　市政アンケート及び市民満足度調査については、総合計画の進捗管理を行うための基礎資料となるも

のであり、市民ニーズや満足度を効果的に捉えられるよう、設問を含めた実施手法の検討を行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 広報紙による効果的な行政情報の提供の方法 担当課 企画部秘書広報課

第２次実施計画事業名 広報ちがさき等発行事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性
　限られた紙面の中で、市政情報をはじめ、地域活動や市民活動など、行政からのわかりやす
い情報発信を行うとともに、点字や音声媒体による行政情報の発信が必要不可欠です。

実施内容
　「広報ちがさき」や「市政情報紙」などの広報紙を活用して地域活動や市民生活に直結した
制度、事業などにスポットをあてたタイムリーな紙面づくりを進め、市民との情報共有並びに
市外への情報発信に努めます。

重点目標

数値等 単位 定義

2 回 市政情報紙の発行回数/年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
わかりやすい広報

媒体の制作

広報紙や市政情報紙を活用してタイムリーな行政情報の提供を図るとともに、広報紙における広

告事業を積極的に展開し、経費負担の軽減を図ります。また、広報紙作成業務の一部委託の検討

を行います（メリット・デメリットの抽出及び近隣市、先進市の調査等）

平成２６年度
わかりやすい広報

媒体の制作

広報紙や市政情報紙を活用してタイムリーな行政情報の提供を図るとともに、広報紙における広

告事業を積極的に展開し、経費負担の軽減を図ります。

平成２７年度
わかりやすい広報

媒体の制作

市政アンケートや市民満足度調査を必要に応じて検討することで、購読率を調査し、市民との情

報共有を図ります。さらに、広報紙における広告事業を積極的に展開し、引き続き経費負担の軽

減を図ります。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
わかりやすい広報媒体

の制作

わかりやすい広報媒体

の制作

わかりやすい広報媒体

の制作 -

年度ごとの実績値 広報媒体の制作 広報媒体の制作 -

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　広報紙について、新たに防災や市民活動等の連載を開始するとともに、大規模店舗へ広報紙の配架

や、文教大学学生との意見交換を実施しました。市政情報紙については、タイムリーな内容を取り上げ

年2回発行しました。また、広報主任者の庁内会議を開催するなど、あらゆる機会を通じて、情報発信

の重要性について職員間の認識の共有に努めました。

【評価の理由】

　平成25年度神奈川県広報コンクール「広報部門 組み写真部門」で優秀賞を受賞したことや、新たな

連載の開始、広報紙の配架場所も増加させることができたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　写真やイラストを多く用いることで、誰もが見やすく、分かりやすい広報紙の作成を進めるととも
に、若者が訪れる店舗等への広報紙の配架を進めていきます。

平成２６年度

【実施状況】

　広報紙について、市民生活に直結する防災や市民活動等の連載を継続しました。また、姉妹都市協定

の締結に伴う広報ちがさき号外を発行するなど、よりタイムリーな情報提供を行いました。市政情報紙

については年2回発行しました。また、プロジェクトチームの会議や広報担当者が講師となり市民へ向

けた広報紙の作り方や情報発信の重要性についての講義を行いました。

【評価の理由】

　平成26年度神奈川県広報コンクール「広報部門一枚写真部門」で優秀賞を受賞したことや、姉妹都

市協定の締結に合わせ、よりタイムリーな情報を迅速にかつ正確に紙面に掲載できたこと、対職員のみ

ならず、対市民向けの講義のなかで、広報紙のあり方などについて意見交換を行い、よりニーズにあっ

た紙面づくりの参考とすることができたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　毎月1日号のカラー化に伴い、写真やイラストを多く用いることで、「魅力的」かつ「伝わる」広報

紙の作成を進めるとともに、広報主任者の位置づけを見直すことで広報パーソンの育成に繋がるような

体制づくりを進めていきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 FMラジオによる効果的な行政情報の提供の方法 担当課 企画部秘書広報課

第２次実施計画事業名 FM放送用市広報番組制作事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　聴取者から反響が少ないことや情報が届くエリアに限りがあるなどの課題がありますが、災
害時の情報発信媒体として必要不可欠です。

実施内容
　ＦＭラジオ放送を活用して、行政、地域、市民活動情報を効率的かつ効果的に発信すること
で、市民の視点に立ったわかりやすい内容でタイムリーな情報発信を行います。

重点目標

数値等 単位 定義

3,000 人
茅ヶ崎市広報施策に関するアンケート回答者数（平成２７
年度実施）（平成２４年度目標：３，０００人）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
わかりやすい広報

媒体の制作

ＦＭラジオ放送を通じて市民の視点に立ったわかりやすい内容でタイムリーな情報発信を行いま

す。

平成２６年度
わかりやすい広報

媒体の制作

ＦＭラジオ放送を通じて市民の視点に立ったわかりやすい内容でタイムリーな情報発信を行いま

す。また、インターネットでも視聴可能なサイマルラジオや災害時の情報発信のあり方について

引き続き調査研究を進めます。

平成２７年度
広報施策に関する

アンケート実施

ＦＭラジオ放送を通じて市民の視点に立ったわかりやすい内容でタイムリーな情報発信を行いま

す。また、災害時の迅速かつ的確な情報発信を目指すとともに、広報施策に関するアンケートを

実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
わかりやすい広報媒体

の制作

わかりやすい広報媒体

の制作

広報施策に関する

アンケート実施 -

年度ごとの実績値 広報媒体の制作
広報媒体の制作

リクエストの受付 -

取組に対する評価 A Ａ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　（株）湘南平塚コミュニティ放送及び藤沢エフエム放送（株）を活用し市民の視点に立った分かりや

すい内容でイベント情報や地域情報等をタイムリーに発信するとともに、多くの番組に市民が出演する

とともに、番組周知を図るため、庁内で番組放送を開始しました。

【評価の理由】

　市民が番組に出演し、地域に密着した番組づくりを行うことができたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、番組のＰＲを進め、市民の視点に立ったタイムリーな市政情報の発信を行います。

平成２６年度

【実施状況】

　市民の番組出演や番組周知のため、庁舎内での番組放送を継続して実施しました。また、仮設庁舎に

楽曲のリクエストＢＯＸの設置など新たな取り組みも実施しました。

【評価の理由】

　番組への市民参加や新たな番組づくりを行うことができたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、番組のＰＲを行い、市民参加型の番組づくりを行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名
ケーブルテレビによる効果的な行政情報の提供
の方法

担当課 企画部秘書広報課

第２次実施計画事業名 ケーブルテレビ等市広報番組制作事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　映像を活用し、他の広報媒体を導入部としてケーブルテレビで掘り下げた内容の番組作りを
行っていますが、反響が少ないのが実情です。

実施内容
　ケーブルテレビの映像を通じて、市政情報や地域情報など、より多くの市民に視聴いただけ
る番組制作を進めるとともに、インターネットによるケーブルテレビ番組の動画配信なども行
うことでより多くの方々に番組配信を行います。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 視聴者アンケート調査の実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
わかりやすい広報媒体

の制作

市民参加型による番組制作を進めることで、番組への市民の関心を高めます。また、ケーブルテ

レビを視聴できない世帯へYouTubeを活用した番組放映を実施します。

平成２６年度
わかりやすい広報媒体

の制作

市民参加型による番組制作を進めることで、番組への市民の関心を高めます。また、ケーブルテ

レビを視聴できない世帯へYouTubeを活用した番組放映を実施します。

平成２７年度
わかりやすい広報媒体

の制作

市民参加型による番組制作を進めることで、番組への市民の関心を高めます。また、ケーブルテレビを視

聴できない世帯へYouTubeを活用した番組放映を実施するとともに、市政アンケートや様々なイベント会

場においてアンケート調査を実施することで視聴者関心度の調査を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
わかりやすい広報媒体

の制作

わかりやすい広報媒体

の制作

視聴者アンケートの

実施 -

年度ごとの実績値 広報媒体の制作 広報媒体の制作 -

取組に対する評価 A Ａ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　茅ヶ崎の季節の風景や地域活動等、映像を活用した市広報番組「ハーモニアスちがさき」を放映し、

市民参加型の番組づくりを進めるとともに、Youtubeを活用した番組放映を行い、市民との情報共有

や市外への情報発信を図りました。

【評価の理由】

　平成25年神奈川県広報コンクール映像部門にて３年連続最優秀賞を受賞するとともに、Youtubeの

再生回数が前年度と比較すると約2.8倍に増加するなど、一定の効果が上がっていることから、Ａ評価

としました。

【今後の取組】

　市民参加型の番組づくりを進めるとともに、新たなコンテンツの検討や番組のＰＲを進めてまいりま

す。

平成２６年度

【実施状況】

　茅ヶ崎の季節の風景や地域活動等、映像を活用した市広報番組「ハーモニアスちがさき」を放映し、

市民参加型の番組づくりを進めるとともに、Youtubeを活用した番組放映を行い、市民との情報共有

や市外への情報発信を図りました。

【評価の理由】

　Youtubeの再生回数が前年度と比較すると約15.8％増加するなど、一定の効果が上がっていること

から、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　市民参加型の番組づくりのさらなる推進とともに、他の情報媒体と連携した番組のＰＲを進めていき

ます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名
市ホームページによる効果的な行政情報の提供
の方法

担当課 企画部秘書広報課

第２次実施計画事業名 市ホームページ管理運営事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　インターネット利用者の増加に伴い、平成２２年１月からはＣＭＳを導入することで、市政
情報の更新のしやすい環境を整備しました。

実施内容

　インターネットの普及などによるデジタル媒体の利用者の増加も考慮し、ホームページを活
用したタイムリーな市政情報を継続的に発信するとともに、検索ツールや音声読み上げソフト
などのさらなる充実を図ることで、引き続き誰もが見やすく、わかりやすいホームページの作
成に努めます。

重点目標

数値等 単位 定義

1,716,000 件
ホームページ（トップページ）のアクセス数（平成２７年
度）（平成２３年度実績：1,277,986件）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
わかりやすい広報媒体

の制作

パソコンや携帯電話などのデジタル媒体の利用者の増加を踏まえ、常にページの検証や改善など

を図り、タイムリーな行政情報の提供を行います。

平成２６年度
わかりやすい広報媒体

の制作

パソコンや携帯電話などのデジタル媒体の利用者の増加を踏まえ、常にページの検証や改善などを図り、

タイムリーな行政情報の提供を図ります。また、検索ツールや音声読み上げソフトなどのさらなる充実を

図るとともに、引き続き「みやすさ」、「わかりやすさ」を追求します。

平成２７年度
わかりやすい広報媒体

の制作

パソコンや携帯電話などのデジタル媒体の利用者の増加を踏まえ、常にページの検証や改善などを図り、

タイムリーな行政情報の提供を行います。また、検索ツールや音声読み上げソフトなどのさらなる充実を

図るとともに、引き続き「みやすさ」、「わかりやすさ」を追求します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
わかりやすい広報媒体

の制作

わかりやすい広報媒体

の制作

わかりやすい広報媒体

の制作 -

年度ごとの実績値 広報媒体の制作 広報媒体の制作 -

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　常にページの検証や改善を図り、タイムリーな市政情報の提供を行い、全ページにソーシャルボタン

を設けるとともに、トップページに回転式バナーを設置し、より「見やすさ」や「わかりやすさ」に配

慮したページ構成としました。

【評価の理由】

　トップページのアクセス件数は減少傾向にありますが、ページ全体のアクセス件数は増加しているこ

とから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　平成26年11月にホームページをリニューアルし、アクセシビリティの更なる強化を図ります。

平成２６年度

【実施状況】

　平成26年10月にリニューアルを行い、より「見やすさ」や「わかりやすさ」に配慮したページづく

りを行いました。また、全ページがスマートフォン対応になったことで、より利便性が向上しました。

【評価の理由】

　トップページのアクセス件数は減少傾向にありますが、ページ全体のアクセス件数は増加しているこ

とから、A評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、「見やすく、分かりやすい」ページづくりを進めるとともに、アクセシビリティのさらな

る強化を図ります。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　市民からの意見等を四半期に１回、ホームページと庁内イントラネットに掲載し、市民や職員に情報

提供及び情報共有を図りました。

【評価の理由】

　情報提供及び情報共有といった当初の目標としていた取り組みを実施したことから、A評価としまし

た。

【今後の取組】

　引き続き、取り組みを継続し、職員や市民への情報提供及び情報共有を図ります。

平成２６年度

【実施状況】

　市民からの意見等を四半期に１回、ホームページと庁内イントラネットに掲載し、市民や職員に情報

提供及び情報共有を図りました。

【評価の理由】

　情報提供及び情報共有といった当初の目標としていた取り組みを実施したことから、A評価としまし

た。

【今後の取組】

　引き続き、取り組みを継続し、職員や市民への情報提供及び情報共有を図ります。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

4回 8回

取組に対する評価 A Ａ

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 4回 4回 4回 12回

年度ごとの実績値 4回

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

市民からの意見等を四半期に１回ホームページ、庁内イントラネットに掲載します。

平成２７年度 ４回 市民からの意見等を四半期に１回ホームページ、庁内イントラネットに掲載します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

ホームページと庁内イントラネットでの情報更新回数/年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 ４回 市民からの意見等を四半期に１回ホームページ、庁内イントラネットに掲載します。

平成２６年度 ４回

現状・問題点・必要性
　市民からの意見等をホームページ等に掲載しており、情報の共有化の観点から今後も継続し
ていく必要があります。

実施内容
　市民から寄せられた意見等やその意見に対する回答をホームページ、イントラネットに掲載
して市民、職員に情報提供し、情報の共有化を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

4 回

行革重点推進事業名 意見・要望等情報の共有化 担当課 市民安全部市民相談課

第２次実施計画事業名 陳情、要望、苦情等への対応事務 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　各課に寄せられた苦情等について業務改善を検討するとともに、それらの内容を四半期ごとに取りま

とめてホームページや市政情報コーナーにて公表しました。

【評価の理由】

　業務改善の件数が平成24年度は23件、25年度は40件と年々増加しているとともに、情報共有と苦

情等への迅速な対応といった目標としていた取り組みを実施したことから、A評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、取り組みを継続し、職員や市民に情報の共有を図るとともに、苦情等への迅速な対応を図

ります。

平成２６年度

【実施状況】

　各課に寄せられた苦情等について業務改善を検討するとともに、それらの内容を四半期ごとに取りま

とめてホームページや市政情報コーナーにて公表しました。

【評価の理由】

　業務改善の件数が平成25年度は40件、26年度は11件と減少しましたが、情報共有と苦情等への迅

速な対応といった目標としていた取り組みを実施したことから、A評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、取り組みを継続し、職員や市民に情報の共有を図るとともに、苦情等への迅速な対応を図

ります。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

4回 8回

取組に対する評価 A Ａ

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 4回 4回 4回 12回

年度ごとの実績値 4回

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

苦情報告者に事務内容を説明し、市民相談課で苦情等を取りまとめます。
また、四半期ごとに公表ホームページ等で公表します。

平成２７年度 ４回
苦情報告者に事務内容を説明し、市民相談課で苦情等を取りまとめます。
また、四半期ごとに公表ホームページ等で公表します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

苦情処理公表回数/年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 ４回
苦情報告者に事務内容を説明し、市民相談課で苦情等を取りまとめます。
また、四半期ごとに公表ホームページ等で公表します。

平成２６年度 ４回

現状・問題点・必要性
　各課に寄せられた苦情等を四半期ごとに、苦情に対する事務改善を年１回ホームページ等で
公表しています。平成２４年度からは事務改善の報告を四半期ごとにして、課内の情報共有と
苦情等に対してより迅速な対応が図られるように変更しています。

実施内容
　年度当初に各課の苦情報告者、補助者を対象に説明会を行い、四半期ごとに苦情と事務改善
の報告を行います。その内容を集計し、ホームページに掲載し、庁内の情報共有とともに迅速
な対応を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

4 回

行革重点推進事業名 苦情等の対応と事務改善 担当課 市民安全部市民相談課

第２次実施計画事業名 陳情、要望、苦情等への対応事務 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成26年2月よりコンビニ交付サービスを開始し、サービス提供に必要な住民基本台帳カード（住

基カード）の普及促進を図りました。

【評価の理由】

　コンビニ交付サービスを実施するため、「住民基本台帳カードの利用に関する条例」の制定及びコン

ビニ交付システムの構築を行い、予定どおりサービス提供を実施させることができたことから、Ａ評価

としました。

【今後の取組】

　引き続きコンビニ交付サービスのＰＲ活動を行い、利用の拡大を図ります。

平成２６年度

【実施状況】

　平成25年度に引き続き、コンビニ交付サービス提供に必要な住基カードの普及促進を図りました。

　また、住基カードの交付申請時のコンビニ交付サービスの利用登録の案内、ポスター掲示やパンフ

レットの配布等を行い、コンビニ交付サービスのさらなる普及促進に努めました。

【評価の理由】

　証明書発行枚数は、目標値を下回ったものの、発行した場所の約35％は市外で、そのうち県外も約

10％あるなど、利便性の向上が図られていることから、B評価としました。

【今後の取組】

　28年1月のマイナンバー制度の利用開始に伴う個人番号カードへの移行を視野に入れ、引き続きコ

ンビニ交付サービスの普及促進を図り、対象とする証明書の範囲拡大について研究します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

1,098枚 1,208枚

取組に対する評価 A B

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 100枚 1,800枚 2,400枚 4,300枚

年度ごとの実績値 110枚

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

コンビニエンスストアでの証明発行を行います。

平成２７年度 2,400枚 コンビニエンスストアでの証明発行を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

証明書等発行枚数（平成２７年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 100枚
５月～６月にシステム構築事業者を決定し、６月～８月具体的な構築スケジュール、手
法、内容を決定します。その後、７月～１２月システム構築、１月～２月運用テストを行
い、３月にコンビニエンスストアでの証明発行を開始します。

平成２６年度 1,800枚

現状・問題点・必要性
　駅前市民窓口センターでの証明発行サービスの取扱時間拡大、毎月第２・第４土曜日の開庁
などの取組を行ってきたところですが、より身近で便利な場所にあるコンビニエンスストアを
活用した証明発行サービスの実施を検討することとしました。

実施内容
　情報システムの最適化を踏まえ、ＩＣＴを活用し、平成２６年３月よりコンビニエンススト
アでの証明発行サービスを実施するとともに、サービス提供に必要な住民基本台帳カードの普
及促進を図り、市民の利便性向上及び民間企業の有効活用を推進します。

重点目標

数値等 単位 定義

2,400 枚

行革重点推進事業名 身近な生活圏域でのサービス提供の展開 担当課 総務部市民課

第２次実施計画事業名
コンビニエンスストアでの住民票の写し等証明
書発行

事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　新庁舎開庁に合わせた連携型窓口の開設及び証明発行窓口の一元化を目指し、関係各課と調整を行い

ました。また、連携型窓口システムの構築に向けた調達準備を実施しました。

【評価の理由】

　今後、市民課窓口で行う予定である転入学通知の発行や証明発行窓口の一元化について各課と調整を
行い、さらに職員のスキルアップを図るため窓口連携が必要な各課の研修も行いました。また、連携型
窓口システムの構築に向け仕様書（案）等を作成し着実に準備を進めたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　引き続き新庁舎開庁に合わせた連携型窓口の開設に向けた準備を進めます。

平成２６年度

【実施状況】
　平成25年度に引き続き、連携型窓口の開設及び証明発行窓口の一元化について、関係各課と調整を

行い、連携型窓口システムの構築に向けた調達準備を実施しました。

【評価の理由】

　連携型窓口システムの開発については、プロポーザルによる業者選定を行い、契約を締結しました。
　また、証明発行窓口の一元化及び転入学通知の発行について、関係各課と協議を行い、事務調整がで

きたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　連携型窓口システムの仕様の詳細について、関係各課と協議を行い、決定します。
　また、証明発行窓口の一元化及び転入学通知の発行のシステム改修の協議を関係各課と行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

連携型窓口の検討 -

取組に対する評価 A Ａ

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 連携型窓口の検討 連携型窓口の検討 連携型窓口の開設 -

年度ごとの実績値 連携型窓口の検討

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

新庁舎開庁と同時の連携型窓口の開設・証明発行窓口の一元化を目指し、市民の満足度をより高

くするために、関係各課との調整を密に行い、開設に向けた準備を進めるとともに、職員のスキ
ルアップを行います。

平成２７年度 連携型窓口の開設
連携型窓口の開設・証明発行窓口の一元化について、新庁舎開庁にあわせ、市民への効果
的な周知を行うとともに、利便性の高い窓口の開設に向けた準備を進めます。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

連携型窓口の開設時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 連携型窓口の検討
新庁舎開庁と同時の連携型窓口の開設・証明発行窓口の一元化を目指し、市民の満足度をより高くするた

めに、関係各課との調整を密に行い、職員のスキルアップを行います。

また、窓口利用者が効率的に手続きが行えるように配慮した適切な事務室のレイアウトを検討します。

平成２６年度 連携型窓口の検討

現状・問題点・必要性

　交通の利便性のよい本庁舎の窓口は、利用者が集中しやすく、混雑し、窓口利用の待ち時間
が多くなっています。また、届出の内容により、複数の課で手続きが必要となる場合には、そ
の都度窓口での待ち時間が生じます。こうした窓口での待ち時間を短縮し、わかりやすく、効
率的に手続きが行えるように、関連する窓口の連携等を図る必要があります。

実施内容

　市民にとって、満足度の高い窓口を目指し、窓口利用者の利便性の向上・待ち時間の短縮等
を図るため、関連する各課の連携に配慮した適切な事務室の配置を検討し、システムを構築す
るとともに、窓口で対応する職員のスキルアップを図るため研修を行い、市民満足度の高い
（仮称）連携型窓口を開設します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名
新庁舎建設に合わせた（仮称）連携型窓口の
開設

担当課 総務部市民課

第２次実施計画事業名 連携型窓口・証明発行窓口の一元化 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 出張所の開設 担当課 総務部市民課

第２次実施計画事業名
出張所の開設（旧：（仮称）市民センターの
開設）

事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　人口密度が高く、市域が狭いため、利用者が市役所に一極集中する傾向があります。
　簡易な申請等のサービスを身近な所で提供することにより、市役所窓口の混雑緩和を図る必
要があります。対応策として現在、市内５ヶ所に市民窓口センターを設置していますが、全体
としての利用率は低くなっています。

実施内容
　既存の小出地区（小出支所）を除く３つの地区（浜見平、香川、辻堂駅周辺）における拠点
整備に合わせて出張所を設置します。また、市内５ヶ所にある市民窓口センターの整理統合を
並行して進め、市役所への一極集中を緩和し、より良い市民サービスの提供を目指します。

重点目標

数値等 単位 定義

3 箇所 出張所の開設数（平成２５年度から２７年度までの累計）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 １箇所開設
出張所開設及び市民窓口センターの整理統合に向けた検討、実施をします。
辻堂駅前出張所を開設し、市民への効果的な周知をします。

平成２６年度 １箇所開設
出張所開設及び市民窓口センターの整理統合に向けた検討、実施をします。
（仮称）香川駅周辺地区出張所を開設し、市民への効果的な周知をします。

平成２７年度 １箇所開設
（仮称）浜見平地区出張所を開設し、市民への効果的な周知をします。（浜見平地区複合
施設供用開始と同時）
市民窓口センターの整理統合に向けた検討、実施をします。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 1箇所開設 1箇所開設 1箇所開設 3箇所開設

年度ごとの実績値 開設準備 1箇所開設 1箇所開設

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　出張所の取扱業務、運営体制等について確定するとともに、辻堂駅前出張所の内装工事等開設に向け
た整備事業を行いました。

【評価の理由】
　平成25年10月開設を予定していましたが、賃貸借物件の工事が建主の事情により延期されたため、

26年5月の開設となりました。しかしながら、開設準備は適正に実施したことから、Ａ評価としまし
た。

【今後の取組】
辻堂駅前出張所を開設し利用促進を図るとともに、浜見平及び香川駅周辺の2地区の開設準備に取り組
みます。

平成２６年度

【実施状況】

　平成26年5月に辻堂駅前出張所を開設しました。
　また、27年4月のハマミーナ出張所及び10月の（仮称）香川駅周辺地区出張所開設に向けた整備事
業を行いました。

【評価の理由】
　（仮称）香川駅周辺地区出張所開設という年度ごとの目標値は達成していないものの、3箇年の累計

で3箇所開設という重点目標は達成見込みとなったことから、A評価としました。
　

【今後の取組】

　辻堂駅前出張所及びハマミーナ出張所の利用促進を図るとともに、（仮称）香川駅周辺地区出張所の
開設準備に取り組みます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 適正な窓口業務の確立 担当課 企画部企画経営課

第２次実施計画事業名 事務の効率化の推進及びサービスの向上 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性

　市役所の窓口については、現在、平日の８時３０分から１７時までが開庁時間となっています。市民の生活
様式の変化を踏まえ、これまでに、茅ヶ崎駅前市民窓口センターにおける、夜間及び休日の住民票の写し等の
証明書の交付、繁忙期（３月下旬から４月上旬）の窓口関係の課の土日開庁、第２・第４土曜日午前中の窓口
開設（市民課・保険年金課）試行実施など窓口業務における市民サービスの向上に努めてきました。今後も、
市民の生活様式が変化していくなかで、適正な窓口業務の提供が求められています。

実施内容
　繁忙期の窓口開庁及び現在まで試行的に行っている第２・第４土曜日午前中の市民課・保険
年金課の窓口業務について、市民ニーズや利用実態等も踏まえた検証を行い、新たな窓口業務
のあり方を確立します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 休日開庁等による新たな窓口業務のあり方の確立時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
繁忙期の窓口開庁等の利用状況

の検証を踏まえた、新たな窓口

業務の検討

繁忙期の窓口開庁、第２・第４土曜日午前中の窓口開設試行の利用状況の検証を踏まえ、新たな

窓口業務の確立に向けて、関係課と協議を行います。

平成２６年度
繁忙期の窓口開庁等の利用状況

の検証を踏まえた、新たな窓口

業務の検討

繁忙期の窓口開庁、第２・第４土曜日午前中の窓口開設試行の利用状況の検証を踏まえ、新たな

窓口業務の確立に向けて、関係課と協議を行います。
新庁舎完成時における休日開庁等のあり方を定めます。

平成２７年度
繁忙期の窓口開庁等の利用状況

の検証を踏まえた、新たな窓口

業務の検討

繁忙期の窓口開庁、第２・第４土曜日午前中の窓口開設試行の利用状況の検証を踏まえ、新たな
窓口業務の確立に向けて、関係課と協議を行います。
新庁舎移転時に合わせ、休日開庁等のあり方に基づき適正な窓口業務を提供します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
繁忙期の窓口開庁等の利用状況

の検証を踏まえた、新たな窓口

業務の検討

繁忙期の窓口開庁等の利用状況

の検証を踏まえた、新たな窓口

業務の検討

繁忙期の窓口開庁等の利用状況

の検証を踏まえた、新たな窓口

業務の検討
-

年度ごとの実績値
繁忙期及び第２・第４土曜日の

市民課の窓口開設における委託

の検討

繁忙期及び第２・第４土曜日の

市民課窓口の直営実施の方針決

定
-

取組に対する評価 B B

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　市民課の窓口業務の効率化の検討の中で、繁忙期及び第2・第4土曜日の窓口開設の委託についても

検討を行いました。

【評価の理由】

　関係課全体での協議は行なえませんでしたが、市民課窓口業務の効率化の検討の中で、繁忙期及び第
２・第４土曜日の窓口開設の委託も含めて検討を行ったことから、B評価としました。

【今後の取組】
　繁忙期及び第2・第4土曜日の窓口開設においては、市民課の窓口業務の効率化の動向を見据え、検
討を進めます。

平成２６年度

【実施状況】

　昨年度に引き続き、繁忙期及び第2・第4土曜日も含めた市民課の窓口業務の委託について、検討を
進めましたが、労働局による窓口業務委託に対する他自治体への是正指導に伴い、直営で行う方針とい
たしました。

【評価の理由】
　労働局による窓口業務委託に対する他自治体への是正指導に伴い、市民課の窓口業務を直営で実施す

る方針といたしましたが、その後、具体的な検討を行えなかったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　新庁舎における直営体制での繁忙期及び第２・第４土曜日の適正な窓口開設について、検討を進めま
す。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】



 

  
157 

 

  

茅ヶ崎市経営改善方針進捗状況報告書 

６－（１４） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成25年度より、茅ヶ崎駅前市民窓口センター内「まなびの窓口」で図書の予約・リクエスト、貸

出・返却の取扱いを開始しました。

【評価の理由】

　駅前という立地、少ない休館日、長い開館時間により利用者が増えており、開設の効果が十分あった

ことから、A評価しました。

【今後の取組】

　引き続き新設施設や既存施設における窓口増設を検討していきます。

平成２６年度

【実施状況】

　市南西部複合施設「ハマミーナ」に新たな分室を増設するための準備を行いました。

【評価の理由】

　駐車場も完備し、21時まで開館という良質なサービスを提供できる窓口を増設できたことから、A

評価としました。

【今後の取組】

　引き続き新規施設や既存施設における窓口増設を検討していきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

新たなる窓口増設

の検討 -

取組に対する評価 A A

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 １箇所の窓口増設
新たなる窓口増設

の検討

新たなる窓口増設

の検討 -

年度ごとの実績値 １箇所の窓口増設

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

既存施設を中心として新たな窓口増設を検討します。

平成２７年度
新たなる窓口増設
の検討

既存施設を中心として新たな窓口増設を検討します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

図書館窓口の増設箇所決定時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 １箇所の窓口増設 既存施設に窓口を新たに設けます。

平成２６年度
新たなる窓口増設
の検討

現状・問題点・必要性

　本市は、近隣市と比較して図書館が少ないですが、新たに大規模な図書館を設置することも極めて難しい状
況です。特に高齢者は、家の近くにある施設でサービスが受けられることを望んでいます。携帯電話などによ
る利用も含め幅広い年代がインターネットを利用することになじんでおり、インターネットによる予約サービ
スと既存施設や仮称市民センターなど地域にある施設を利用することにより、読書環境を整備することができ
ます。また、身近な施設ができることにより、将来的には本館の開館時間や移動図書館車の運営方法の見直し
などが考えられます。

実施内容
　既存の公共施設への図書の受取・返却窓口設置により読書環境を整備し、利用者の利便性を
考えたサービスの向上を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 図書館窓口の増設 担当課 教育推進部図書館

第２次実施計画事業名 図書館利用及び貸出事業（本館） 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　施策の実現や各課の事業等を勘案した中で、新庁舎建設を推進し、着実に実行するため、施設再編整
備課に新庁舎建設担当課長を配置するとともに、子ども・子育て関連３法の公布に伴い、新たな制度の
準備を効率的に行うため、保育課に新制度準備担当課長及び新制度準備担当を配置しました。

【評価の理由】
　新たな行政需要に対応した担当課長及び担当を新設し、事業遂行のために効率的・効果的な組織体制

を構築したことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　組織目標を達成できるよう、事業の効率的・効果的運用が図れる組織体制の構築に向けての検証を引
き続き進めるとともに、業務棚卸評価や施策・政策評価等を活用した中で、組織改正後の検証を行いま
す。

平成２６年度

【実施状況】
　総合計画基本構想の中間見直しに伴い、消防本部及び消防署の組織を改正するとともに、豊かな長寿

社会の実現に向けた取組みを一層推進するため、企画経営課に長寿社会推進担当を配置する等の対応を
行いました。

【評価の理由】
　新たな行政需要に対応した担当課長及び担当の新設などを行い、事業遂行のために効率的・効果的な
組織体制を構築できたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　組織目標を達成できるよう、事業の効率的・効果的運用が図れる組織体制の構築に向けての検証を引

き続き進めるとともに、業務棚卸評価や施策・政策評価等を活用した中で、組織改正後の検証を行いま
す。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

検証及び見直し -

取組に対する評価 A A

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 組織機構の検証 組織機構の検証 組織機構の検証 -

年度ごとの実績値 検証及び見直し

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

総合計画の政策・施策体系と連動した現在の組織機構を踏まえつつ、新たな行政需要や市
民ニーズに対応した組織機構について検証や見直しを行います。

平成２７年度 組織機構の検証
総合計画の政策・施策体系と連動した現在の組織機構を踏まえつつ、新たな行政需要や市
民ニーズに対応した組織機構について、総合計画の中間見直しに合わせたより具体的な検
証や見直しを行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

組織機構の見直しの実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 組織機構の検証
総合計画の政策・施策体系と連動した現在の組織機構を踏まえつつ、新たな行政需要や市
民ニーズに対応した組織機構について検証や見直しを行います。

平成２６年度 組織機構の検証

現状・問題点・必要性
　社会経済情勢の変化や、複雑化・多様化する市民ニーズに迅速かつ的確に対応できる組織機
構の実現を継続的に図る必要があります。

実施内容
　総合計画の政策・施策体系と連動した現在の組織機構を踏まえつつ、新たな行政需要や市民
ニーズに対応した組織機構について検証や見直しを行います。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 組織機構の見直し 担当課 企画部企画経営課

第２次実施計画事業名 組織・機構の見直し 事業区分 定例・定型的事業
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６－（１６） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　11月に審議会の実態を把握するための庁内照会を実施しました。その結果を踏まえ、3月末に、

茅ヶ崎市審議会等設置等事務取扱要綱を策定しました。内容については、留意事項も含め、庁内向け周

知を行うとともに、ホームページでも公開しました。

【評価の理由】

　審議会等の数の見直しを行うために、実態把握のための調査を実施できたこと、また、要綱の中で、

見直し基準を明確にできたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　調査の結果、設置意義が薄れているような審議会等は見受けられませんでした。政策的に審議会の設

置が必要となる場合もあるので、必要性をしっかり把握するとともに、分科会形式の導入なども検討し

ながら、審議会等設置数の見直しを進めます。

平成２６年度

【実施状況】

　9月末に審議会の実態を把握するための庁内照会を実施しました。その結果を踏まえ、審議会等附属

機関への市議会議員の参画見直しを行い、4つの審議会については参画をしないこととし、1つの審議

会については2名から1名への参画とすることとしました。

【評価の理由】

　審議会委員の見直しは行いましたが、審議会等の数の見直しの決定にはいたらなかったことから、Ｂ

評価としました。

【今後の取組】

　調査の結果、個々の審議会の活動状況にばらつきが見受けられたので、今後は個々の審議会の必要性

についてより慎重に検討を行い、審議会の効率的な運営に向けた調査研究を行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

審議会委員の見直し -

取組に対する評価 A Ｂ

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
審議会等の数の

見直しの検討

審議会等の数の

見直しの決定

最適な審議会等の

数による運営
-

年度ごとの実績値
基礎調査及び事務

取扱要綱の策定

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

各個別プランの進行管理を把握するとともに、組織改正とも連動した最適な審議会数につ
いての検討を行い、最適な審議会等の数を決定し、条例改正等を行います。

平成２７年度
最適な審議会等の
数による運営

組織改正等を踏まえた最適な審議会等の数にて、運営を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

最適な審議会等の数の決定時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
審議会等の数の
見直しの検討

各個別プランの進行管理手法を把握するとともに、最適な審議会等の数についての検討を
行います。

平成２６年度
審議会等の数の
見直しの決定

現状・問題点・必要性

　各個別プランごとに担当課がプランの推進や運用を行っており、評価手法もプランごとに存
在し、総合計画の進行管理と連携が図れていないものがあります。また、個別プランごとに審
議会が設置されており、効率的かつ効果的な審議を行うため、組織・機構の見直しに合わせた
最適な審議会数を検討する必要があります。

実施内容

　各個別プランの進行管理を把握し、評価手法の統制について検討するとともに、効率的かつ
効果的な審議を行うため、平成２５年度から組織・機構も含めた最適な審議会数についても検
討を開始し、平成２６年度中に条例改正等を行い、平成２７年度から最適な審議会等の数にな
るよう取り組んでいきます。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 組織改正と連動した最適な審議会数の検討 担当課 企画部企画経営課

第２次実施計画事業名 各個別プランの進行管理事務 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　市民活動推進委員会委員の改選に合わせて委員を2名削減しました。

【評価の理由】
　当初の計画どおり2名の削減ができたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　委員削減後も、引き続き活発な議論を行うとともに多面的な意見をよりいただけるよう運営を行いま
す。

平成２６年度

平成２７年度

- - 2人削減

取組に対する評価 A - -

400,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 2人削減 - - 2人削減

年度ごとの実績値 2人削減

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 200,000 200,000 200,000 600,000

実績効果額（円） 200,000 200,000

平成２７年度

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

市民活動推進委員会委員の削減人数（平成２５年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 ２人削減 市民活動推進委員会委員の改選に合わせて委員数を削減

平成２６年度

現状・問題点・必要性
　市民活動推進委員会では活発な意見交換が行われていますが、発言する人に偏りが見られ、
より多面的に意見を聴取する必要があります。

実施内容
　委員構成の見直しを行い、より効果的・効率的な運営を図るため、市民活動推進委員会委員
の人数を１５人から１３人に削減します。委員数の削減後も、引き続き活発な議論を行うとと
もに多面的な意見をよりいただけるよう運営を行います。

重点目標

数値等 単位 定義

2 人

行革重点推進事業名 市民活動推進委員会の見直し 担当課 総務部市民自治推進課

第２次実施計画事業名 市民活動推進委員会関係事務 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

行革重点推進事業名 総合計画審議会の見直し 担当課 企画部企画経営課

第２次実施計画事業名 総合計画の進行管理・実施計画策定事務 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　茅ヶ崎市総合計画審議会規則では、同審議会の委員に「市議会の議員」が掲げられており、
現在２人の議員が委員に委嘱されています。執行機関の附属機関に議員が委員として構成する
ことは、二重に審議を行うこととなること及び同審議会の委員が１７人と多く、茅ヶ崎市審議
会等設置運営要綱第３条第２項に規定する委員１５人以内に合致しないなどの問題点がありま
す。

実施内容
　附属機関設置の趣旨・役割等を明確にするため、委員構成の見直しを行い、総合計画審議会
の委員を１７人から１５人に削減します。委員数の削減後も、引き続き活発な議論を行うとと
もに多面的な意見をより多くいただけるよう運営を行います。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 総合計画審議会のあり方検討時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 一部改正規則提案 茅ヶ崎市総合計画審議会規則の一部を改正する規則案を例規等審査会に提案します。

平成２６年度
一部改正規則施行
15人の委員委嘱

茅ヶ崎市総合計画審議会規則の一部を改正する規則を施行し、15人の委員を委嘱しま
す。

平成２７年度 15人の委員委嘱 15人の委員を継続して委嘱します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - 121,200 161,600 282,800

実績効果額（円） - 0 0

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 一部改正規則提案
一部改正規則施行

15人の委員委嘱
15人の委員委嘱 -

年度ごとの実績値 未実施 議員2名の不参画 -

取組に対する評価 C Ｂ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　市議会議員が委員に就任している審議会等について調査を行い、法律上定められているものや条例・

規則等で定められているものについて分類しました。しかし、見直しスケジュールに変更が生じたた

め、総合計画審議会の委員構成の見直しについては未実施です。

【評価の理由】

　見直しの全体スケジュールについて見直しの必要性が生じたため、具体的な活動がなかったことか

ら、C評価としました。

【今後の取組】

　平成26年度に規則の一部改正、27年度に総合計画審議会を15名体制を目指します。

平成２６年度

【実施状況】

　平成25年度に引き続き、市議会議員が委員に就任している審議会等について、法律上定められてい

るものや条例・規則等で定められているものについて改めて調査を行いました。その後、市議会側に附

属機関への参画についての見直しを依頼し、総合計画審議会の外、環境審議会、国民保護協議会、国民

健康保険運営協議会について参画しない旨の報告を得ました（27年3月26日付報告）。

【評価の理由】

　委員削減についての議会からの報告が年度末となり、行革の効果額が当該年度に現れていませんが、

次年度に向けては報酬費の削減が見込まれることから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　規則改正について検討を進め、引き続き総合計画審議会の構成のあり方について検討します。また、

次期基本構想の策定に向け、併せて委員構成を検討します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 行政改革推進委員会と総合計画審議会の統合 担当課 企画部企画経営課

第２次実施計画事業名
経営改善方針の策定及び進行管理・行政改革の
推進

事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　行政改革については、これまで行政改革大綱に基づき、年度ごとに策定する実施計画に位置付けた重点事項
を推進することを柱としてきましたが、平成２５年度以降は、総合計画第2次実施計画と経営改善方針を統合
して進行管理をしていくこととなるため、効果的・効率的な行政運営の実現に向けて、行政改革推進委員会と
総合計画審議会のあり方を再検討する必要があります。

実施内容

　平成２５年度に行政改革推進委員会と総合計画審議会の合同による施策評価を実施し、その検証も行いなが
ら、２６年度に統合の可能性について、様々な視点から幅広く検討を行い、平成２７年度の統合に向けた検討
を行います。統合された際には、委員構成及び委員数の見直しを行い、委員数を５人削減し、効果的かつ効率
的な行政運営の実現を目指します。

重点目標

数値等 単位 定義

5 人 統合後の委員削減人数（平成２７年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 審議会の合同開催 行革推進委員会と総合計画審議会による審議会（施策評価）の合同開催を行います。

平成２６年度
行政改革推進委員会

の見直し
行政改革推進委員会と総合計画審議会の統合を検討します。

平成２７年度
行革推進委員会と総

合計画審議会の統合
行革推進委員会と総合計画審議会の統合により、委員数を５人削減します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - 352,800 352,800

実績効果額（円） - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 審議会の合同開催
行政改革推進委員会

の見直し

行革推進委員会と総

合計画審議会の統合
-

年度ごとの実績値 審議会の合同開催 審議会の合同開催 -

取組に対する評価 A B

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　茅ヶ崎市総合計画における市政の基軸である「新しい公共の形成」、「行政経営の展開」の着実な推

進を図るとともに、歳出と歳入を総合的に勘案する中で、経営改善を行いながら必要な事業を実施して

いくため、これまでの行政改革実施計画を経営改善方針とした上で、総合計画実施計画と一体化したこ

とから、事務事業評価の外部評価についても、総合計画審議会と行政改革推進委員会の合同開催を実施

しました。

【評価の理由】

　「新しい公共の形成」、「行政経営の展開」を評価の視点に入れ合同開催にて外部評価を行ったこと

から、A評価としました。

【今後の取組】

　平成26年度に実施する施策評価、政策評価の外部評価においても合同開催にて実施し、行政改革推

進委員会のあり方について検討していきます。

平成２６年度

【実施状況】

　茅ヶ崎市総合計画基本構想の中間見直しや総合計画第3次実施計画策定に活用するため、基本構想に

位置づけられた部の目標である政策目標及び課の目標である施策目標の達成状況を評価・検証する政策

評価及び施策評価の外部評価について、総合計画審議会と行政改革推進委員会の合同開催とし、行政経

営の展開による視点を持ちながら実施しました。

【評価の理由】

　「行政経営の展開」を評価の視点に入れ合同開催にて外部評価を行ったものの、総合計画審議会と行

政改革推進委員会の統合については結論が出なかったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　総合計画審議会、行政改革推進委員会の両審議会のあり方等を踏まえ、統合について引き続き検討を

行っていきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

行革重点推進事業名
茅ヶ崎市表彰審査委員会と茅ヶ崎市民栄誉賞
審査委員会の見直し

担当課 企画部秘書広報課

第２次実施計画事業名 表彰関係事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性

　茅ヶ崎市表彰条例に基づく表彰（一般表彰、職員表彰、教職員表彰、自治功労彰）や茅ヶ崎市民栄誉表彰規
則に基づく市民栄誉表彰の表彰者を決定するにあたっては、根拠法令に基づき、別々の委員会（茅ヶ崎市表彰
審査委員会、茅ヶ崎市民栄誉賞審査委員会）で調査審議を行っています。
　市の附属機関については、設置目的等を考慮したうえで今後のあり方を整理する必要があるため、「表彰者
の決定」という目的のため調査審議を行う２つの委員会を対象に、統合に向けた見直しを行います。

実施内容
　表彰目的ごとに設置している「茅ヶ崎市表彰審査委員会」と「茅ヶ崎市民栄誉賞審査委員
会」については、相互の関連性を踏まえた運営方法の改善を行う上での課題を整理し、解決策
を明確化した後、統合を含めた設置の見直しを行います。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 新たな審査委員会の設置時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 現状分析、課題整理
経営改善方針を踏まえた上で、「茅ヶ崎市表彰審査委員会」と「茅ヶ崎市民栄誉賞審査委
員会」について、現状での運用上の課題を洗い出します。

平成２６年度
新しい審査委員会の
設置

洗い出された課題を解決した、新しい審査委員会のあり方を明確化し、統合に向けて関係
例規等の改正を含めた事務手続きを行います。

平成２７年度
新しい審査委員会の
運用

新しい審査委員会で表彰者の調査審議を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 現状分析、課題整理
新しい審査委員会の

設置
新しい審査委員会の

運用 -

年度ごとの実績値 現状分析、課題整理 現状分析、課題整理 -

取組に対する評価 A B

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　「茅ヶ崎市表彰審査委員会」と「茅ヶ崎市民栄誉賞審査委員会」をそれぞれ7月に開催し、各審査委

員会の委員の人数や任期等、現状の把握及び課題の整理を行いました。

【評価の理由】

　それぞれ目的が異なる審査委員会のため、一律で管理する事は難しいといった現状分析・課題整理を
予定通り実施したことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　現状分析・課題整理を行った結果を基に、引き続き、統合を視野に入れた見直しを行います。

平成２６年度

【実施状況】
　平成２６年度は市民栄誉賞の推薦がなかったため「茅ヶ崎市民栄誉賞審査委員会」は開催されず、

「茅ヶ崎市表彰審査委員会」のみ8月に開催し、現状の分析を行いました。

【評価の理由】

　当初新しい審議会の設置を目標にしていましたが、目的が異なる審査委員会のため一律で管理するこ
とが難しく、新しい審議会の設置にはいたらなかったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】
　引き続き、様々な視点で、統合を視野に入れた検討を行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　人事評価制度については、部長級職員の業績評価を改め、よりきめ細かい評価を行うこととしまし

た。複線型人事制度については、平成26年4月に向けて新規コース及び希望者の募集を行いました。

研修については、職員がそれぞれのキャリアを考え、必要な研修を受講できるように、庁内研修や派遣

研修の機会を設けると共に、政策形成能力やマネジメント能力等の向上を図る研修を実施しました。

【評価の理由】

　それぞれの取り組みの結果、目標値には達しなかったが、平成24年度と同様の84%となったことか

ら、B評価としました。

【今後の取組】

　より多くの職員が、自己の能力が活かされていると感じることができるように、人事評価について

は、より適確に評価を行うことのできる制度構築を進め、併せて主幹以下の職員への本格実施に向けた

取組を進めます。複線型人事制度については、引き続き新たなコースの必要性についてアンケートを実

施し、研修制度については、職員に必要な政策形成能力やマネジメント能力の向上を図る研修を実施し

ます。

平成２６年度

【実施状況】

　人事評価制度については、これまでの取り組みを引き続き進めるとともに、平成28年4月から新し

い制度とするための見直しを進めました。複線型人事制度については、26年12月に希望者の募集を行

いました。研修については、職員がそれぞれのキャリアを考え、必要な研修を受講できるように、庁内

研修や派遣研修の機会を設けるとともに、政策形成能力やマネジメント能力等の向上を図る研修を実施

しました。

【評価の理由】

　それぞれの取り組みの結果、25年度を下回る82%となり、目標値を達成できなかったことから、B

評価としました。

【今後の取組】

　より多くの職員が、28年度から新しい制度へと転換できるよう、自己の能力が活かされていると感

じることができるような人事評価制度へと構築を進め、制度の内容についての十分な周知を行い、人事

評価制度への理解度を高めます。複線型人事制度については、引き続き新たなコースの必要性について

アンケートを実施し、研修制度については、職員に必要な政策形成能力やマネジメント能力の向上を図

る研修を実施します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

82% -

取組に対する評価 B B

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 90％ 90％ 90％ -

年度ごとの実績値 84%

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

人材育成基本方針に基づき、採用試験改革、人事評価システム、複線型人事システム、職
員研修制度の充実などの人材育成の取り組みを推進します。

平成２７年度 ９０％以上
人材育成基本方針に基づき、採用試験改革、人事評価システム、複線型人事システム、職
員研修制度の充実などの人材育成の取り組みを推進します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

自己の能力が活かされていると考える任期に定めのない常
勤職員の割合/年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 ９０％以上
人材育成基本方針に基づき、採用試験改革、人事評価システム、複線型人事システム、職
員研修制度の充実などの人材育成の取り組みを推進します。

平成２６年度 ９０％以上

現状・問題点・必要性
　急激に変化している社会環境に的確に対応するため、人材育成基本方針に基づき「あるべき
職員の姿」に向けた取り組みが必要です。

実施内容 　人材育成基本方針に基づく取組を推進します。

重点目標

数値等 単位 定義

90 ％以上

行革重点推進事業名 「茅ヶ崎市職員の人材育成基本方針」の取り組み 担当課 総務部職員課

第２次実施計画事業名 人材育成基本方針の推進 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　採用試験方法の見直しとして、3次試験に性格検査を実施するとともに、採用説明会の実施、採用試

験パンフレットの作成、民間就職サイトへの求人掲載・合同就職セミナーへの参加を行いました。

【評価の理由】

　主要な試験である事務職採用試験において若干申込者が少なくなったものの、目標値を上回ったこと

から、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き様々な広告手法による試験の周知に努め、より多くの受験者を確保します。

平成２６年度

【実施状況】

　4月に実施した新卒者採用試験（第1次試験）において、エントリーシートに加えて、受験者の傾向

を把握するため性格検査を行いました。さらに、11月に実施した既卒者向けの採用試験において、申

込受付の際に全員面接を行う方法を実施しました。また、例年行っている採用説明会の実施、採用試験

パンフレットの作成、民間就職サイトへの求人掲載・合同就職セミナーへの参加を行いました。

【評価の理由】

　前年度に比べ申込者が少なくなったものの、目標値を上回ったことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　就職協定の改定により、新卒者採用試験の日程が後ろ倒しとなることから、それに対応するととも

に、引き続き採用説明会の開催、様々な広告手法による試験の周知に努め、より多くの受験者を確保し

ます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

13.8倍 -

取組に対する評価 A Ａ

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
採用予定者数の

10倍以上の応募

採用予定者数の

10倍以上の応募

採用予定者数の

10倍以上の応募 -

年度ごとの実績値 24.4倍

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

採用試験方法の見直し、採用説明会の充実、採用試験パンフレットの作成、民間就職サイ
トへの求人掲載・合同就職セミナーへの参加を行います。

平成２７年度
採用予定者数の

１０倍以上の応募

採用試験方法の見直し、採用説明会の充実、採用試験パンフレットの作成、民間就職サイ
トへの求人掲載・合同就職セミナーへの参加を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

採用予定者数に対する応募者数/年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
採用予定者数の

１０倍以上の応募

採用試験方法の見直し、採用説明会の充実、採用試験パンフレットの作成、民間就職サイ
トへの求人掲載・合同就職セミナーへの参加を行います。

平成２６年度
採用予定者数の

１０倍以上の応募

現状・問題点・必要性
　地方分権社会の進展、住民意識の変化などを背景として、複雑多様化する行政需要に的確に
対応できるよう組織の強化が求められており、その担い手となる優秀な人材を積極的に確保す
る必要があります。

実施内容
　複雑多様化する住民ニーズに的確に対応できる優秀な人材を確保するため、任期に定めのな
い常勤職員の採用試験では、複数回の面接を行うことによる人物重視の採用試験を行うととも
に、茅ヶ崎市での仕事の内容や採用試験に関する情報を積極的に発信していきます。

重点目標

数値等 単位 定義

10 倍以上

行革重点推進事業名 職員採用試験のあり方の見直し 担当課 総務部職員課

第２次実施計画事業名 職員の採用、退職 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 行政評価システムの充実 担当課 企画部企画経営課

第２次実施計画事業名 総合計画の進行管理・実施計画策定事務 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性
　事務の改善や目標管理、組織マネジメント意識のより一層の浸透、市民サービスの向上、説
明責任の遂行等の実現のための有効な手段として、行政評価システムを充実させる必要があり
ます。

実施内容

　総合計画に位置づけた事務事業について、事務事業の目標設定及び達成方針を明示する事前評価と目標達成度を確認

する事後評価を行うことにより、施策の必要性や優先度の検討を行うとともに、事務事業の進行管理において改善点を

発見し適切な対応を検討するため、事務事業レベルの業務棚卸評価、課レベルの施策評価及び部局レベルの政策評価を

実施します。

　また、各評価において、有識者による外部評価を行います。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 政策評価の結果を基本構想の見直しに反映する時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
評価結果の予算への

反映
事務事業評価を実施し、外部評価及び最終評価を経て、評価結果を予算へ反映させます。

平成２６年度
評価結果の施策等へ

の反映

事務事業評価、施策評価及び政策評価を実施し、施策評価及び政策評価については外部評価を行

い、全ての評価の最終評価を経て、評価結果を予算に反映させるとともに、平成２７年度に策

定・検討する第３次実施計画及び基本構想の中間見直しに反映させます。

平成２７年度
評価結果を基に基本

構想の見直し検討

平成２６年度に実施した施策・政策評価の結果を基に、基本構想の中間見直しの検討及び第３次

実施計画を策定するとともに、事務事業評価を実施し、評価結果を予算へ反映させます。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
評価結果の予算への

反映

評価結果の施策等

への反映

評価結果を基に基本

構想の見直し検討 -

年度ごとの実績値 予算への反映実施
基本構想の中間見直

し、予算への反映実施 -

取組に対する評価 A Ａ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　抽出された事務事業評価シートに基づき、自己評価（6月）-外部評価（7月）-市長評価（最終評

価：8月）を予定どおり実施し、評価結果について次年度予算への反映及び事業の実施手法改善に向け

た検討を行いました。

【評価の理由】

　目標を予定どおり実施することができ、評価結果を次年度予算へ反映及び事業手法の改善等に反映す

ることできたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　事務事業の抽出方法など評価の実施手法について、再検討を行うとともに、政策評価・施策評価を実

施します。

平成２６年度

【実施状況】

　政策評価（施策評価を一体的に実施）を実施し、自己評価（5月）－外部評価（7月）－市長評価

（最終評価：8月）を予定どおり実施し、評価結果について基本構想の中間見直し、次年度予算への反

映及び下半期の事業展開へ反映しました。

【評価の理由】

　目標を予定どおり実施することができ、評価結果を基本構想の中間見直し及び次年度予算へ反映及び

事業手法の改善等に反映することできたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　政策、施策、事務事業評価という3つの評価が一巡したことことから、これまで実施した評価におけ

る課題等を抽出し、総合計画の進行管理としての評価のあり方を検討します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 職員提案制度の運営及び活性化 担当課 企画部企画経営課

第２次実施計画事業名 職員提案制度の運営及び活性化 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　平成５年度から実施されている職員提案制度について、更なる活性化を図る必要があること
から、新規性・独創性の高い提案の充実や事業化に繋がる仕組みの構築、褒賞金額や対象者
等、褒賞方法の見直しについて検討する必要があります。

実施内容

　職員提案制度の活性化に向けて、自由提案及び課題提案のあり方の見直しを行うとともに、
現行の褒賞方法についても改善方策を検討し実施します。
　また、自由提案ならびに課題提案を募集し、職員提案審査会の開催、職員提案褒賞を実施
し、新規性・独創性の高い提案の充実や事業化に繋がる仕組みを構築します。

重点目標

数値等 単位 定義

65 人 提案者数（平成２７年度）（平成２３年度実績：４０件）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
55人

（提案者数）

職員提案制度の活性化方策の検討、現行の褒賞方法についての改善方策の検討を行い、

自由提案ならびに課題提案の募集を行います。募集後は職員提案審査会を開催し、職員提案褒賞

を実施します。

平成２６年度
60人

（提案者数）

職員提案制度の活性化方策の検討を行い、新たな褒賞方法を実施します。

また、自由提案ならびに課題提案の募集を行います。募集後は職員提案審査会を開催し、職員提

案褒賞を実施します。

平成２７年度
65人

（提案者数）

職員提案制度の活性化方策の検討を行い、新たな褒賞方法を実施します。

また、自由提案ならびに課題提案の募集を行います。募集後は職員提案審査会を開催し、職員提

案褒賞を実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
55人

（提案者数）

60人

（提案者数）

65人

（提案者数）
-

年度ごとの実績値
７８人

（提案者数）

61人

（提案者数）
-

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　募集期間を年2回とし、主管課へのヒアリングや理事者への提案発表など、提案実現を重視した制度

の見直しを行いました。

【評価の理由】

　見直した制度を実施するとともに、庁内放送の活用など積極的な周知により、目標値を大幅に超える

提案者数となったことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き職員提案制度の活性化を図るとともに、提案の実現にかかる進捗管理や市ホームページでの

公表に向けて検討します。

平成２６年度

【実施状況】

　平成25年度の取り組みを継続して実施すると共に、より効果の高い提案を実現に結びつけるため、

審査基準の見直しを行いました。

【評価の理由】

　25年度の実績値を下回る結果となりましたが、積極的な制度周知等により、目標値を達成している

ことから、A評価としました。

【今後の取組】

　提案者数を増やしていく取り組みを継続的に行うと共に、より効果の高い提案を実現させるための取

り組みや、各課における改善結果をあげる実績褒賞を促すための取り組みもあわせて行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

行革重点推進事業名
「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館」に集う
庁内横断的取組の推進

担当課 教育推進部社会教育課

第２次実施計画事業名
「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館」に集う
庁内横断的取組の推進

事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性
　市役所の経営改善が必要です。縦割りではない、横断的な事業連携・連動、場合によっては
部局を超えた事業統合による効率性の追求が必要です。現在、「ちがさき丸ごとふるさと発見
博物館」のシンボルマークをチラシ等につけて発信している各課事業が増えています。

実施内容
　各課の事業で、「ちがさき丸ごと博物館事業」と位置づけられる事業を洗い出し、連動・統
合のあり方を協議・検討し、それぞれの開催時期や情報発信の連動、事業協力・統合などの横
断的な取組を進めます。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度
「丸ごと博物館事業」と位置づけられる各課事業の連動・
統合時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
「丸ごと博物館事業」と位置づ

けられる各課事業の連動・統合

協議

各課の第2次実施計画採択事業で、「丸ごと博物館事業」と位置づけられる各課事業を洗
い出し、連動・統合のあり方を協議・検討します。

平成２６年度
「丸ごと博物館事業」と位置づ

けられる各課事業の連動・統合

各課の実施計画事業で、「丸ごと博物館事業」と位置づけられる各課事業の連動・統合を
図ります。

平成２７年度
「丸ごと博物館事業」と位置づ

けられる各課事業の連動・統合

各課の実施計画事業で、「丸ごと博物館事業」と位置づけられる各課事業の連動・統合を
推進します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
「丸ごと博物館事業」と位置づ

けられる各課事業の連動・統合

協議

「丸ごと博物館事業」と位置づ

けられる各課事業の連動・統合

「丸ごと博物館事業」と位置づ

けられる各課事業の連動・統合 -

年度ごとの実績値
「丸ごと博物館事業」と位置づ

けられる各課事業の連動協議

「丸ごと博物館事業」と位置づ

けられる各課事業の連動 -

取組に対する評価 B A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　庁内関係各課担当者からなる事業企画検討会に関係市民を加えた会議を年間11回、課長会議を1回

開催し、企画展「つながるちがさき」を軸とした連動の協議を進め、ちがさき丸ごと博物館事業として

一体的に発信しました。また、社会教育課事業以外でのシンボルマークの活用を推進しました。

【評価の理由】

　会議を重ね、全庁照会を行い、一体的な発信やシンボルマークの活用は図られましたが、協働してい

る市民の活動成果に比べると連携の密度が高いとは言えないことから、B評価としました。

【今後の取組】

　庁内各課で行う都市資源を生かした事業が「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業」に位置付けら

れるよう、引き続き庁内横断的な協議を進めていきます。

平成２６年度

【実施状況】

   企画展「丸ごと100-茅ヶ崎を知る100の機会-展」では、庁内関係各課からなる事業企画検討会の

構成課に、各課の事業を生かした「茅ヶ崎の●●」についての講座を行ってもらいました。また、社会

教育課事業以外でのシンボルマークの活用を推進しました。

【評価の理由】

　「茅ヶ崎のことについて調査研究し、その魅力を発信する」活動はすべて「ちがさき丸ごと博物館事

業」であるという認識を講座の実践を通じて各課が共有し、実質的な連携が行われたことから、A評価

としました。

【今後の取組】

　庁内各課で行う都市資源を生かした事業が「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業」に位置付けら

れるよう、引き続き庁内横断的な協議と事業実践を積み重ねていきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　安心まごころ収集の安否確認を的確かつ迅速に行うため、福祉部門との議論を重ね、「茅ヶ崎市安心

まごころ収集事業実施要綱」を見直すとともに、新たに安否確認フローを作成しました。また、介護事

業者等に対する説明会を開催し、事業の周知及び安否確認の協力要請を行いました。

【評価の理由】

　年度ごとの目標値には届かなかったものの、高齢者等がより安心した在宅生活が出来る収集体制の見

直しを図り、年度途中から実行に移せたことから、B評価としました。

【今後の取組】

　事業の体制については、引き続き検証を図りながら必要に応じた対策を講じるとともに、様々な広報

媒体を活用しながら周知に努めます。

平成２６年度

【実施状況】

　茅ヶ崎市安心まごころ収集事業(ごみ(資源物)の戸別収集及び安否確認)の提供を適切に実施し、ま

た、昨年度同様に、将来を見据えた継続性を有する収集体制を検討しました。しかしながら、今後、急

速に増加することが予想される利用者を受け入れる事業体制が不十分なため、スケジュールにある周知

活動を控えている状況です。

【評価の理由】

　安心まごころ収集は実施したものの、年度ごとの目標が達成にいたらなかったことから、Ｂ評価とし

ました。

【今後の取組】

　引き続き、収集コースの見直しなどによる継続性を有する事業体制の構築を検討しますが、事業体制

が整うまでは、今以上の周知活動を行わないこととします。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

278世帯 278世帯

取組に対する評価 B B

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 400世帯 430世帯 460世帯 460世帯

年度ごとの実績値 269世帯

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

安心まごころ収集を実施し、将来を見据えた継続性を有する収集体制を検討します。
また、福祉部局や、自治会と連携した本事業の周知活動を行います。

平成２７年度 460世帯
安心まごころ収集を実施し、将来を見据えた継続性を有する収集体制を検討します。
また、福祉部局や、自治会と連携した本事業の周知活動を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

安心まごころ収集制度利用世帯数（平成２７年度）
（平成２３年度実績：２３５世帯）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 400世帯
安心まごころ収集を実施し、将来を見据えた継続性を有する収集体制を検討します。
また、福祉部局や、自治会と連携した本事業の周知活動を行います。

平成２６年度 430世帯

現状・問題点・必要性

　要支援者や、要介護者をはじめとする、ごみの持ち出しが困難な世帯に対する支援を目的と
した本事業の利用者は、年々増加しており、平成23年度末時点においての利用者数は当初目標
値の倍となっております。
　高齢社会が進む現代社会において、本事業の必要性は継続するものと捉えています。

実施内容

　ごみや資源物を集積場所まで持ち出すことが困難な世帯を対象に戸別収集を行うと同時に安
否確認も併せて行うことにより市民サービスの向上を図ります。
　また、収集日についても利用者が排出しやすいよう、専用のカレンダーを作成し、在宅生活
を継続するための支援を行います。

重点目標

数値等 単位 定義

460 世帯

行革重点推進事業名 安心まごころ収集事業 担当課 環境部環境事業センター

第２次実施計画事業名 安心まごころ収集の実施 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　市民1人1日当たり資源物を除く排出量は、施設見学や環境学習のほかホームページや「ごみ通信

茅ヶ崎」などを通じて啓発を図りましたが、平成25年度目標と比較して約10g上回り、目標の達成に

は至りませんでした。また、リサイクル率についても、平成25年度目標の達成には至りませんでした

【評価の理由】

　市民1人1日当たり資源物を除く排出量及びリサイクル率は、目標の達成には至りませんでしたが、

昨年度と比較しますと、排出量では14ｇの減量化、リサイクル率では0.2ポイントの増加という効果

があったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　平成25年10月から使用済小型家電について実証事業として回収を始めました。今後、茅ヶ崎市一般

廃棄物処理基本計画の各施策を推進し、剪定枝の資源化や更なる焼却灰の資源化の検討などごみの減量

化に努めていきます。

平成２６年度

【実施状況】

　市民1人1日当たり資源物を除く排出量は、施設見学や環境学習のほかホームページや「ごみ通信ち

がさき」などを通じて啓発を図りましたが、平成26年度目標と比較して約11g上回り、目標の達成に

は至りませんでした。また、リサイクル率についても、26年度目標の達成には至りませんでした。

【評価の理由】

　市民1人1日当たり資源物を除く排出量については、目標の達成には至りませんでしたが、昨年度と

比較すると、排出量では約12ｇの減量化という効果があったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　25年10月から使用済小型家電について実証事業として回収を始め、26年度は回収ボックスの設置

場所を拡充しました。今後、茅ヶ崎市一般廃棄物処理基本計画の各施策を推進し、剪定枝の資源化や更

なる焼却灰の資源化の検討などごみの減量化に努めていきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

653.5g

22.5%
-

取組に対する評価 B Ｂ

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
655g
26.3%

642g
27.4%

629g
28.5%

-

年度ごとの実績値
665.3g
22.7%

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

市民一人一日当たりの資源物を除いたごみの排出量とリサイクル率を指標とし、焼却ごみ
の減量化を図ります。

平成２７年度
６２９ｇ

２８．５％
市民一人一日当たりの資源物を除いたごみの排出量とリサイクル率を指標とし、焼却ごみ
の減量化を図ります。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

市民一人一日当たりの資源物を除いたごみの排出量
（平成２７年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
６５５ｇ

２６．３％
市民一人一日当たりの資源物を除いたごみの排出量とリサイクル率を指標とし、焼却ごみ
の減量化を図ります。

平成２６年度
６４２ｇ

２７．４％

現状・問題点・必要性
　限りある資源の有効利用のため、ごみの発生・排出の抑制と資源化を推進し、資源循環型社
会の形成を構築し、新たな資源化品目導入に伴う焼却ごみの減量化を図る必要があります。

実施内容
　一般廃棄物処理基本計画に基づき、ごみ減量化施策の進捗状況を検証し、新たな資源化品目
導入に伴う焼却ごみの減量化を的確に把握、推計し焼却ごみの減量化を行います。

重点目標

数値等 単位 定義

629 ｇ

行革重点推進事業名 ごみ減量化の推進施策の検討 担当課 環境部資源循環課

第２次実施計画事業名 茅ヶ崎市一般廃棄物処理計画の推進事業 事業区分 政策的事業
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６－（２８） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　平成25年6月に例規集を改版し、簡易製版とするとともに、発行部数を10部減らしました。

【評価の理由】
　計画どおりに例規集の簡易製版化が実施できたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　例規集追録を簡易製版とします。

平成２６年度

【実施状況】
　例規集追録を簡易製版としました。

【評価の理由】

　計画どおりに例規集追録の簡易製版化が実施でき、事業費の削減も達成できたことから、Ａ評価とし
ました。

【今後の取組】
　引き続き例規集追録を簡易製版とします。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

例規集追録の
簡易製版 -

取組に対する評価 A A

2,162,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 例規集の簡易製版化
例規集追録の

簡易製版

例規集追録の

簡易製版 -

年度ごとの実績値 例規集の簡易製版化

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - 2,195,000 2,195,000 4,390,000

実績効果額（円） - 2,162,000

例規集追録を簡易製版とします。

平成２７年度
例規集追録の簡易
製版

例規集追録を簡易製版とします。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

簡易製版化による例規集追録印刷代の削減額/年（平成２４
年度予算比）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 例規集の簡易製版化
例規集の原版及び追録を簡易製版とするとともに、発行部数を１１０部から１００部に減
らします。

平成２６年度
例規集追録の簡易
製版

現状・問題点・必要性
　例規集の追録の原版の作成に当たり、印刷業者が市の原稿をもとに作り込みをしていたため
その費用がかかっていました。

実施内容 　例規集の原版を作り直し、市の原稿データの加工を最小限度とするものとします。

重点目標

数値等 単位 定義

2,195 千円

行革重点推進事業名 例規集の簡易製版化事業 担当課 総務部文書法務課

第２次実施計画事業名 例規集の編集、管理及び整備事務 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 交際費支出のさらなる適正化 担当課 企画部秘書広報課

第２次実施計画事業名 交際費に関する事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性

　交際費については、常に透明かつ公正な支出が求められています。
　交際費の支出にあたっては、平成１７年７月に作成した「交際費支出の標準例」に基づき
行っています。
　昨今の社会環境の急激な変化に対応するため、記載内容の検証を実施するとともに、必要な
見直しを行います。

実施内容
　昨今の社会環境の急激な変化に対応するため、「交際費支出の標準例」の記載内容の検証を
実施するとともに、必要な見直しを行い、引き続き、透明性、公正性の確保に努めます。

重点目標

数値等 単位 定義

26 年度 「交際費支出の標準例」見直し時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
「交際費支出の標準

例」の見直し
「交際費支出の標準例」改訂版を作成します。

平成２６年度
「交際費支出の標準

例」改訂版の運用
「交際費支出の標準例」改訂版に基づき、常に適正な支出を行います。

平成２７年度 － －

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
「交際費支出の標準

例」の見直し

「交際費支出の標準

例」改訂版の運用
- -

年度ごとの実績値
「交際費支出の標準

例」改訂版の作成

「交際費支出の標準

例」改訂版の運用 - -

取組に対する評価 A A -

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　昨今の社会環境の急激な変化に対応するため、県内各市の交際費支出状況や支出基準について調査

し、「交際費支出の標準例」の見直しを行い、平成26年3月に改訂版を作成しました。

【評価の理由】

　標準例の書式を整え、種別ごとの金額を明記するなど、26年度当初より運用できる改訂版を作成す

ることができたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　「交際費支出の標準例」改訂版に基づき、引き続き、透明性、公正性の確保に努めます。

平成２６年度

【実施状況】

　平成26年3月に作成した改訂版「交際費支出の標準例」に基づき、適正に支出をしました。

【評価の理由】

　「交際費支出標準例」に基づき、適正に支出をしたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　引き続き「交際費支出の標準例」に基づき、透明性、公正性の確保に努めます。

平成２７年度
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名
地理情報システム（ＧＩＳ）による行政情報の
管理・提供

担当課 企画部情報推進課

第２次実施計画事業名 全庁型地理情報提供システムの運用 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　システムそのものは順調に稼働しております。今後は各担当課において地図情報として採用
できる情報の検討をしていただきながら、コンテンツの充実を図り市民サービスの向上を目指
します。

実施内容
　個別ＧＩＳ導入の担当課との打ち合わせを行い、コミュニティバスの路線図といったコンテ
ンツを増やすことで市民サービスの向上を目指します。

重点目標

数値等 単位 定義

3 件
GISを活用した新たに作成するコンテンツ数（平成２５年度
から２７年度までの累計）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 １件
個別ＧＩＳ導入の担当課との打ち合わせを行うとともに、利用促進部会による検討を行います。

ＧＩＳを活用したコンテンツを１種類新たに作成します。

平成２６年度 １件
個別ＧＩＳ導入の担当課との打ち合わせを行うとともに、利用促進部会による検討を行います。

ＧＩＳを活用したコンテンツを１種類新たに作成します。

平成２７年度 １件
個別ＧＩＳ導入の担当課との打ち合わせを行うとともに、利用促進部会による検討を行います。

ＧＩＳを活用したコンテンツを１種類新たに作成します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 1件 1件 1件 3件

年度ごとの実績値 8件 3件 11件

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　「消防水利マップ」、「指定道路図」、「液状化ハザードマップ」等の庁内及び庁外向けのマップ提

供を新たに開始しました。

【評価の理由】

　年度ごとの目標値を達成し全庁型地理情報システムの利用向上を図ったことから、A評価としまし

た。

【今後の取組】

　今後も、より利用価値の高い地図の提供を推進するため、検討を進めていきます。

平成２６年度

【実施状況】

　「ＡＥＤ設置場所マップ」を庁外向けとして、また、「観光マップ」及び「ウォーキングガイドマッ

プ」を庁内向けとして新たに開始しました。

【評価の理由】

　年度ごとの目標値を達成し、全庁型地理情報システムの利用向上を図ったことから、A評価としまし

た。

【今後の取組】

　今後もさらに提供できる地図を増やせるよう、担当課と調整しながら検討を進めていきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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６－（３１） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　第一次分システムについて運用管理及びSLA協議を行いました。また、第二次及び第三次の各業務

システムの構築要件を作業部会で検討し、業務領域定例会・定例報告会・全体会議で進行管理と課題管

理を行いました。

【評価の理由】

　システムダウンによる業務影響を発生させなかったこと、SLA協議をとおしてシステムの安定稼働

と課題解決を図ったことから、A評価としました。

【今後の取組】

　平成27年1月に二次・三次システムを稼働させるために、データ移行やシステム連携の構築を行い

ます。

平成２６年度

【実施状況】

　第一次分システムは安定稼働しており、第二次及び第三次分システムは、データ移行やシステム連携

の構築等を行い、平成27年1月に無事稼働開始しました。

【評価の理由】

　システムダウンによる業務影響を発生させなかったこと、問題なく第二次及び第三次分システムを稼

働開始できたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　26年度で情報システム最適化の推進は完了となります。今後はシステムの安定稼働に努めます。

平成２７年度

システム停止０日 - -

取組に対する評価 A Ａ -

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 第一次分の安定稼働
第二次及び第三次分

の安定稼働
- -

年度ごとの実績値 システム停止０日

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

二次・三次分事業者との会議を実施します。また、ホストコンピュータを平成２７年３月末まで再リース

することで既存オンラインシステムの運用管理を行います。

各システム事業者とのSLA協議を行います。

平成２７年度 ー －

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

情報システム最適化実施年度

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 第一次分の安定稼働
一次分事業者とのSLA（サービスレベルアグリーメント： サービス品質保証契約）協議を行います。また、二次・三次業務について公開型プロ

ポーザルにより事業者を選定するとともに、選定された事業者との会議を実施します。ホストコンピュータの賃貸借終了に向けたシステム環境確

保のためホストコンピュータの再リースが可能か契約協議を行います。

平成２６年度
第二次及び第三次分

の安定稼働

現状・問題点・必要性

　特定の事業者に改修等が制限されているホストコンピュータの利用を廃止し、標準的な技術
の利用（オープン化）を図ると共に、住民記録システムの改正住民基本台帳法（平成２４年７
月施行）に対応し、収納の一元化・マルチペイメントネットワークへの対応を可能としたシス
テムを構築し、住民サービスの向上を図る必要があります。

実施内容

　次の情報システム等に対して再構築（オープン化）を行います。

第一次分　共通基盤（運用含む）、住民記録、国民健康保険、国民年金、収滞納、選挙管理（平成２４年度運用開始）

第二次分　介護保険、後期高齢　（平成２６年度運用開始）

第三次分　税（固定資産税、市民税、軽自動車税等）　（平成２６年度運用開始）

重点目標

数値等 単位 定義

26 年度

行革重点推進事業名 情報システム最適化の推進 担当課 企画部情報推進課

第２次実施計画事業名 情報システム最適化の推進 事業区分 政策的事業
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６－（３２） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成21年度に複数年の長期継続契約を締結したことにより、25年度も21年度と同額の実績値とす

ることができました。

【評価の理由】

　長期継続契約締結に則り同額での支払いを執行し、システムの停止を発生させなかったこと、また、

ホストコンピュータの再リース協議を行い可能としたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　リース期間終了後の契約について、再リースを利用することで経費削減を図ります。

平成２６年度

【実施状況】

　平成21年度に複数年の長期継続契約を締結したことにより、26年度も21年度と同額の実績値とす

ることができました。

【評価の理由】

　長期継続契約締結に則り同額での支払いを執行し、システムの停止を発生させなかったこと、また、

ホストコンピュータの再リース協議を行い可能としたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　システム最適化の完了により、ホストコンピュータでの運用は終了となります。

平成２７年度

稼働日数
３６５日

- -

取組に対する評価 A Ａ -

- 92,800,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
稼働日数

３６５日

稼働日数

３６５日

稼働日数

３６５日 -

年度ごとの実績値
稼働日数

３６５日

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 46,400,000 46,400,000 46,400,000 139,200,000

実績効果額（円） 46,400,000 46,400,000

各システム構成の内容や契約内容、運用方法を見直します。

平成２７年度
稼働日数
３６５日

各システム構成の内容や契約内容、運用方法を見直します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

運用保守経費の削減額/年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
稼働日数
３６５日

各システム構成の内容や契約内容、運用方法を見直します。

平成２６年度
稼働日数
３６５日

現状・問題点・必要性
　現在、ホストコンピュータのオープン化、最適化の作業を進行しつつ、現行システム契約の
内容の精査を行っております。

実施内容
　平成２７年度に最適化作業が終了するまでのシステムのリース契約の内容の見直しを行い、
経費削減を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

46,400 千円

行革重点推進事業名 ホストコンピュータの契約方法の見直し 担当課 企画部情報推進課

第２次実施計画事業名
ホストコンピュータ及び関連機器等の貸借、保
守業務

事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名
制限付き一般競争入札による入札・契約の適正
化の推進

担当課 財務部契約検査課

第２次実施計画事業名 制限付き一般競争入札による入札への移行 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　工事契約については１３０万円超の案件は原則として制限付き一般競争入札としています
が、物品購入については現在３,０００万円以上としていることから、競争性等確保のためこの
金額を引き下げる必要があります。

実施内容
　物品購入について、制度の検証を踏まえつつ、制限付き一般競争入札の適用金額を段階的に
引き下げることとします。

重点目標

数値等 単位 定義

2,000 万円 物品購入についての適用金額（平成２７年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
３，０００万円

（適用金額）

物品購入について、制度の検証を踏まえつつ、制限付き一般競争入札の適用金額を段階的
に引き下げます。

平成２６年度
３，０００万円

（適用金額）

物品購入について、制度の検証を踏まえつつ、制限付き一般競争入札の適用金額を段階的
に引き下げます。

平成２７年度
２，０００万円

（適用金額）

物品購入について、制度の検証を踏まえつつ、制限付き一般競争入札の適用金額を段階的
に引き下げます。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
3,000万円

（適用金額）
3,000万円

（適用金額）
2,000万円

（適用金額）
-

年度ごとの実績値
3,000万円

（適用金額）
3,000万円

（適用金額）
-

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　物品購入について、平成25年度当初から制限付き一般競争入札の適用金額を5,000万円から3,000

万円に段階的に引き下げました。

【評価の理由】

　実施スケジュール通りに対応し、目標を達成することができたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　制度の検証を踏まえつつ、入札の公平性、競争性を保つため、引き続き制限付き一般競争入札の適用

金額を段階的に引き下げる方向で準備を進めます。

平成２６年度

【実施状況】

　物品購入について、平成25年度に引き続き、予算金額3,000万円以上の案件について、制限付き一

般競争入札を執行しました。

【評価の理由】

　実施スケジュール通りに対応し、目標を達成することができたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　制限付き一般競争入札及び指名競争入札の特長を踏まえ、制度の検証及び電子入札に対応できない事

業者への指導等の検討を行います。

　また、入札の公平性、競争性を保つため、引き続き、制限付き一般競争入札の適用金額を段階的に引

き下げる方向で準備を進めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名
総合評価落札方式による入札・契約の適正化の
推進

担当課 財務部契約検査課

第２次実施計画事業名 総合評価落札方式 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　価格のみならず価格以外の要素を加味して競争入札である総合評価落札方式の適用を拡大す
る必要がありますが、工事等の件数が全体的に減っている中で、総合評価落札方式の件数だけ
増加させることは難しいといえます。

実施内容 　総合評価落札方式の適用に向けて工事主管課との調整を踏まえ、実施します。

重点目標

数値等 単位 定義

21 件
総合評価落札方式の件数
（平成２５年度から２７年度までの累計）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 ７件 総合評価落札方式の適用に向けて工事主管課との調整を踏まえ、実施します。

平成２６年度 ７件 総合評価落札方式の適用に向けて工事主管課との調整を踏まえ、実施します。

平成２７年度 ７件 総合評価落札方式の適用に向けて工事主管課との調整を踏まえ、実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 7件 7件 7件 21件

年度ごとの実績値 5件 3件 8件

取組に対する評価 B B

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成26年度に向けて、より実態に即したガイドラインの評価項目を見直すとともに工事主管課との

調整を行いました。

【評価の理由】

　実施スケジュール通りに対応し、順調に事務を進めましたが、年度ごとの目標値を上回ることができ

なかったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　評価項目及び評価配点の見直し、対象工事の決定方法、運営組織体制の見直し等の課題解決に向け引

き続き取り組みを進めます。

平成２６年度

【実施状況】

　平成27年度に向けて、より実態に即したガイドラインの評価項目を見直すとともに工事主管課との

調整を行いました。

【評価の理由】

　実施スケジュール通りに対応し、順調に事務を進めましたが、本方式を採用する工事案件が想定より

少なく、年度ごとの目標値を上回ることができなかったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　評価項目及び評価配点の見直し、対象工事の決定方法、運営組織体制の見直し等の課題解決に向け引

き続き取り組みを進めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

行革重点推進事業名
電子納税（納付）サービスの導入及び消込収納
事務の改善

担当課 財務部収納課

第２次実施計画事業名 電子納税サービスの導入 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　納税（納付）義務者の増加に伴い、原符数が増加しており、原符をオンラインへ消込みする
処理は、各課職員が仕分、ＯＣＲ読取機器での処理を行っています。その消込収納に係るＯＣ
Ｒ処理等は、専門性をもって常勤職員が行う必要性がなく、全庁的に２．１９人工／年を要し
ています。

実施内容
　平成２６年度はMPN（マルチペイメントネットワーク）収納サービスの導入、外部委託化に
よる消込収納事務の改善を行います。また、平成２７年度はMPN収納サービス及び改善した消
込収納事務を継続し、人件費等の削減を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 消込収納事務手順確立時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 4,131,800円
市県民税特別徴収パンチ原符のデータ化やMPN収納導入事前委託、納付書作成委託を実
施します。

平成２６年度 1,502,050円
市県民税特別徴収パンチ原符のデータ化やMPN収納サービス導入、統一納付書の導入、
消込収納事務の改善を行います。

平成２７年度 8,120,800円
市県民税特別徴収パンチ原符のデータ化やMPN収納サービスの運営、改善した消込収納
事務を継続します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 4,131,800 1,502,050 8,120,800 13,754,650

実績効果額（円） 4,459,300 1,865,000 6,324,300

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 4,131,800円 1,502,050円 8,120,800円 13,754,650円

年度ごとの実績値 4,459,300円 1,865,000円 6,324,300円

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　市県民税特別徴収パンチ原符のデータ化については、毎月・金融機関4行×12ヶ月実施しました。

統一納付書様式作成については、委託を行い、年度末までに新たなレイアウトを決定しました。MPN

収納委託（MPN共同利用センター事業者）については、平成25年5月に企画提案型の選考によって契

約を締結しました。

【評価の理由】

　市県民税特別徴収のデータ化によるパンチ入力委託費の削減等により、年度ごとの目標値を上回った

ことや事業全体的にスケジュールに沿って実施できたため、A評価としました。

【今後の取組】

　平成27年1月のマルチペイメントネットワーク収納導入に向けて、必要となる事務を確実に実施し

ます。

平成２６年度

【実施状況】

　MPN収納サービスについて、平成27年１月より導入するとともに、導入に合わせて、統一納付書の

使用を開始しました。消込事務の改善については、OCR処理を外部委託することで職員の事務量を削

減しました。

【評価の理由】

　年度ごとの目標値を上回ったこと及びMPN収納サービスを問題なく導入できたことから、A評価と

しました。

【今後の取組】

　安定した消込事務を行えるよう事務手順を確立していきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業の見直し 担当課 保健福祉部高齢福祉介護課

第２次実施計画事業名 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　高齢化が進展する中で、健康や体力に自信のない方でも参加しやすいよう活動機会の充実が
求められているとともに、効果的かつ効率的な事業の推進方法を検討する必要があります。

実施内容
　効果的かつ効率的な事業の推進のため、高齢者の生きがいと健康づくり推進委員会を見直し
老人クラブ連合会との連携を推進していきます。

重点目標

数値等 単位 定義

47 千円 会議運営経費の削減額（平成２６年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 運営方法検討
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業について今後のあり方の整理、見直しを実施しま
す。

平成２６年度 見直し実施
高齢者の生きがいと健康づくり推進委員会を見直し、高齢者の生きがいと健康づくり推進
事業を老人クラブ連合会と連携して実施していきます。

平成２７年度

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - 47,000 - 47,000

実績効果額（円） - 47,000 - 47,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 運営方法検討 見直し実施 - -

年度ごとの実績値 運営方法の変更 見直し実施 - -

取組に対する評価 A A -

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　平成25年7月1日付で、茅ヶ崎市高齢者の生きがいと健康づくり推進委員会を廃止しました。

【評価の理由】

　高齢者の生きがいと健康づくり推進事業について今後のあり方の整理ができ、年度ごとの目標を達成
したことから、A評価としました。

【今後の取組】
　老人クラブ連合会と連携して事業内容の検討を行い、実施します。

平成２６年度

【実施状況】
　前年度に茅ヶ崎市高齢者の生きがいと健康づくり推進委員会を廃止したことに伴い、平成26年度に

おいては、推進委員会委員謝礼及び推進委員会に係る費用を削減することができました。

【評価の理由】
　高齢者の生きがいと健康づくり推進事業について今後のあり方の整理ができ、目標を達成したことか
ら、A評価としました。

【今後の取組】

　老人クラブ連合会と連携して事業内容の検討を行い、実施します。

平成２７年度
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

行革重点推進事業名 介護保険システム端末機器の更新 担当課 保健福祉部高齢福祉介護課

第２次実施計画事業名 介護保険事業特別会計の全般的事務 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性
　現在はホストコンピュータによるシステム運用であり、端末としてのパソコンに高度な能力
を求めることになり、リース料が高くなっています。

実施内容
　平成26年度のシステム入れ替えにより、パソコンを更新します。これにより、インターネッ
トエクスプローラーを利用してシステムへアクセスでき、一般的なパソコンへの置き換えが可
能になり、リース料の高騰を抑えることができます。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 介護保険システム安定的稼働検証時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度

平成２６年度 パソコンの更新
導入される新システムの利用に適当なパソコンを選定し、賃貸借契約のための入札を行い
ます。契約後は、システム更新に合わせてパソコンを置き換えます。

平成２７年度
パソコンの更新に
よる安定的稼働

新システムの導入により、業務が安定的に稼働するか検証を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 - パソコンの更新
パソコンの更新

による安定的稼働
-

年度ごとの実績値 - パソコンの更新 -

取組に対する評価 A

実
施
状
況
等

平成２５年度

平成２６年度

【実施状況】

　新システムの導入により、業務が安定的に稼働するかどうかの検証を行い、平成27年1月より新シ

ステムを稼働させ、システムに合わせてパソコンの置き換えを実施しました。

【評価の理由】

　目標どおり、２７年１月にパソコン置き換えが完了したことから、A評価としました。

【今後の取組】

　業務が安定的に行えるよう、置き換えたパソコン及びシステムの稼働状況の検証を行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 介護保険事務処理システムの最適化 担当課 保健福祉部高齢福祉介護課

第２次実施計画事業名 介護保険事務処理システム改修事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性
　システムには著作権があり、開発者以外が改修作業を行うことはできません。このため、改
修費が高止まりする傾向があります。

実施内容
　平成２６年度に新システムが稼動するよう、開発作業を進めます。これにより、今までより
柔軟にシステムの更新等ができるようになり、改修費用を削減することができます。

重点目標

数値等 単位 定義

11,000 千円
介護保険事務処理システムの最適化によるシステム改修費
用の削減額（平成２５年度から２７年度までの累計）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
新システム開発

作業の実施
新システムの開発作業を進めます。

平成２６年度
3,000千円
（削減額）

新システム稼動の開発作業を進め、12月から稼動させます。また、現行システムの運用
を停止します。

平成２７年度
8,000千円
（削減額）

新システムを安定的に稼動させます。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - 3,000,000 8,000,000 11,000,000

実績効果額（円） - 6,590,000 6,590,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
新システム開発作業

の実施

3,000千円

（削減額）

8,000千円

（削減額）
-

年度ごとの実績値
新システム開発作業

の実施
6,590千円 -

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　今年度は、新システム稼働に向けて、業務別に作業部会を実施し、仕様やシステムフローチャートを

確認し、システムの利用に欠かせないパラメータの設定が完了しました。

【評価の理由】

　当初の予定通り作業が進み、新システム開発作業を実施できたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、開発作業を進め、平成26年度はシステムテストに取り組みます。また、現行システムか

ら新システムへのデータの移行に関して、漏れのないように行います。

平成２６年度

【実施状況】

　前年度に引き続き、システム開発を進め、平成27年1月に、新システムを稼働させました。

【評価の理由】

　新システムの稼働により、現行システムを稼働停止し、システム改修費用が削減できたことから、A

評価としました。

【今後の取組】

　新システムの安定稼働に向けて検証作業を行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 公共用水域水質モニタリングの効率化 担当課 環境部環境保全課

第２次実施計画事業名 水・土環境保全調査事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　公共用水域及び地下水の水質モニタリングは、今後、新規の環境基準項目などの追加に伴
い、新たなモニタリングの実施が必要になります。

実施内容

　公共用水域モニタリングについて、より効率的かつ効果的なモニタリングとするため、測定
頻度等の見直しを行い、次年度測定計画に反映させます。また、測定機器類について、リース
契約期間が終了するものを再リース契約とするなど、機器の使用方法を見直し、経費削減に努
めます。

重点目標

数値等 単位 定義

9,063 千円
水質モニタリング経費等の削減額（平成２５年度から２７
年度までの累計）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 2,819千円
ICP発光分光分析装置リース期間（～H25.8）終了後は、再リース契約とします。
また、公共用水域水質モニタリングの測定項目及び測定頻度を見直します。

平成２６年度 3,044千円
ICP発光分光分析装置、引き続き再リース契約するとともに、分析用ガラス器具洗浄機
リース期間（～H26.7）終了後、リース契約廃止します。
また、公共用水域水質モニタリングの測定項目及び測定頻度を見直します。

平成２７年度 3,200千円
ICP発光分光分析装置、引き続き、再リース契約するとともに、分析用ガラス器具洗浄
機、再リース契約廃止します。
また、公共用水域水質モニタリングの測定項目及び測定頻度を見直します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 2,819,000 3,044,000 3,200,000 9,063,000

実績効果額（円） 2,839,515 4,226,541 7,066,056

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 2,819千円 3,044千円 3,200千円 9.063千円

年度ごとの実績値 2.839千円 4,226千円 7,065千円

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　ICP発光分光分析装置リース期間（～H25.8）終了後は新規機器の更新を行わず再リース契約とする

とともに、公共用水域モニタリングについて、測定項目１項目の廃止と、1月あたり1日4回（年間48

回）の測定を1月あたり1日1回（年間12回）に測定頻度を減じました。また、市内河川自主測定にお

いて、河川水中大腸菌群数測定結果の解析を行い、河川水質常時監視の実績をふまえ、25年度からは

同項目の委託業務を廃止しました。

【評価の理由】

　契約及び事業の見直しにより、2,819千円の歳出削減効果があり、大幅に目標値を上回るとともに

業務改善を達成できたため、A評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、公共用水域モニタリング調査の方法を見直したり、分析用ガラス器具洗浄装置リースを廃

止するなど、水・土壌環境保全調査事業の効率化を進めていきます。

平成２６年度

【実施状況】

　ICP発光分光分析装置リース期間（～H25.8）終了後は新規機器の更新を行わず再リース契約を6月

までで終了とするとともに、分析用ガラス器具洗浄装置のリース契約を廃止しました。また、公共用水

域モニタリングについて、引き続き測定項目1項目の廃止と、1月あたり1日4回（年間48回）の測定

を1月あたり1日1回（年間12回）に測定頻度を減じました。

【評価の理由】

　ICP発行分光分析装置リース契約期間の短縮及び分析用ガラス器具洗浄装置リース契約の廃止と測定

項目及び測定頻度の見直しにより、3,919千円の歳出削減効果があり、大幅に目標値を上回るととも

に業務改善を達成できたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、調査結果の状況を見ながら、公共用水域モニタリング調査の方法を見直すとともに、水・

土壌環境保全調査事業の効率化を進めていきます。

平成２７年度

【実施状況】

　

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名
環境事業センター維持管理事業に係る業務委託
の長期継続契約化

担当課 環境部環境事業センター

第２次実施計画事業名
環境事業センターの維持管理事業（管理担当
施設）

事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　施設の維持管理に係る業務委託は、毎年、同じ仕様で契約手続きを行っており、手続きに要
する人件費が毎年掛かってしまうため、発注者と受注者がお互いに事務の効率化を図る必要が
あります。

実施内容
　清掃委託、消毒委託、警備委託について、現状の単年度契約を平成２５年度から３年間の長
期継続契約に変更し、経費削減に努めます。

重点目標

数値等 単位 定義

3 件
清掃委託、消毒委託、警備委託長期継続契約締結件数（平
成２５年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 ３件
清掃委託、消毒委託、警備委託について、現状の単年度契約を平成２５年度から３年間の
長期継続契約に変更します。

平成２６年度

平成２７年度

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 1,855,000 - - 1,855,000

実績効果額（円） 3,130,650 - - 3,130,650

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 ３件 - - ３件

年度ごとの実績値 2件 - - 2件

取組に対する評価 B - -

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　清掃委託及び警備委託について単年度契約から3年間の長期継続契約に変更しました。

【評価の理由】

　消毒委託については、発生害虫に対して個別の対策を要するため、定例的な業務として扱うことが難

しく、長期継続契約にはなじまないことから、長期継続契約の対象から除外しため、年度ごとの目標値

を達成できなかったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　清掃委託及び警備委託については引き続き長期継続契約とし、事務の効率化と経費削減に努めます。

平成２６年度

平成２７年度
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　毎月の経営推進会議で経営状況を把握し、年3回開催の茅ヶ崎市立病院運営協議会に報告し、意見を

いただくとともに、中期経営計画に基づき経営分析及び業務改善を行いました。

【評価の理由】

　患者7人に対し看護師1人を配置する7対1看護の実施や病床利用率の増加により、経常収支比率が改

善し、100%を上回ったことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き「経営推進会議」で経営状況を把握・改善し、「茅ヶ崎市立病院運営協議会」に報告すると

ともに経常収支比率の改善に取り組みます。

平成２６年度

【実施状況】

　毎月の経営推進会議で経営状況を把握し、年3回開催の茅ヶ崎市立病院運営協議会に報告し、意見を

いただくとともに、中期経営計画に基づき経営分析及び業務改善を行いました。

　また、外部会社に経営分析を依頼し、状況の把握、検討を行うと共に各所属のリーダーが集まる病院

運営連絡調整会議にて情報の共有を図り、病床利用率の向上を促しました。

【評価の理由】

　患者7人に対し看護師1人を配置する7対1看護を実施し、経常収支比率が100%を上回ったことか

ら、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き「経営推進会議」で経営状況を把握・改善し、「茅ヶ崎市立病院運営協議会」に報告すると

ともに経常収支比率の改善に取り組みます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

100.8% -

取組に対する評価 A A

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 100%以上 100%以上 100%以上 -

年度ごとの実績値 102.1%

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

経営推進会議において計画の達成状況を検討し、茅ヶ崎市立病院運営協議会において進捗
状況を報告し、計画の進行管理を行います。

平成２７年度 １００％以上
経営推進会議において計画の達成状況を検討し、茅ヶ崎市立病院運営協議会において進捗
状況を報告し、計画の進行管理を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

毎年度の経常収支比率

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 １００％以上
経営推進会議において計画の達成状況を検討し、茅ヶ崎市立病院運営協議会において進捗
状況を報告し、計画の進行管理を行います。

平成２６年度 １００％以上

現状・問題点・必要性
　自治体病院の経営が難しい状況にあり、国から経営の健全化による安定した経営が求められ
ています。中期経営計画を策定し、経営分析及び業務改善を行います。

実施内容
　平成２４年度に策定された中期経営計画を基調に、より一層の経営健全化を図り、できるだ
け早期に経常収支率１００％（経常黒字）を継続的に達成します。

重点目標

数値等 単位 定義

100 ％以上

行革重点推進事業名 市立病院の健全経営の取り組み 担当課 市立病院事務局病院総務課

第２次実施計画事業名 市立病院の健全経営の取り組み 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　消防業務の特殊性から、心的ストレスを受けやすい環境であるため、平成22年7月にメンタルサ

ポートチームを発足し、22・23年度は外部講師による研修会を行いましたが、24年度より庁内講師
を養成することで外部講師の回数を削減し、研修回数や受講者数を減らすことなく、事業費の削減に努
めました。

【評価の理由】
　庁内講師を養成するといった事業手法の見直しにより、事業費の削減が達成できたことから、Ａ評価

としました。

【今後の取組】

　新採用職員、新小隊長、新管理職などの階層別研修を継続するとともに、職員アンケートを行い研修
の内容や実施方法等、職員の意見を反映させ充実した研修を行います。

平成２６年度

【実施状況】
　平成25年度に引き続き、庁内講師の活用により、外部講師の研修回数を削減し、研修の質を落とす

ことなく、事業費を削減できました。また、職員に研修内容などのアンケートを実施し、その結果に基
づき全体研修として惨事ストレス研修を実施しました。

【評価の理由】
　庁内講師を活用する事業手法を取り入れることにより、事業費を削減できたことや、職員の意見を取
り入れた研修内容を実施したことから、A評価としました。

【今後の取組】

　臨床心理士による面談を辞退する職員もいるなど、取り組み当初に比べて職員の意識が変化している

ことから、これまで臨床心理士の面談対象を小隊長以上としていましたが、小隊長以外の職員もその対
象とするなどの見直しを行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

150千円 300千円

取組に対する評価 A A

300,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 150千円 150千円 150千円 450千円

年度ごとの実績値 150千円

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 150,000 150,000 150,000 450,000

実績効果額（円） 150,000 150,000

部内講師を養成し研修方法を改善することにより事業費の削減を行います。

平成２７年度 150千円 部内講師を養成し研修方法を改善することにより事業費の削減を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

研修方法の改善（職場内講師の養成）による事業費削減額/
年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 150千円 部内講師を養成し研修方法を改善することにより事業費の削減を行います。

平成２６年度 150千円

現状・問題点・必要性

　災害の複雑多様化と共に市民ニーズが多様化し職員への負担が増加しています。
　職員のメンタルヘルス対策の知識や理解において職場内及び職員へ理解を深める必要があり
ます。
　研修会の実施方法について改善が求められ、職場講師を育成し研修方法並びに経費の削減を
図る必要があります。

実施内容
　ストレス対策に係る研修及び臨床心理士等の研修に係る研修方法を改善する事とし、職場内
講師を育成し研修方法を改善し、経費削減に努めます。

重点目標

数値等 単位 定義

150 千円

行革重点推進事業名 消防職員のストレスケア対策の事業手法の見直し 担当課 消防本部消防総務課

第２次実施計画事業名 消防職員のストレスケア対策 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

-

取組に対する評価 -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 - - １４器 １４器

年度ごとの実績値 -

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - 5,607,000 5,607,000

実績効果額（円） - -

平成２７年度 １４器 平成１７年度に購入した機器１４器の更新をリース契約に切り替えます。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

委託管理によるリース契約に切り替える更新機器数（平成
２７年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度

平成２６年度

現状・問題点・必要性

　平成１７年度から段階的に導入してきたＡＥＤが平成２７年度中に１０年目を迎え、ＰＬ法（製造物責任
法）の適用期間を過ぎることと、機器の経年劣化による誤作動が懸念され、機器の更新が望まれるが、買い取
りによる更新を選択した場合、機器が高額で単年度の経費負担が大きい上、定期的に交換が必要な消耗品など
のランニングコストを毎年度計上しなければならないことと、それらの点検、管理に人的な労力を要するた
め、順次委託管理によるリース契約に切り替えます。

実施内容
　平成２７年度より、　更新の必要となる機器（１４器）を委託管理によるリース契約に切り
替え、順次すべての機器をリース契約に切り替え経費負担の軽減を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

14 器

行革重点推進事業名 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）更新事業 担当課 消防本部救命課

第２次実施計画事業名 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）更新事業 事業区分 政策的事業
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６－（４４） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　平成24年度より金融機関との口座振込データの授受を従来のフロッピーディスクから伝送化へと変

更しており、平成25年度についても引き続き伝送化を行いました。

【評価の理由】

　引き続き口座振込データの伝送化を行い、データ授受の日数を6営業日から3営業日に短縮し、事務
の効率化を図ったことから、A評価としました。

【今後の取組】
　引き続き口座振込データの伝送化を行い、事務の効率化に努めます。

平成２６年度

平成２７年度

- - -

取組に対する評価 A - -

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 3営業日 - - -

年度ごとの実績値 3営業日

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

－

平成２７年度 － －

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

データ伝送化による口座振込データ授受の短縮日数

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 3営業日
フロッピーディスクにて行っている金融機関との口座振込データの授受を伝送化します。
それにより、口座振込データの授受を6営業日前から3営業日前に短縮します。

平成２６年度 －

現状・問題点・必要性

　金融機関との口座振込データの授受に関しては、振込指定日の6営業日前にフロッピーディス
クで行っています。しかし、フロッピーディスクは生産廃止となり既に市場には流通しておら
ず、会計課にある在庫のみとなっています。そのため、新たな口座振込データの授受方法とし
て伝送化を行います。伝送化を行うことで、今まで6営業日前だった口座振込データの授受を3
営業日前に短縮することが可能となります。

実施内容
　フロッピーディスクで行っている金融機関との口座振込データの授受を伝送化します。それ
により6営業日前に行っていた口座振込データの授受を3営業日前に短縮し、事務の効率化を図
ります。

重点目標

数値等 単位 定義

3 営業日

行革重点推進事業名 振込データの伝送化 担当課 会計課

第２次実施計画事業名 現金出納、財産の記録及び管理事務 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成25年4月より、口座振込時に債権者へ送付していた振込通知書の廃止を行いました。また、債

権者の通帳への印字方法変更に伴う、財務会計システムの改修についても併せて行いました。

【評価の理由】

　予定どおり取り組みを行い、印刷製本費や通信運搬費といった費用の削減及び窓付封筒の削減につい

て目標を達成したことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き振込通知書を廃止し、費用の削減等に取り組みます。

平成２６年度

【実施状況】

　平成26年度についても、引き続き振込通知書の廃止を行いました。

【評価の理由】

　引き続き予定どおり取り組みを行い、印刷製本費や通信運搬費といった費用の削減及び窓付封筒の削

減について目標を達成したことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き振込通知書を廃止し、費用の削減等に取り組みます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

55,000枚 110,000枚

取組に対する評価 A A

8,576,500

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 55,000枚 55,000枚 55,000枚 165,000枚

年度ごとの実績値 55,000枚

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 4,279,500 4,279,500 4,279,500 12,838,500

実績効果額（円） 4,288,250 4,288,250

振込通知書の廃止を行うことにより、区内特別40,000枚、市外15,000枚の窓付封筒、
郵便料金の削減をします。

平成２７年度 55,000枚
振込通知書の廃止を行うことにより、区内特別40,000枚、市外15,000枚の窓付封筒、
郵便料金の削減をします。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

窓付封筒の削減枚数（平成２３年度比）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 55,000枚
振込通知書の廃止を行うことにより、区内特別40,000枚、市外15,000枚の窓付封筒、郵便料

金の削減をします。各債権者への対応として、債権者の通帳への印字の変更に伴う財務会計シス

テム改修を行います。また、財務規則第107条第4項の規則改正を行います。

平成２６年度 55,000枚

現状・問題点・必要性

　振込通知書については、金融機関６営業日前の口座振込データ作成時に印刷しております。
印刷後、翌日に手作業で印字、重複のチェックを行い封入作業を終えたあと、振込日当日に債
権者へ郵送しております。振込通知書を廃止することで、今まで手作業で行ってきた確認、封
入作業の削減、用紙や郵送料などの削減が見込まれます。

実施内容

　振込通知書の廃止を行います。各債権者への対応として、財務会計システム改修により債権
者の通帳への印字方法を、現在の『会計管理者』から『各担当課名』を印字することで、振込
内容の確認、問い合わせを容易にします。
　また、振込通知書の廃止に伴う財務規則第107条第4項の改正も行います。

重点目標

数値等 単位 定義

55,000 枚

行革重点推進事業名 振込通知書の廃止 担当課 会計課

第２次実施計画事業名 振込通知書の廃止 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成24年度予算と比較して、交際費▲10,000＋消耗品費▲49,000＋食糧費▲2,000＝▲

61,000円での予算としました。

【評価の理由】

　例年を超える量の例規集の加除があり、加除に要する費用が不足しましたが、交際費・消耗品費・食

糧費は予定どおり削減したことから、A評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、同規模での予算編成を行います。

平成２６年度

【実施状況】

　引き続き、平成24年度予算と比較して、交際費▲10,000＋消耗品費▲49,000＋食糧費▲2,000

＝▲61,000円での予算としました。

【評価の理由】

　様々な需要を満たす必要があるなか、最小限の経費による執行に努め、交際費・消耗品費・食糧費は

予定どおり削減したことから、A評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、同規模での予算編成を行います。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

61千円 122千円

取組に対する評価 A A

122,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 61千円 61千円 61千円 183千円

年度ごとの実績値 61千円

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 61,000 61,000 61,000 183,000

実績効果額（円） 61,000 61,000

交際費、消耗品費、食料費、印刷製本費の削減を行います（平成２４年度比）。

平成２７年度 61千円 交際費、消耗品費、食料費、印刷製本費の削減を行います（平成２４年度比）。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

事務の効率化における削減合計額
（平成２５年度から２７年度までの累計）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 61千円 交際費、消耗品費、食料費、印刷製本費の削減を行います（平成２４年度比）。

平成２６年度 61千円

現状・問題点・必要性 　必要な経費ではあるものの、若干削減できる可能性があります。

実施内容
　交際費の減額、来庁者賄いの廃止、消耗品費の削減を行うなど、更なる事務の効率化を図り
ます。

重点目標

数値等 単位 定義

183 千円

行革重点推進事業名 教育委員会事務局事務の効率化 担当課 教育総務部教育総務課

第２次実施計画事業名 教育委員会事務局及び小中学校に係る総務事務 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成25年度より、従来の単年度契約から3年間の複数年契約としました。

【評価の理由】

　複数年契約を締結することにより委託料の増額を最小限に抑えながら、外国人英語指導助手の配置日
数を増やすことができたことから、A評価としました。

【今後の取組】
　複数年契約による委託料を超えない範囲で、現状の取組を見直し、外国人英語指導助手のさらなる有
効活用に取り組んでいきます。

平成２６年度

【実施状況】

　複数年契約の2年目にあたりましたが、消費税率の引き上げにともない、契約金額が変更となったた
め、変更契約を行いました。また、引き続き外国人英語指導助手の安定的な配置を行いました。

【評価の理由】
　委託料の増額を最小限に抑えながら、外国人英語指導助手の配置日数を増やすことができました。さ
らに、複数年契約により、一つの学校への年度を超えた継続的な人員配置が可能となりました。また、

平成26年度は消費税分が増額されたため、実績効果額が想定より減少しましたが、単年度契約にした
場合も同様に増税分がかかるため、実質的な効果額は減少していないと考えたことから、Ａ評価としま
した。

【今後の取組】
　複数年契約の委託料を超えない範囲で、現状の取組を見直し、外国人英語指導助手のさらなる有効活

用に取り組んでいきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

1,100日間 -

取組に対する評価 A A

1,533,983

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 1,100日間 1,100日間 1,100日間 -

年度ごとの実績値 1,100日間

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 840,000 840,000 840,000 2,520,000

実績効果額（円） 863,975 670,008

小学校外国語活動への配置　各学級２０時間程度、中学校外国語英語への配置　各学級１
１時間程度を実施します。

平成２７年度 1,100日間
小学校外国語活動への配置　各学級２０時間程度、中学校外国語英語への配置　各学級１
１時間程度を実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

外国人英語指導助手を配置する日数/年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 1,100日間
小学校外国語活動への配置　各学級２０時間程度、中学校外国語英語への配置　各学級１
１時間程度を実施します。

平成２６年度 1,100日間

現状・問題点・必要性

　小学校学習指導要領改訂（平成２３年度全面実施）に伴って新設された小学校外国語活動や中学校新学習指
導要領改訂（２４年度全面実施）によって授業時間・内容が増えた英語の授業を充実させるためには、ネイ
ティブスピーカーである外国人英語指導助手の活用は欠かせないものとなっています。特に中学校の英語授業
は２４年度に週３時間から４時間へ増加していますが、外国人英語指導助手の配置日数は増えていないのが現
状です。委託料の増額を最小限に抑え、外国人英語指導助手の配置日数を増やす必要があります。

実施内容

　現在の単年度契約から複数年契約にすることにより、優秀な外国人英語指導助手を確保し、
効果的な業務委託契約を実施します。また、委託料の増額を最小限に抑えながら、外国人英語
指導助手の配置日数を増やすことができ、各学校における外国語活動や英語教育の充実を図る
ことができます。

重点目標

数値等 単位 定義

1,100 日間

行革重点推進事業名 外国人英語指導助手配置事業の契約方法の見直し 担当課 教育推進部学校教育指導課

第２次実施計画事業名 外国人英語指導助手配置事業 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　エネルギーの使用に係る原単位につきましては、平成21年度の0.033に対しまして平成25年度

は、0.026となり21%減となりました。また、使用量においては、平成21年度使用量と比べると、電
気は20%の減、ガスは12%の減、灯油は11%の増、重油は12%の増となっています。金額を比べる

と電気料、ガスの価格が減額、灯油、重油が増となっています。

【評価の理由】

　全体として目標値の5%以上の削減は達成していることから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　今後も夏季エアコンの輪番停止など節電に引き続き取り組みます。

平成２６年度

【実施状況】

　原油換算については、平成21年度の0.033に対し25年度は、0.025となり約24%減となりまし

た。使用量においては、21年度使用量と比べると、電気は21.6%の減、ガスは30.8%の減、灯油は
6.6%の増、重油は89.7%の減となっています。金額を比べるとガスの価格が減額、電気・灯油・重油

が増となっています。また、庁舎における冷房の室温調整、照明器具の点・消灯の徹底を行うととも
に、節水にも努めています。

【評価の理由】
　全体として目標値の5%以上の削減は達成していることから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　今後も夏季エアコンの輪番停止など節電に引き続き取り組みます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

24.2%削減 -

取組に対する評価 A A

-20,913,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 5%以上削減 5%以上削減 6%以上削減 -

年度ごとの実績値 21.2％削減

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 486,000 481,000 476,000 1,443,000

実績効果額（円） -10,240,000 -10,673,000

庁舎及び分庁舎については、冷房の室温調整、照明器具の点・消灯の徹底などを行うとともに、

水道使用量についても節水に努め削減を図ります。また、分庁舎については、照明器具のＬＥＤ
化を行い、新庁舎の建設については、エネルギー使用量を節減できる設備の導入をします。

平成２７年度 ６％以上削減
庁舎及び分庁舎については、冷房の室温調整、照明器具の点・消灯の徹底などを行うとと
もに、水道使用量についても節水に努め削減を図ります。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

庁舎１㎡当のエネルギー使用量削減割合（原油換算）（平
成２１年度比）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 ５％以上削減
庁舎及び分庁舎については、冷房の室温調整、照明器具の点・消灯の徹底などを行うとともに、水道使用

量についても節水に努め削減を図ります。また、分庁舎については、照明器具のＬＥＤ化の検討を行い、

新庁舎の建設については、エネルギー使用量を節減できる設備の導入をします。

平成２６年度 ５％以上削減

現状・問題点・必要性 　地球温暖化対策の視点からも、庁舎の維持管理経費の節減を図る必要があります。

実施内容

　庁舎の１㎡当たりのエネルギー（灯油、電気など）の使用量（原油換算）を測り、冷房の輪番運転及び室温
調整、照明器具の蛍光灯本数削減及び点・消灯の徹底などを行うとともに、水道使用量についても節水に努め
削減を図ります。また、新庁舎の建設については、維持管理経費削減や地球温暖化対策の視点からもエネル
ギー使用量を節減できる設備を導入します。

重点目標

数値等 単位 定義

5 %/年

行革重点推進事業名 庁舎維持管理経費の節減 担当課 財務部用地管財課

第２次実施計画事業名 庁舎維持管理事務 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　市内の既存の20W蛍光管防犯灯について、423箇所をLED化しました。

【評価の理由】

　年度ごとの目標値500灯は下回りましたが、電気料及び二酸化炭素排出量の削減などLED化による

効果はあったことから、B評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、LED化を推進し、電気料高騰の抑制、球替え等修繕料及び二酸化炭素排出量の削減に努

めていきます。

平成２６年度

【実施状況】

　市内の既存の20W蛍光管防犯灯について、500箇所をLED化しました。

【評価の理由】

　年度ごとの設置目標値及び電気料及び二酸化炭素排出量の削減などの実績において、LED化による

効果があったことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、LED化を推進し、電気料高騰の抑制、球替え等修繕料及び二酸化炭素排出量の削減に努

めていきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

500灯 923灯

取組に対する評価 B Ａ

4,259,563

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 500灯 500灯 500灯 1,500灯

年度ごとの実績値 423灯

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 1,560,000 1,560,000 1,560,000 4,680,000

実績効果額（円） 1,934,463 2,325,100

既存２０W防犯灯５００灯をLED化します。

これにより、電気料高騰の抑制、球替え等修繕料の削減、環境面でのCO2の削減、LED化先進都

市を達成することができます。

平成２７年度 ５００灯
既存２０W防犯灯５００灯をLED化します。

これにより、電気料高騰の抑制、球替え等修繕料の削減、環境面でのCO2の削減、LED化先進都

市を達成することができます。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

防犯灯のLED化数（平成２５年度から２７年度の累計）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 ５００灯
既存２０W防犯灯５００灯をLED化します。

これにより、電気料高騰の抑制、球替え等修繕料の削減、環境面でのCO2の削減、LED化先進都

市を達成することができます。

平成２６年度 ５００灯

現状・問題点・必要性

　防犯灯の新設要望が減らない中、防犯灯に関わる費用の削減策は、既存２０W防犯灯をLED
防犯灯化することです。
　LED防犯灯を導入することにより、電気料の削減、球替え等の修繕料の削減、環境面では
CO2の削減が可能となり、約５年で導入によるコストは償却されます。
　東京電力の電気料の値上げが進む中、早急な導入が必要です。

実施内容
　現在ある約１２，４８０灯の２０W防犯灯を、１年間で約５００灯ずつLED化して、３年間
で約１，５００灯のLED化を目指します。

重点目標

数値等 単位 定義

1,500 灯

行革重点推進事業名 LED防犯灯化推進事業 担当課 市民安全部安全対策課

第２次実施計画事業名 防犯灯LED化による防犯対策事業 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　更なる広域連携の推進に向けて、養護老人ホーム湘風園の今後のあり方、公共交通の行政連携、広域

での観光連携及び地域ブランドの創出等支援など、新たに取り組むテーマについての調査研究を行うと
ともに、協議会のあり方について検討しました。

【評価の理由】
　新たな広域連携のテーマとなっている事業について検討体制を整え調査研究を行い、事業の実施に向
けた具体的な調査研究を行ったことから、A評価としました。

【今後の取組】
　新たな広域連携の調査研究テーマ等については、社会の取り巻く環境の変化、住民ニーズの多様化等

に伴う新たな行政課題への対応の必要性等を考え合わせ、適宜、必要な見直しを行いながら調査研究を
進めていきます。

平成２６年度

【実施状況】
　湘南広域都市行政協議会に設置した7つの専門部会において、20の広域連携テーマに取り組み、2市
1町の広域連携を着実に推進しました。20のテーマのうち25年度より新たな広域連携テーマとして調

査研究を始めた4つのテーマについては、具体的な事業の実施や今後の方向性についてより具体的な検
討を進めました。

【評価の理由】
　各部会の取り組みにより、２市１町の広域連携が着実に推進されました。さらに、新たな広域連携
テーマでは、具体的な事業を実施し、その検証結果や調査研究を踏まえ、考え方を整理し、事業の見直
しを行ったことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　広域連携の推進については、常に社会の取り巻く環境の変化、住民ニーズの多様化等に伴う新たな行

政課題への対応の必要性等を考え合わせ、適宜、必要な見直しを行うとともに、国県の広域連携に対す
る動向を注視しながら調査研究を進めていきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

4事業 8事業

取組に対する評価 A A

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
事業の見直し及び新規

事業への取組数

（3事業）

事業の見直し及び新規

事業への取組数

（3事業）

事業の見直し及び新規

事業への取組数

（3事業）

事業の見直し及び新規事

業への取組数（9事業）

年度ごとの実績値 4事業

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

新規に取り組む事業や事業の見直しについて調査研究を進めると共に、事業実施に向け
様々な検討を行います。

平成２７年度
事業の見直し及び
新規事業への取組数

（３事業）

新規に取り組む事業や事業の見直しについて調査研究を進めると共に、事業実施に向け
様々な検討を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

事業の見直し及び新規事業への取組件数/年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
事業の見直し及び
新規事業への取組数
（３事業）

新規に取り組む事業や事業の見直しについて調査研究を進めると共に、事業実施に向け
様々な検討を行います。

平成２６年度
事業の見直し及び
新規事業への取組数
（３事業）

現状・問題点・必要性
　広域的な課題に迅速かつ的確に対応するため、湘南広域都市行政協議会（茅ヶ崎市・藤沢
市・寒川町）では、これまでも都市農園、広域ごみ処理等の広域課題に取り組んできました
が、地方分権が進むなか近隣市町との連携を更に強化・推進する必要があります。

実施内容
　茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町が抱えている共通の課題に共同で調査研究を進め、「湘南広域都
市行政協議会」の広域連携を更に強化し、迅速かつ的確に課題に対応していきます。

重点目標

数値等 単位 定義

3 件

行革重点推進事業名 湘南広域都市行政協議会による広域連携の推進 担当課 企画部広域事業政策課

第２次実施計画事業名 湘南広域都市行政協議会事務 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 寒川町との広域連携事務の推進 担当課 企画部広域事業政策課

第２次実施計画事業名 寒川町との広域連携推進事務 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性
　厳しい財政事情の中、住民サービスの向上や地域の活性化が求められており、それぞれの市
町が同じような課題にそれぞれで取り組むことは非効率的であり、市町の境を超えて取り組ま
なければ解決できない問題もあることから更なる広域連携が求められています。

実施内容
　平成２５年度に広域連携推進のための基本計画を策定し、平成２６年度以降は計画に基づい
た広域連携事業を実施することにより、効率的な行政運営を行うとともに住民サービスの向上
を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

2 事業 新規・拡充事業の実施事業数（毎年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 基本計画の策定 広域連携推進のための基本計画を策定するとともに、事業実施に向けた検討を行います。

平成２６年度 広域連携事業の推進 基本計画に基づき、広域連携事業を推進します。

平成２７年度
2事業（新規・拡充

事業数）
基本計画に基づき、広域連携事業を推進します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 基本計画の策定
広域連携推進事業の

推進
２事業 -

年度ごとの実績値 基本計画の策定
広域連携推進事業の

推進 -

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成元年に締結された広域連携に関する協定書の目的を推進していくため、「広域連携に関する基本

的な考え方」及び「広域連携施策推進計画書」を策定し、事業の実現に向けて取り組みました。

【評価の理由】

　8月に「広域連携に関する基本的な考え方」を26年3月に「広域連携施策推進計画書」を策定し、

26年度から事業の一部実施に向けた検討を行ったことから、A評価としました。

【今後の取組】

　推進計画書に位置付けられた事業を実施していくとともに、効果的な事業展開についても検討しま

す。また、事務の効率化に向けた連携事業の検討も実施します。

平成２６年度

【実施状況】

　平成25年度に策定した「広域連携施策推進計画書」に基づき、7つの分科会で16の連携事業を実施

し、その結果を茅ヶ崎市・寒川町広域連携検討会議及び全員協議会で報告しました。

【評価の理由】

　前年度に策定した計画書に基づき、各分科会において広域連携事業を実施し、広域連携の推進が図ら

れたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　今年度の取組結果を踏まえ、各分科会において広域連携の更なる推進に向け、連携事業の調査研究や

実施を進めていきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　職員採用試験の電子申請が可能な種類を増やすために協議を重ね、13件の手続きを掲載し、職員採

用試験事務の効率化を図りました。

【評価の理由】

　年度ごとの目標値を上回る件数の手続きを掲載することができたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　今後も様々な手続きの中で、電子化が可能なものを検討し掲載していくよう、各課との協議を進めま

す。

平成２６年度

【実施状況】

　育児休業代替任期付職員採用試験等、9種類の電子申請が可能になり、事務の効率化を図りました。

【評価の理由】

　年度ごとの目標値を上回る件数の手続きを掲載することができたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　県の電子申請システムの機器更新も無事終了し、今後さらに様々な手続きの中で電子化が可能なもの

を検討し、電子申請が活用されるよう、各課との協議を進めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

9種類 22種類

取組に対する評価 A Ａ

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 1種類 1種類 1種類 3種類

年度ごとの実績値 13種類

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

神奈川県市町村電子自治体共同運営協議会への参加、電子申請・届出システム運用を行い
ます。
また、電子申請可能な業務を１種類増やします。

平成２７年度 1種類
神奈川県市町村電子自治体共同運営協議会への参加、電子申請・届出システム運用を行い
ます。
また、電子申請可能な業務を１種類増やします。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

電子申請を実施する業務の種類（平成２５年度から２７年
度までの累計）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 1種類
神奈川県市町村電子自治体共同運営協議会への参加、電子申請・届出システム運用を行い
ます。
また、電子申請可能な業務を１種類増やします。

平成２６年度 1種類

現状・問題点・必要性
　本市では、特に職員採用試験の申し込み手続きで、多く電子申請が活用されています。電子
申請が可能な業務追加の検討も行っていますが、本人確認方法や添付書類の提出が必要等、運
用上の課題も多い状況です。

実施内容
　神奈川県市町村電子自治体共同運営協議会へ引き続き参加します。また、かながわ電子申
請・届出システムの運用を行うとともに、電子申請が可能な業務を継続的に増やしていきま
す。

重点目標

数値等 単位 定義

3 種類

行革重点推進事業名 行政手続の電子化の推進 担当課 企画部情報推進課

第２次実施計画事業名 神奈川県市町村電子自治体共同運営協議会 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　消費生活センターが実施する消費生活相談及び寒川町の相談概要を広報ちがさきに年4回掲載し、市

民への周知を行いました。

【評価の理由】

　寒川町と共同実施することにより、事業費を削減できたことや、広域的な消費生活相談を継続実施

し、市民の利便性の向上を図るという目標とした取組を実施したことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、取組を継続し、市民への周知を図るとともに市民の利便性の向上を図ります。

平成２６年度

【実施状況】

　消費生活センターが実施する消費生活相談及び寒川町の相談概要を広報ちがさきに年6回掲載し、市

民への周知を行いました。

【評価の理由】

　寒川町と共同実施することにより、事業費を削減できたことや、引き続き広域的な消費生活相談を継

続実施し、市民の利便性の向上を図るという目標とした取組を実施したことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、取組を継続し、市民への周知を図るとともに市民の利便性の向上を図ります。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

6回 10回

取組に対する評価 A A

906,228

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 4回 4回 4回 12回

年度ごとの実績値 4回

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 466,000 466,000 466,000 1,398,000

実績効果額（円） 439,522 466,706

寒川町との協定に基づき消費生活相談の相互利用を行い、広報紙やホームページなどで消
費生活相談の利用についての周知を図ります。

平成２７年度 ４回
寒川町との協定に基づき消費生活相談の相互利用を行い、広報紙やホームページなどで消
費生活相談の利用についての周知を図ります。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

市民に周知する広報回数/年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 ４回
寒川町との協定に基づき消費生活相談の相互利用を行い、広報紙やホームページなどで消
費生活相談の利用についての周知を図ります。

平成２６年度 ４回

現状・問題点・必要性
　近年、流通の高速化、流通経路・販売方法の多様化及び複雑化が進み、その隙間をつく形で
様々な消費者トラブルが発生する中、消費生活相談の広域化が求められています。

実施内容
　平成１７年８月２３日に寒川町と締結した協定に基づき、広域的な消費生活相談を継続実施
することにより市民の利便性の向上を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

4 回

行革重点推進事業名 消費生活相談の広域連携の充実 担当課 市民安全部市民相談課

第２次実施計画事業名 消費生活相談事業 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 湘南広域産業振興戦略推進事業 担当課 経済部産業振興課

第２次実施計画事業名 湘南広域産業振興戦略推進事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　平成２３年１月に実施した「藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町製造業実態調査」の結果を踏まえ、
２市１町の資源や・強みを最大限活用することで、既存産業の活性化と新産業の創出により地
域外所得の獲得や雇用機会の創出など、２市１町の産業力強化、産業課題の解決を図ることが
求められています。

実施内容
　２市１町の広域的な産業振興の指針である「湘南広域産業振興戦略」に位置付けた各取組事
業（２３項目）を、各行政、各経済団体、各大学が、それぞれの取り組み事業にあわせて連携
し、効率的な事業の実施と効果的なスケールメリットの創出を検討しながら実施します。

重点目標

数値等 単位 定義

16 事業 湘南広域産業振興戦略の事業実施数/年

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 １６事業 戦略の取組項目の実践・効果検証を行います。

平成２６年度 １６事業 戦略の取組項目の実践・効果検証・戦略を見直します。

平成２７年度 １６事業 戦略の取組項目の実践・効果検証を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 16事業 16事業 16事業 48事業

年度ごとの実績値 16事業 15事業 31事業

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　2市1町（茅ヶ崎市、藤沢市及び寒川町）で平成24年11月に策定した「湘南広域産業振興戦略」に

基づき、湘南ビジネスコンテスト・起業家育成支援・子ども向けビジネス体験事業等の16事業を実施

しました。

【評価の理由】

　2市1町で連携しながら、目標値16事業に対して16事業を実施することができたことから、Ａ評価

としました。

【今後の取組】

　計画期間終了の26年度は「湘南広域産業振興戦略」に基づく事業を適切に実施するとともに、27年

度以降の広域的な産業振興のあり方について検討します。

平成２６年度

【実施状況】

　「湘南広域産業振興戦略」に基づく事業のうち、2市1町で連携し15事業を実施しました。

【評価の理由】

　目標の16事業は達成できませんでしたが、目標値の90%以上を実施できたこと、また、「さがみロ

ボット産業特区」の実施といった次年度以降の戦略のあり方について見直しが図られたことから、Ａ評

価としました。

【今後の取組】

　平成26年度で「湘南広域産業振興戦略」が修了したことから、2市1町で連携しながら、臨機応変に

効果的な事業を実施していきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　平成25年4月1日に「茅ヶ崎市と寒川町との消防指令業務に関する事務の委託に関する協定書」を締

結しました。
　25年度は「茅ヶ崎市・寒川町消防指令業務共同運用検討委員会」を継続的に開催して、消防指令業
務共同運用に伴う、経費の詳細を定める覚書を寒川町及び市関係課と協議して確定しました。「湘南東

部における消防の広域連携」については、将来的な消防の広域化に必要となる様々な課題を抽出して意
見交換を実施しました。
　また、広域連携施策として、各市町が主催して各種訓練を実施し、広域連携を強化しました。

【評価の理由】
　年度目標である、消防指令業務共同運用の運営方式等決定及び広域連携施策の検討を予定どおり進め

たことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　消防指令業務共同運用開始に向け、茅ヶ崎市・寒川町相互の職員交流を行い、消防部隊の運用及び地

理情報等を踏まえた新指令システムを導入する環境整備を行います。

平成２６年度

【実施状況】
   平成26年度は消防指令業務共同運用開始に向け、共同運用に伴う負担金に関わる細部調整及び防災
機能を強化するため、高機能指令センターの構築に向け、関係部局と調整を行いました。

　「湘南東部における消防の広域連携」については、各市町が主催して各種訓練を実施し、広域連携を
強化しました。

【評価の理由】
   年度目標である、消防緊急通信指令システムの整備に伴う事務を予定どおり進めたことから、Ａ評価
としました。

【今後の取組】
　消防指令業務共同運用開始に向け、茅ヶ崎市・寒川町相互の職員交流を継続して行い、消防部隊の運
用及び地理情報等を踏まえた新システムを導入するための環境を整備します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

整備内容の決定等 -

取組に対する評価 A Ａ

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
消防指令業務共同運用の運営方

式等決定及び整備予算の確保/

広域連携施策の検討

消防緊急通信指令システムの

整備

広域連携施策の実施

消防指令業務共同の運用開始

広域連携施策の実施 -

年度ごとの実績値 運営方法の決定等

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

消防指令業務の共同運用を進めるため、詳細な調整を行います。

また、継続して消防の広域化の検討を行いながら、湘南東部における消防の広域連携施策につい
ての覚書に基づいた連携施策を実施します。

平成２７年度
消防指令業務共同の運用開

始

広域連携施策の実施

消防緊急通信指令システムを整備し、消防指令業務共同運用を開始します。
継続して消防の広域化の検討を行いながら、湘南東部における消防の広域連携施策についての覚
書に基づいた連携施策を実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

消防指令業務共同運用の開始時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度

消防指令業務共同運用の運

営方式等決定及び整備予算

の確保

広域連携施策の検討

消防指令業務の共同運用については、平成２４年度中に検討した内容を元に、運営方式や負担割
合等を決定します。また、継続して消防の広域化の検討を行いながら、湘南東部における消防の

広域連携施策についての覚書に基づいた連携施策の検討を行います。

平成２６年度
消防緊急通信指令システム

の整備

広域連携施策の実施

現状・問題点・必要性

　広域化の検討については、平成21年度から検討を始め平成22年7月、県知事に相模川の東西に分けた枠組みで検討

することを報告しました。また、広域化は初動体制の強化や現場活動要員の増強などのメリットがある一方、事務処理
システムや財務会計システム等の新規構築に多額な財政負担が発生する他、広域化実現のために解消しなければならな
い課題や調整事項が多いことが確認されたため、広域化の検討と平行して広域連携施策を推進することを確認しまし

た。しかし、消防救急無線のデジタル化や消防緊急通信指令システムの更新には多額の費用を要するため、寒川町と消
防救急無線のデジタル化や消防緊急通信指令システムの共同整備を含めた消防指令業務共同運用の検討が必要となって
います。

実施内容

　消防救急無線のデジタル化や消防緊急通信指令システムの更新には多額の費用を要するた
め、寒川町との消防指令業務共同運用について、検討を行います。
　また、併せて湘南東部の消防の広域化の検討を継続しながら、広域連携施策の実現に向けた
取り組みを行います。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 消防の広域化の検討 担当課 消防本部消防総務課

第２次実施計画事業名 消防の広域化の検討 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　神奈川県内に設置予定の22基地局のうち、16基地局の設置が完了しました。

【評価の理由】

　課題となる整備費縮減は図れているものの、県内における消防の広域化や各消防本部の庁舎改築など

の影響で整備率が目標値に達しなかったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　平成2７年度に共通波運用開始を実現できるよう、引き続き県内の共通波基地局整備を順次進めま

す。

平成２６年度

【実施状況】

　神奈川県内に設置予定の基地局すべての整備が完了しました。また、県内一括整備を行うことで基地

局数が精査され、整備費縮減が図れました。

【評価の理由】

　当初の計画通り整備が完了し整備率が目標値に達したことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　平成27年度通信指令機能を市役所新庁舎へ移設することに伴い共通波の運用を開始します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

100%

（整備率） -

取組に対する評価 B A

- 161,006,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
74.3%

（整備率）

100%

（整備率）

共通波基地局

運用開始 -

年度ごとの実績値
61.8%

（整備率）

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - 120,029,000 - 120,029,000

実績効果額（円） - 161,006,000

神奈川県内の共通波基地局整備を完了します。

平成２７年度
共通波基地局

運用開始
神奈川県内の共通波基地局の運用を開始します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

消防救急デジタル無線共通波運用開始時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
７４．３％
（整備率）

神奈川県内の共通波基地局整備を順次進めていきます。

平成２６年度
１００％

（整備率）

現状・問題点・必要性

　本事業は電波法改正に伴い、平成28年5月末日までに消防救急無線をデジタル化する必要が
あります。
　デジタル無線整備の費用が高額であることが課題となっており、共通波について整備費用の
低廉化を図るため、県域1ブロックで整備しています。

実施内容
　県域1ブロックによる消防救急無線(共通波)整備により、デジタル無線(共通波)整備費の縮減
を図るとともに、防災対策基盤事業における特に推進すべき事業として、有利な起債を活用で
きるよう県及び県内の各消防本部と計画を進めていきます。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 消防救急無線再整備事業 担当課 消防本部指令情報課

第２次実施計画事業名 消防救急無線再整備事業 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　関係各課と移転整備に向けた調整を行い、新庁舎における指令室スペースの効率的な配置、庁舎建設

の進捗に合わせたシステム構築スケジュール及び災害時の防災部局との初動連携などを決定しました。

また、寒川町とは部隊運用などの調整を行い指令システム仕様書(案)を作成しました。

【評価の理由】

　移転整備を実施するための概要が決まり、具体的な整備内容が把握できる状態となったことにより共

同整備するシステムの仕様書（案）を作成し、順調に事業が進捗したことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き関係各課と詳細な部分の調整を行います。また、寒川町とは経費の効率化について検討を進

め、平成27年度にシステム移転整備を実施します。

平成２６年度

【実施状況】

　関係各課と移転整備に向けた調整を行い、庁内の電話回線、電源等の具体的な接続方法、設備の設置

場所などを決定しました。

　また、昨年度作成した指令システム仕様書を基に入札事務を行うとともに、寒川町とも協議を重ねま

した。

【評価の理由】

　予算編成事務を行う中で神奈川県補助金（消防防災力強化支援事業）を活用できることとなり、より

有効に特定財源を確保することができたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　平成27年度市役所新庁舎工事の進捗に合わせて整備工事を実施します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

システム整備に係る

入札の実施
-

取組に対する評価 A Ａ

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
移転整備に向けた

調整
移転整備に向けた

調整
システム整備及び

安定運用
-

年度ごとの実績値
移転整備に係る概要

の決定

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - 206,114,000 206,114,000

実績効果額（円） - -

寒川町と指令業務の共同運用に係る内容について最終調整をします。

新庁舎建設の進捗に合わせて防災対策課、施設再編整備課等関係各課との調整を図ります。

予算編成事務を行い、補助金等獲得のため神奈川県等と整備事前調整をします。

平成２７年度
システム整備及び

安定運用

施行業者を決定しシステム整備工事を実施します。
現在運用している消防緊急指令システムから新システムへ速やかに移行し安定運用を実現
します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

消防緊急指令システム運用開始時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
移転整備に向けた

調整

寒川町と指令業務の共同運用に係る内容について詳細を協議します。
新庁舎建設の進捗に合わせて防災対策課、施設再編整備課等関係各課との調整を図りま
す。

平成２６年度
移転整備に向けた

調整

現状・問題点・必要性

　平成27年度市役所庁舎の建て替えに伴い、防災機能の強化のため消防通信指令機能を新庁舎
に移設します。
　本指令システム整備には高額な費用を要することから寒川町との指令業務の共同運用を実現
し、共同整備することにより整備費の縮減を図ります。

実施内容
　現在使用している消防緊急指令システムを運用したまま、新しい指令システムに移行し、安
定運用を実現します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 消防緊急通信指令システム移転整備事業 担当課 消防本部指令情報課

第２次実施計画事業名 消防緊急通信指令システム移転整備事業 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 戸籍事務の効率化 担当課 総務部市民課

第２次実施計画事業名 戸籍法に基づく各種届に係る事務 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　戸籍事務について、届出から新戸籍完成までに現状約９日間を要しています。戸籍審査事務
の効率化を行うことで、これらを５日以内に短縮し、市民サービスの向上を図ります。併せ
て、戸籍担当職員の時間外勤務を平成２４年度比で１０％の削減を図ります。

実施内容

　審査から新戸籍完成までの流れを見直し、時間を要している部分の改善を図ります。また全員が複数のポジ
ションの役割をこなせるように、お互いの仕事を皆でフォローできるようにします。
戸籍完成の進行状況の中で停滞しているポジション（戸籍業務上のパート）を担当職員全員でフォローするこ
とにより、一人あたりの業務を分散し、併せて時間外勤務削減を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度
出張所で受付けた戸籍届書の審査に関する最適な事務処理
体制の確立時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
戸籍完成日数の

短縮

　戸籍業務において、審査から新戸籍完成までの流れの見直し、９日間かかっていた作成期間を５日間に

短縮します。

　また、停滞しているポジション（戸籍業務上のパート）を担当職員全員がフォローできるような体制づ

くりや担当職員一人一人の戸籍業務に対してのスキルアップを行います。

平成２６年度 継続取組 前年度に実施した取り組みを継続し、引き続き最短期間での戸籍の提供を行います。

平成２７年度 継続取組 前年度に実施した取り組みを継続し、引き続き最短期間での戸籍の提供を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
戸籍完成日数の

短縮
継続取組 継続取組 -

年度ごとの実績値 9日→5日 9日→5日 -

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成25年4月から戸籍作成の開始を早め、各担当職員の業務量の分析を行い、最も効率的な配分の
見直しとそれに伴う担当替えを行いました。その後は約3ヶ月のペースで担当替えを行いました。

【評価の理由】
　25年4月から事務の効率化に取り組み、その後も順調にそのペースを保ち、時間外勤務も減らすこ
とが出来たことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き効率的な事業実施に努め、時間外勤務の更なる短縮を図ります。

平成２６年度

【実施状況】

   平成25年度に引き続き、各担当者からの意見を取り入れ、担当業務の配分について見直しを行い、
効率化を進めました。
 

【評価の理由】
　25年度に短縮した戸籍完成日数について、取り組みを継続することで最短期間で戸籍の提供を行っ
ており、時間外勤務も削減後の時間数を維持していることから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　戸籍完成日数の短縮については目標を達成しましたが、引き続き効率的な事業実施に努め、併せて時
間外勤務の更なる削減を図ります。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 各種申請書等の取次事務の拡大 担当課 総務部小出支所

第２次実施計画事業名 各種申請書等の取次事務 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性

　高齢化が進む中、身近な生活圏域での窓口サービスが求められており、人口密度が高く市域
が狭い本市では、利用者が市役所に一極集中する傾向があります。
　簡易な各種申請書等の取次事務・取扱い業務を増やすことにより、市役所窓口の混雑緩和を
図る必要があります。

実施内容

　北部の行政拠点として、多種多様な市民ニーズに適応した窓口サービスを充実させるため取扱い業務の拡大
を図ります。
　また、平成２７年度情報システム最適化２次・３次稼働に合わせて、取扱い業務の見直しや効率化について
検討を行うとともに、新たに取扱える業務について関係各課と調整を行い実施します。

重点目標

数値等 単位 定義

370 件 年間取扱い件数（平成２７年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 ３５０件

　出張所整備に合わせ、現在の取扱い業務の再確認と整理を行うとともに、情報システム最適化２次・３次稼働に合わせて、取扱

い業務の見直しや効率化について検討を行います。

　また、新たに取扱える業務について関係各課と調整を行うとともに、職員のスキルの維持を目的として、取扱い業務の研修を実

施します。

平成２６年度 ３６０件
　出張所準備担当と連携し、新たに取扱える業務について関係各課と調整を行い実施するとともに、情報システム最適化２次・３

次稼働に合わせて、取扱い業務の見直しや効率化について検討を行います。

　また、職員のスキルの維持を目的として、取扱い業務の研修を実施します。

平成２７年度 ３７０件
　出張所準備担当と連携し、新たに取扱える業務について関係各課と調整を行い実施するとともに、情報システム最適化２次・３

次稼働に合わせて、取扱い業務の見直しや効率化について検討を行います。

　また、職員のスキルの維持を目的として、取扱い業務の研修を実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 ３５０件 ３６０件 ３７０件 1,080件

年度ごとの実績値 ３８５件 ３７８件 763件

取組に対する評価 A Ａ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成25年12月に運行スタートした「予約型乗合バス」利用者登録票の受付業務を行うなど、新たな

取扱い業務の拡大を図りました。

【評価の理由】

 　予約型乗合バス利用者登録票の受付など取扱い業務の拡大を図り、取次ぎ業務の件数も目標を達成

したことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

  引き続き、情報システム最適化2次・3次稼働に合わせて、取扱い業務の見直しや効率化について検

討を行い、取次ぎ事務の拡大を図ります。

平成２６年度

【実施状況】

　平成26年4月に環境事業センターの安心まごごろ収集申請書の受付業務を新たに開始するなど、取

扱い業務の拡大を図りました。

【評価の理由】

　安心まごころ収集申請など取扱い業務の拡大を図り、取扱い業務の件数も目標を達成したことから、

Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き取扱い業務の見直しや効率化について検討を行い、取扱い業務の充実や拡大を図ります。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　関係各課との協議を経て、ＰＰＳ導入に向け、基本方針を策定し、対象施設の絞り込みを行うととも

に、環境配慮実施要綱を策定しました。また、東京電力やＰＰＳ事業者との打合せを行い、平成26年

度の入札準備を行いました。

【評価の理由】

　基本方針及び環境配慮実施要綱の策定を行ったことと、次年度の入札に向けた準備を予定通り進める

ことができたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、26年10月電力受電開始に向けた入札準備を行います。

平成２６年度

【実施状況】

　7月末に電子入札システムを用いて（株）F-Powerとの契約を行い、10月1日より受電を開始しま

した。

【評価の理由】

　予定どおり26年度にPPS業者からの電力調達を行うことができたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　27年1月の新庁舎移転時に必要となる変更契約の準備を行っていきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

PPSからの電力
調達

-

取組に対する評価 A A

- 2,696,912

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 基本方針の策定
PPSからの電力

調達
継続調達 -

年度ごとの実績値 基本方針の策定

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - 2,696,912

　基本方針に定めた対象施設に関して、PPS（特定規模電気事業者）からの電力調達を実施しま

す。

平成２７年度 継続調達 　引き続き、PPS（特定規模電気事業者）からの電力調達を実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

PPS（特定規模電気事業者）との変更契約締結時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 基本方針の策定 　対象施設や原則を定めた本市の公共施設における電力調達に関する基本方針を策定します。

平成２６年度
PPSからの電力

調達

現状・問題点・必要性

　東日本大震災以来、原子力発電所の稼働停止等により電力不足が発生し、一般電気事業者の
の電力料金の値上げが行われました。
　光熱費の財政面での負担が増加していることから、環境にも配慮した中でより有利な条件で
電力調達を行う必要があります。

実施内容

　一般電気事業者より価格面や環境面において有利なPPS（特定規模電気事業者）からの電力調達に向け、平
成２５年度に「茅ヶ崎市公共施設電力調達に関する基本方針」及び「茅ヶ崎市電力の調達に係る環境配慮実施
要綱」を定め、本市の電力調達のあり方を定めるとともに、平成２６年度よりPPS（特定規模電気事業者）か
らの電力調達を行い、より有利な価格で調達するとともに二酸化炭素排出量の減少も目指します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 PPS（特定規模電気事業者）からの電力調達 担当課 財務部用地管財課

第２次実施計画事業名 庁舎維持管理事務 事業区分 定例・定型的事業
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６－（６１） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成25年度は、初回に申込みを受け付けた1,000台に加え、追加で予約をいただいた市民等に

6,300台有償配布するとともに、市として自治会や協定事業所等へ300台を配備しました。

【評価の理由】
　ポケットベルの周波数帯を使用した新型防災ラジオを通信事業者と協同で開発し、25年11月から予

約配布を実施し、平成26年3月末までで7,300台の予約をいただき、有償配布等を実施し年度の目標

値を超えたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　防災ラジオの普及啓発をあらゆる機会を捉え実施し、予約をいただいた方や津波一時退避場所として

協定を締結しているマンションなど多くの市民の皆様に防災ラジオを活用していただけるよう努めま

す。

平成２６年度

【実施状況】

　平成26年度は、新型防災ラジオの活用方法や有効性、課題を把握するため、1月16日（金）から2

月6日（金）にかけてアンケート調査を実施しました。対象は新型防災ラジオ購入者から無作為に抽出
した2,000名とし、1,439名（回収率71.95％）からご回答いただきました。

【評価の理由】

　26年度の目標値3,000台に対し、実績値1,192台でしたが、累計では、目標値累計9,000台に対
し、実績値累計8,792台であり、課題解決に向け効果があったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　アンケート結果を基に新型防災ラジオの正しい使い方の再周知、定時（試験）放送の実施の検討を行

い、更なる新型防災ラジオの活用拡大に努めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

1,192台 7,792台

取組に対する評価 A Ｂ

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 6,000台 3,000台 1,000台 １０，０００台

年度ごとの実績値 7,600台

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

　自主防災組織、災害協定締結先、公共施設等へ配備するとともに、購入を希望する市民
へ有償配布します。

平成２７年度 1,000台
　自主防災組織、災害協定締結先、公共施設等へ配備するとともに、購入を希望する市民
へ有償配布します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

防災ラジオの配備台数
（平成25年度から27年度までの累計）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 6,000台
　新型防災ラジオを開発し、自主防災組織、災害協定締結先、公共施設等への配備を行う
とともに、購入を希望する市民へ有償配布します。

平成２６年度 3,000台

現状・問題点・必要性

　現状、地域情報配信システムにより市内の公共施設、関係機関、自主防災組織及び災害時協定締結
先に配備している戸別受信機に対し、災害情報等を随時配信しています。戸別受信機は、災害情報等
を確実に市民等に伝達するため防災行政用無線を補完する手段として活用していますが、「1台あたり
の設置コストや維持管理コストが高い」「ＡＣ電源と充電バッテリーによる稼働のため停電時の利用
が制限される」などの課題があります。

実施内容

　地域情報配信システムから戸別受信機に送る電波を受信できる防災ラジオを開発し、自主防災組織、災害協
定締結先、公共施設等への配備するほか、購入を希望する市民に対し有償配布することで、防災行政用無線に
よる情報伝達を補完し、災害情報等をより確実に伝達できる体制を構築します。また、戸別受信機のバッテ
リー交換等の時期に合わせて、防災ラジオと入れ替えることで維持管理費の削減を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

10,000 台

行革重点推進事業名 防災ラジオの普及 担当課 市民安全部防災対策課

第２次実施計画事業名 地域情報配信システム整備事業 事業区分 政策的事業
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６－（６２） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　茅ヶ崎・寒川防犯協会、茅ヶ崎警察署、寒川町及び両市町自治会等と協議し、茅ヶ崎市と寒川町の共

通の放置自転車警告札を作成し、配布しました。

【評価の理由】

　共通の放置自転車警告札を作成し、茅ヶ崎市、寒川町の各自治会員が放置自転車に張り、警告を行っ

ており、放置自転車対策の広域連携が図れ、防犯力が向上し、放置自転車回収台数も年度ごとの目標値

を下回ったことから、A評価としました。

【今後の取組】

　共通の放置自転車警告札を地域へ周知し、さらなる周知及び広域連携を図ります。

平成２６年度

【実施状況】

　茅ヶ崎・寒川防犯協会、茅ヶ崎警察署、寒川町及び両市町自治会等と協議し、茅ヶ崎市と寒川町の共

通の放置自転車警告札を作成し、配布しました。

【評価の理由】

　共通の放置自転車警告札を作成し、茅ヶ崎市、寒川町の各自治会員が放置自転車に張り、警告を行っ

ており、放置自転車対策の広域連携が図れ、また、自治会の協力が多数あり、地域の防犯力が向上し、

放置自転車回収台数も年度ごとの目標値を下回ったことから、A評価としました。

【今後の取組】

　共通の放置自転車警告札を地域へ周知し、さらなる周知及び広域連携を図ることにより地域防犯力向

上に努めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

2,048台 4,667台

取組に対する評価 A A

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 3,200台 3,040台 2,888台 9,128台

年度ごとの実績値 2,619台

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

　事業の実施及び課題の抽出・検討を行います。

平成２７年度 2,888台 　事業の実施及び課題の抽出・検討を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

放置自転車の回収台数（平成２５～２７年度までの累計）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 3,200台 　茅ヶ崎・寒川防犯協会、寒川町及び自治会等の地域との協議及び事業を実施します。

平成２６年度 3,040台

現状・問題点・必要性
　茅ヶ崎市と寒川町では別々に放置自転車の回収を実施しており、広域で取り組むことによ
り、防犯力の向上が期待できます。
　茅ヶ崎・寒川防犯協会を活用することにより、広域連携が可能となります。

実施内容
　茅ヶ崎・寒川防犯協会を活用し、茅ヶ崎市と寒川町の共通の放置自転車警告札を作成し、放
置自転車対策について広域的な連携を図り、自治会等の協力を得て地域への周知を図ります。

重点目標

数値等 単位 定義

9,128 台

行革重点推進事業名 放置自転車対策事業の広域化 担当課 市民安全部安全対策課

第２次実施計画事業名 放置自転車対策事業 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 小児医療費助成事業の見直し 担当課 こども育成部子育て支援課

第２次実施計画事業名 小児医療費助成事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　出生や転入等の新規の発行の際は窓口で医療証交付のために申請をいただき、それ以外の方々は、医療証が１年間の
有効ですので、翌年誕生月の月末の有効期限が切れるまえに、当該児童の申請書を送付しています。年齢による更新申
請手続きは、郵送による手続きとなり、市は、毎月申請手続き事務をしています。

　平成25年10月1日から実施する対象年齢拡大による事務量の増大に対応するためには、毎月行っている申請手続き
事務を見直し、事務改善を図る必要があることから、更新（継続）申請を省略することを検討します。また、市民の

方々から、更新手続きが煩わしいという要望もいただいています。

実施内容
　平成２５年度に県内市町村の小児医療証の更新方法の実態を把握し、問題点を検証します。
２６年度から実施時期や例規改正について調整を行い、２７年度から更新（継続）申請を省略
します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 更新（継続）申請省略の実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
現状把握及び
問題点の検証

　県内市町村の小児医療証の更新方法の実態を把握するとともに、問題点を検証します。

平成２６年度 実施準備 　実施時期や例規改正について調整します。

平成２７年度
更新（継続）申請

省略の実施
　更新（継続）申請を省略し、事務改善を図ります。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - 2,843,000 2,843,000

実績効果額（円） - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
現状把握及び
問題点の検証

実施準備
更新（継続）申請

省略の実施
-

年度ごとの実績値
現状把握及び
問題点の検証

実施準備 -

取組に対する評価 A Ａ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　県内市町村の小児医療証の更新方法を確認し、資格喪失後の医療証の誤使用の懸念など問題点の検証

をしました。

【評価の理由】

　県内市町村の実態把握、問題点の把握ができ、システムのリース期間の関係から医療費助成システム
が改修できず、運用で対応しなければならないといった本市の問題点が検証できたことから、A評価と
しました。

【今後の取組】
　更新（継続）申請の省略化に向けて、早期実施のための準備を進めます。

平成２６年度

【実施状況】

　平成27年4月の小児医療証の更新方法の変更開始に向けて、運用で対応する部分を整理し、最低限
のシステム改修を行いました。また、1月に規則の改正を行い、利用者全員に対して通知を行ったほ
か、広報紙、ホームページ等で周知を行いました。

【評価の理由】
　小児医療証の更新方法の変更開始に向けて計画を立てて準備が行えたことから、A評価といたしまし

た。

【今後の取組】

　27年度からの実施に向け、確認事項に漏れがないように最終調整を行っていきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

行革重点推進事業名
地域でのほしつ☆そだれん（ほめる・しかる・
つたえる子育て練習講座）自主開催の実施

担当課 こども育成部こども育成相談課

第２次実施計画事業名 家庭児童相談事業 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　子育て支援と児童虐待予防を目的に、平成２２年度から市直営事業として「そだれん（怒鳴らない子育て練
習講座）」を実施していますが、年間の実施回数は１９～２０クール、受講者は１２０名が限度の状況です。
　本事業は子育て支援関係団体や施設等からの問合せや研修依頼も多いことから、民間の施設にも本事業に参
画してもらい、受講者を１名でも増やし、地域に根付いた事業にしていきたいと考えました。

実施内容

　「そだれん」を自主開催する民間子育て支援施設の体制整備のため、先ず、当該施設の職員を対象にＣＳＰ
トレーナー養成講座を実施し、各施設に「そだれん」の講師（トレーナー）を養成します。自主開催の申し出
施設には市が重点的に支援を行い、初回は市と施設の共催に近い形での自主開催とし、第２回目以降は、自主
事業として定着するような支援を行います。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 自主開催継続のための支援時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
「そだれん」の講師

（トレーナー）を養成

　民間保育園、幼稚園、児童クラブ等の民間子育て支援施設の職員を対象にＣＳＰトレーナー養成講座を

実施、各施設に「そだれん」の講師（トレーナー）を養成し、自主開催に向けた体制を整備します。養成

したトレーナーに対しては、講座実践のためのフォロー研修及び個別指導を実施します。

平成２６年度
「そだれん」自主

開催

　養成したトレーナーが所属する支援施設に、当該施設を会場とした「そだれん」の自主開催を要請し、

申し出のあった施設には、重点的に人的、技術的な支援を行い、当初は共催に近い形で支援施設での「そ

だれん」自主開催実現を図ります。

平成２７年度
「そだれん」自主

開催継続

　２６年度に実施した子育て支援施設の自主開催が地域に根付いた継続事業となるよう、トレーナーの情

報交換会や研修体制をより充実させ、側面的な支援を続けます。また、新たな施設での自主開催を勧め、

養成したトレーナーが所属する支援施設への積極的な開催の要請を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
「そだれん」の講師

（トレーナー）を

養成

「そだれん」自主開催
「そだれん」自主開催

継続 -

年度ごとの実績値
「そだれん」の講師

（トレーナー）を

養成

「そだれん」自主開催 -

取組に対する評価 A A

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成25年6月及び26年1月にＣＳＰトレーナー養成講座を実施し、民間子育て支援施設10施設に
12名の「そだれん」の講師（トレーナー）を養成しました。

【評価の理由】
　これまでも民間保育園には数名のトレーナーを養成してきましたが、25年度は新たに幼稚園にもト
レーナーを養成することができ、目標達成に向け対象施設を拡大できたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　26年度に1施設以上で「そだれん」が自主開催できるよう、対象となる施設を選定し、重点的に人

的、技術的な支援を行います。

平成２６年度

【実施状況】
　民間子育て支援施設1施設で通常の「ほしつ☆そだれん」講座を1クール（2時間を7回）、各施設職
員により自主開催することができました。こども育成相談課職員は各回の講座に出向き、担当職員への

アドバイスを行いました。

【評価の理由】

　26年度の目標のとおり、民間子育て支援施設で「ほしつ☆そだれん」講座を自主開催することがで
きたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　２７年度以降も民間子育て支援施設で「ほしつ☆そだれん」講座の自主開催を継続して実施できるよ
う人的、技術的な支援を行います。

平成２７年度
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名
認可外保育施設利用者の保育料助成金申請期間
の見直し

担当課 こども育成部保育課

第２次実施計画事業名 認可外保育施設利用者の保育料の助成 事業区分 政策的事業

現状・問題点・必要性

　現在、認可外保育施設利用者の保育料助成については、１０月～３月利用分の受付けについて３月末までに申請せね
ばならず、締め切りまでの期間が短いため保護者に負担をかけています。また、期限内に申請書の提出はしても、添付
書類の不備等がある事例が多く見られることや、申請の多くが年度末に寄せられ、出納整理期間内に算定して支出する

ため、担当者は出納整理期間中の短期間の間に膨大な申請を処理し、かつ書類の不備等があった場合は再提出を求める
こともあり、業務量が増大しています。さらに出納整理期間中に補助金を算定することになるため、予算不足が生じた
場合の対応が困難です。

実施内容
　助成金申請期間を見直し、１０月～３月利用分に対する助成は翌年度予算にて対応すること
を検討します。具体的な内容や変更の時期については、庁内調整を行い、平成２６年度に見直
しを行います。

重点目標

数値等 単位 定義

26 年度 助成金申請期間見直し実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
助成金申請期間
見直しの検討

　制度設計、庁内調整、事業周知等を行います。

平成２６年度
助成金申請期間

見直し実施
　事業周知、補助金申請受付・交付を行います。

平成２７年度 - －

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - - - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
助成金申請期間
見直しの検討

助成金申請期間
見直し実施 - -

年度ごとの実績値
助成金申請期間
見直しの検討

助成金申請期間
見直し実施 - -

取組に対する評価 B A -

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　関係部署と協議し、上半期の申請期間を12月末から11月末までとすること、下半期分の補助対象期
間は11月から2月までとすることや、申請記録の扱い方など事務改善方法を検討するなど見直し内容

の方向性を概ね確定しました。

【評価の理由】

　方向性は概ね決まりましたが、見直しに係る要綱改正等の具体的な手続き等が固められなかったこと
から、B評価としました。

【今後の取組】
　引き続き関係部署との協議を重ね、事業周知等の詳細部分を詰め、平成26年度中の実施に向けて取
り組みます。

平成２６年度

【実施状況】

　下半期分の補助対象期間を10月から2月末までとし、上半期の補助対象期間を3月から9月に変更
し、上半期の補助対象期間の申請受付期限を12月末から11月末までとし、申請記録の扱い方など事務
改善を実施し、見直すこととしました。

【評価の理由】
　方向性は決定し、見直しに係る要綱改正等の具体的な手続き等が完了し、申請受付期限を変更し実施

したことから、A評価としました。

【今後の取組】

　見直し結果に基づき、改めて最適な補助手法について関係部署と協議・検討し実施していきます。

平成２７年度
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　消込事務一元化について、さらなる事務の効率化を図るため、手法を内部での一元化処理から外部委
託へと変更しました。平成27年1月の外部委託化に向け、各担当課で消込事務の検討を行うととも
に、情報共有を図るための定期的な庁内会議等を3回行い、金融機関等への説明会を1回実施しまし

た。

【評価の理由】

　27年1月の外部委託化に向け、庁内および金融機関との調整を行い、予定どおり検討を行えたこと
から、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　引き続き、27年1月の外部委託開始に向け、各課と連携を図っていきます。

平成２６年度

【実施状況】
 　平成27年１月の外部委託化に向け、関係各課と定期的な打ち合わせ、個別な打ち合わせを適宜行い
ました。

　また、公金収納事務の改善に伴う打ち合わせを指定金融機関と定期的に行い、各金融機関への説明会
も26年11月に実施し、周知を図りました。

【評価の理由】
　予定とおり27年1月5日から外部委託を開始し、トラブルなく円滑に稼働していることから、A評価
としました。

【今後の取組】
　消込処理一元化のチェック体制及びデータの移行体制を強化するため、引き続き各課と連携を図りま

す。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

消込事務一元化及び
外部委託の実施 -

取組に対する評価 A A

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
消込事務一元化及び

外部委託の検討
消込事務一元化及び

外部委託の実施
消込事務一元化及び
外部委託の継続実施 -

年度ごとの実績値
消込事務一元化及び

外部委託の検討

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

　消込事務一元化に対応するマニュアルに基づき、ＯＣＲ処理研修の実施するとともに、指定金融機関を

はじめとする各金融機関へ公金収納事務の変更を通知します。

　また、消込処理後、各課所管のシステムと財務会計システムとの連携を図るため、チェック体制、デー

タの移行体制を構築します。

平成２７年度
消込事務一元化の

継続実施
　前年度に引き続いて、会計課にて消込処理を一元化処理を実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

消込事務のチェック体制及びデータの移行体制の強化時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
消込事務一元化の

検討

　各担当課で消込事務内容の検証を実施し、消込事務一元化に対応するマニュアルを作成し、公金収納事

務の大幅改修に伴う、指定金融機関をはじめとする各金融機関との事務調整を行います。

　また、消込処理後、各課所管のシステムと財務会計システムとの連携を図るため、チェック体制、デー

タの移行体制の構築するとともに消込事務処理後のデータの受渡方法を各課と検討します。

平成２６年度
消込事務一元化の

実施

現状・問題点・必要性

　収納事務について、指定金融機関が集計した原符を会計課で再度集計し日計処理を行ってい
ます。日計処理後、各課に原符と収納金通知書を配布し、各課で消込事務を行っています。消
込事務の一元化を行うことで当日消込処理が可能になり、収納事務処理に要していた時間を大
幅に短縮することができます。

実施内容
　事務の効率化を図るため、日計処理と連動しながら４課（収納課、保険年金課、高齢福祉介
護課、資源循環課）で行っている消込処理を会計課で一元化処理します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 消込事務の一元化 担当課 会計課

第２次実施計画事業名 現金出納、財産の記録及び管理事務 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名
小学校におけるPPS（特定規模電気事業者）
からの電力調達

担当課 教育総務部教育総務課

第２次実施計画事業名 小学校の運営・維持のための事務 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　東日本大震災以来、原子力発電所の稼働停止により電力不足が発生し、今後も続くと思われ
る電気料金の値上げや消費税の増税、エアコン設置に伴う電気使用量の増加に対しては、枠配
分予算の中での努力では、到底賄いきれない状況です。

実施内容
　一般電気事業者より価格面や環境面において有利なPPS（特定規模電気事業者）からの電力
調達に向け、平成２５年度に本市が策定する「公共施設電力調達に関する基本方針」に基づ
き、平成２６年度より小学校における電力調達をPPSから行います。

重点目標

数値等 単位 定義

6,108 千円
ＰＰＳから電力供給を受けた場合の従来電気料金との差額
（平成２６年度～２７年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 基本方針決定
　市としての方針決定を決定するとともに、ＰＰＳへ移行する学校の選定及び契約手続き
の準備を行います。

平成２６年度
PPSからの電力

調達
　契約手続き及びＰＰＳからの電力供給を行います（２６年１０月からのＰＰＳへの移行
を想定）。

平成２７年度 継続調達 　継続してＰＰＳからの電力供給を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - 2,036,000 4,072,000 6,108,000

実績効果額（円） - 6,166,000 6,166,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 基本方針決定
PPSからの電力

調達
継続調達 -

年度ごとの実績値 基本方針決定
PPSからの電力

調達
-

取組に対する評価 A Ａ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成26年10月からPPSによる電力供給を受けられるよう準備作業を進めました。

【評価の理由】

　予定通りのスケジュールで進めることができ、PPSによる電力供給を受けられる見通しとなったた
め、A評価としました。

【今後の取組】
　入札・契約の準備を進め、PPSからの供給が始まった際には効果を測定していきます。

平成２６年度

【実施状況】

　平成26年7月に入札を実施して業者を決定し、10月からＰＰＳによる電力供給を開始しました。

【評価の理由】

　予定どおり26年10月からＰＰＳによる電力供給が可能となり、一般電気事業者より契約基本単価を
下げられたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　今後も28年9月の契約期間満了までＰＰＳからの電力調達を継続します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名
中学校におけるPPS（特定規模電気事業者）
からの電力調達

担当課 教育総務部教育総務課

第２次実施計画事業名 中学校の運営・維持のための事務 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　東日本大震災以来、原子力発電所の稼働停止により電力不足が発生し、今後も続くと思われ
る電気料金の値上げや消費税の増税、エアコン設置に伴う電気使用量の増加に対しては、枠配
分予算の中での努力では、到底賄いきれない状況です。

実施内容
　一般電気事業者より価格面や環境面において有利なPPS（特定規模電気事業者）からの電力
調達に向け、平成２５年度に本市が策定する「公共施設電力調達に関する基本方針」に基づ
き、平成２６年度より中学校における電力調達をPPSから行います。

重点目標

数値等 単位 定義

3,732 千円
ＰＰＳから電力供給を受けた場合の従来電気料金との差額
（平成２６年度～２７年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 基本方針決定
　市としての方針決定を決定するとともに、ＰＰＳへ移行する学校の選定及び契約手続き
の準備を行います。

平成２６年度
PPSからの電力

調達
　契約手続き及びＰＰＳからの電力供給を行います（２６年１０月からのＰＰＳへの移行
を想定）。

平成２７年度 継続調達 　継続してＰＰＳからの電力供給を行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - 1,244,000 2,488,000 3,732,000

実績効果額（円） - 3,910,000 3,910,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 基本方針決定
PPSからの電力

調達
継続調達 -

年度ごとの実績値 基本方針決定
PPSからの電力

調達
-

取組に対する評価 A Ａ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　平成26年10月からPPSによる電力供給を受けられるよう準備作業を進めました。

【評価の理由】

　予定通りのスケジュールで進めることができ、PPSによる電力供給を受けられる見通しとなったこと
から、A評価としました。

【今後の取組】
　入札・契約の準備を進め、PPSからの供給が始まった際には効果を測定していきます。

平成２６年度

【実施状況】

　平成26年7月に入札を実施して業者を決定し、10月からＰＰＳによる電力供給を開始しました。

【評価の理由】

　予定どおり26年10月からＰＰＳによる電力供給が可能となり、一般電気事業者より契約基本単価を
下げられたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　今後も28年9月の契約期間満了までＰＰＳからの電力調達を継続します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　関係課との協議を行い、鍵の受け渡し業務など日直代行員のあり方を見直した際に考えられる影響や

課題の抽出を行いました。

【評価の理由】
　休校日の体制のあり方など解決すべき課題が見えてきたことで、実現の可能性が高まりまったため、

A評価としました。

【今後の取組】

　課題の解決方法をまとめた上で、学校との協議を進めます。

平成２６年度

【実施状況】

　引き続き、関係課との協議を行いながら日直代行員の業務を確認しました。また、学校現場との具体
的な調整のなかで、新たな課題も見えてきました。

【評価の理由】
　学校現場や関係団体との調整が難航し、学校開放の観点等で見直しへ向けた検証の段階で課題の整理

が必要となったことから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　課題の解決方法をまとめた上で、学校との協議を進めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

日直代行員業務の

検証結果取りまとめ -

取組に対する評価 A B

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
日直代行員業務の

検証
日直代行員業務の

検証結果取りまとめ

日直代行員業務の
見直し

-

年度ごとの実績値
日直代行員業務の

検証

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

　教職員で対応が困難な場合の代替手法などについて、関係課及び学校との協議を行いま
す。

平成２７年度
日直代行員業務の

見直し
　日直代行員業務の見直しを実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

日直代行員のあり方見直し時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
日直代行員業務の

検証
　現在日直代行員が行っている業務を検証し、業務内容やその必要性、取扱い手法などに
ついて、関係課及び学校との協議を行います。

平成２６年度
日直代行員業務の

検証結果取りまとめ

現状・問題点・必要性

　休校日であっても、電話、荷物の受け取り、鍵の受け渡しなどの業務が発生するため、それ
を担う人員が必要であり、現在、各校、２６人（１３人工）の日直代行員を雇用しています。
　中学校は、休校日であっても部活動の指導のために登校している教職員がいることが多く、
まったく無人になる日が少ないため、現在日直代行員が行っている業務の取り扱いを見直し、
日直代行員のあり方を検討する余地があります。

実施内容
　現在日直代行員が行っている業務を検証し、業務内容やその必要性、取扱い手法などについ
て、関係課及び学校との協議を行います。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 日直代行員のあり方の見直し 担当課 教育総務部教育総務課

第２次実施計画事業名 中学校臨時職員等の雇用に関する事務 事業区分 政策的事業
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６－（７０） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

実
施
状
況
等

平成２５年度

平成２６年度

【実施状況】

　協働推進事業の制度について、市民活動推進委員会での審議、パブリックコメント及び意見交換会等
を通じて得た意見を踏まえた検討を行い、制度を再構築しました。

【評価の理由】
　これまでの課題を整理し、市民活動団体による市民サービスの定着が期待できる制度となったことか
ら、A評価としました。

【今後の取組】

　市民対象の説明会等を実施し、再構築した制度についての市民周知を図りながら、多くの事業提案を
導くことができるよう取り組みます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

協働推進事業の
見直し

-

取組に対する評価 - A

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 -
協働推進事業の

見直し
見直しを行った

協働推進事業の実施 -

年度ごとの実績値 -

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

　協働推進事業の再構築案について、市民活動推進委員会で審議するとともに、市民参加
の意見交換会及びパブリックコメントを実施し、見直しを図ります。

平成２７年度
見直しを行った協
働推進事業の実施

　平成26年度に見直し結果に基づき引き続き協働推進事業を実施し、市民活動団体や民
間企業など多様な主体との更なる協働の推進に取り組みます。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

新たな協働推進事業の実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 － －

平成２６年度
協働推進事業の

見直し

現状・問題点・必要性

　多様化する市民ニーズに対応していくため、市民活動団体や民間企業など多様な主体とのさ
らなる協働の推進に向けた仕組みが必要であることから、総合計画基本構想に位置付けた新し
い市政の基軸である新しい公共の形成に向け、平成１９年度から制度を運用してきた協働推進
事業の再構築を行う必要があります。

実施内容
　「協働推進事業の領域の明確化」、「市民サービス提供の継続性、安定性の向上」、「協働
推進事業と提案型民間活用制度の連携」等の視点から、協働推進事業の見直しを平成２６年度
中に行います。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 協働推進事業の見直し 担当課 総務部市民自治推進課

第２次実施計画事業名 市民活動団体との協働事業の推進 事業区分 政策的事業
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６－（７１） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

平成２６年度

【実施状況】

　6月から従来の住基カードと並行して市オリジナル広報キャラクター（えぼし麻呂）入りの住基カー

ドを作成し、申請・交付を開始しました。

　さらに、イベント等に参加し、住基カードの普及啓発を行なうとともに、申込窓口を新設の辻堂駅前

出張所を含めるなど拡大し、市民の利便性向上を図りました。

【評価の理由】

　新規に作成したオリジナルカードは約9ヶ月で交付を終了しましたが、申請者からは大変好評でし

た。

　また、住基カードの交付枚数は、目標値には達しませんでしたが、積極的な普及啓発の効果により順

調に増加していることから、Ｂ評価としました。

【今後の取組】

　平成27年度からは個人番号カードが交付されるため、個人番号制度への円滑な移行を図ります。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

2,346枚 2,346枚

取組に対する評価 - Ｂ

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 - 2,600枚 1,800枚 4,400枚

年度ごとの実績値 -

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

　平成２６年６月より市オリジナル広報キャラクター入りの住基カードの交付を開始します。

　また、ポスターやパンフレット、市ホームページ等でのＰＲによりコンビニ交付サービスの周

知及び利用の拡大を推進します。

平成２７年度 １，８００枚
　新設される出張所での住基カードの申込受付を実施し、周辺に居住する市民の利便性の向上を

図り、更に住基カードの普及促進を進めます。また、平成２８年１月からは住基カードに代わり

個人番号カードが交付されるため、個人番号制度への円滑な移行を図ります。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

住民基本台帳カードの交付枚数（平成２７年度）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 － －

平成２６年度 ２，６００枚

現状・問題点・必要性

　平成２６年２月に全国のコンビニエンスストアでの住民票の写し等が取得できるコンビニ交
付を実施し、サービスの利用に必要な住民基本台帳カード（住基カード）の普及促進を図るた
め、１月後半に住基カード用の写真の無料撮影を実施しました。住基カードの利便性を高め、
その普及を図ることで高齢化の進展や市民ニーズの多様化に対応したサービスの提供が求めら
れています。

実施内容

　平成２６年６月より市オリジナル広報キャラクター入りの住基カードの交付を開始し、各世代への普及促進
を図り、ポスターやパンフレット、市ホームページ等でのＰＲによりコンビニ交付サービスの周知及び利用の
拡大を推進します。また、新設される出張所での住基カードの申込受付を実施し、周辺に居住する市民の利便
性の向上を図り、更に住基カードの普及促進を進めます。

重点目標

数値等 単位 定義

1,800 枚

行革重点推進事業名 住民基本台帳カードの普及促進 担当課 総務部市民課

第２次実施計画事業名
住民基本台帳法に基づく住民基本台帳カードの交付に
係る事務

事業区分 定例・定型的事業
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６－（７２） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

平成２６年度

【実施状況】

　ツイッターは全課に利用を促す通知を出し、秘書広報課宛の依頼書をイントラネットへアップしまし

た。また、SNSを利用する際のルール作りや、運用体制について先進他市の事例の情報収集を行いま

した。

【評価の理由】

　庁内運用基準について庁内での合意形成までいたっていないことから、B評価としました。

【今後の取組】

　庁内運用基準を引き続き作成するとともに、効果的な運用体制を検討します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

他自治体の情報収集 -

取組に対する評価 - B

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 -
即時性のある市政

情報の発信準備

即時性のある市政

情報の発信 -

年度ごとの実績値 -

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

　ＳＮＳを活用した市政情報の掲載基準や情報を共有・整理する仕組み等を明確にした庁
内運用基準の作成を行います。

平成２７年度
即時性のある市政

情報の発信
　民間事業者を活用し、主に若年層を対象としたツイッター、フェイスブック等のＳＮＳ
を利用した情報発信の実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

SNSを活用した市政情報の発信時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 － －

平成２６年度
即時性のある市政
情報の発信準備

現状・問題点・必要性

　平成２３年度からツイッターを活用し、観光情報や防災情報等についての市政情報の発信を
行っています。今後は若年層にも市政情報に興味をもってもらうため、ツイッターや新たに
フェイスブック等のＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を活用してタイム
リーな情報発信を行います。

実施内容
　ＳＮＳ利用者の増加を踏まえ、若年層をターゲットとしたタイムリーな市政情報の提供を進
めます。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 SNSを活用した効果的な行政情報の提供 担当課 企画部秘書広報課

第２次実施計画事業名 市ホームページ管理運営事業 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

実
施
状
況
等

平成２５年度

平成２６年度

【実施状況】

　自治会連合会や自主防災組織と行政が連携し地域の実情に即した訓練を実施しました。また、消防本

部と合同で消防防災フェスティバルを実施しました。

【評価の理由】

　地区防災訓練については、地域の防災訓練を自主防災組織などと連携して実施し、総合防災訓練につ

いては、消防防災フェスティバルを消防本部と合同で実施することにより、これまで防災訓練に参加経

験のない方や４０歳以下を中心とした幅広い年齢層の参加が得られたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、地域の実情に即した訓練や防災意識向上のため消防防災フェスティバルを実施し、自助、

共助に関わる取組を促進することにより地域防災力の強化を図ります。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

消防フェスティバルと

の合同実施 -

取組に対する評価 - A

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 -
総合防災訓練の実施

形態の見直し

見直し結果に伴う

総合防災訓練の実施 -

年度ごとの実績値 -

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

　地区防災訓練については、地域の実情に即した訓練をさらに推進することとし、総合防災訓練

については、居住地区に関わらず、より幅広い年齢層にわたり、市民が自由に気軽に参加できる

ことを目指し、フェスティバル形式の訓練として、消防フェスティバルと合同して開催します。

平成２７年度
見直し結果に伴う総合

防災訓練の実施

　総合防災訓練については、平成２６年度に引き続き、消防フェスティバルと合同で消防
防災フェスティバルとして実施します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

消防防災フェスティバルの継続実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 － －

平成２６年度
総合防災訓練の実施

形態の見直し

現状・問題点・必要性

　市が主催する総合防災訓練は、年に一度、12の自治会連合会を単位とし、順次開催し、防災
関係機関等の協力を得て地域住民の防災意識の向上に一定の成果をあげました。一方、地域が
主体となって行う地区防災訓練は、自主防災組織が中心となり、より実践的で実効性のある訓
練内容へと変化しつつあります。このような現状を踏まえ、より効果的な手法により、自助・
共助・公助の取り組みの強化を図ることが求められています。

実施内容

　地域における防災訓練については、自治会連合会や自主防災組織と行政が連携し、地域の実情に即した訓練をさらに推進するこ

とにより、地域の共助の取り組みの強化を図ります。

　総合防災訓練については、より幅広い年齢層にわたり、市民が自由に気軽に参加することができる実施形態に変更し、今まで以

上に多くの市民に防災対策について普及啓発し、市民全体の防災意識の向上を図るとともに、防災関係機関と連携して実施するこ

とにより、平時から連絡を密にし、災害時における情報提供及び協力体制をより強固なものとします。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 防災訓練事業の見直し 担当課 市民安全部防災対策課

第２次実施計画事業名 防災訓練事業 事業区分 定例・定型的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標を見直し、新たな重点目標を設定しました。

行革重点推進事業名 地下水水質モニタリングの効率化 担当課 環境部環境保全課

第２次実施計画事業名 水・土壌環境保全調査事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性

　水質汚濁防止法第15条は、都道府県知事に対して、地下水の水質の汚濁の状況の監視を常時行うべきことを義務づけ

たもので、同法第28条の規定により常時監視に関する事務が政令市の長にも適用され、本市も平成15年度に特例市と

なって以来、継続して地下水の常時監視を行ってきました。

　地下水の常時監視は、メッシュ調査で新たな汚染が判明すると継続調査地点を追加することになり、また、新たな項

目が水質環境基準として追加されれば、調査の対象が増えるなど、今後も予算増加要因を抱えています。

　限られた人員と経費で必要十分な成果が得られるよう、また、より効果的な調査となるよう、今後も引き続き、調査

の効率化を図らなければならないものと考えます。

実施内容
　地下水水質モニタリング（地下水の常時監視）について、各調査の測定内容を見直します。
現在は、定点調査として６地点毎年調査を行っていますが、２年間で６地点（３地点毎隔年）
調査へと変更します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度 地下水水質モニタリングの精査時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 － －

平成２６年度 592千円
　現状の定点調査である６地点毎年調査から、２年間で６地点（３地点毎隔年）調査へと
変更し、より的確かつ効率的なモニタリング体制を整備します。

平成２７年度 592千円
　現状の定点調査である６地点毎年調査から、２年間で６地点（３地点毎隔年）調査へと
変更し、より的確かつ効率的なモニタリング体制を整備します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - 592,200 592,200 1,184,000

実績効果額（円） - 980,280 980,280

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 - 592千円 592千円 1,184千円

年度ごとの実績値 - 980千円 980千円

取組に対する評価 - Ａ

実
施
状
況
等

平成２５年度

平成２６年度

【実施状況】

  地下水水質モニタリング（地下水の常時監視）について、各調査の測定内容を見直し、定点調査とし

て６地点毎年調査を行っていましたが、2年間で6地点（3地点毎隔年）調査へと変更しました。ま

た、市内全域を1ｋｍメッシュで35区域に区分して5年間で調査を行っていましたが、2ｋｍメッシュ

として9区域を4年間で調査することとし、26年度は3地点に変更しました。

【評価の理由】

  測定間隔及びメッシュ調査の見直しにより、980千円の歳出削減効果があり、大幅に目標値を上回る

とともに業務改善を達成できたことから、A評価としました。

【今後の取組】

　定点調査については、26年度の調査を行っていないため、27年度の結果を見て今後の方針を決定し

ます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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６－（７５） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名
地盤沈下対策調査事業における市内水準測量の
効率化

担当課 環境部環境保全課

第２次実施計画事業名 地盤沈下対策調査事業 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性

　最近の市内水準測量の測定結果は、地盤変動がほとんど見られず、地盤沈下は沈静化している状況にあります。これ

は神奈川県生活環境の保全等に関する条例により、市内全域が規制地域として指定され、地下水の採取規制がされてい

るためです。

　地盤沈下は、ゆっくりと進行するため気付きにくい現象で、沈下が進むと家屋の傾き、ビルの抜け上がり、埋設管の

損傷などの被害が起こります。しかし、被害が起きてしまってからでは手遅れで、一度収縮した粘土層は水位が回復し

ても膨張することはほとんどなく、沈下した地盤は、もはや元に戻ることはありません。

実施内容
　過去からの測定結果、地盤変動量など地盤沈下が沈静化している現状を踏まえ、現在、毎年
実施している市内水準測量について、平成２６年度から隔年で実施するよう見直しを行いま
す。

重点目標

数値等 単位 定義

26 年度 地盤沈下対策事業における市内水準測量の見直し実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 － －

平成２６年度
市内水準測量見直

し実施
　市内水準測量について、隔年実施とするよう見直しします。

平成２７年度 － －

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - 3,360,000 - 3,360,000

実績効果額（円） - 3,360,000 - 3,360,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 -
市内水準測量見直

し実施
- -

年度ごとの実績値 -
市内水準測量見直

し実施
- -

取組に対する評価 - Ａ -

実
施
状
況
等

平成２５年度

平成２６年度

【実施状況】

　水準測量委託は実施せず、地盤沈下対策として、地下水揚水事業者から揚水量と地下水位の報告を受

け、地下水位の大きな変動が無いことを確認しました。

【評価の理由】

　水準測量委託を実施しなかったことにより、3,360千円（平成24年度実績）の削減ができ、水位に

大きな変化が見られなかったことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】

　27年度水準測量を実施し、地盤変動が無く、地下水揚水量や地下水位に大きな変動が無ければ今後

も本方式を継続します。

平成２７年度
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６－（７６） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

-

取組に対する評価 - -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 - - 10件 10件

年度ごとの実績値 -

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - 1,158,000 1,158,000

実績効果額（円） - -

－

平成２７年度 5件 　境界復元の年間申請件数の２．５％を目標とします。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

道水路等の境界復元の負担の選択制実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 － －

平成２６年度 －

現状・問題点・必要性

　現状、道水路等の境界復元は、全て市の負担により行っており、境界復元を完了するまでに
約２か月の期間を要し、また、多額の費用を要しているといった問題点があります。
そのため、期間短縮等のために境界復元の申請者自身の負担による境界復元を希望する場合に
おいて、これを可能とすることは、サービスの向上及び費用の縮減の観点から必要です。

実施内容
　平成２７年度から、世界測地系による測量を行い境界確定図を作成している箇所に係る境界
復元について、市の負担又は申請者の負担の選択制とします。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 道水路等の境界復元の負担の選択制 担当課 建設部建設総務課

第２次実施計画事業名 道水路の境界確定及び境界確定図等の交付 事業区分 定例・定型的事業
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６－（７７） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

平成２６年度

【実施状況】
　予防業務の一元化など組織改正の方向性を定め、庁内調整（政策会議等）、議会報告（全員協議
会）、例規等審査会を経て、平成26年度末に組織改正を確定しました。

【評価の理由】

　災害、事故の多様化及び大規模化等による消防を取り巻く環境の変化に対応できる組織を予定どおり
構築できたことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　迅速な初動体制の確立、防災機能の強化が可能な新たな組織として業務を開始します。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

組織改正決定 -

取組に対する評価 - Ａ

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値 - 組織改正準備 組織改正実施 -

年度ごとの実績値 -

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

　平成２５年度に取りまとめた組織改正基本方針を踏まえ、２７年度に効率的な組織改正
を行うための庁内調整を行います。

平成２７年度 組織改正実施
　これまで以上に迅速な初動体制の確立、防災機能の強化が可能な新たな組織として業務
を開始します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

組織改正実施時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度 － －

平成２６年度 組織改正準備

現状・問題点・必要性

　現在、消防本部、通信指令室を市役所新庁舎に移転するための準備を実施しており、寒川町
との消防指令業務共同運用を踏まえ、指令部門を新たな課として創設することや、予防業務の
一元化などの組織改正に必要な事務分掌や総合計画基本構想の見直し等の調整を行っていま
す。また、これまで以上に迅速な初動体制の確立、防災機能の強化が求められています。

実施内容
　新庁舎移転後の寒川町との消防指令業務共同運用を踏まえ、各組織の配置、必要な設備等の
検討を行い、その後、組織改正に必要な事務等を行い、平成２７年度よりこれまで以上に迅速
な初動体制の確立、防災機能の強化が可能な新たな組織として業務を開始します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 消防本部の組織の見直し 担当課 消防本部消防総務課

第２次実施計画事業名 消防本部庁舎再活用事業 事業区分 政策的事業
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７－（１） 

 

累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 職員数の適正化 担当課 総務部職員課

第２次実施計画事業名 部課かいの職員数の検討、決定 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　今後もさらに進展すると予測される市民ニーズの多様化やさまざまな社会制度の改正などに
よる業務量の増加に備えるためにも、市民との協働、効率的な業務遂行、民間活力の導入など
を進め、適正な定員管理を進める必要があります。

実施内容 　茅ヶ崎市職員定数条例に基づく取り組みを推進します。

重点目標

数値等 単位 定義

1,177 人
平成２４年４月１日現在（１,１９７人）を起点とした平成
２７年度の任期に定めのない常勤職員数（市立病院・消防
を除く）

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
１，１９３人

（H25.4.1現在）

計画推進の手法（臨時職員・非常勤嘱託職員制度の活用、再任用職員の活用、行政評価制
度の活用、協働の推進、民間活力の導入等）を用いて、定員管理の適正化を進めていきま
す。

平成２６年度
１，１７９人

（H26.4.1現在）

計画推進の手法（臨時職員・非常勤嘱託職員制度の活用、再任用職員の活用、行政評価制
度の活用、協働の推進、民間活力の導入等）を用いて、定員管理の適正化を進めていきま
す。

平成２７年度
１，１７７人

（H27.4.1現在）

計画推進の手法（臨時職員・非常勤嘱託職員制度の活用、再任用職員の活用、行政評価制
度の活用、協働の推進、民間活力の導入等）を用いて、定員管理の適正化を進めていきま
す。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 15,972,000 152,646,000 168,861,000 337,479,000

実績効果額（円） 47,916,000 ▲ 56,238,000 ▲ 8,322,000

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
1,193人

（H25.4.1現在）

1,179人

（H26.4.1現在）

1,177人

（H27.4.1現在）
-

年度ごとの実績値 1,191人 1,198人 -

取組に対する評価 A Ｂ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　臨時職員・非常勤嘱託職員制度の活用、再任用職員の活用等により、適正な職員の配置に努めまし
た。

【評価の理由】
　目標に対して職員数を2人減少するとともに、効果額についても目標を上回ったことから、Ａ評価と

しました。

【今後の取組】

　量的・質的に業務量が増大する傾向の中、引き続き適正な人事配置に努めていきます。

平成２６年度

【実施状況】

　臨時職員・非常勤嘱託職員制度の活用、再任用職員の活用等により、適正な職員の配置に努めまし
た。

【評価の理由】
　臨時給付金業務、マイナンバー制度への対応、保健所政令市移行業務等で職員数が増加し、効果額に

ついても目標を達成できませんでしたが、増加する業務への適正な人事配置は実行できたことから、Ｂ

評価としました。

【今後の取組】
　量的・質的に業務量が増大する傾向の中、今後も保健所政令市移行業務や中核市移行業務等で人員増

が予測されるところですが、引き続き適正な人事配置に努めていきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

７ 総人件費抑制 
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

行革重点推進事業名 全庁的な時間外勤務の抑制 担当課 総務部職員課

第２次実施計画事業名 勤務時間、休憩等職員の勤務条件 事業区分 定例・定型的事業

現状・問題点・必要性
　毎週水曜日及び毎月の給料支給日をノー残業デーとし、また、毎月の時間外勤務の状況を課
ごとに報告を求めるなど、時間外の抑制に努めていますが、際だった効果が見られません。

実施内容
　ノー残業デーの履行を徹底します。また、業務棚卸により事業のスクラップビルドを徹底す
るとともに、非常勤職員の活用、業務委託、機動的な職員配置などの改善策により、時間外勤
務の抑制に努めます。

重点目標

数値等 単位 定義

245,000 時間
平成２３年度の時間外勤務の総時間（258,000時間）を
５％削減した時間

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
時間外勤務の総時間
（245,000時間）

管理職による時間外勤務のマネジメントの強化をします。
また、ノー残業デーの履行を徹底します。

平成２６年度
時間外勤務の総時間
（245,000時間）

管理職による時間外勤務のマネジメントの強化をします。
また、ノー残業デーの履行を徹底します。

平成２７年度
時間外勤務の総時間
（245,000時間）

管理職による時間外勤務のマネジメントの強化をします。
また、ノー残業デーの履行を徹底します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） 34,255,000 34,255,000 34,255,000 102,765,000

実績効果額（円） ▲ 28,916,565 ▲ 63,556,574 ▲ 92,473,139

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
時間外勤務の総時間

（245,000時間）

時間外勤務の総時間

（245,000時間）

時間外勤務の総時間

（245,000時間）

時間外勤務の総時間

（735,000時間）

年度ごとの実績値 268,635時間 283,607時間

取組に対する評価 C Ｃ

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　ノー残業デーの設定及び実施状況の報告、時間外勤務の目標管理、80時間超の職員への面談等によ

る時間外勤務削減の取組みを行いました。

【評価の理由】

　目標に対して23,635時間、平成23年度に比べても10,635時間増加していることから、Ｃ評価と

しました。

【今後の取組】

　時間外勤務の削減を行った部署や80時間超の職員がいた場合において、その後改善が図られた部署

において行われた取り組みを公表することにより、各所属の意識の向上を図り、時間外勤務の削減に努

めます。

　また、庁内の各部局にて、今一度業務への取り組み方や人員体制について議論を行うとともに、7-

(4)「庁内分権の推進」による臨時職員等の部内での流動的活用や、より柔軟な人員配置方策について

検討を進めます。

平成２６年度

【実施状況】

　ノー残業デーの設定及び実施状況の報告、時間外勤務の目標管理、80時間超の職員への面談等によ

る時間外勤務削減の取組みを行いました。

【評価の理由】

　目標に対して38,607時間、平成23年度比25,607時間、25年度に比べても14,972時間増加して

いることから、Ｃ評価としました。

【今後の取組】

　引き続き、各課かいでの時間外勤務の目標管理を徹底するとともに、全庁的に増加している業務量に

対し、各課の人員配置について検討を進めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

※当初の重点目標等を見直し、新たな重点目標等を設定しました。

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】
　業務分析の結果を踏まえ、窓口業務の効率化を図るとともに、将来に向かって持続性のある最適な窓

口サービスの提供体制を構築するため、窓口業務等の外部委託化を検討しました。

【評価の理由】

　任期に定めのない常勤職員の果たすべき役割を整理し、既に外部委託を導入した自治体の視察を行
い、本市に適した業務委託方針及び範囲の適正化について検討したことから、Ａ評価としました。

【今後の取組】
　本市における最適な窓口サービスの提供に向け、準備を進めます。

平成２６年度

【実施状況】
　窓口業務等の外部委託化について、関係課と協議を行い、庁内の意思決定を経て、議会にて協議いた

だきましたが、先行して外部委託を実施していた他自治体で国の機関より是正指導があり、問題点等を
踏まえ、再検討することとなりました。

【評価の理由】
　外部委託計画書について、他自治体での是正指導の内容を踏まえ、見直しが必要となりました。
　その結果、外部委託化のメリットが十分に発揮できると判断できる時点で、改めて検討することとな

り、当初の目標を達成できなかったことから、Ｃ評価としました。

【今後の取組】

　窓口業務等の人的資源の最適配分化について、安定的かつ的確な市民サービスが継続的に提供できる
よう、引き続き調査研究を進めます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

窓口業務の効率化・人的資源の

最適配分の計画の見直し -

取組に対する評価 Ａ Ｃ

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
窓口業務の効率化・人的資源の

最適配分に向けた検討

窓口業務の効率化・人的資源の

最適配分実施

窓口業務の効率化・人的資源の

最適配分実施 -

年度ごとの実績値
窓口業務の効率化・人的資源の

最適配分に向けた検討

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

検討結果をもとに、本市における市民に対する最適な窓口サービスを提供します。

平成２７年度
窓口業務の効率
化・人的資源の最
適配分実施

検討結果をもとに、本市における市民に対する最適な窓口サービスを決定します。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

本市における市民に最適なサービス提供の方向性決定時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
窓口業務の効率化・
人的資源の最適配分
に向けた検討

窓口業務を含めた市民課全業務において現状分析等を通じて業務の特性に応じた人的資源の最適
配分を検討するとともに、他市町村の窓口業務のあり方の調査を通じて、最適な窓口サービスの
提供に向けた検討を行います。

平成２６年度
窓口業務の効率
化・人的資源の最
適配分実施

現状・問題点・必要性

　交通の利便性のよい本庁舎の窓口は、利用者が集中しやすく、混雑し、窓口利用の待ち時間
が多くなっています。また、届出の内容の複雑化により、職員の対応時間も年々増加している
のが現状です。更なる業務の効率化や事務の委託、これまで以上に効率的な職員配置を行うな
ど、職員の負担を減らすとともに市民にとって最適な窓口サービスを提供できるよう検討する
必要があります。

実施内容

　窓口業務を含めた市民課全業務において現状分析等を通じて、改めて任期に定めのない常勤職員の果たすべ
き役割を整理し、再任用・非常勤嘱託・臨時といった各種職員のさらなる活用を図り人的資源の最適配分化を
実施します。また、他市町村の窓口業務について調査・研究を行い、事務委託も含めた本市の最適な窓口サー
ビスのあり方を確立します。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 窓口業務の効率化 担当課 総務部市民課

第２次実施計画事業名 連携型窓口・証明発行窓口の一元化 事業区分 政策的事業
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累計

累計

累計

累計

最終
評価

実
施
状
況
等

平成２５年度

【実施状況】

　臨時職員等の部内の流動的活用について、試行的に実施している部局の実施状況を確認し、更に効果
があると考えられる手法について検討を行いました。

【評価の理由】
　更なる庁内分権の推進に向けて、効果的な手法を検討したものの、具体的な方策を定められなかった
ことから、B評価としました。

【今後の取組】

　引き続き臨時職員等の部内の流動的活用について、試行的に実施している部局の実施状況を確認し、
更なる庁内分権方策についても検討していきます。

平成２６年度

【実施状況】
　臨時職員や常勤職員の部内における流動的活用について検討しましたが、政策目標の達成や時間外勤
務の縮減に向けて、ゼロベースで庁内分権方策を検討することとしました。

【評価の理由】
　庁内分権方策について定められなかったものの、今後の取り組みスケジュールについて方向性を明ら

かにしたことから、B評価としました。

【今後の取組】
　働き方の見直しも視野に入れ、本市に適した庁内分権方策について、引き続き検討していきます。

平成２７年度

【実施状況】

【評価の理由】

【今後の取組】

庁内分権方策の検討 -

取組に対する評価 B B

- -

目標の
進行
管理

年度ごとの目標値
部局内における職員の

流動的活用における試

行結果の検証

部局内における職員の

流動的活用における検

討・実施

部局内における職員の

流動的活用の実施 -

年度ごとの実績値 試行結果の検証

累計

行革効果額
の把握

推計効果額（円） - - - -

実績効果額（円） - -

職員の部局内での流動的活用に向けた検討・実施、更なる庁内分権方策の検討を行いま
す。

平成２７年度
部局内における職員の

流動的活用の実施

職員の部局内での流動的活用を引き続き実施するとともに、更なる庁内分権方策の検討を
行います。

実績
及び
評価

項目 取組年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

庁内分権方策の決定時期

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

実施年度 目標値等 具体的な取組の内容

平成２５年度
部局内における職員の

流動的活用における試

行結果の検証
職員の部局内での流動的活用の試行結果の検証、更なる庁内分権方策の検討を行います。

平成２６年度
部局内における職員の

流動的活用における検

討・実施

現状・問題点・必要性

　平成１９年度に策定した「第３次茅ヶ崎市行政改革大綱」に庁内分権の推進を位置付け、一
定の予算枠を各部局に付与する枠配分方式を実施してきました。しかしながら、厳しい財政状
況の中、業務量の増大に見合った体制を効果的に達成するためには、これまで以上に効率的な
職員配置が求められることから事業に位置づけました。

実施内容
　経済部の非常勤嘱託職員等の流動的活用に基づき、部局内における職員の流動的活用におけ
る試行結果の検証を行い、検証結果を受け本格実施に向けた検討を行うとともに更なる庁内分
権方策の検討を行います。

重点目標

数値等 単位 定義

27 年度

行革重点推進事業名 庁内分権の推進 担当課 企画部企画経営課

第２次実施計画事業名 庁内分権の推進 事業区分 定例・定型的事業
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